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編集方針

伊藤忠商事の ESG レポートは、株主・投資家・お取引先をはじめとする幅広いステークホルダーの皆さまに、
当社のサステナビリティ推進方針や考え方・目標・体制・具体的な取組みを深く理解していただくことを目的
としています。また、伊藤忠商事では、「事業活動を通じて社会の期待に応えていくことが、その持続可能性（サ
ステナビリティ）を保ち、更なる成長につながる」と認識しています。このような考えのもと、前年度の取組み内
容を中心に SDGs への貢献を意識しつつ、ESG パフォーマンスデータとともに詳細を「ESG レポート 2024」で
ご報告します。

サステナビリティに関する情報開示について

刊行物 内容 PDF HTML

ESGレポート

伊藤忠商事のサステナビリティへの取組みについて、幅広いテーマを網羅する形で情報開示
を行っています。PDFは年次の報告書として発行しており、当社のESGへの取組みを継続的
な観点でご覧いただくことができます。当サイトにおいては、期中に行った活動について速報
性を持って情報を発信しています。

● ●

統合レポート
投資家をはじめとする幅広いステークホルダーに向けて経営実績、今後の成長戦略等ととも
にサステナビリティへの取組みに関する特に重要な情報を総合商社の事業活動の特性を踏
まえた切り口で財務・非財務情報を一体的に報告しています。

● ●

コーポレート・
ガバナンス報告書

「コーポレートガバナンス・コード」に記載された原則に従い、当社のコーポレート・ガバナ
ンスの考え方や体制等を報告しています。機関設計、運用状況、実効性評価等ガバナンス面
のより詳細な情報を発信しています。

● 　

有価証券報告書
日本の金融商品取引法第24条第1項に基づき作成し、関東財務局へ提出しています。財務
状況に関するより詳細な情報を発信しています。

●

2023年度（2023年 4月 1日から2024年 3月 31日）
但し、活動や取組み内容は一部それ以前からのもの、及び直近のものも含みます。

報告対象期間

発行日：2024年 9月	
次　回：2025年 9月予定	（前回：2023年 9月）

発行情報

伊藤忠商事株式会社（国内 7店、海外 86店）及び主要グループ会社を含みます。
報告対象範囲

当サイトに記載されている環境・社会面のパフォーマンス指標について、KPMG あずさサステナビリティ株式会社による
独立した第三者保証を受けています。保証対象の指標には、第三者保証マーク（★、◆及び■）を表示しています。詳し
くは第三者保証（P232）をご参照ください。

第三者保証

●		国連世界人権宣言
●		国連ビジネスと人権に関する指導原則
●		SDGs（持続可能な開発目標）
●		先住民の権利に関する国際連合宣言
●		国連法執行官による力と銃器の使用に関する基本原則
●		OECD 多国籍企業ガイドライン
●		日本経団連：企業行動憲章・地球環境憲章
●		日本貿易会「商社環境行動基準」「サプライチェーンCSR
行動指針」「気候変動対策長期ビジョン」

●		パリ協定（COP21）
●		国連グローバル・コンパクト（10原則）
●		GRIスタンダード
●		国際統合報告フレームワーク（IIRC）
●		IFRS	ISSB	S1、S2
●		環境省「環境報告ガイドライン」
●		ISO14001（環境マネジメントシステム）
●		ISO26000（社会的責任に関する手引き）
●		TCFD 提言
●		TNFD 宣言

参考にしたガイドライン

国連グローバル・コンパクトの 10原則や、2015年 9月に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs）を始めとす
る、以下のような国際ガイドラインや原則等を参照しています。

見通しに関する注意事項

本レポートには、過去と現在の事実だけでなく、将来に関する予測・予想・目標・計画が含まれています。
これらの将来情報は、当該情報更新時点までに入手可能な情報に基づくもので、種々の要因により影響を受け、実際の結果と大きく異なることが
あります。本レポートの利用は利用者の判断によって行って頂くようお願いします。

会社概要

社　名	 伊藤忠商事株式会社

創　業	 1858年

設　立	 1949年 12月 1日

本店所在地

東京本社

〒107-8077		 
東京都港区 
北青山 2丁目 5番 1号

大阪本社

〒530-8448 
大阪市北区 
梅田 3丁目 1番 3号

代表取締役会長 CEO	 岡藤	正広

資本金 	 2,534億円

営業所数	 国内　7店 
	 海外　86店

従業員数※ 		 連結　113,733人　 
	 単体　4,098人 
	 	（2024年 3月 31日現在）

※	連結従業員数は、就業人員数（臨時従業員数を含まない）です。

伊藤忠商事株式会社　サステナビリティ推進部
TEL：03 - 3497 - 4060　E-mail：tokcr@itochu.co.jp

問い合わせ
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私は社長就任以来、伊藤忠商事の企業価値を持続的に向上し、得られた利益を社会や株主の
方々、社員等全てのステークホルダーに広く還元することを念頭に経営を行ってきました。4月に発
表した経営方針では重要な項目として、ステークホルダーの皆様との対話を通じた「企業ブランド
価値の向上」を掲げています。

企業ブランド価値は、右肩上がりの成長を続けて安定した収益基盤を築くのみならず、数字では測
れない定性的な部分も磨き上げることによって高めていくものです。ブランド力が高まれば、新しい
情報が集まるようになってそれが「稼ぐ」につながり、更には企業の成長につながります。伊藤忠商
事が継続的に成長し続けられるということは、伊藤忠商事と商売をすれば儲かるというお客様から
の支持を得ているということに他ならず、このような好循環が生まれる会社を目指しています。

ブランドとは、様々なステークホルダーからの安心・信頼の積み重ねともいえますが、逆に 1人の
社員、1度の不祥事によって、一気に崩れ落ちるリスクもあるものです。ブランド価値の毀損を「防
ぐ」ことを一人ひとりが徹底し、外部からの評価や社会に与える影響を意識して、行動することが大
事です。

このような企業ブランド価値向上を着実なものにする原動力は、個々の社員の成長です。今は業績
もよく、社員もやる気を出して仕事に取組み、社会から高い評価もいただき、その結果優秀な学生
が集まるという好循環になっていますが、これを維持し、更に向上させたいと考えています。社員に
やりがいを与え、結果が出るまで辛抱強く育成する等、社員と会社の信頼と期待の循環が生まれや
すい環境を整備し、人的資本強化に努めます。

これらを通じ、伊藤忠商事の企業理念の「三方よし」の実現、「三方よし資本主義」を実践し、企業
価値の弛まぬ向上を目指していきます。

「三方よし」と企業ブランド価値向上を
目指して

トップコミットメント 会長 CEO

代表取締役会長 CEO　岡藤 正広

2024年6月
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伊藤忠商事は、2024年に新たな経営方針「The	Brand	–	new	Deal	～利は川下にあり～」を掲げ、
業績と企業ブランド価値の両方を磨くことを方針として定めました。当社の商売は、商品ありきのプ
ロダクトアウト型ではなく、現場に入り込み、市場の声に耳を傾け、マーケットインの発想でお客様
のニーズを的確に捉えて事業を拡大していくことを基本としています。また更なる事業拡大ととも
に、当社は、脱炭素社会の実現に向けて、2040年までの温室効果ガス（GHG）排出量オフセットゼ
ロ、2050年までの GHG 排出量実質ゼロを目指しています。本業であるトレードや事業投資を通じ
てバリューチェーン全体におけるGHG 排出量の削減に貢献することが、当社自身の持続的成長と
企業ブランド価値の向上に繋がると考えており、今後も環境と経済の好循環を生み出すSDGs ビジ
ネスに取組んでいきます。

社会からの脱炭素の要請は、世の中に大きな「変化」をもたらしますが、この「変化」は当社にとっ
てチャンスになると考えています。より環境負荷の少ない事業が求められる経営環境下では、既存
の商売にとらわれることなく、いち早く新たな商売の種を見つけ、その種を大切に育むことが重要
です。そしてその重要な役割を担うのは当社の人材です。社員を大切にする文化は創業来の当社の
伝統であり、今回、改めて人的資本の強化を経営方針の一つとして掲げました。優秀な人材を確保
し、人材の多様化を進め、マーケティング力を磨くことが、変化を先取りした商売の種の見極めと更
なる事業拡大に寄与すると考えています。

今後も、ステークホルダーの皆様との対話を重ね、SDGs に関連する取組みを強化することで持続
的な企業価値の向上に努めていきます。

持続的な成長の礎を築く

トップコミットメント 社長 COO

代表取締役社長 COO　石井 敬太

2024年6月
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伊藤忠グループは、企業理念「三方よし」の精神のもと、自社の利益だけではなく取引先、株主、
社員を始め、様々なステークホルダーの期待と信頼に応えて社会課題の解決に貢献することによ
り、世の中に善き循環を生み出し、持続可能な社会を実現することを目指しています。

当社が 2024年 4月に公表した経営方針では、非財務面の取組みとして企業ブランド価値の向上を
目指し、「人的資本の強化」、「ステークホルダーとの対話強化」、「SDGs への貢献・取組強化」の 3
つの施策を掲げました。これらは、「日本で一番良い会社」を目指す当社にとって、注力すべき重要
なミッションです。

同業他社に比べ従業員数が少ない当社は、従業員一人ひとりが健康でモチベーション高く働くこと
ができるよう、人的資本の強化に資する取組みとして働き方改革を推進しています。時代に先駆け
た当社独自の取組み「朝型勤務」では、従業員の健康と労働生産性の向上に加え、積極的な情報
開示によって国の長時間労働削減の好事例に取り上げられる等、社会課題解決に貢献しています。
また、日本人の 2人に 1人がなるとされるがんと仕事の両立支援では、特に就労世代において罹
患比率が高い女性の活躍支援に寄与しており、健康に関する仕事との両立の不安を解消するといっ
た職場環境を整えています。

2021年に更なる女性活躍推進を目的として設置した「女性活躍推進委員会」では、第三者視点を
取り入れた議論を重ねることで、初の女性海外現地法人社長、国内事業会社社長等の重要なポジ
ションへの登用を着実に進めています。2024年 4月 1日付けで5名の女性執行役員を登用したこ
とで役員及び執行役員に占める女性比率が 21% となり、また「2030年までに、全役職員に占める
女性比率（執行役員を含む）を30% 以上」とする数値目標を定めました。女性が長期にわたって活
躍できる環境づくりを目指して、女性特有の健康課題を解決するためのフェムテックの取組強化や、
共働き世代の増加に対応するための施策として男性社員の育児休業を必須とする等、多様性を尊
重する企業風土を醸成することで、当社のみならず社会課題解決に貢献していきます。

当社のサステナビリティ推進の施策では、働き方改革を中心とした人的資本の強化を推進するとと
もに、喫緊の課題である気候変動対応や自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）等の環境
関連の取組みを強化することで、SDGs に貢献していきます。また、それら世界共通の社会課題解
決に向けて「三方よし」の精神をグローバルに展開する等、更なるステークホルダーとの対話を深
め、企業価値向上に努めて参ります。

非財務面の強化を通じた「三方よし」

担当役員メッセージ

代表取締役 副社長執行役員  CAO

小林 文彦

2024年6月
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伊藤忠グループのサステナビリティ 7

伊藤忠グループの
サステナビリティ

Sustainability

環境トップコミットメント ガバナンス社会 サステナブルファイナンス 社会からの評価 第三者保証報告書



創業は、安政 5（1858）年、初代の伊藤忠兵衛が滋賀県豊郷村から長崎を目
指して⿇布の行商に出たことにさかのぼります。
忠兵衛は、出身地である近江の商人の経営哲学「三方よし」の精神を事業の
基盤としていました。「三方よし」は、「売り手よし」「買い手よし」に加えて、幕
藩時代に、近江商人がその出先で地域の経済に貢献し、「世間よし」として経
済活動が許されたことに起こりがあり、「企業はマルチステークホルダーとの間
でバランスの取れたビジネスを行うべきである」とする現代サステナビリティの
源流ともいえるものです。初代忠兵衛の座右の銘「商売は菩薩の業、商売道
の尊さは、売り買い何れをも益し、世の不⾜をうずめ、御仏の心にかなうもの」
にも、その精神が現れています。

初代忠兵衛は明治 5（1872）年に「店法」を定め、また、会議制度を採用しました。
店法とは現代でいえば企業理念と企業行動指針、人事制度、就業規則をあわせた
ような内規であり、伊藤忠商事の経営の理念的根幹となっていきました。会議では、
忠兵衛自らが議長を務め、店員とのコミュニケーションを重視し、また、利益三分
主義の成文化、洋式簿記の採用等、当時としては画期的な経営方式を次々取り入
れると共に、店主と従業員の相互信頼の基盤をつくりあげ、当時からサステナビリ
ティ経営を実践していました。

伊藤忠商事はなぜ 160年を超える長きにわたり発展し続けているか。それは、サステナビリティの源流である、近江商
人の経営哲学「三方よし」の精神を実践してきたからであり、またそれと同時に、会社を取り巻く環境が時代と共に変
化していく中で、変化を先取りし、変化をチャンスと捉える社風を築いてきたからだと考えています。
伊藤忠商事は創業以来、⼆度の世界大戦や激しい景気変動等の厳しい時代の波に翻弄されながらも、一貫して、たく
ましく成長してきました。繊維のトレーディング中心の商社として出発し、取扱商品の構成や事業領域も大きく変えなが
ら、川上から川下まで、原料から⼩売までとその影響範囲を拡大しつつ、時代と共に総合商社、そして国際総合企業へ
とその体質を転換しながら発展してきました。
その歴史が 160年以上も続いてきたのは、「三方よし」の
精神がしっかりと継承されてきたからであり、同時に、時
代と共に変化する社会の期待に応え、社会から必要とさ
れ続けているからだと確信しています。

※	利益三分主義：店の純利益を本家納め、本店積立、店員配当の三つに分配するというもので、店員と利益を分かち合う、
まだ封建⾊が濃い時代としては大変先進的な考え方です。

創業からの経営理念

初代忠兵衛と「三方よし」 創業時から受け継がれる経営理念の根幹

160年を超える歴史とサステナビリティ

歴史と価値創造モデル

初代伊藤忠兵衛
（1842～1903）

当時の大福帳

近代設備を完備した本店（大正4年）

近江商人
（滋賀大学経済学部附属史料館所蔵）
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歴史と価値創造モデル

オイルショック、中国市場への挑戦

1980年代

1950〜1960年代1858年

8つのカンパニー

生活消費分野
No.1

非資源分野
No.1

総合商社
No.1

ファッションからハイテク資材まで、様々な
分野で暮らしに新たな価値と感動を提供

繊維カンパニー

大型プラントやインフラ、航空機、船舶、
自動車、建機、産機、ライフケアまで幅広
く事業を展開

機械カンパニー

鉱物資源の開発、安定供給を通じ、世界の
経済発展と環境保護へグローバルに貢献

金属カンパニー

幅広いバリューチェーンを活かした新た
な価値創造に向けてグローバルに活動

エネルギー・化学品カンパニー

食品原料供給から製造・流通まで、食の安
全・安心に貢献しながらグローバルに展開

食料カンパニー

生活資材関連から住宅の開発や販売、それ
を支える物流までグローバルに事業を展開

住生活カンパニー

ICT・BPO 等のサービス分野を核とした
ビジネス開発機能と顧客網を活かし、新
たな市場の創出と拡大をリード

情報・金融カンパニー

当社のビジネス基盤を最大限活用し、
「マーケットインの発想」による新たなビ
ジネス・客先を開拓

第８カンパニー

バブル崩壊
不良債権・負の遺産の一掃

1990年代
「守り」の堅持と資源ブーム

2000年代
「攻め」へのシフトと財務基盤の拡充

2010年代
コロナショックを乗り越え、 
成長軌道への回帰

2020年代〜

一歩一歩着実に、収益力を向上

企業価値拡大の軌跡

創業以来蓄積してきた「強み」を糧に、金融危機やオイルショックを始め、幾多の苦難を乗り
越えてきました。2010年以降はその成長のスピードを加速させ、掲げた目標を一つ一つ確実
に達成する「コミットメント経営」の下、着実に収益力を向上させています。

情報通信事業を積極推進

国際化と総合化創業

1970年代

1858 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
0

1,000

3,000

5,000

7,000

2,000

4,000

6,000

8,000

9,000
（連結純利益／億円）
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（計画）
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歴史と価値創造モデル

■ 「商人型」価値創造サイクル

10環境トップコミットメント ガバナンス社会 サステナブルファイナンス 社会からの評価 第三者保証報告書伊藤忠グループのサステナビリティ

ガバナンス 戦略 リスクと管理 外部との協働指標と目標方針・基本的な考え方歴史と価値創造モデル歴史と価値創造モデル

『三方よし資本主義』と「商人型」価値創造サイクル

伊藤忠商事は、持続可能な社会を目指し、全てのステークホルダーに貢献す
る資本主義、すなわち『三方よし資本主義』を標榜し、本業を通じて、生活基
盤の維持・環境改善等、「持続可能な開発目標（SDGs）」達成に貢献します。

創業の精神でもある企業理念「三方よし」の精神を核とし、環境・社会・ガバ
ナンス（ESG）の視点を取り入れたサステナビリティ上の 7つの重要課題（マテ
リアリティ）を特定し、経営方針に基づいた本業を通じ、社会課題の解決を目
指します。その結果、当社の手掛ける事業での経済価値や環境・社会価値を
拡大し、企業ブランド価値を積み上げていきます。

2024 年度に発表した長期の経営方針「The Brand-new Deal ～利は川下にあ
り～」では、前中期経営計画「Brand-new Deal 2023」の柱の 1つである「SDGs
への貢献・取組強化」を継続推進することとなっています。「脱炭素社会を見
据えた事業拡大」「循環型ビジネスの主導的展開」「バリューチェーン強靭化に
おける持続的成長」を積極的に推進することで、「SDGs への貢献・取組強化」
に取組みます。

グループ企業理念

三方よし

PEST
分析

経済価値の 
拡大

環境・社会価値の 
拡大

企業価値の 
持続的向上

商いの手段
「稼ぐ、削る、

防ぐ」

商いの発想
「マーケットイン」

資産戦略 付加価値の
創出

積み上げてきた「強み」

商人としての「個の力」

積み重ねてきた総合力

川下起点の変革力

信頼・信用力
（企業ブランド

価値）

サステナビリティ推進体制コーポレート・ガバナンス

内部資本
人的資本（個の力） 

組織機能及びビジネスノウハウ 
事業ポートフォリオ

外部資本
顧客・パートナー資産 
自然資本・天然資源 

社会との関係性

マテリアリティ
の特定

SDGｓへの
貢献・

取組強化
社会課題

の解決

財務資本
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国際社会の一員として、自社のみならず社会にとっても持続可能な成長につながるマテリアリティを策定し、事業活動を通じて企
業価値向上を目指します。

1. マテリアリティの特定と社会課題の解決に資するビジネスの推進

正確で明瞭な情報開示及び開示情報の拡充に努め、ステークホルダーとの双方向の対話を通じて、社会からの期待や要請を受
けとめ、それらを実践していくことで信頼される企業を目指します。

2. 社会との相互信頼づくり

地球環境の保全や気候変動の緩和と適応、汚染防止と資源循環、生物多様性及び生態系の保護、人権と労働における基本的権
利に対し、問題の未然防止及び継続的な配慮に努め、持続可能な事業活動を推進します。
事業投資先や取扱商品のサプライチェーン上の資源（大気、水、土地、食糧、鉱物、化石燃料、動植物等）の有効利用、人権の尊
重、及び労働安全衛生への配慮に努めます。取引先に対しては当社グループのサステナビリティに対する考え方への理解と実践
を求め、持続可能なバリューチェーン構築を目指します。
各国法制度及び国際規範を尊重し、世界各国・地域の文化、伝統、慣習の理解に努め、公正かつ誠実な企業活動を展開します。

3. 持続可能なサプライチェーン・事業投資マネジメントの強化

「サステナビリティを推進するのは社員一人ひとり」であることから、社員に対し重要課題に関する意識を醸成するための教育・
啓発活動を行います。社員一人ひとりが、本方針に基づき各組織のアクションプランを実行します。

4. サステナビリティ推進に向けた社員への教育・啓発

代表取締役	副社長執行役員	CAO　小林 文彦
2006年4月制定
2022年4月改訂

伊藤忠の創業の精神である企業理念「三方よし」の
もと、グローバルに事業を行う伊藤忠グループは、
地球環境や社会課題への対応を経営方針の最重要
事項の一つとして捉え、持続可能な社会の実現に貢
献します。本方針は企業行動指針「ひとりの商人、
無数の使命」及び企業行動倫理規範に基づいて策
定しています。

伊藤忠グループ
「サステナビリティ推進基本方針」

サステナビリティ推進基本方針

方針・基本的な考え方
方針・基本的な考え方
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方針・基本的な考え方

伊藤忠商事は、創業の精神でもある企業理念「三方よし（売り手よし、買い手よし、世間よし）」、す
なわち、自社の利益だけではなく、投資家や株主の皆様、取引先、社員をはじめ、周囲の様々なス
テークホルダーの期待と信頼に応えることで、社会課題の解決に貢献することを目指しています。
当社は、2018年 4月に環境・社会・ガバナンス（ESG）視点を取入れ、社会影響と事業影響という
2つの観点から7項目のマテリアリティを特定しました。マテリアリティに対してリスクと機会の両方
の観点から対応していくことで、当社の中長期的な企業価値向上に繋がると認識しています。

当社は、2024年 4月に発表した長期の経営方針「The	Brand-new	Deal ～利は川下にあり～」にお
いて「業績の向上」「株主還元」と並んで「企業ブランド価値の向上」を実現することを掲げています。
当社グループは、160年を超える発展の過程で変化をチャンスと捉えて、川上から川下まで、原料
から⼩売までとその影響範囲を拡大しつつ、時代とともに取扱商品の構成や事業領域を転換しな
がら発展してきました。そのため、常に既存ビジネスの枠組を超えて新たな価値創造を行うことが、
当社グループの企業ブランドを築き上げ、財務面の成長との相乗効果を生んでいます。当社グルー
プは、強みである生活消費分野における消費者接点を活用し、全社員で「マーケットインの発想」
の下、市場・社会・生活者の声に耳を傾けること、及び地道な定性面の磨きを継続することで、企
業ブランド価値の更なる向上を目指します。

●		パリ協定（COP21）
●		GRIスタンダード
●		IFRS	ISSB	S1、S2
●		ISO14001（環境マネジメントシステム）
●		TCFD 提言
●		国連世界人権宣言
●		SDGs（持続可能な開発目標）※

●		国連法執行官による力と銃器の使用に関する
基本原則

●		日本経団連：企業行動憲章・地球環境憲章

●		国連グローバル・コンパクト（10原則）
●		国際統合報告フレームワーク（IIRC）
●		環境省「環境報告ガイドライン」
●		ISO26000（社会的責任に関する手引き）
●		TNFD 提言
●		国連ビジネスと人権に関する指導原則
●		先住民の権利に関する国際連合宣言
●		OECD 多国籍企業ガイドライン
●		日本貿易会「商社環境行動基準」「サプライ
チェーンCSR 行動指針」「気候変動対策長期
ビジョン」

サステナビリティ推進にあたっては、国連グローバル・コンパクトの 10原則や、2015年 9月に国連
で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs）を始めとする、以下のような国際ガイドラインや原則
等を参照しています。

※	SDGs（持続可能な開発目標）：2015年に終了したミレニアム開発目標（MDGs）に続く、2030年までの持続可能な
開発目標。貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的社会等、以下17の目標が定められています。

サステナビリティ推進にあたっての参考ガイドライン・原則等 伊藤忠グループのサステナビリティの考え方

方針・基本的な考え方
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伊藤忠商事は、2018年 4月当時の中期経営計画策定時に、環境・社会・ガバナンス（ESG）の視点を
取り入れたマテリアリティを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通して取組み、持続可能な社
会に貢献していきます。社会の今と未来に責任を果たす伊藤忠商事のサステナビリティへの取組みは、
2015年に国連で採択された、「持続可能な開発目標（SDGs）※」達成にも寄与しています。
※	SDGs（Sustainable	Development	Goals）：国連加盟国が2015年9月に採択した2030年までの持続可能な開発目標。

●	マテリアリティ選定・レビュープロセス（P14）
●	マテリアリティのリスクと機会・インパクト（P20）
●	サステナビリティアクションプラン（P24）

方針・基本的な考え方

マテリアリティ

全ての人のクオリティ・オブ・ライフの向上を目指し､
健康で豊かな生活の実現に貢献します。

取締役会は独立した客観的な立場から経営に対する
実効性の高い監督を行うと共に、意思決定の透明性を
高めることにより、適正かつ効率的な業務執行を確保
します。

生物多様性等、環境に配慮し、各国の需要に合わせた
資源の有効利用と安定的な調達・供給に取組むこと
で、循環型社会を目指します。

健康で豊かな生活への貢献 確固たるガバナンス体制の堅持安定的な調達・供給

気候変動による事業影響への適応に努めると共に、脱
炭素社会へ寄与する事業活動の推進や、温室効果ガ
ス排出量削減に取組みます。

新技術へ積極的に取組み、産業構造の変化に既存ビ
ジネスの枠組みを超えて挑戦することにより、
新たな価値創造を行います。

事業活動を通じた人権の尊重と配慮に取組み、事業
の安定化を実現すると共に、地域社会の発展に寄与し
ます。

社員一人ひとりが誇りとやりがいを持ち、多様性を活
かして、能力を最大限発揮できる環境を整備します。

気候変動への取組み 
（脱炭素社会への寄与） 働きがいのある職場環境の整備 人権の尊重・配慮技術革新による商いの進化

方針・基本的な考え方



伊藤忠商事は 2013年に初めてマテリアリティを特定して以降、国際社会の動向やステークホルダーか
らの期待等を踏まえ毎年見直しを実施しています。
現マテリアリティは、SDGs の採択、パリ協定の発効等の社会情勢及び事業環境の変化、及び企業理念

「三方よし」を踏まえ、伊藤忠の持続的成長や事業を通じた社会に対するインパクトを考慮し、2018年

4月に策定しました。当初のマテリアリティが環境や社会への配慮（CSR）を中心としたものであったの
に対し、「本業を通じた取組み」「経営戦略との整合」「中長期の社会的な変化」「ガバナンスの要素の追
加」を踏まえ、改訂を実施したものです。マテリアリティの特定及びレビューのプロセスは、図示してい
る通りです。

Step 1   課題の抽出

「国際統合報告フレームワーク（IIRC）」
の国際的なガイドライン、ESG評価機
関の評価項目等を参照。社会的課題
が網羅されているSDGsをベースに社
内外の事業環境や国際動向を考慮し
て戦略分析シートを作成し、持続的成
長のための課題（マテリアリティ候補）
を抽出。

Step 4    経営層での議論と決定

CAOが委員長を務めるサステナビ
リティ委員会で議論、重要課題の妥
当性を検証した上で、CEOが議長
を務める、当社経営会議・取締役
会にて決定。

Step 5    マテリアリティの見直し

毎年、サステナビリティ推進部が当
社の事業範囲や、外部の有識者と
のアドバイザリーボードや株主との
面談を通じて寄せられる関心事項
とも照らし合わせ、現状のマテリア
リティが有効であるかを確認する。
その結果は、各カンパニー及び職
能組織も出席するサステナビリティ
委員会で審議しCAOが決定し、取
締役会に報告する。

Step 2    ディビジョンカンパニーごと
に重要度の判定及び成果指
標の設定

伊藤忠商事のディビジョンカンパニーごと
に事業活動における「リスク」「機会」「成
果指標」を決議。社内及び社外ステーク
ホルダーによるリスク・機会に関して、数
十のマテリアリティ候補の「事業影響」「社
会影響」をカンパニーごとに中長期的な
視点で検討し、戦略分析シートにマッピン
グ。「三方よし」の経営哲学、企業理念を
踏まえ、持続的成長のために優先的に取
組むべき課題を特定。

方針・基本的な考え方

マテリアリティの特定・レビュープロセス

Step 3   サステナビリティアドバイザリーボードでのレビュー

当社は「経営への影響」と「ス
テークホルダーの意見・期待」
の両面から「マテリアリティマ
トリックス」を作成し、サステ
ナビリティアドバイザリーボー
ドにおいて、外部環境や他社
動向を踏まえ、多様なバックグラウンドや専門性を持つ社外有識者に
よるレビュー及び意見交換を実施。7つのマテリアリティを選定した。

●		外部ステークホルダー（有識者）との協議経緯：伊藤忠商事 Sustainability	Report	2018	P20
（https://www.itochu.co.jp/ja/files/18fullj-all.pdf#page=21）PDF をご参照ください。

14環境トップコミットメント ガバナンス社会 サステナブルファイナンス 社会からの評価 第三者保証報告書伊藤忠グループのサステナビリティ

ガバナンス 戦略 リスクと管理 外部との協働指標と目標歴史と価値創造モデル 方針・基本的な考え方
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マテリアリティマトリックス ❶		技術革新による商いの進化
❷		気候変動への取組み
❸		働きがいのある職場環境の整備
❹		人権の尊重・配慮
❺		健康で豊かな生活への貢献
❻		安定的な調達・供給
❼		確固たるガバナンス体制の堅持
❽		インフラの整備
❾		安心安全な商品供給
❿		生物多様性への配慮
⓫ 	水の利用
⓬		大気汚染防止
⓭		金融による地域活性化
⓮		廃棄物の削減

https://www.itochu.co.jp/ja/files/18fullj-all.pdf#page=21
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戦略 リスクと管理 外部との協働指標と目標方針・基本的な考え方歴史と価値創造モデル

伊藤忠商事では、全社サステナビリティ推進のための施策は、サステナビリティ
推進部が企画・立案し、担当役員であるCAO の決定の下、各組織の ESG 責
任者及び推進担当者が実行していきます。
また方針の策定や重要な案件については主要な社内委員会の一つである「サ
ステナビリティ委員会」で審議・レビューしています。CAOは ､サステナビリティ
委員長としての役割に加え､ 取締役会 ､HMC 及び投融資協議委員会に参加し
ます。サステナビリティ推進の主たる活動状況を定期報告として取締役会へ報
告する等環境や社会に与える影響も踏まえた意思決定を行います。
定期的にアドバイザリーボード等、社内外のステークホルダーとの対話を図る
ことによって当社に対する社会の期待や要請を把握し、それらをサステナビリ
ティ推進に活かしています。

体制・システム

■ サステナビリティ関連のガバナンス体制図（2024年6月21日現在）

ガバナンス

CAO

CAO

監督機能

執行機能

企画・推進・情報収集分析機能

諮問

選定・監督

方針・企画
検討指示

諮問

審議・
レビュー

内容の報告

CAO
ガバナンス・指名・報酬委員会

CAO
女性活躍推進委員会

CAO
サステナビリティ委員会

● サステナビリティ関連事項の審議・レビュー

内部統制委員会
● サステナビリティ関連リスクを含む

ERM関連事項の審議・レビュー

CAO

CAO

投融資協議委員会
● 新規・既存事業におけるサステナビリティ

関連リスクの審議、HMC上程承認

会長CEO

繊維 機械 金属 食料 住生活 情報・金融エネルギー・
化学品

社長COO

CAO
取締役会

● サステナビリティに関するグループ方針・戦略・
関連ビジネス推進の承認

● サステナビリティ開示情報の適切性の監督

CAO
HMC

● サステナビリティ関連グループ方針・戦略の決定
● サステナビリティ関連リスク管理を含む

ERMの方針の決定・モニタリング
● サステナビリティ関連リスクも踏まえた

新規事業推進・事業撤退の決定

企画提案
活動報告

CAO が委員長

CAO がメンバー・委員

第 �

サステナビリティガバナンス体制図

サステナビリティ
アドバイザリー

ボード

提言
助言

サステナビリティ
課題の最新動向に
関する提 言・助 言
を含む外部有識者
との対話

各組織のマネジメントをESG 責任者に任命
その直下に補佐役のESG 推進担当を配置
● 各種施策・取組みの進捗管理及びモニタリング

サステナビリティ推進部
● サステナビリティ上の重要課題（マテリアリティ）への対応を中心とする全社サステナビリティ推進の企画・施策立案、運用
● 各事業活動における施策立案・運用の支援
● 施策運用実施状況の総括管理、サステナビリティ委員会への報告

総本社職能部 海外ブロック国内支社

※		CAO：Chief	Administrative	Officer 
HMC：Headquarters	Management	Committee

ガバナンス



伊藤忠グループは、サステナビリティ課題への対応を経営の重要課題の一つと認識し、取締役会に
てサステナビリティに関するグループ方針・戦略・関連ビジネス推進の承認をするとともに、サス
テナビリティ開示情報の適切性を監督しています。
マテリアリティに関して、リスクと機会への対応方針やサステナビリティアクションプランで示してい
る具体的アプローチ、成果指標、進捗度合い等の重要事項のレビューを通し、マテリアリティの妥
当性につき取締役会が監督しています。
環境・社会リスクを含むサステナビリティ関連のリスクと機会に対応する事業戦略や投資戦略の執
行（戦略の見直し・事業撤退判断を含む）に関して、当社では全ての新規投資案件に対し「投資等
に関わるESGチェックリスト」を使用し、事前の ESGリスク評価を実施しています。社長及び取締
役会による適切かつ機動的な業務執行に関する意思決定機関であるHMC にて、サステナビリティ
関連のリスクと機会に関する方針、体制、取組状況等を把握	・分析し、重要事項を協議したりリス
クを検証しています。また、投資実行後は、サステナビリティ関連のリスクの予防を目的とする事業
会社のモニター・レビューや、人権デューデリジェンス、環境汚染等の未然防止を目的とする現地
訪問調査等を多面的に実施しています。
バリューチェーン上の管理については、サプライヤーのESG取組み状況を確認するサステナビリティ
調査を毎年実施しています。また、気候変動や自然資本へのリスクと機会に関する取組みは TCFD
や TNFDフレームワークに基づく分析・開示を行っています。これらの審議内容や取組みについて
は、定期的に CAO から取締役会に報告され、取締役会が監督しています。

サステナビリティ関連事項に対応するための各種施策の立案・実施に関する審議を行うサステナビ
リティ委員会は、サステナビリティ関連目標設定・進捗状況、現状のサステナビリティ関連のリスク
及び機会等を識別・評価・管理しています。取締役会はサステナビリティ関連のリスク及び機会に
対応する事業戦略・投資戦略の執行（戦略の見直し・事業撤退判断を含む）を監督しています。ま
た、各カンパニー及び職能部署のマネジメントを執行側の ESG 責任者と定めています。ESG 責任
者はサステナビリティ関連事項について各種施策・取組みの進捗管理及びモニタリングし、サステ
ナビリティ委員会に報告しています。

取締役会 サステナビリティ委員会

ガバナンス

当社 CAO は SDGs・ESG 分野の専門的経験・知見を有しており、サステナビリティに関する各種
施策の立案・実施を担当するサステナビリティ推進部より月 2回程度の頻度で定期報告を受けてい
ます。また、外部有識者を招聘して毎年開催するサステナビリティアドバイザリーボードでの講義、
意見交換を通じて、サステナビリティに関する世の中の動向、当社への期待、対応すべき課題に対
する知見を深めています。
当社の代表取締役であるCAO は、会社の全般的経営方針及び経営に関する重要事項を協議する
HMC のメンバーであると同時に、サステナビリティ委員会の委員長を兼務しており、サステナビリ
ティに関する統括責任者としてサステナビリティ委員会で審議した事項を決定しています。なお、重
要事項については、CAO 決定後に、HMCで承認しています。当該決定事項は、CAO からサステナ
ビリティ推進の主たる活動状況と共に年 3回程度取締役会に報告することで、取締役会の監督に
あたってのコンピテンシーを確保していると考えています。

取締役会のスキル・コンピテンシー

2023年度サステナビリティ関連審議・報告実績

サステナビリティ
関連会議体 メンバー 開催数 主な承認・審議・報告内容

取締役会 取締役・監査役 4回
●		サステナビリティ委員会での審議、CAO決定事項
●	社会貢献活動報告

サステナビリティ
委員会

委員長：CAO
委員：業務部、広報部、人事・
総務部、法務部、財務部、経
理部、統合RM部、IR部各部
長、各ディビジョンカンパニー
経営企画部長、常勤監査役

3回

●	有価証券報告書サステナビリティ関連開示
●	マテリアリティの確認
●	サステナビリティアクションプランレビュー
●	外部からのESG評価
●	「環境・社会リスク」モニター・レビュー結果
●	CSRD推進体制
●	気候変動対応
●	自然資本（生物多様性）／TNFD開示
●	ISO14001環境マネジメントレビュー
●		人権デューデリジェンス、サステナビリティ調査レ
ビュー

●	人的資本の開示

16環境トップコミットメント ガバナンス社会 サステナブルファイナンス 社会からの評価 第三者保証報告書伊藤忠グループのサステナビリティ

戦略 リスクと管理 外部との協働指標と目標方針・基本的な考え方歴史と価値創造モデル ガバナンス



サステナビリティアドバイザリーボードは、伊藤忠商事のビジネスが多様化・広域化する中で、経
営幹部と外部ステークホルダーとの対話を通じ、目指すサステナビリティの方向性と社会のニーズ
との合致を確認し、サステナビリティ推進に活かすことを目的として設置したものです。

2023年度は、「自然資本・生物多様性・TNFD」をテーマに、産学官の有識者 3名をお迎えし、
2024年 2月に開催しました。有識者には、それぞれ異なった立場から、最新動向等の講義をいた
だき、その後伊藤忠商事のサステナビリティ推進部から「自然資本関連情報開示に向けた取組状
況について」を紹介し、質疑応答では忌憚のない意見交換が行われました。本アドバイザリーボー
ドで交わされた意見をもとに、当社の自然資本に関するリスクと機会の取組みや、TNFDフレーム
ワークに基づく分析評価結果を開示していきます。「リスク管理については既に持続可能な調達の
観点で取り組んでいることがわかる」「サステナブルな原材料を作っている生産者から購入すること
でサプライチェーン全体を変えていくことが重要だと思う」「商社は自然関連でビジネスチャンスに
なる側面がある。いかに先取りしてビジネスチャンスを発掘するかが腕の見せどころ」と伊藤忠への
期待と助言をいただきました。

サステナビリティアドバイザリーボード 過去の実施概要

ガバナンス

サステナビリティアドバイザリーボード2023実施概要

2023年度

自然資本・生物多様性・TNFD

アドバイザリーボードメンバー
●	浜島	直子氏 環境省	自然環境局	自然環境計画課	生物多様性主流化室長
●	藤田	香氏  東北大学	グリーンミライ創造機構／大学院生命科学研究科	教授	兼	日経ESG

シニアエディター
●	冨田	秀実氏 LRQAサステナビリティ株式会社代表取締役
伊藤忠商事メンバー
●	⼩林	文彦 代表取締役	副社長執行役員	CAO
●	大室	良磨 繊維経営企画部長
●	奥寺	俊夫 機械経営企画部長
●	田野	治 金属経営企画部長
●	坂梨	元 エネルギー・化学品経営企画部長
●	上垣内	義博 食料経営企画部長
●	高橋	康弘 住生活経営企画部長
●	橋本	敦 情報・金融経営企画部長
●	向畑	哲也 第8経営企画室長
●	田部	義仁 サステナビリティ推進部長（司会）

2022年度

サプライチェーンと人権

外部講師
●	豊田	原氏 経済産業省	大臣官房	ビジネス・人権政策調整室長
アドバイザリーボードメンバー
●	松井	智予氏 東京大学大学院	法学政治学研究科	教授
●	若林	秀樹氏 国際協力NGOセンター理事・THINK	Lobby所長、GCNJ理事

2021年度

カーボンクレジット

アドバイザリーボードメンバー
●	梶川	文博氏 経済産業省	環境経済室長
●	高村	ゆかり氏 東京大学	未来ビジョン研究センター教授
●	冨田	秀実氏 LRQAサステナビリティ株式会社	代表取締役

2020年度

気候変動への対応

アドバイザリーボードメンバー
●	高村	ゆかり氏 東京大学	未来ビジョン研究センター教授
●	内藤	冬美氏  環境省CSO（Chief	Sustainability	Officer）、地球環境局地球温暖化対策課脱

炭素ビジネス推進室長
●	冨田	秀実氏 ロイドレジスタージャパン株式会社	取締役

2019年度

循環型経済におけるサステナブルビジネスの方向性

アドバイザリーボードメンバー
●	細田	衛士氏 中部大学経営情報学部教授、慶應義塾大学名誉教授
●	福地	真美氏　 東京大学大学院情報学環准教授
●	冨田	秀実氏 ロイドレジスタージャパン株式会社	取締役

（役職は当時）

サステナビリティアドバイザリーボード2023会議の様子

17環境トップコミットメント ガバナンス社会 サステナブルファイナンス 社会からの評価 第三者保証報告書伊藤忠グループのサステナビリティ

戦略 リスクと管理 外部との協働指標と目標方針・基本的な考え方歴史と価値創造モデル ガバナンス



伊藤忠商事は、サステナビリティ活動の推進にあたり、グループ社員に一層の
理解を促し、最新の世界動向に則した社会課題の解決に事業を通じて取組ん
でいくため、様々な社内啓発活動を行っています。

サステナビリティの社内浸透と意識調査を目的として、伊藤忠商事の役員・全
社員を対象に「サステナビリティ一般教育」を毎年実施しています。この研修
は、環境、ビジネスと人権等に関する世の中の動向やその状況を受けた伊藤
忠の取組み、方針、施策について理解を促す内容としています。また、受講修
了時に実施する「社員アンケート」に寄せられた意見や理解度の状況を翌年度
の研修に活かしています。

サステナビリティの社内浸透

ガバナンス

サステナビリティ推進に関する啓発活動の実施

テーマ 受講率

2023年度
CAOメッセージ、三方よし資本主義、企業価値向上に資する非
財務の役割、開示要請の広がり、環境GHGから自然資本へ拡
大、社会・人権

100.0%

2022年度
SDGsとサステナビリティ（最新動向、サステナビリティアクショ
ンプラン、GHG排出量削減・気候変動対策、ビジネスと人権、
サプライチェーンマネジメント等）

100.0%

2021年度
SDGsとサステナビリティ（最新動向、伊藤忠グループのリスク
と機会、GHG排出量削減・気候変動対策、ビジネスと人権、
サプライチェーンマネジメント等）

100.0%

2020年度
サステナビリティの潮流（伊藤忠グループの重要課題とリスクと
機会について） 100.0%

2019年度
サステナビリティを取り巻く世の中の流れ（ESG、SDGs、気候
変動、サプライチェーン） 100.0%

様々なサステナビリティ課題に関して社外の方の見識や意見を取り入れるため、
社内向けのサステナビリティセミナーを2007年から継続的に開催しています。

サステナビリティの社内浸透を目的とし、社内向けの各種研修において、サステナビリティ推進に関する研修を実施し、
それぞれの業務領域、職責に応じて理解しておくべき環境、人権等に関する知識理解、サステナビリティ意識の向上に
努めています。

サステナビリティセミナー

サステナビリティ推進に関する研修の実施

研修名 対象者 研修内容 2023年度参加人数

ESG 推進担当説明会 ESG推進担当 伊藤忠グループのESG推進担当者としての基礎知識及び遂
行業務の説明 101

新入社員研修 新入社員 伊藤忠グループのサステナビリティ推進について 114

海外赴任前研修 海外赴任が決定した社員 伊藤忠グループのサステナビリティ推進と海外におけるサス
テナビリティに関わる留意事項 62

グループ会社
新任役員研修 グループ会社の新任役員 伊藤忠グループのサステナビリティ推進とグループ間の連携

の重要性 130

新任課長研修 新任課長 伊藤忠グループのサステナビリティ推進及び社会課題と事業
性を両立させるビジネス事例 50

サステナビリティ
調査説明会

サステナビリティ調査実施
担当者

「サプライチェーン・サステナビリティ行動指針」及び
サステナビリティ調査における重要項目 109

2023年度
生物多様性に関する研修（基礎編、実践編）

気候変動情報開示及びシナリオ分析に向けた説明会

2022年度 伊藤忠グループにおけるScope	3排出量の算定方法について

2021年度 CO2っていつ、どこで生じるの？
～Life	Cycle	Assessment（LCA）勉強会

2020年度 SDGsって儲かるの？

2018年度 ビジネスと人権（サプライチェーン上）

2022年 2月、伊藤忠グループの Scope	3排出量の算定方法について実践的なセミナーを開催し、関連する全ての社員
が自らScope	3の算出に対応できるよう、能力向上に努めています。また 2023年 4月には、自然資本への依存度や影
響度が高い事業を担う部署を中心に、ビジネスと自然資本や生物多様性との関係性、対応すべきこと等について動画
研修を開催しました。10月には、TCFD シナリオ分析に取り組む背景や意義について改めて、シナリオ分析を行う部署
を中心に理解を深めるためのセミナーを開催しました。いずれも、外部コンサルティング会社から専門的な内容も含め
てお話頂きました。

直近のセミナー

セミナーの様子
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伊藤忠グループは、企業理念や外的環境の変化を踏まえた「サステナビリティ推進基本方針」を定め、組
織的・体系的にサステナビリティに資する取組を推進しています。具体的には、伊藤忠グループのマテリ
アリティをサステナビリティアクションプランに落とし込み、経営方針及び経営計画に基づき推進するト
レーディングや事業投資を通じて、課題解決に繋げていきたいと考えています。
「サステナビリティアクションプラン」では、取組むべき課題、対象事業分野、具体アプローチ、成果指標、

進捗状況を管理しています。毎年成果指標に基づくレビューを8つのカンパニー及び職能組織ごとに実施
し、サステナビリティ委員会に進捗状況を報告します。このような PDCA サイクルを回し開示することによ
り、確実な推進を目指しています。
伊藤忠グループのサステナビリティ推進基本方針は P11をご覧ください。

サステナビリティ推進の流れ
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マテリアリティ リスク 機会

技術革新による商いの進化
●	IoT、AI等、新技術の台頭に伴う既存ビジネスモデルの陳腐化
●	先進国での人手不⾜や、効率化が遅れている事業での優秀な人材の流出　等

●	新市場の創出や、革新性のあるサービスの提供
●		新技術の活用による、人的資源や物流の最適化、働き方改革推進による競争力強
化　等

気候変動への取組み
（脱炭素社会への寄与）

移行リスク
●	温室効果ガス排出に対する事業規制等による、化石燃料需要の減少

物理的リスク
●	異常気象（干ばつ、洪水、台風、ハリケーン等）発生増加による事業被害　等

●	気候変動の緩和に寄与する、再生可能エネルギー等の事業機会の増加
●	異常気象に適応できる供給体制強化等による顧客維持・獲得　等

働きがいのある職場環境の整備
●	適切な対応を実施しない場合の、労働生産性の低下、優秀な人材の流出、ビジネ
スチャンスの逸失、健康関連費用の増加　等

●	働きがいのある職場環境の整備による、労働生産性の向上、健康力・モチベーショ
ンの向上、優秀な人材の確保、変化やビジネスチャンスへの対応力強化　等

人権の尊重・配慮
●	広域化する事業活動での人権問題発生に伴う事業遅延や継続リスク
●	提供する社会インフラサービスの不備による、信用力低下　等

●	地域社会との共生による、事業の安定化や優秀な人材確保
●	サプライチェーン人権への配慮、労働環境の改善に伴う、安全かつ安定的な商品
供給体制の構築　等

健康で豊かな生活への貢献
●	消費者やサービス利用者の安全や健康問題発生時の信用力低下
●	政策変更に基づく、市場や社会保障制度の不安定化による事業影響　等

●	食の安全・安心や健康増進の需要増加
●	個人消費の拡大やインターネットの普及に伴う情報・金融・物流サービスの拡
大　等

安定的な調達・供給
●	環境問題の発生及び地域社会と関係悪化に伴う、反対運動の発生による影響
●	主に生活消費分野での低価格化競争の発生による、産業全体の構造的な疲
弊　等

●	新興国の人口増及び生活水準向上による資源需要の増加
●	環境に配慮した資源や素材の安定供給による、顧客の信頼獲得や新規事業創
出　等

確固たるガバナンス体制の堅持
●	コーポレート・ガバナンス、内部統制の機能不全に伴う事業継続リスク、予期せぬ
損失の発生　等

●	強固なガバナンス体制の確立による意思決定の透明性の向上、変化への適切な対
応、安定的な成長基盤の確立　等

マテリアリティごとのリスクと機会
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マテリアリティ インパクト分類 インパクト記載

技術革新による 
商いの進化 技術革新

●	DX推進により、産業全体の生産性の向上・業務効率化を促進する。
●	新たな技術（Fintech ／IoT ／AI ／遠隔技術等）やビジネスモデルにより、新規事業の創出や消費者接点を活かした革新的なサービスの提供を推進する。

気候変動への取組み 
（脱炭素社会への寄与）

GHG排出量
●	日本政府目標を遵守し、2050年までにGHG排出量「実質ゼロ」を実現し、さらに、排出量削減に貢献するビジネスの積極推進を通じ、2040年までに「オフセットゼロ」を目指すこと
により、気候変動による影響低減に貢献する。

気候変動の機会

●	船舶・海運分野において、アンモニア燃料船の開発・保有運航・燃料供給を含む統合型プロジェクトを推進し、GHG排出量ネットゼロに貢献する。
●	再生可能エネルギー発電所の開発・保有・運営により再エネの安定供給を実現し、気候変動の影響低減に貢献する。
●	電力供給バランス最適化に役立つAI蓄電池を安定供給することにより、気候変動の影響低減に貢献する。
●	電気自動車（EV）、ハイブリッド車（HV）等の販売促進により、運輸部門の温暖化対策に貢献する。
●	地域熱供給における、環境に配慮したエネルギーの面的利用の取組みを推進により、気候変動の影響低減に貢献する。

気候変動への適応 ●	農業・林業分野における、天候リスク分散のための原産地多角化と地域産業の育成を通じて、異常気象・温暖化による影響を低減する。

移行リスク
●	一般炭炭鉱権益からの完全撤退に向けた取組み推進により、気候変動の影響低減に貢献する。
●	専門企業との協働によるGHG削減を考慮した資源（Transition	Fuel）開発案件への取組みにより、気候変動の影響低減に貢献する。

資本導入
●	CCS（CO2貯留）・CCU（CO2活用）等の温室効果ガス排出削減に寄与する技術開発への投資継続により、気候変動の影響低減に貢献する。
●	水素・アンモニア等の燃料、ニッケル・PGM等の原材料、蓄電池等の製造・供給に必要な素材の安定供給に関わる事業推進により、気候変動の影響低減に貢献する。
●	土木・建設等に欠かせないセメントの代替材として、持続可能な副産物の利用拡大を図り、気候変動の影響低減に貢献する。

汚染防止と資源循環 ●	主に欧州と中東地域において現地専門企業と協働で廃棄物処理・廃棄物発電事業を推進し、気候変動の影響低減及び汚染防止に貢献する。

水資源 ●	主に欧州と中東地域における現地専門企業との共同での水処理事業推進により、水資源の有効活用の促進、環境負荷の低減に貢献する。

働きがいのある 
職場環境の整備 労働慣行

●	あらゆる差別禁止、育児・介護・疾病等のある社員も活躍できる環境整備により、多様な人材の活躍を支援する。
●	労働衛生サービスの充実による社員の健康の増進、及び現場の労働安全衛生マネジメントシステムによる衛生・労働安全の確保を推進する。
●	労働基準の浸透、働き方改革、福利厚生の充実により、労働生産性及び社員エンゲージメントの向上を推進する。
●	すべての階層に対するグローバル視点の研修プログラムと、目標管理による人事制度の開発・活用により、優秀な人材の育成を推進する。

人権の尊重・配慮

労働慣行 ●	公正な採用・ハラスメント防止・人権研修・ホットライン設置により、人権に関する負のインパクトを軽減する。

鉱山
●	環境・衛生・労働安全（EHS）や地域住民との共生に十分配慮し、持続可能な鉱山事業を推進する。
●	鉱山の事業実施地域において、地域社会への医療・教育等に貢献する。

森林 ●	木材・パーム油・天然ゴム・食糧等の原料調達におけるサプライチェーンの透明性を高めることにより、森林・環境・地域住民に対する負の影響を防止する。

サプライチェーン
●	新規事業と事業投資先、及び主要サプライヤーへの人権・社会・環境に関する調査実施により、バリューチェーン全体における人権・社会・環境の負の影響を軽減する。
●	人権デューデリジェンスの実施により、バリューチェーン全体における人権・社会・環境に関する負の影響を軽減する。

地域貢献 ●	地域社会に対する社会貢献活動を推進により、スポーツや文化交流等が可能な共生型まちづくりを実現する。

マテリアリティごとの社会へのインパクト

戦略
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マテリアリティ インパクト分類 インパクト記載

健康で豊かな 
生活への貢献

食品安全
●	食品の安全・安心な食品を安定的に調達すべくサプライヤーの選択と集中を行うことにより、顧客に安全な商品を提供する。
●	サプライヤーと協働し、食品情報・栄養バランス確保された商品を提供することにより人々の健康促進に貢献する。

医療健康 ●	先端医療機器・高度医療サービスの提供、安全な医薬品等の展開により、人々の健康増進に寄与する。

リテールファイナンス ●	生活・事業継続のために資金調達を必要とする人々（低所得者層等）を支援する金融サービス拡充により、健康で豊かな生活に貢献する。

安定的な調達・供給

森林
●	木材・パーム油・天然ゴム・食糧・繊維原料等の原料調達におけるサプライチェーンの透明性を高める製品認証とトレーサビリティにより、森林破壊・資源の乱獲を防止し、地
域住民及び生物多様性への負の影響を防止する。

プラスチック ●	バイオプラスチック等の環境素材の供給とリサイクル・リユースプログラムの確立により、海洋プラスチックや廃プラスチック等の社会問題の解決に貢献する。

電力・鉱山・油ガス田 ●	投資案件（電力・鉱山・油ガス田等）において、生物多様性に重点を置いたESGリスク評価により、生物多様性への影響を低減する。

資源安定供給
●	天候リスク分散のための産地多角化と地場産業の育成を通じた新たな産地開拓により、農産物・農産加工品の安定供給に貢献する。
●	優良パートナーとの協業により、従来の実績を強化する鉱山資源、次世代燃料（水素・アンモニア）のバリューチェーンを維持し、資源の安定供給に貢献する。

サプライチェーン
●	天然資源の主要サプライヤーとの人権尊重と環境経営に関するコミュニケーションの強化により、サプライヤーによる経済・環境・人々への負の影響を防止する。
●	サステナブル素材の更なる拡充と取扱いの拡大により、繊維製品の安定供給に貢献する。

汚染防止と資源循環
●	自社オフィス及び廃棄物処理・食品等の事業活動において、資源の有効活用の促進、環境負荷の低減に貢献する。
●	化学品の関連法規の規制を遵守し、人の健康や環境にもたらす悪影響を最⼩化し、化学品の安定供給に貢献する。

水資源 ●	自社オフィスと事業活動における水の効率的使用推進、水ストレス地域等で水処理事業推進により、水資源の有効活用の促進、環境負荷の低減に貢献する。

確固たるガバナンス 
体制の堅持 ガバナンス

●	経営に対する実効性の高い監督を行うと共に、意思決定の透明性を高め、また適正かつ効率的な業務執行を確保することにより、持続的な成長によりステークホルダーの期待に
応える。

●	グループリスクマネジメント体制構築と、継続的な業績の維持により、ステークホルダーの期待に応える。
●	コンプライアンスを遵守する社員の意識のさらなる醸成により、経済（競争慣行、調達慣行等）への悪影響を低減する。

マテリアリティごとの社会へのインパクト
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サステナビリティ関連リスクと機会の識別

グローバルに事業展開している当社グループでは、各国の環境・社会に関する対策・法制化等の
社会情勢や事業環境の変化が事業に与えるリスクを常に監視しています。各カンパニーにおける
経営及び事業活動の統括責任者であるカンパニープレジデントの諮問機関であるDMC（Division	
Company	Management	Committee の略）は、環境・社会等のサステナビリティ関連を含むビジ
ネスのリスクと機会を毎年レビューし、各種施策・ビジネスの優先順位を定めて計画を策定してい
ます。各カンパニーの計画は、HMC、監督機関である取締役会に上程され、最終的に取締役会が
サステナビリティの観点から総合的に分析・審議した上で承認しています。

サステナビリティ関連リスクと機会の評価

伊藤忠グループは、リスク管理を経営の重要課題と認識し、COSO-ERMフレームワークの考え方を
参考に、伊藤忠グループにおけるリスクマネジメントの基本方針を定め、必要なリスク管理体制及
び手法を整備しています。将来の当社グループの財政状態及び業績に重要な影響を及ぼす可能性
があるものを重要なリスクと考え、気候変動・サプライチェーン・人権等のサステナビリティに係る
規制等の動向、及び世界各地の事業に与えるサステナビリティ関連のリスクと機会に関する情報収
集を定期的に行い、リスクを特定しています。

サステナビリティ関連リスクと機会の管理

伊藤忠グループでは、迅速な意思決定を実現するため各カンパニーに権限を委譲し、事業運営に
伴うサステナビリティ関連のリスクと機会の管理を行っています。各カンパニーの DMC において、
経営方針及び経営に影響を及ぼす投資・融資・保証・事業等が審議され、カンパニープレジデン
トがそれらを決定しています。尚、当該決定事項は、事業段階毎の状況に応じて、管理しています。

伊藤忠グループでは、サステナビリティ関連のリスクと機会をはじめとする様々なリスクと機会に対
処するため、各種の社内委員会や責任部署を設置すると共に、各種管理規則、投資基準、リスク・
取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、リ
スクと機会を全社的かつ個別的に管理しています。
各カンパニーが管理するリスクと機会は、社内の各委員会へ報告され、重要度に応じて各委員会で
の審議を経て、HMC または取締役会にて承認されます。なお、管理体制の有効性につき毎年内部
統制委員会にてレビューを実施し、取締役会に報告しています。
詳細はリスクマネジメント（P213）をご参照ください。

識別・評価・管理 全社的リスクマネジメントシステムへの統合

リスクと管理
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指標と目標

特定したマテリアリティに資する具体的な取組みとして、事業分野ごとの「サステナビリティアクションプラ
ン」に落とし込みを行っています。それぞれの事業分野において重要なサステナビリティに関する課題とリス
クと機会をカンパニーごとに抽出し、中長期的な「コミットメント」、それを達成するための「対応アプローチ」
及び「成果指標」を定めた「サステナビリティアクションプラン」を策定し、対象部署ごとに毎年レビューを行
うPDCAサイクルシステムに則って、サステナビリティを推進しています。

また、総本社職能部、国内支社・支店、海外拠点等の組織ごとに、それぞれのビジネスや機能に沿ったサ
ステナビリティアクションプランを策定し、事業活動を支える基盤をさらに盤石にすることを目指しています。
当社にとって重要度が高い上位 4つのマテリアリティについては、全社的な中長期の数値目標を設定し、進
捗を管理しています。

サステナビリティアクションプラン

カンパニー SDGs
目標

インパクト
分類 取組むべき課題 事業分野

または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

繊維 技術革新 業務プロセスの改
善・効率化 繊維製品全般

グループ全体のDX推進によ
り、繊維産業の持続化向上
に努めます。

ITやデータ活用のシステム構築等
によるグループ会社の業務プロセ
スの効率化、在庫最適化、CRM
強化等に貢献。

グループ会社のDXを推進し、
ITやデータ活用等による収益
拡大、業務効率化、コスト削
減、在庫／廃棄ロス削減を目
指す。

●			ジョイックスでは、23年度の在庫最適化プロジェクトの効果により、主力ブランドのポールスミスメンズ
において、シーズン終了時の昨年比在庫数量は、2023年春夏シーズンで7.8%、同年秋冬シーズン（1月
末ベース）で4.5%の減少をそれぞれ確認。

●			三景では、衣料用副資材の数千点の商品情報を一元化するデータベースを構築。関係者間で商品情報
へのアクセスや情報の共有・更新が瞬時に可能となり、業務の効率化を促進。今後、周辺システムと
のデータ連携や顧客であるアパレル企業の業務デジタル化にも対応可能となる。

機械
●		気候変動の機会
●		技術革新

●		気候変動への取
組み

●		次世代ビジネス
の発掘・推進

船舶・海運分野

アンモニア燃料船の開発・
保有運航・燃料供給拠点整
備・燃料調達を包括する『統
合型プロジェクト』推進を通
じて船舶・海運分野におけ
る脱炭素に貢献します。

日本企業連合を核としたアンモ
ニア燃料船の共同開発、同船舶
の保有運航に加え、舶用アンモ
ニア燃料の供給拠点整備、燃料
調達を伊藤忠主導で行うことによ
りパイロット案件の早期具体化を
目指す。

2027年以降のアンモニア燃料
船の普及とサプライチェーン
構築を促進し、海事産業の脱
炭素に貢献。

●		国際海運の脱炭素化への貢献を目指し、アンモニア燃料船の「統合型プロジェクト」を推進中。（1）ア
ンモニア燃料船開発、（2）保有運航、（3）燃料供給拠点開発、（4）燃料アンモニア調達を開発。

●		パイロット案件のアンモニア焚き大型ばら積み船の第1船は、2027年竣工を目指し関係者と協議中。ア
ンモニアを主燃料とするコンテナ船や自動車運搬船の協議も開始。

●		国際海運の要衝であるシンガポールを燃料アンモニア供給拠点として開発推進中。西アルヘシラス港、
スエズ運河域の拠点開発にも着手。

●		2024年3月、燃料アンモニア供給における要素技術開発に関し、グリーンイノベーション基金事業採択
（富士電機と共同）。

●		燃料アンモニアのリスク評価や安全基準を検討課題とした国際フレームワーク『協議会』、『港湾協議
会』を発展させ、『コンテナ船協議会』を発⾜。2024年3月末で各協議会を閉会し、商業化議論に移行。

技術革新による商いの進化

中長期目標
伊藤忠グループは、2040年度までにGHG排出量を上回る削減貢献量
を創出する（オフセット・ゼロ）。

本マテリアリティに対する目標設定の背景 
技術革新が進むことにより、クリーンテック事業の開発や普及、また商品やサービスの環境配慮設計や資源循環
に資する取組み、AIやDX化による作業効率化等が期待される。商いが進化する指標として、当社は喫緊の課題
であるGHGの「削減貢献量」創出量を設定している。

実績 
創出した削減貢献量
●	2023年度12.3百万t-CO2e

●	2022年度6.4百万t-CO2e

●	2018年度1百万t-CO2e

技術革新による商いの進化：アクションプラン
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カンパニー SDGs
目標

インパクト
分類 取組むべき課題 事業分野

または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

機械
●		気候変動の機会
●		技術革新

●		気候変動への取
組み

●		次世代ビジネス
の発掘・推進

乗用車・商用車
販売

電気自動車（EV）・ハイブリッ
ド車（HV）・環境負荷低減
車等の導入により環境に優
しいモビリティ社会を実現し
ます。

EV・HV・環境負荷低減車及び関
連部品等の環境に配慮した高効率
製品の取扱いを増やすことで環境
対策車の普及に貢献。

取引先自動車メーカーによる
EV・HV・環境負荷低減車等
のラインアップ拡充、及び環
境に配慮した関連製品の販
売拡大。

●		いすゞのEV向けトータルソリューションプログラム「EVision」のパートナーとして、EV商用車普及に向け
取組み拡大。EV導入に課題を抱えるユーザーに対するコンサルテーションを積極的に実施。

●		環境省委託事業である“バッテリー交換式EV開発及び再生可能エネルギー活用の組合わせによるセク
ターカップリング実証事業”で開発・製作した試作機を用い、2022年11月より（株）ファミリーマート店
舗向け配送実証運用開始。2023年12月末時点で累計20,000km超の配送を実現済み。

金属
●		気候変動の機会
●		資本導入
●		技術革新

気候変動への取
組み

●		資源リサイクル
事業

●		鉱山事業
●			環境対策事業
●			素材関連事業

●			環境への影響を十分に考
慮しつつ、資源の安定供給
という社会的使命・責任
を果たします。

●			自動車の軽量化・EV化関
連事業等、温室効果ガス削
減に寄与する事業、また不
可欠な素材の安定供給を
通じ、気候変動問題に貢献
します。

●		循環型ビジネスを主導的に展開。
●		製鉄・電力等の対面業界の脱
炭素化に資する資源・原料とし
ての水素・アンモニア等の社会
実装に向けた取組みを推進。

●		ニッケル、PGM等、水素やグリー
ン素材・エネルギー、蓄電池等
の製造・供給に必要な素材の安
定供給に寄与する事業を推進。

●		CCS（CO2貯 留 ）・CCU（CO2活
用）等の温室効果ガス排出削減
に寄与する技術開発への関与
を継続。

●		石炭ビジネスについては、引続き
トレードよる資源の安定供給と
いう社会的使命・責任を果たし
つつ、一般炭炭鉱権益からの完
全撤退に向けた取組みを推進。

●		自動車軽量化・EV化に寄与す
るビジネス（アルミ、銅	等）の
取組み強化。

●		循環型ビジネスの推進。
●		製鉄・電力等の対面業界の
脱炭素化に資する資源・原
料としての水素・アンモニ
ア等の社会実装に向けた取
組みの推進。

●		水素、グリーン素材・エネ
ル ギー 製 造、CCS（CO2貯
留）・CCU（CO2活用）等の
温室効果ガス排出削減に寄
与する技術開発、事業化に
向けた検討の推進。

●		一般炭炭鉱権益からの撤退
に向けた取組み。

●		自動車軽量化・EV化に寄
与するビジネス（アルミ、銅	
等）の取組みの実現。

●		JFEスチール、Emirates	Steel	Arkan等と共に、鉄鋼業界のグリーン化に貢献する低炭素還元鉄サプラ
イチェーン構築に向けた詳細な事業化調査を着実に推進。

●		3R+W（Reduce	／	Reuse	／	Recycle	+	Waste	Management）を推進、限られた資源の有効活用と環境
素材の供給に寄与。具体的には、コンビニ等店舗設備・什器等の再利用・再資源化、リサイクル事業
者の全国ネットワークも活用した金属スクラップ・廃棄物処理の拡大・高度化等。2019年度に出資した
総合リサイクル企業であるTREホールディングスへの連携強化等の静脈産業への取組みも着実に推進。

●		グリーン水素生産に必要な水電解装置の世界最大規模のメーカーであるノルウェーのNel社との間で
水素分野における戦略的業務協力に関する覚書を締結。両社での水素関連ビジネスの案件発掘・推
進を継続。

●		水電解装置を用いたグリーン水素生産設備・輸送機器・水素ステーションの設計・EPC・運用、及び
水素の販売を行うデンマークEverfuel社に出資。同社と協働し、欧州における地産地消のグリーン水素
バリューチェーン構築を推進。

●		電気自動車・燃料電池車の世界的な普及に伴い大幅な需要拡大が見込まれるPGM（白金族金属）／
ニッケル事業（Platreef案件）の実現に向け推進すると共に、トレード取扱いを拡大。

●		CO2固定化技術を有する豪州MCi社に出資し、同社の技術の日本国内での展開を推進中。2022年7月に
は大成建設（株）との覚書を締結し、生産物の炭酸カルシウム等のコンクリート原料としての活用につ
き、検証中。

●		HIF	Global社、JFEスチール社、商船三井社と共同で、合成燃料（e-fuel）のサプライチェーンを構築（日
本国内で回収したCO2を原料として豪州でe-fuelを製造し、輸出）するための事業化調査を実施するこ
とに合意。

●		ケニアで調理燃料転換によりカーボンクレジットを創出する環境テクノロジー企業KOKO	Networks	
Limited社と、カーボンクレジットの長期オフテイク契約を締結。

●		排出権取引拡大のため、欧州地域において排出権の販売を手掛ける英国CF	Partners社と業務提携。
●		SDGsへの貢献・取組強化の観点より一般炭炭鉱権益から撤退する方針のもと、既に、持分数量の
大宗を占めていたコロンビアDrummond一般炭炭鉱権益と、原料炭と共に一般炭も生産する豪州
Ravensworth	North炭鉱権益を売却実行済み。

●		自動車軽量化・EV化に寄与するアルミトレード事業を着実に推進。2023年度の取扱数量は約50万トン。
環境配慮型アルミニウムの販売も推進。

金属 技術革新 DX関連ビジネス
の発掘・推進

●		鉱山事業
●		資源関連事業
●		物流事業

現場作業員の健康・安全に
十分配慮し、操業効率の向
上、人手不⾜懸念の解消に
貢献します。

●		DXを活用した鉱山操業や設備
管理の効率化を推進。

●		坑内掘り採掘機材や、鉱山ト
ラックの自動運転化の推進。

操業現場における従業員の
健康・安全性の改善、及び
操業効率の向上に寄与する
取組みの推進。

●		Companhia	Siderúrgica	Nacional社（以下CSN社）と出資先鉱山事業（以下CdP鉱山）における安全
性向上・操業効率化や、同鉱山及び同社製鉄所等の低炭素化に寄与すべく、脱炭素・DX分野で協業
検討する旨の覚書を締結し実証試験を開始。

●		CdP鉱山においてGE	Digital社が保有する操業管理／資産管理効率化システムの本稼働を開始し、プ
ラント実収率が向上。同システムの他鉱山・他地域への横展開も検討。また、CdP鉱山を中心とした
CSNグループの脱炭素化に向けて、資源メジャーのShellと協業することでも合意。

技術革新による商いの進化：アクションプラン

指標と目標
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カンパニー SDGs
目標

インパクト
分類 取組むべき課題 事業分野

または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

情報・
金融 技術革新 産業・物流・交通・

インフラの整備
ICT ／通信インフ
ラ構築事業

ICTソリューションの提供を通
じて、安全・安心かつ利便
性の高い社会インフラの実現
に寄与します。

新商品・サービスのソーシング（発
掘・調達）機能を発揮することで、
ICTソリューションの付加価値化
を追求。

ソーシング先の拡大。
●		安定したソリューション提供と更なるサービス向上のため、新たに6社のベンダーを開拓。作業効率化と
情報セキュリティ確保に資するサービス、ソリューションを提供。

●		安全・安心かつ利便性の高い社会インフラの実現に寄与すべく、更なる事業拡大を目指す。

第8 技術革新 次世代ビジネスの
発掘・推進

コンシューマービ
ジネス

当社グループの資産と新技
術を融合することにより、革
新的なサービス・新規事業
の創造を目指す。

リテールビジネス推進により消費
者との接点を拡大し、消費者行動
の把握に努めると共に、グループ
の幅広い商品群・機能・ノウハ
ウを組合わせ、消費者や地域社
会に役立つ独自性のある新たな
価値を創造する。

当社グループの持つビジネス
基盤を最大限活用し、新たな
ビジネス・客先の開拓を目
指す。

●		高度な認識技術を持つ人型AIアシスタントを独自開発するクーガー社と資本業務提携締結（2020年1
月）。同社の技術を活用し、FM店舗における店長業務サポートを行うAIモデルを開発。店長業務のサ
ポート並びに各店舗の状況、店長に合わせた最適なデータを提供し、店舗における省力化、及び店舗
運営力の向上に繋げる。2024年3月時点で約5,000店舗への導入済みであり、2024年度中に効果検証を
実施の上、全店導入を目指す。

●		2020年10月、伊藤忠／FM／NTTドコモ／サイバーエージェントと、広告配信事業会社である（株）デー
タ・ワンを設立。リアル店舗の実購買データに基づいた新しいターゲティング広告であり、購買効果検
証まで一気通貫で実施できることが特徴。2023年4月にPPIHグループ、FM、伊藤忠とリテールメディア
事業での協業開始。合計約3,300万人（2024年3月末時点）の広告IDを有しており、お客様の購買体験
の向上及びデジタルマーケティングの高効率化を推進中。

●		2021年9月、伊藤忠／FMと、デジタルサイネージによるメディア事業会社「（株）ゲート・ワン」を設立。
FM店内に大型サイネージを設置し店舗をメディア化。2024年3月時点で10,000店舗へ設置し、1週間で
約6,400万人にリーチする国内最大規模のリテールメディアを確立｡立地別広告メニュー等の拡充に加
え､地域の生活者･来訪者に有益なコンテンツ配信も強化｡今後も設置可能な店舗へのサイネージ設
置を目指し、FM店舗に来店されるお客様へ今までにない店舗体験の提供を目指す。

技術革新による商いの進化：アクションプラン

指標と目標
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指標と目標

気候変動への取組み（脱炭素社会への寄与）

カンパニー SDGs
目標

インパクト
分類 取組むべき課題 事業分野

または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

機械 気候変動の機会 気候変動への
取組み 発電事業全般

再生可能エネルギー発電と
従来型発電のバランスの取
れた電源開発により、国・
地域ごとに最適化された持
続可能な形でその発展に貢
献します。

国・地域の分析を通じて、再生
可能エネルギー発電の投資機会
を積極的に追求。

2030年度：再生可能エネル
ギー比率20%超（持分容量
ベース。エネルギー・化学品
カンパニー含む全社数値）を
目指し、今後の取組みに反映。

●		2022年度設立した再生可能エネルギー開発会社Tyr	Energy	Development	Renewablesは、米国で現
在26資産・4GWの太陽光発電を開発中。

●		世界最大の独立系発電所運転・保守サービス会社である当社の米国子会社NAES	Corporationは、再
生可能エネルギー分野においても、約1,400か所、2GWの太陽光発電所及び1.1GWの風力発電所向け
資産管理・運転保守サービスを提供。

●		2023年6月北米再生可能エネルギー資産を投資対象とするファンド（北米再生可能エネルギーファンド）
を設立。

●		発電事業持分容量ベースでの再生可能エネルギー比率は2024年3月現在17.1%。

機械
●		気候変動の機会
●		技術革新

●		気候変動への 
取組み

●		次世代ビジネス
の発掘・推進

船舶・海運分野

アンモニア燃料船の開発・
保有運航・燃料供給拠点整
備・燃料調達を包括する『統
合型プロジェクト』推進を通
じて船舶・海運分野におけ
る脱炭素に貢献します。

日本企業連合を核としたアンモ
ニア燃料船の共同開発、同船舶
の保有運航に加え、舶用アンモ
ニア燃料の供給拠点整備、燃料
調達を伊藤忠主導で行うことに
よりパイロット案件の早期具体化
を目指す。

2027年以降のアンモニア燃
料船の普及とサプライチェー
ン構築を促進し、海事産業の
脱炭素に貢献。

●		国際海運の脱炭素化への貢献を目指し、アンモニア燃料船の「統合型プロジェクト」を推進中。（1）ア
ンモニア燃料船開発、（2）保有運航、（3）燃料供給拠点開発、（4）燃料アンモニア調達を開発。

●		パイロット案件のアンモニア焚き大型ばら積み船の第1船は、2027年竣工を目指し関係者と協議中。ア
ンモニアを主燃料とするコンテナ船や自動車運搬船の協議も開始。

●		国際海運の要衝であるシンガポールを燃料アンモニア供給拠点として開発推進中。西アルヘシラス港、
スエズ運河域の拠点開発にも着手。

●		2024年3月、燃料アンモニア供給における要素技術開発に関し、グリーンイノベーション基金事業採択
（富士電機と共同）。

●		燃料アンモニアのリスク評価や安全基準を検討課題とした国際フレームワーク『協議会』、『港湾協議
会』を発展させ、『コンテナ船協議会』を発⾜。2024年3月末で各協議会を閉会し、商業化議論に移行。

機械
●		気候変動の機会
●		技術革新

●		気候変動への 
取組み

●		次世代ビジネス
の発掘・推進

乗用車・商用車
販売

電気自動車（EV）・ハイブリッ
ド車（HV）・環境負荷低減
車等の導入により環境に優
しいモビリティ社会を実現し
ます。

EV・HV・環境負荷低減車及び
関連部品等の環境に配慮した高
効率製品の取扱いを増やすこと
で環境対策車の普及に貢献。

取引先自動車メーカーによる
EV・HV・環境負荷低減車等
のラインアップ拡充、及び環
境に配慮した関連製品の販
売拡大。

●		いすゞのEV向けトータルソリューションプログラム「EVision」のパートナーとして、EV商用車普及に
向け取組み拡大。EV導入に課題を抱えるユーザーに対するコンサルテーションを積極的に実施。

●		環境省委託事業である“バッテリー交換式EV開発及び再生可能エネルギー活用の組合わせによるセク
ターカップリング実証事業”で開発・製作した試作機を用い、2022年11月より（株）ファミリーマート店
舗向け配送実証運用開始。2023年12月末時点で累計20,000km超の配送を実現済み。

気候変動への取組み（脱炭素社会への寄与）：アクションプラン

中長期目標
伊藤忠グループにおけるGHG排出量を2018年度比で2040年度
までに75%減、2050年度までにネットゼロを実現する。

本マテリアリティに対する目標設定の背景 
パリ協定及び日本の政府目標に賛同し、伊藤忠グループは、Scope1／
2／3のGHG排出量の削減目標を定め、一般炭権益からの完全撤退やク
リーンテック事業等への取組みを推進する。

※	上記はESGデータに開示しているScope1／2／3の合算。

実績

2018年度 2022年度 2023年度

Scope1／2／3計 4,161千t-CO2e 4,103千t-CO2e 3,923千t-CO2e

2018年度比削減率 ― 1.4%	 5.7%
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指標と目標

カンパニー SDGs
目標

インパクト
分類 取組むべき課題 事業分野

または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

機械
●		水資源
●		汚染防止と資源
循環

水・衛生 
インフラの整備

水／環境プロジェ
クト

水・環境事業を通じて、水・
廃棄物の適切な処理、有効
利用、衛生環境の向上、経
済活動の発展、及び地球環
境保全に寄与します。

水・環境事業の拡大を通じ、水の
適切な利用・処理及び資源の有
効活用を促進、環境負荷を低減。

環境に対する社会要請及び
サーキュラーエコノミー促進
に繋がる、高付加価値な水・
環境関連事業の推進。

水分野
●		豪州及びオマーンで海水淡水化事業を推進中。
環境分野
●		英国：一般廃棄物焼却処理・発電4事業を運営中。同国の廃棄物焼却処理市場の10%にあたる年間
130万トンの廃棄物を焼却処理、16万世帯分の国内家庭消費電力に相当する電力を供給。

●		セルビア：ベオグラードで廃棄物処理発電を含む統合型廃棄物事業の運営及び建設工事を推進中。約
21万トンの温室効果ガス削減を見込み、ゴールドスタンダードからカーボンクレジットの認証を取得。

●		UAE：ドバイ首長国で初の廃棄物処理・発電事業。同首長国で排出される一般廃棄物の半数に及ぶ
190万トン/年を処理する世界最大級のプラントの建設工事を推進中。

●		サウジアラビア：ジュベイル工業都市、工業系廃棄物処理事業へ参画中。

金属
●		気候変動の機会
●		資本導入
●		技術革新

気候変動への 
取組み

●		資源リサイクル
事業

●		鉱山事業
●		環境対策事業
●		素材関連事業

●		環境への影響を十分に考
慮しつつ、資源の安定供給
という社会的使命・責任
を果たします。

●		自動車の軽量化・EV化関
連事業等、温室効果ガス
削減に寄与する事業、また
不可欠な素材の安定供給
を通じ、気候変動問題に
貢献します。

●		循環型ビジネスを主導的に展開。
●		製鉄・電力等の対面業界の脱炭
素化に資する資源・原料として
の水素・アンモニア等の社会実
装に向けた取組みを推進。

●		ニッケル、PGM等、水素やグ
リーン素材・エネルギー、蓄電
池等の製造・供給に必要な素
材の安定供給に寄与する事業
を推進。

●		CCS（CO2貯 留 ）・CCU（CO2活
用）等の温室効果ガス排出削減
に寄与する技術開発への関与
を継続。

●		石炭ビジネスについては、引続
きトレードよる資源の安定供給
という社会的使命・責任を果た
しつつ、一般炭炭鉱権益からの
完全撤退に向けた取組みを推
進。

●		自動車軽量化・EV化に寄与す
るビジネス（アルミ、銅	等）の
取組み強化。

●		循環型ビジネスの推進。
●		製鉄・電力等の対面業界の
脱炭素化に資する資源・原
料としての水素・アンモニ
ア等の社会実装に向けた取
組みの推進。

●		水素、グリーン素材・エネ
ル ギ ー 製 造、CCS（CO2貯
留）・CCU（CO2活用）等の
温室効果ガス排出削減に寄
与する技術開発、事業化に
向けた検討の推進。

●		一般炭炭鉱権益からの撤退
に向けた取組み。

●		自動車軽量化・EV化に寄
与するビジネス（アルミ、銅	
等）の取組みの実現。

●		JFEスチール、Emirates	Steel	Arkan等と共に、鉄鋼業界のグリーン化に貢献する低炭素還元鉄サプラ
イチェーン構築に向けた詳細な事業化調査を着実に推進。

●		3R+W（Reduce ／Reuse ／Recycle	+	Waste	Management）を推進、限られた資源の有効活用と環境
素材の供給に寄与。具体的には、コンビニ等店舗設備・什器等の再利用・再資源化、リサイクル事業
者の全国ネットワークも活用した金属スクラップ・廃棄物処理の拡大・高度化等。2019年度に出資した
総合リサイクル企業であるTREホールディングスへの連携強化等の静脈産業への取組みも着実に推進。

●		グリーン水素生産に必要な水電解装置の世界最大規模のメーカーであるノルウェーのNel社との間で
水素分野における戦略的業務協力に関する覚書を締結。両社での水素関連ビジネスの案件発掘・推
進を継続。

●		水電解装置を用いたグリーン水素生産設備・輸送機器・水素ステーションの設計・EPC・運用、及び
水素の販売を行うデンマークEverfuel社に出資。同社と協働し、欧州における地産地消のグリーン水素
バリューチェーン構築を推進。

●		電気自動車・燃料電池車の世界的な普及に伴い大幅な需要拡大が見込まれるPGM（白金族金属）／
ニッケル事業（Platreef案件）の実現に向け推進すると共に、トレード取扱いを拡大。

●		CO2固定化技術を有する豪州MCi社に出資し、同社の技術の日本国内での展開を推進中。2022年7月に
は大成建設（株）との覚書を締結し、生産物の炭酸カルシウム等のコンクリート原料としての活用につ
き、検証中。

●		HIF	Global社、JFEスチール社、商船三井社と共同で、合成燃料（e-fuel）のサプライチェーンを構築（日
本国内で回収したCO2を原料として豪州でe-fuelを製造し、輸出）するための事業化調査を実施するこ
とに合意。

●		ケニアで調理燃料転換によりカーボンクレジットを創出する環境テクノロジー企業KOKO	Networks	
Limited社と、カーボンクレジットの長期オフテイク契約を締結。

●		排出権取引拡大のため、欧州地域において排出権の販売を手掛ける英国CF	Partners社と業務提携。
●		SDGsへの貢献・取組強化の観点より一般炭炭鉱権益から撤退する方針のもと、既に、持分数量の
大宗を占めていたコロンビアDrummond一般炭炭鉱権益と、原料炭と共に一般炭も生産する豪州
Ravensworth	North炭鉱権益を売却実行済み。

●		自動車軽量化・EV化に寄与するアルミトレード事業を着実に推進。2023年度の取扱数量は約50万トン。
環境配慮型アルミニウムの販売も推進。

気候変動への取組み（脱炭素社会への寄与）：アクションプラン

指標と目標



カンパニー SDGs
目標

インパクト
分類 取組むべき課題 事業分野

または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

エネル
ギー・
化学品

●		移行リスク
●		資源安定供給

気候変動への 
取組み

石油・ガス権益、 
液 化 天 然 ガ ス

（LNG）プ ロ ジェ
クト

GHG削減を考慮した資源
（Transition	Fuel）の生産を
行い、産業の発展・基盤構
築に寄与する安定供給を行
います。

高い技術力と豊富な経験を有す
る優良パートナーとの協働による
資源開発案件への取組み。

持続可能な社会実現に向け
た転換期におけるエネルギー
の安定供給を念頭に、化石燃
料では相対的に環境負荷の
少なく、また、低炭素燃料の
原料源にもなるガスプロジェ
クトへの参画機会追求。

持続可能な社会実現に向け、Transition	Fuelの原料源として、新規ガスプロジェクトへの参画具現化、
及び脱炭素に係る協業へ向けた優良パートナーとの協議を継続実施中。

エネル
ギー・
化学品

気候変動の機会
地域社会・環境
に配慮したエネル
ギー利用

地域熱供給
環境に配慮した熱エネル
ギーの面的利用の取組みを
推進します。

●		神宮外苑地区における近隣ス
テークホルダーとの適切なコ
ミュニケーションによる熱供給
の普及推進。

●		高効率な熱供給プラントの設
計・建設・運転。

神宮外苑地区における地域
熱供給の安定的な操業維持
と、近隣地域への熱供給の普
及推進。

近隣地域への熱供給の普及推進に向け、関係するステークホルダーとの協議を継続中。

エネル
ギー・
化学品

気候変動の機会

再生可能エネル
ギーを最適に継
続的に供給する取
組み

●		蓄電池関連
●		電力・環境ソ
リューション

●		再生可能エネルギーを効
率的かつ最適に活用する
ための鍵となる蓄電池の
安定供給を続けます。

●		蓄電池ビジネスチェーンを
強化し、特にリサイクル事
業を通じた循環型モデルの
確立を目指します。

機械学習（AI）をベースにした最
適充放電ソフトを搭載した蓄電池
の継続的販売と退役電池のリサ
イクル・リユース事業の確立。

●		蓄電池の販売数。
●		リサイクル・リユース電池
の活用。

●		2024年3月末までの累計販売台数は約6万台（約588MWh）。
●		リサイクルチェーンとトレーサビリティの実装による高付加価値なサプライチェーン構築を目指し、引き
続き日本国内及び海外でパートナー企業とリサイクル・トレーサビリティ実証を推進中。

●		蓄電所案件の組成（3件）及び大型蓄電池の販売案件（4件）の取組みを進めており、建設中の案件を
含めると計100MWhの系統用蓄電池を販売。

●		東京都との日本初の系統用蓄電池専業のファンド組成を進めている。

エネル
ギー・
化学品

●		資源安定供給
●		資本導入

脱炭素社会／循
環型低炭素社会
実現に向けた新
燃料の取組み

●		水素・燃料アン
モニアの生産・
供給、及び、リ
ニューアブル燃
料の調達・供給

●		新エネルギーに
関する取組み

持続可能な社会実現に向
け、ライフサイクルアセスメン
トベースでのGHG削減に寄
与する、新燃料の生産・供
給体制の構築を目指します。

燃焼時にCO2を排出しない次世
代エネルギー・燃料として期待
されている水素・アンモニア、内
燃エンジンからの変更が難しい航
空機や大型車両から派出される
GHG削減に寄与するリニューア
ブル燃料（廃棄油等由来）、及び、
エネルギー効率を向上させる新
エネルギーへの取組み。

優良パートナーとの協働、及
び、これまでの開発・トレード
での実績を活かし、生産・効
率輸送・供給を実現できる新
燃料バリューチェーンの構築。

水素・アンモニア
●		南アフリカのHive	Hydrogen	South	Africaと、脱炭素社会の実現を目指したグリーンアンモニア分野で
の協業に関するMOC（協力覚書）を締結。

リニューアブルディーゼル（RD）、持続可能な航空燃料（SAF）等
●		国土交通省「輸入ニートSAFモデル実証事業」においてSAF供給事業者として2022年に参画。富士石
油（株）の協力のもと、日本でのSAF混合サプライチェーン構築を実現。Neste社より輸入するSAFの原
液を国内でジェット燃料と混合し、羽田空港・成田空港に加え中部国際空港でも供給を開始。

●		東京都が公募した「バイオ燃料活用における事業化促進支援事業」にパートナー企業と共同で採択さ
れた。RDを陸上輸送車両や空港設備での作業車両に使用することでバイオ燃料の利用を拡大する。

新エネルギー
●		核融合（フュージョン）エネルギー関連スタートアップであるBlue	Laser	Fusion	Inc.（BLF社）と、フュー
ジョンエネルギー0ビジネス、及び同社が開発するレーザー技術を応用した関連ビジネスについての資
本・業務提携契約を締結。

エネル
ギー・
化学品

資本導入

脱炭素社会実現
と包摂的かつ持続
可能な経済成長
実現に向けたCCS
事業での取組み

CCSを用いた
CO2回収チェーン
の構築

持続可能な社会実現に向
け、GHG削減に寄与する、
CO2回収チェーン構築を目指
します。

石油開発技術の応用であるCO2

貯蔵技術の磨き、同技術に誘導す
るためのCO2回収チェーン（引取
り、輸送等）へのアクセスの強化。

カンパニー横断で各対面業界
におけるCO2排出先のCO2回
収ニーズを発掘し、CO2輸送・
貯留事業のビジネスモデルを
構築。

伊藤忠石油開発（株）と共に、⼆酸化炭素地中貯留技術研究組合へ加入し、同技術の研究開発プロジェ
クトに参加。独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（JOGMEC）の2023年度の公募事業である「先
進的CCS事業の実施に係る調査」に、日本海側東北地方CCS事業構想が採択され、船舶輸送を用いた
CCSバリューチェーン事業の実現可能性について協業パートナーと継続検討中。

指標と目標

気候変動への取組み（脱炭素社会への寄与）：アクションプラン

29環境トップコミットメント ガバナンス社会 サステナブルファイナンス 社会からの評価 第三者保証報告書伊藤忠グループのサステナビリティ

ガバナンス 戦略 リスクと管理 外部との協働方針・基本的な考え方歴史と価値創造モデル 指標と目標



カンパニー SDGs
目標

インパクト
分類 取組むべき課題 事業分野

または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

エネル
ギー・
化学品

気候変動の機会

再生可能エネル
ギーを最適に継
続的に供給する取
組み

再生可能エネル
ギーIPP ／再生可
能エネルギー関連
資材調達／分散
電源取組み

●		再生可能エネルギー発電
所（太陽光・バイオマス・
風力）の開発／保有／運
営を通じ、再生可能エネル
ギーの安定供給を実現し
ます。

●		再生可能エネルギー関連
資材調達を通じ、国内外
の再生可能エネルギー発
電の活性化を実現します。

●		太陽光分散電源の展開を
通じ、系統電力に頼らない
自立電源としての太陽光
発電を普及させ、再生可
能エネルギーが身近にあ
る世界を実現します。

再生可能エネルギー発電所の安
定的な運営及び新規開発による
再生可能エネルギーの資産規模
拡大とVPP化を見据えた国内分
散電源の確立。

●		再生可能エネルギー資産
規模

●		分散電源規模

●		出資先アイ・グリッド・ソリューションズ社を通じた、オンサイト型太陽光発電PPAの拡大（2024年3月
末時点	導入件数	約850件、約200MW）。

●		出資先であるクリーンエナジーコネクト社を通じた、オフサイト型太陽光発電PPAの拡大。（2024年3月
末時点	保有発電所	約1,200か所、約100MW）

食料 GHG排出量 気候変動への 
取組み 生鮮食品分野 気候変動対策に資する施策

を検討・推進します。
Dole事業におけるクリーンエネル
ギーの活用。

●		Dole	Philippines.のバイオ
ガスプラントの稼働状況。

●		その他のクリーンエネル
ギー等の導入状況。

●		バイオガス残渣投入実績	155,558MT	（2023年度実績）。
●		クリーンエネルギー利用によるGHG削減量	97,445t-CO2e	（2023年度実績）。

住生活 森林 持続可能な森林
資源の利用

●		パルプ
●		チップ
●		木材

環境への影響を軽減し温室
効果ガスの増加を防ぐため、
持続可能な森林資源を取扱
います。

認証材または高度な管理が確認
できる材を取扱う。

取扱う材における、認証材ま
たは高度な管理が確認できる
材の比率を100％とする。

2023年度に取扱う材における、認証材または高度な管理が確認できる材の取扱比率は、パルプ・チップ・
木材とも100％。

住生活
●		資本導入
●		汚染防止と資源
循環

気候変動への 
取組み

スラグ等セメント
代替

土木・建設等に欠かせない
セメントの代替材として、持
続可能な副産物（スラグ）の
利用拡大を図ります。

スラグ等副産物の供給側である
製鉄所と需要側の間で、継続的・
安定的な商流を構築。

継続的かつ安定的な商流構
築を目指し、スラグ事業への
出資・参画等を検討すると共
に特に発展途上国での需要
創出に注力する。

●		スラグ事業への出資・参画は継続協議中。
●		2023年度に、全世界で175万トンのスラグを取扱い。

指標と目標

30環境トップコミットメント ガバナンス社会 サステナブルファイナンス 社会からの評価 第三者保証報告書伊藤忠グループのサステナビリティ

ガバナンス 戦略 リスクと管理 外部との協働方針・基本的な考え方歴史と価値創造モデル 指標と目標

気候変動への取組み（脱炭素社会への寄与）：アクションプラン



31環境トップコミットメント ガバナンス社会 サステナブルファイナンス 社会からの評価 第三者保証報告書伊藤忠グループのサステナビリティ

ガバナンス 戦略 リスクと管理 外部との協働方針・基本的な考え方歴史と価値創造モデル

カンパニー SDGs
目標

インパクト
分類 取組むべき課題 事業分野

または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

総本社 労働慣行
働き方改革を通じ
た業務効率化と長
時間労働の防止

人事
メリハリのある働き方を推進し、
労働生産性及び従業員エンゲー
ジメントの向上を目指します。

●		勤務状況の定期的なモニタリング実施。
●		エンゲージメントサーベイの実施。
●		夏季・冬季の休暇取得促進。

●		労働時間法制の遵守。
●		エンゲージメントサーベイによる「従業員エン
ゲージメント」項目の肯定的回答率70%以上。

●		有給休暇取得率70%以上。

●		毎年勤務簿調査を実施し、賃金不払残業を防止。
●		エンゲージメントサーベイによる「従業員エンゲージメント」項目の肯
定的回答率：2021年度71%、2018年度76%、2014年度78%。

●		有給休暇取得率：2023年度64.7%。

総本社 労働慣行 従業員の健康力
強化 人事

従業員一人ひとりの健康力を向
上させ、個の力をより一層発揮で
きる環境を整備していきます。が
ん・長期疾病を抱える従業員に
対する両立支援体制の構築を通
じ、支え合う風土を醸成します。

●		国内定期健康診断の100%受診目標。
●		充実した社内診療所及び従業員一人ごとの専属医療
支援体制の整備。

●		がんとの両立支援策の推進。
●		禁煙治療補助プログラムの推進。
●		生活習慣病高リスク者向けプログラムの継続実施。
●		ストレスチェックの実施。

●		国内定期健康診断受診率100%。
●		特定保健指導受診率55%。
●		ストレスチェックによる高ストレス者比率5.0%
以下。

●		国内定期健康診断受診率	93.5%（24年4月3日時点）。
●		特定保健指導受診率	52.7%（2023年度）
●		ストレスチェックによる高ストレス者比率5.2%（2023年度）。

総本社 労働慣行 従業員の持続的
な能力開発 人事

企業理念を継承しながら、マー
ケットインの発想をもって、常に
ニーズに合わせて商いを変革でき
る人材の育成に向け、時代の変
化及びビジネスニーズに応じたグ
ローバルベースでの研修プログラ
ムの開発や、主体的な学びの機
会を創出し、優秀な人材を継続的
に輩出します。

●		全ての階層での研修プログラムの継続的な開発と
実施。

●		海外実習生派遣・語学研修生派遣の継続・強化。
●		定期的なローテーションによる多様なキャリアパス・
職務経験の付与。

●		人材アセスメント、キャリアビジョン支援研修、キャリ
アカウンセリング制度・体制等の充実による、従業員
個人のキャリア意識の醸成。

●		年間研修関連経費10億円超。
●		研修受講実績人数（延べ）50,000名以上。
●		入社8年目までの総合職、海外派遣率80%以上。

●		人材育成投資総額：22.7億円（2023年度）。
●		研修受講実績人数（延べ）：68,824名。
●		入社8年目までの総合職、海外派遣比率：87.3%。

総本社 労働慣行 多様な人材が活躍
する環境の整備 人事

人種、性、宗教、国籍、年齢等、
あらゆる差別を禁止し人権を尊重
します。多様な価値観を受容し、
柔軟な働き方等を通じて従業員
一人ひとりが能力を最大限発揮
できる環境を整備していきます。

●		公平な採用、登用の継続。
●		多様な価値観を受容し、活かす職場環境作り。
●		共働き世帯の増加を見据え、育児・介護、不妊治療
等と仕事の両立支援の拡充（柔軟な働き方の活用を
含む）。

●		従業員のライフステージ・キャリアに応じた個別支援
の拡充。

●		60歳超のシニア人材の活躍支援。
●		LGBTQ等性的マイノリティ従業員への理解・受容促進
（従業員教育等）。

●		障がい者の労働環境に対する合理的配慮。

●		2030年までに以下を達成。
(1)		役員（執行役員を含む）に占める女性比率	

30％。
●		2025年度末までに以下を達成。
(2)	全社における女性従業員比率	30%。
(3)	新卒採用における女性比率	40%以上。
(4)	指導的立場に占める女性比率	10%。
(5)	男性育児休業取得率	100％。

●		2024年度末までに以下を達成。
(6)		障がい者雇用率	2.5%（特例子会社含む）。

※	(1) ～(5)は女性活躍推進法等における一般事業主行動
計画にて定めたもの

●		2023年度末までに以下を達成。
(1)	全社における女性従業員比率	25%（2024年3月末時点）。
(2)	新卒採用における女性比率	39%（2023年度入社）。
(3)	指導的立場に占める女性比率	9%（2024年3月末時点）。
(4)	男性育児休業取得率	53%（2024年3月末時点）。
(5)		障がい者雇用率	2.43%（特例子会社含む）（2024年3月1日時点）。

※		(1) ～(4)は女性活躍推進法等における一般事業主行動計画にて定めたもの
●		女性活躍推進委員会での議論の結果以下の施策を導入。
●		暦日5日以上の男性育児休業取得「必須化」。
●		フェムテックの活用を加速（卵子凍結の費用補助等）。

指標と目標

働きがいのある職場環境の整備

働きがいのある職場環境の整備：アクションプラン

中長期目標
伊藤忠商事は、2030年までに、全役員に占める女性比率（執行役員を含
む）を30％以上にする。

本マテリアリティに対する目標設定の背景
女性経営者による視点は、消費者ビジネスの優位性を有する当社にとって
非常に重要な要素である。

実績
2024年4月1日付で新たに5名の女性執行役員を登用の結果、役員及び執
行役員に占める女性比率は21％。

指標と目標



32環境トップコミットメント ガバナンス社会 サステナブルファイナンス 社会からの評価 第三者保証報告書伊藤忠グループのサステナビリティ

ガバナンス 戦略 リスクと管理 外部との協働方針・基本的な考え方歴史と価値創造モデル

指標と目標

人権の尊重・配慮

中長期目標
伊藤忠商事は、中長期的に毎年、重要サプライヤーに対しサステナビリティ
調査を実施し、是正措置が必要な違反サプライヤー数0を目指す。

本マテリアリティに対する目標設定の背景
児童労働の禁止、強制労働の禁止、生活賃金の支払い等を含む重要設問
に対するサプライヤーからのアンケート回答を精査し、詳細の確認が必要
なサプライヤーに対し方針や対応状況を再確認している。さらなる是正が
必要な違反サプライヤーを特定し、是正を求めることで、持続可能な調達
を目指す。

実績
●		2023年度はサステナビリティ調査を305社に実施。
 結果、再確認依頼件数は34件。
●		再確認の結果、是正依頼件数0件、違反サプライヤー数0社。

人権の尊重・配慮：アクションプラン

カンパニー SDGs
目標

インパクト
分類 取組むべき課題 事業分野

または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

繊維 サプライ
チェーン

人権・環境に配慮した
サプライチェーンの確立 繊維製品全般

サプライチェーン全体において、人
権を尊重し、環境経営に取組む企
業との取引を推進します。

主要サプライヤー調査を継続的に実施する
ことで、サプライチェーンにおける人権・社
会・環境リスクの早期把握に取組む。

毎年、50社以上の主要サプライヤーへ
の現地訪問調査やアンケート調査を継
続的に実施。

2023年度は、中国及びアジア地域の取引先74社に対して調査を実
施。結果、重大な問題は無いことを確認。前年度に実施した人権
デューデリジェンスで把握したマニュアル整備等のフォロー先において
も、対応が進んでいることを確認。

機械 サプライ
チェーン

人権・環境に配慮した
サプライチェーンの確立

電力・プラントプロジェク
ト全般

サプライチェーン・事業投資先に
おける全てのステークホルダーの、
QOL向上に寄与します。

該当事業固有の特性を踏まえた、仕入先・
事業投資関係先への社会的・環境的な安
全性に関するデューデリジェンスのルール
設定・実施、並びに継続的なモニタリング
強化。

全ての新規開発案件において、仕入
先・事業投資関係先への社会的・環
境的な安全性に関するデューデリジェ
ンスを実施する。

新規投資を行う全ての開発案件において、全社ESGチェックリストを用
い、社会的責任に関するガイドラインにおける中核主題を確認する運用
を継続。個別開発案件は投資実行前に各事業固有の特性を踏まえ社会
的・環境的な安全性を確認するデューデリジェンスを実施。

金属

●		鉱山
●		電力・ 
鉱山・ 
油ガス田

労働安全・衛生・環境
リスクに配慮した、ま
た地域社会へ貢献する
持続可能な鉱山開発

鉱山事業

●		環境・衛生・労働安全（EHS）
や地域住民との共生に十分配慮
し、持続可能な鉱山事業を推進
します。

●		地域社会への医療、教育等に貢
献します。

●		EHSガイドラインの運用並びに社員教育を
徹底。

●		地域社会への医療・教育寄付、地域イン
フラ整備等の貢献。

●		毎年EHS社内講習会を開催しEHS
ガイドラインを周知徹底。
●		EHS講習会受講率100%。
●		操業中・継続保有方針の既存鉱
山事業及び新規鉱山事業に対する
EHSチェック実行率100%。

●		地域社会への医療・教育寄付、地域
インフラ整備の実施。
●		操業中・継続保有方針の全プ
ロジェクトでのCSR活動の実施
（100%）。

●		主管者や事業投資に従事する課に属する従業員を中心に、EHSガイド
ラインに関する社内講習会を実施。対象者の受講率は100%。

●		鉱山事業では、新規1案件、既存9案件、その他資源関連事業1案件に
対して、チェックシートを用いた確認作業を実施。

●		出資する各プロジェクトにおいて、地域社会への貢献活動を実施。

指標と目標



カンパニー SDGs
目標

インパクト
分類 取組むべき課題 事業分野

または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

食料 サプライ
チェーン

人権・環境に配慮した
サプライチェーンの確立 食糧分野

第三者機関の認証や取引先独自の
行動規範に準拠した調達体制の整
備を行います。

●		コーヒー豆、カカオ豆産地国において、
取引先独自の行動規範に準拠した調達
の推進。

●		パーム油の第三者認証団体であるRSPO
の認証油の取扱強化。

●		生産国の認証油システムの利用を促すた
め、国内業界団体と協力し、MSPO／ISPO
の国内におけるプロモーションや流通制度
の確立を支援。

●		コーヒー豆：当社調達方針に基づき、
取引先独自の行動規範に準拠した商
品もしくは認証品の調達を推進。

●		カカオ豆：当社調達方針に基づき、
取引先独自の行動規範に準拠した商
品（サステナブル品）の調達を推進。

●		パーム油：当社調達方針に基づく調
達を実施を行い、設定したKPI項目・
サプライヤー情報等の開示を推進。

2030年
●		コーヒー豆：サステナブルコーヒー
豆への切替50%を目指す。

●		カカオ豆：サステナブルカカオ豆へ
の切替100%を目指す。

●		持続可能なパーム油への切替100%
を目指す。

●		コーヒー豆：23年度の定量目標である「認証品比率20%以上」を達成
（実績37%）。UCCや味の素向け他商社取引を切り替え取得したこと
により前年比増加。コーヒートレーサビリティプラットフォームFarmer	
Connectを利用したBtoBレベルでのトレーサビリティ情報開示は、23
年度3千トン超。

●		カカオ豆（トレーサブル品）：2023年度取扱比率は64％（総量9,253MT
のうち、トレーサブル豆5,950MT）、期初目標10%。

●		パーム油：サプライヤーへの定期的なアンケート調査等を通じて調達
方針の確認を実施し、それに基づく買付を継続。並行して認証油取扱
比率や搾油工場までのトレーサブル比率等の開示を継続。

●		23年度	RSPO認証油	取扱比率：
●		パーム油	29%
●		オレオケミカル製品	72%

各産地国への支援実績（定性）
●		コーヒー豆：

●		移動病院の支援／ガテマラ
Unexを通じ、近隣に病院の無い山岳地域に住むコーヒー生産者及
びその家族へ医療を提供。

●		ゴマ：
●		マラウイの生活基盤向上支援
竹本油脂との協働によるマラウイへのインフラ提供。22年度に救急
車両と医療機器の提供を実施。23年度9基の井戸を建設。

●		パラグアイの⼩規模ゴマ農家に対する支援
かどや製油との協働により、農家への技術指導、種まき機や篩等の
農具、種子の提供等の支援を実施。

食料
●		森林
●		気候変動
への適応

人権・環境に配慮した
サプライチェーンの確立 生鮮食品分野 地場産業の育成を通じて、雇用拡

大・生活環境整備等に貢献します。

シエラレオネにおけるDoleパイン栽培・加
工事業の運営。
●		天候リスク分散のための産地多角化。
●		地場産業の育成、雇用創出・拡大。
●		医療提供等を通じた地域の生活環境改善。

新産地シエラレオネにおけるパイナップ
ル栽培及び加工品製造の拡大のため、
現地での人材育成と雇用拡大を図る。

●		従業員：2023年度4Q末時点	1,857人。
●		生産量：2023年度4Q末時点	1.6万トン。
●		特定非営利活動法人と医療提携契約を締結。現地会社Sierra	
Tropical	Limitedの従業員・家族、地域住民を対象に周産期医療の
提供を開始。

食料 サプライ
チェーン 責任ある水産資源調達 生鮮食品分野

第三者機関の認証や取引先または
当社の独自の行動規範に準拠した
調達体制の整備を行います。

水産物（鰹鮪類）産地国において、取引先
独自の行動規範に準拠した調達の推進。

鰹鮪類の調達方針策定及びそれに準
拠した商品や認証品の調達を推進。

●		2022年7月に漁船6隻を対象としたMSC漁業認証を取得完了。
●		2023年6月に追加で19隻の漁船を対象としたMSC漁業認証を取得
完了。

指標と目標

人権の尊重・配慮：アクションプラン
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カンパニー SDGs
目標

インパクト
分類 取組むべき課題 事業分野

または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

住生活
●		森林
●		サプライ
チェーン

天然ゴムの持続可能な
供給の実現 天然ゴム

●		保護地域、泥炭地域の開発、及び
先住民からの土地強奪等に関わ
るサプライヤーの特定に取組み、
当該サプライヤーからの調達を防
止する。

●		特に⼩規模生産者を中心とする
天然ゴム生産者に対し、現代奴隷
問題を含めたリスクアセスメント、
生産量と品質を改善するための研
修の実施、または支援する。

●		原料収穫地が不透明な原料調達サプライ
チェーンを透明化すべく、トレーサビリティ
システムを構築する。

●		独自取組みの「PROJECT	TREE（https://
project-tree-natural-rubber.com/jp/）」
のサステナビリティ活動を通じて、生産性
向上のための研修を実施する。

●		天然ゴム加工事業でトレーサビリ
ティ、サステナビリティが確保された
原料調達を目指す（2025年天然ゴム
原料のトレーサビリティ100％）。

●		サステナビリティ教育活動実施農家
数を増やし、業界のサステナビリティ
実現に貢献する。

●		サプライヤーの自己申告によってトレーサビリティが確保された原料
調達比率は100％。

●		伊藤忠の開発したシステムによって集荷地点までのトレーサビリティが
確保された原料調達比率は7.0％、⼩規模農家までのトレーサビリティ
が確保された原料比率は0.4%。

●		サステナビリティ教育活動実施農民数は3,804人/年。
※	2023年1月～2023年12月実績ベース

住生活 地域貢献 安心・安全・環境に配
慮したまちづくり 不動産

防災・環境負荷低減や地方活性
化にも資する公共施設整備事業の
推進。

地方行政とも連携し民間資本を活用した公
共施設整備事業を推進。

防災・環境負荷低減や地方活性化に
も資する公共施設整備事業を多面的
かつ持続的に推進。

●		宮城県柴田町において、災害時の避難所機能を備えた総合体育館の
整備を、官民連携事業として推進中。

●		三重県桑名市において、学校水泳授業の集約化、及び、運動公園の
機能拡充による地方活性化にも資する屋内プールの整備を、官民連
携事業として推進中。

指標と目標

人権の尊重・配慮：アクションプラン

カンパニー SDGs
目標

インパクト
分類 取組むべき課題 事業分野

または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

機械 食品安全

●		気候変動への取組み
●		働きがいのある職場
環境の整備

●		人権の尊重・配慮
●		健康で豊かな生活へ
の貢献

●		安定的な食材調達・
供給

DENBA事業全般
DENBA技術を活用した食材の鮮度
保持により、フードロス削減に貢献
します。

DENBA製品促進を通じて、食材の鮮度保
持、食用油の使用量削減を行う。

●		スーパーや外食チェーン業界におけ
るDENBA	Fresh	Pro、DENBA	Fryer
の販売を促進。

●		船舶倉庫向けDENBA	Marineの普及
率向上。

●		年間を通じてDENBA製品の普及に貢献。⼩売業界にて、冷蔵ショー
ケースの廃棄削減を目的とした中規模スーパーチェーン全60店舗等
に内定。2023年度売上は指標である3億円前後となる見通し。

●		船舶の食糧庫向け販売では150台を導入、累計導入実績は360台と
なった。

●		子ども食堂向けは東京センチュリーのリースを起用して3件を成約、そ
の他2件と合わせて5台を導入し、累計導入数は8台となった。

●		障がい者事業所の新規開設においては南日本運輸倉庫向けにパイロッ
ト案件として1件成約。

エネル
ギー・
化学品

医療健康 人々の健康増進 医薬品

がん分野を含む大きなニーズが存
在する分野での医薬品等の展開を
加速し、人々の健康増進に寄与する
と共に、働きやすい社会形成へ貢献
します。

新規医薬品、及びジェネリック医薬品の開
発サポート・販売の推進。

上市済医薬品の展開加速、及び開発サ
ポート中の各種新薬・ジェネリック医薬
品等の早期承認取得、上市を目指す。

●		伊藤忠ケミカルフロンティアによる、国内外の製薬メーカーへの医薬
品原料等の安定的な供給維持と、ジェネリック医薬品の新規上市サ
ポート（2023年度上市：ジェネリック医薬品の筋弛緩回復剤）。

●		伊藤忠ケミカルフロンティアを通じた疼痛緩和剤の北米での販売継続。
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指標と目標

カンパニー SDGs
目標

インパクト
分類 取組むべき課題 事業分野

または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

食料 食品安全 安全・安心な食料・ 
食品の供給 食料・食品関連全般

安全・安心な食品を安定的に調達
すべくサプライヤーの選択と集中を
行います。

食品安全管理システムに関する認証資格保
有者を中心にサプライヤーへの監査・指導
を強化する。

食品安全管理システムに関する認証資
格保有者を中心にサプライヤーへの監
査・指導を強化し、安全・安心な食品
の安定供給。

339工場に対して点検を実施。
食品安全管理システムに関する有資格者及び社内資格保有者によるサ
プライヤーへの監査・指導を強化し、安全・安心な食品を安定的に調達・
供給した。

情報・
金融 技術革新 次世代ビジネスの 

発掘・推進

Fintech ／ IoT ／AI ／
遠隔技術、ビジネスイ
ンキュベーション（ベン
チャー投資事業）

Fintech ／IoT ／AI ／遠隔技術等
の新たな技術革新やビジネスモデ
ルを活かすことで新産業の創出に
挑戦。

ベンチャー企業の発掘・提携、並びに新規
事業開発を推進。 新規サービス・事業開発の実現。 昨年度に引続き、新商品、新技術、新ビジネスモデルを有するスタート

アップとの協業を目的として、新たに3件のファンド投資を実行。

情報・
金融 医療健康 人々の健康増進

●		医薬品開発支援事業
●		健康予防関連事業
●		医療ヘルスケアIT事業
●		先端医療機器販売・医
療サービス提供

ICTと高品質な専門人材サービス、
及び技術革新が速い医療分野にお
ける先端医療機器と高度医療サー
ビスを提供することにより、医薬・
医療の発展と人々、患者のクオリ
ティ・オブ・ライフの向上に貢献し
ます。

●		データを活用して医療を最適化する。
●		各種高度医療機器の販売、地域拠点病院
運営サポートビジネスを推進。

●		医療データ関連の新規サービス・事
業開発の実現。

●		既存ビジネスの拡充。
●		MRI搭載放射線治療機及び頭皮冷却
療法システム等、QOLを高める医療
機器の普及率増。

MRI 搭載放射線治療機
●		国立がん研究センター中央病院、埼玉医科大学国際医療センター、江
戸川病院の3施設で、従来の手法では治療が難しかった難治性がん患
者を含む延べ800名へ医療を提供。

がん患者向け頭皮冷却療法システム
●		現在79施設で導入済み、延べ2,900名の患者が利用。

情報・
金融

リテール 
ファイナンス 金融サービスの提供 国内外リテールファイナ

ンス事業

リテールファイナンス市場の拡大・
市場創造に取組み、個人への資金
提供を行い、豊かな生活の実現に
貢献します。

新たなエリアでの取組みを含む顧客数と貸
出残高の拡大。 顧客数と貸出残高。

●		貸出残高伸長率
2024年1月末時点、前年3月末対比にて記載
●		UAF：102.0%
●		EasyBuy：101.5%
●		FRF：117.0%
●		ACF：88.5%		※2018年度営業開始

●		UAF、EB、FRFは堅調に推移。一方、ACFは新規貸出を抑制した結果、
貸出残高は前年比減少。

●		PDPは期初計画通り2023年度にEXIT実行済み。
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カンパニー SDGs
目標

インパクト
分類 取組むべき課題 事業分野

または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

繊維 汚染防止と
資源循環

資源循環による
環境負荷の低減 繊維製品全般 サステナブルな繊維製品の取扱い、及びリサイク

ルを通じて循環型社会の実現に貢献します。
環境配慮型商品の取扱い、並びに資源リサ
イクルに繋がる取組みの推進。

繊維由来の再生ポリエステル「RENU」
等、サステナブル素材の普及促進、及び
繊維製品を再資源化する仕組みの構築。

●		RENUプロジェクトによる再生ポリエステル取扱いの環境インパクトは以
下の通り（2023年度見込み）。原材料として投入した廃棄物	Tシャツ換
算	6.3百万枚、CO2削減量	1,931トン、水の削減量	6,500キロリットル。

●		不要となった衣料品の回収サービス「Wear	to	Fashion」における回収拠
点	約3,000か所（2024年3月現在）。

●		繊維と化学品の共同案件として「ARChemiaプロジェクト」を立ち上げ、
使用済み衣料品を環境付加価値の高い化学製品に生まれ変わらせるプ
ロジェクトを開始。

繊維 サプライ
チェーン

人権・環境に配
慮したサプライ
チェーンの確立

繊維製品全般 サプライチェーン全体において、人権を尊重し、
環境経営に取組む企業との取引を推進します。

主要サプライヤー調査を継続的に実施す
ることで、サプライチェーンにおける人権・
社会・環境リスクの早期把握に取組む。

毎年、50社以上の主要サプライヤーへ
の現地訪問調査やアンケート調査を継
続的に実施。

2023年度は、中国及びアジア地域の取引先74社に対して調査を実施。結
果、重大な問題は無いことを確認。前年度に実施した人権デューデリジェ
ンスで把握したマニュアル整備等のフォロー先においても、対応が進んで
いることを確認。

金属 資源安定
供給

産業資源・素材
の安定供給 鉱山事業

産業に不可欠な原料・燃料の安定供給体制を
維持・発展させ、素材・エネルギー産業の安定
的な操業に貢献します。

原料・燃料の安定供給の基盤となる既存
権益の磨きと優良権益の拡充。

既存優良鉱山事業の磨きと、事業基盤
の拡大・強化に繋がる新規優良権益の
獲得。

●		優良製鉄原料の安定供給に向けて2019年度に出資を行った米国
Allegheny（Longview）原料炭炭鉱で商業生産を開始。

●		2021年度に大手資源会社BHP社から一部権益を取得したWestern	
Ridge鉄鉱床において2022年に生産を開始、2024年には新たな設備導
入とインフラ建設を開始。また、2021年に生産を開始したSouth	Flank
鉄鉱床は、2024年に年産80百万トン体制を構築する予定。西豪州鉄鉱
石事業においては、安定供給と生産性向上、そして、コスト競争力の維
持・強化を目指して各種施策を推進中。

●		2022年度には鉄鋼大手ArcelorMittal社等が運営するカナダ鉄鉱石事業
（AMMC）に出資し、鉄鋼生産の低炭素化の加速により需要増が見込ま
れる高品位鉄鉱石を長期安定供給可能な優良権益を獲得。

金属

●		鉱山
●		電力・ 
鉱山・ 
油ガス田

労 働 安 全・ 衛
生・環境リスク
に配慮した、ま
た地域社会へ
貢献する持続可
能な鉱山開発

鉱山事業

●		環境・衛生・労働安全（EHS）や地域住民との
共生に十分配慮し、持続可能な鉱山事業を推
進します。

●		地域社会への医療、教育等に貢献します。

●		EHSガイドラインの運用並びに社員教育
を徹底。

●		地域社会への医療・教育寄付、地域イン
フラ整備等の貢献。

●		毎年EHS社内講習会を開催しEHSガ
イドラインを周知徹底。
●		EHS講習会受講率100%。
●		操業中・継続保有方針の既存鉱
山事業及び新規鉱山事業に対する
EHSチェック実行率100%。

●		地域社会への医療・教育寄付、地域
インフラ整備の実施。
●		操業中・継続保有方針の全プロジェ
クトでのCSR活動の実施（100%）。

●		主管者や事業投資に従事する課に属する従業員を中心に、EHSガイドラ
インに関する社内講習会を実施。対象者の受講率は100%。

●		鉱山事業では、新規1案件、既存9案件、その他資源関連事業1案件に対
して、チェックシートを用いた確認作業を実施。

●		出資する各プロジェクトにおいて、地域社会への貢献活動を実施。

エネル
ギー・
化学品

プラスチック 社会問題の解決
に繋がる取組み

プラスチック関連
環境対応

プラスチック関連環境対応により、対策が急がれ
る海洋プラスチックや廃プラスチック等の社会問
題の解決に貢献します。

ブランドオーナーとの協働による環境素材
の供給とリサイクル・リユースプログラム
の確立。

環境素材の取扱強化とリサイクル・リ
ユースプログラムの確立を通じた、循環
型モデルの構築。

●		資源循環社会の実現に向けたデジタルプラットフォーム構築プロジェクト
「BLUE	Plastics」において、新たにコカ・コーラボトラーズジャパンが
加わり、PETボトルリサイクルの実証実験を、ファミリーマートの実店舗
で拡大実施。

●		リリカラ（株）と協業し、欧州建築資材メーカーであるTarkett	S.A.が製
造する環境配慮型床材「DESSO」の日本市場への展開、及び床材循環
リサイクル事業を開始。

●		Aquafil	S.p.A.のリサイクルナイロン「ECONYL®」を使用した漁網等の漁
業向け製品の開発、商品化を実現。

指標と目標
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指標と目標

カンパニー SDGs
目標

インパクト
分類 取組むべき課題 事業分野

または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

エネル
ギー・
化学品

●		資源安定
供給

●		資本導入

脱炭素社会／循
環型低炭素社会
実現に向けた新
燃料の取組み

●		水素・燃料アン
モニアの生産・
供給、及び、リ
ニューアブル燃
料の調達・供給

●		新エネルギーに
関する取組み

持続可能な社会実現に向け、ライフサイクルアセ
スメントベースでのGHG削減に寄与する、新燃
料の生産・供給体制の構築を目指します。

燃焼時にCO2を排出しない次世代エネル
ギー・燃料として期待されている水素・ア
ンモニア、内燃エンジンからの変更が難し
い航空機や大型車両から派出されるGHG
削減に寄与するリニューアブル燃料（廃棄
油等由来）、及び、エネルギー効率を向上
させる新エネルギーへの取組み。

優良パートナーとの協働、及び、これま
での開発・トレードでの実績を活かし、
生産・効率輸送・供給を実現できる新
燃料バリューチェーンの構築。

水素・アンモニア
●		南アフリカのHive	Hydrogen	South	Africaと、脱炭素社会の実現を目指
したグリーンアンモニア分野での協業に関するMOC（協力覚書）を締結。

リニューアブルディーゼル（RD）、持続可能な航空燃料（SAF）等
●		国土交通省「輸入ニートSAFモデル実証事業」においてSAF供給事業者
として2022年に参画。富士石油（株）の協力のもと、日本でのSAF混合
サプライチェーン構築を実現。Neste社より輸入するSAFの原液を国内
でジェット燃料と混合し、羽田空港・成田空港に加え中部国際空港でも
供給を開始。

●		東京都が公募した「バイオ燃料活用における事業化促進支援事業」に
パートナー企業と共同で採択された。RDを陸上輸送車両や空港設備で
の作業車両に使用することでバイオ燃料の利用を拡大する。

新エネルギー
●		核融合（フュージョン）エネルギー関連スタートアップであるBlue	Laser	
Fusion	Inc.（BLF社）と、フュージョンエネルギー0ビジネス、及び同社が
開発するレーザー技術を応用した関連ビジネスについての資本・業務
提携契約を締結。

食料 サプライ
チェーン

人権・環境に配
慮したサプライ
チェーンの確立

食糧分野 第三者機関の認証や取引先独自の行動規範に準
拠した調達体制の整備を行います。

●		コーヒー豆、カカオ豆産地国において、
取引先独自の行動規範に準拠した調達
の推進。

●		パーム油の第三者認証団体であるRSPO
の認証油の取扱強化。

●		生産国の認証油システムの利用を促す
ため、国内業界団体と協力し、MSPO ／
ISPOの国内におけるプロモーションや流
通制度の確立を支援。

●		コーヒー豆：当社調達方針に基づき、
取引先独自の行動規範に準拠した商
品もしくは認証品の調達を推進。

●		カカオ豆：当社調達方針に基づき、
取引先独自の行動規範に準拠した商品

（サステナブル品）の調達を推進。
●		パーム油：当社調達方針に基づく調達
を実施を行い、設定したKPI項目・サ
プライヤー情報等の開示を推進。

2030年
●		コーヒー豆：サステナブルコーヒー豆
への切替50%を目指す。

●		カカオ豆：サステナブルカカオ豆への
切替100%を目指す。

●		持続可能なパーム油への切替100%
を目指す。

●		コーヒー豆：23年度の定量目標である「認証品比率20%以上」を達成
（実績37%）。UCCや味の素向け他商社取引を切り替え取得したこと
により前年比増加。コーヒートレーサビリティプラットフォームFarmer	
Connectを利用したBtoBレベルでのトレーサビリティ情報開示は、23年
度3千トン超。

●		カカオ豆（トレーサブル品）：2023年度取扱比率は64％（総量9,253MT
のうち、トレーサブル豆5,950MT）、期初目標10%。

●		パーム油：サプライヤーへの定期的なアンケート調査等を通じて調達方
針の確認を実施し、それに基づく買付を継続。並行して認証油取扱比率
や搾油工場までのトレーサブル比率等の開示を継続。

●		23年度	RSPO認証油	取扱比率：
●		パーム油	29%
●		オレオケミカル製品	72%

各産地国への支援実績（定性）
●		コーヒー豆：

●		移動病院の支援／ガテマラ
Unexを通じ、近隣に病院の無い山岳地域に住むコーヒー生産者及び
その家族へ医療を提供。

●		ゴマ：
●		マラウイの生活基盤向上支援
竹本油脂との協働によるマラウイへのインフラ提供。22年度に救急車
両と医療機器の提供を実施。23年度9基の井戸を建設。

●		パラグアイの⼩規模ゴマ農家に対する支援
かどや製油との協働により、農家への技術指導、種まき機や篩等の農
具、種子の提供等の支援を実施。
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ガバナンス 戦略 リスクと管理 外部との協働方針・基本的な考え方歴史と価値創造モデル
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カンパニー SDGs
目標

インパクト
分類 取組むべき課題 事業分野

または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

食料
●		森林
●		気候変動
への適応

人権・環境に配
慮したサプライ
チェーンの確立

生鮮食品分野 地場産業の育成を通じて、雇用拡大・生活環境
整備等に貢献します。

シエラレオネにおけるDoleパイン栽培・加
工事業の運営。
●  天候リスク分散のための産地多角化。
●		地場産業の育成、雇用創出・拡大。
●		医療提供等を通じた地域の生活環境
改善。

新産地シエラレオネにおけるパイナップ
ル栽培及び加工品製造の拡大のため、
現地での人材育成と雇用拡大を図る。

●		従業員：2023年度4Q末時点	1,857人。
●		生産量：2023年度4Q末時点	1.6万トン。
●		特定非営利活動法人と医療提携契約を締結。現地会社Sierra	Tropical	
Limitedの従業員・家族、地域住民を対象に周産期医療の提供を開始。

食料 サプライ
チェーン

責任ある水産資
源調達 生鮮食品分野 第三者機関の認証や取引先または当社の独自の

行動規範に準拠した調達体制の整備を行います。
水産物（鰹鮪類）産地国において、取引先
独自の行動規範に準拠した調達の推進。

鰹鮪類の調達方針策定及びそれに準拠
した商品や認証品の調達を推進。

●		2022年7月に漁船6隻を対象としたMSC漁業認証を取得完了。
●		2023年6月に追加で19隻の漁船を対象としたMSC漁業認証を取得完了。

食料 汚染防止と
資源循環

環境に配慮した
資源や素材の供
給・活用

生鮮食品分野 食品ロスの低減を通じて、資源の有効活用の促
進、環境負荷の低減に貢献します。

日本・産地（フィリピン）で廃棄される規格
外品のDoleバナナをMottainaiバナナとし
てブランド・製品化し、市場に流通させる。

●		産地（フィリピン）での廃棄量の削減
●		日本での規格外品の再利用

●		規格外バナナ再利用（産地）19,953MT（2023年度実績）
●		規格外バナナ再利用（日本）910MT（2023年度実績）

食品ロス削減、
リサイクル推進 食品流通分野

食品流通分野のサプライチェーン全体において、
食品ロス削減等を推進し、サーキュラーエコノ
ミー実現に貢献します。

国内卸売事業において、食品ロス削減策を
推進。「ロスを出さない」「売り切る」「配る」
の施策により改善策を実施。

国内卸売事業において、IT技術活用に
よる在庫管理の強化に加え、国内販売
網の活用やフードバンクへの寄贈によ
り、食品ロス削減に貢献。

2024年度、新規追加。

住生活 森林 持続可能な森林
資源の利用

●		パルプ
●		チップ
●		木材

環境への影響を軽減し温室効果ガスの増加を防
ぐため、持続可能な森林資源を取扱います。

認証材または高度な管理が確認できる材
を取扱う。

取扱う材における、認証材または高度
な管理が確認できる材の比率を100％と
する。

2023年度に取扱う材における、認証材または高度な管理が確認できる材
の取扱比率は、パルプ・チップ・木材とも100％。

住生活
●		森林
●		サプライ
チェーン

天然ゴムの持続
可能な供給の
実現

天然ゴム

●		保護地域、泥炭地域の開発、及び先住民からの
土地強奪等に関わるサプライヤーの特定に取
組み、当該サプライヤーからの調達を防止する。

●		特に⼩規模生産者を中心とする天然ゴム生産
者に対し、現代奴隷問題を含めたリスクアセス
メント、生産量と品質を改善するための研修の
実施、または支援する。

●		原料収穫地が不透明な原料調達サプラ
イチェーンを透明化すべく、トレーサビリ
ティシステムを構築する。

●		独自取組みの「PROJECT	TREE（https://
project-tree-natural-rubber.com/jp/）」
のサステナビリティ活動を通じて、生産性
向上のための研修を実施する。

●		天然ゴム加工事業でトレーサビリティ、
サステナビリティが確保された原料調
達を目指す（2025年天然ゴム原料のト
レーサビリティ100％）。

●		サステナビリティ教育活動実施農家数
を増やし、業界のサステナビリティ実
現に貢献する。

●		サプライヤーの自己申告によってトレーサビリティが確保された原料調
達比率は100％。

●		伊藤忠の開発したシステムによって集荷地点までのトレーサビリティが
確保された原料調達比率は7.0％、⼩規模農家までのトレーサビリティ
が確保された原料比率は0.4%。

●		サステナビリティ教育活動実施農民数は3,804人/年。
※	2023年1月～2023年12月実績ベース

住生活

●		資本導入
●		汚染防止
と資源 
循環

気候変動への 
取組み

スラグ等セメント
代替

土木・建設等に欠かせないセメントの代替材とし
て、持続可能な副産物（スラグ）の利用拡大を図
ります。

スラグ等副産物の供給側である製鉄所と需
要側の間で、継続的・安定的な商流を構築。

継続的かつ安定的な商流構築を目指
し、スラグ事業への出資・参画等を検
討すると共に特に発展途上国での需要
創出に注力する。

●		スラグ事業への出資・参画は継続協議中。
●		2023年度に、全世界で175万トンのスラグを取扱い。

情報・
金融

汚染防止と
資源循環

持続可能なライ
フスタイルを実
現する商 品 の
提供

リユース・リサイ
クル事業

国内における携帯中古端末の流通を通じ、限り
ある資源の有効利用による持続可能な社会の発
展に貢献する。

●		調達ソースの多角化による継続的かつ安
定的な資源（機器）再活用を実現。

●		携帯中古端末における認知度向上を図る
ため、各メディアへの露出等啓発活動の
実行・促進。

●		取扱品目（機種）及び調達ソースの
拡大。

●		流通チャネルの拡充

●		取扱品目（機種）に関して、671機種（22年度）⇒856機種（23年度）に増
加。（前年度比27.6%増加）

●		調達ソースに関して、22年度の計6社（日本、香港、US含む3か国）⇒23
年度は計12社（日本、香港、US含む3か国）に増加。

●		流通チャネルとしては、大手EC事業者での販売により好調な水準を維持。
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指標と目標

安定的な調達・供給：アクションプラン

指標と目標

https://project-tree-natural-rubber.com/jp/
https://project-tree-natural-rubber.com/jp/


確固たるガバナンス体制の堅持：アクションプラン

カンパニー SDGs
目標

インパクト
分類 取組むべき課題 事業分野

または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

総本社 ガバナンス

持続可能な成長
を実現するガバ
ナンス体制の維
持・強化

コーポレート・
ガバナンス

独立した客観的な立場から、経営に
対する実効性の高い監督を行うと共
に、意思決定の透明性を高め、また
適正かつ効率的な業務執行を確保す
ることにより、持続的な成長と中長期
的な企業価値の向上を目指します。

●		当社独立性判断基準を満たす高
い独立性を有し、各分野における
高い見識をもって当社の経営に貢
献することが期待される、複数の
社外取締役を選任。

●		中長期的な業績の向上と、企業価
値の増大への貢献意識を高める
ことのできる、透明性・客観性の
高い役員報酬制度を継続。

各年の取締役会評価を通じて、取締役
会の監督機能強化に向けた施策を継
続的に実施。

●		取締役会の多様性を維持（社外取締役	常時1／3以上：10人中4人、取締役女性比率：10
人中2人、監査役に女性2人登用、企業経営経験のある社外取締役1人／社外監査役1人
を選任）。

●		ガバナンス・報酬委員会と指名委員会を、ガバナンス・指名・報酬委員会に改組。ガバナ
ンス・指名・報酬委員会の委員長及び構成人員の過半数は社外取締役（7人中4人）。

●		女性活躍推進委員会の委員長は女性社外取締役、構成人員については社外役員半数、女
性半数（夫々6人中3人）を維持。

総本社 ガバナンス コンプライアン
スの遵守徹底 コンプライアンス

いかなる時でもコンプライアンスを遵
守することが会社・社会への貢献で
あるという従業員の意識を更に醸成
します。

定期的な意識調査や現場訪問等を
通して、各現場の声に耳を傾け、課
題を抽出し、課題克服のための諸
施策を構築、実施。

変化するリスク、社会からの要請及び
現場での課題に対応した諸施策のモニ
タリングを実施すると共に、教育・啓
発内容を常に充実させ、巡回研修等を
通じて直接従業員へ訴えかけることの
継続。

●		2023年4月～5月	2022年度を対象とした伊藤忠グループコンプライアンス体制のモニター・
レビューを実施。調査対象は本社全組織、国内支社、海外ブロック、グループ会社及びそ
の孫会社の計	433組織で、各組織の体制整備状況の把握と推進が目的。

●		2023年8月～9月	当社グループにおけるコンプライアンス体制整備及びコンプライアンス事
案発生の未然防止を図るべく単体・国内外グループ会社242社の役職員約56千人（契約
社員、派遣社員を含む）を対象にコンプライアンス意識調査を実施（回答者数	約55千人）。

●		2023年12月～2024年2月	2022年度に再発防止策が策定されたコンプライアンス関連事案
の内、モニタリングの必要性の高い事案を抽出しモニタリングを実施。対象事案について
は、再発防止策が概ね適切に実施されていることを確認。

●		2024年1月～2月	単体従業員、派遣社員及び受入出向者全員に向け、独占禁止法・下請
法に関するe-learningを実施（受講者数	4,271名）。

●		2023年度の巡回研修実施状況は以下の通り。
●		単体向け：受講者3,291名（全員録画版視聴）
●		国内グループ会社：75社・受講者15,964名

総本社 ガバナンス

持続可能な成長
を実現するガバ
ナンス体制の維
持・強化

リスクマネジメント

損失の危険の管理や企業集団の業務
の適正を確保するため、グループリス
クマネジメント体制を構築し、継続的
な維持を実施します。

社内委員会・リスク管理部署の設
置、各種規定・基準等の設定や報
告・監視体制等のリスク管理体制
の整備、有効性を定期的にレビュー
する。

リスク管理責任部署によるアクション
プランの策定と実行、社内委員会に
よるモニタリング&レビューといった
PDCAサイクルを確立することで、中長
期的に強固なガバナンス体制を堅持。

各リスク管理責任部署による2023年度のアクションプランに対する進捗状況のレビューを実
施。当該期間に発生した事象への対応等含め、リスク管理体制は機能している旨、統合RM
部が取り纏めて2023年10月開催の内部統制委員会（上期レビュー）及び2024年4月開催の
同委員会に報告済み（通期レビュー＋2024年度アクションプラン）。

指標と目標
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伊藤忠商事は、2009年 4月、国際社
会において持続可能な成長を実現す
るための世界的な取組みである国連
グローバル・コンパクトに参加しまし
た。グローバル・コンパクトが掲げる

「人権」「労働」「環境」「腐敗防止」か
らなる10原則に則り、伊藤忠商事の
企業理念である「三方
よし」を果たしていき
ます。

イニシアティブへの参加

外部との協働

国連グローバル・コンパクトへの参加

人権 原則 1　		人権擁護の支持と尊重
原則 2　		人権侵害への非加担

労働

原則 3　		結社の自由と団体交渉権の承認
原則 4　		強制労働の排除
原則 5　		児童労働の実効的な廃止
原則 6　		雇用と職業の差別撤廃

環境
原則 7　		環境問題の予防的アプローチ
原則 8　		環境に対する責任のイニシアティブ
原則 9　		環境にやさしい技術の開発と普及

腐敗防止 原則 10　	強要や賄賂を含むあらゆる形態の 
腐敗防止の取組み

国連グローバル・コンパクト10原則

サステナビリティ推進にあたっては、以下各種イニシアティブに参加しています。

TCFD コンソーシアム

伊藤忠商事は、2019年 5月、企業に対し気候変動に関連する財務情報の開示を促す「TCFD」に賛
同を表明しました。また、これに賛同する企業や金融機関等の間で議論する場として経済産業省、
環境省、金融庁が2019年5月27日に設立した「TCFDコンソーシアム」に参画しました。同コンソー
シアムへの参画を通じ、気候変動が当社事業に及ぼすリスクと機会の適切な開示に継続的に取組
んでいます。

TNFDフォーラム

伊藤忠商事は、自然関連リスク・機会が企業の事業や財務会計に与える影響の開示を促す「TNFD」
の理念及び活動を支持し、経験や知識を共有する「TNFDフォーラム」へ 2022年 6月に参画しまし
た。当社は、同フォーラムを通じたTNFD対応についての情報収集を進め、TNFDの最終提言に沿っ
た適切な情報開示に努めています。

CDP（気候変動・水セキュリティ・フォレスト）

伊藤忠商事は世界中の様々なステークホルダーに対し、ESG に関する取組みについて積極的な情
報発信を行っています。その一環として、企業の環境情報開示におけるグローバルスタンダードとし
て全世界で広く認知されているCDP 気候変動・水セキュリティ・フォレストの質問書に回答してい
ます。

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンでの活動
伊藤忠商事は、国連グローバル・コンパクトの日本のローカル・ネットワークである「グローバル・
コンパクト・ネットワーク・ジャパン」（GCNJ）の理事会員企業であり、積極的に活動に参画しています。
GCNJでは、他社の実践や学識経験者から学び、サステナビリティの考え方や取組みについての議
論・情報交換を行うテーマ別の分科会活動を行っています。2023年度、伊藤忠商事は ESG 分科会
に参加しました。

外部との協働

●		United	Nations	Global	Compact 
（https://unglobalcompact.org/）
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気候変動イニシアティブ（Japan Climate Initiative （JCI））

RSPO（Roundtable on Sustainable Palm Oil、持続可能なパーム油のための円卓会議）

GPSNR（Global Platform for Sustainable Natural Rubber）

取組みの詳細は P172をご覧ください。
●	GPSNR 会員一覧（https://sustainablenaturalrubber.org/our-members/）

日本経済団体連合会

●	環境委員会
●	1%（ワンパーセント）クラブ
●	公益社団法人	企業市民協議会（CBCC）

●	企業行動・SDGs 委員会
●	公益信託	経団連自然保護基金／ 
経団連自然保護協議会

日本貿易会

●	サステナビリティ推進委員会　　　● 社会貢献・ABIC 委員会

一般社団法人 ESG 情報開示研究会

●  会員一覧（https://edsg.org/%e4%bc%9a%e5%93%a1%e4%b8%80%e8%a6%a7/）

経済産業省「GXリーグ」

伊藤忠商事は 2022年、経済産業省が定めた GXリーグ基本構想に賛同を表明し、GXリーグにお
ける、排出量取引の考え方、カーボンクレジット市場及び取引されるクレジットの在り方等について
官民協議会において積極的に提言を行ってきました。GXリーグ設立準備期間における各種取組み
を踏まえ、2023年 4月から本格的に開始された GXリーグに参画しました。GXリーグは、2050年
カーボンニュートラル実現と社会変革を見据えてGX（グリーントランスフォーメーション）への挑戦
を行い、持続的な成長実現を目指す産官学の協働の場となるものであり、当社は参画企業として
脱炭素の具体的な政策手段である排出量取引をはじめとした同リーグの取組みに今後も積極的に
関与し、気候変動をはじめとする環境と経済及び社会の好循環に寄与していきます。
●	GXリーグ（https://gx-league.go.jp/）

伊藤忠商事は、1.5度目標の実現に向けて積極的に取組みを進める日本の非政府アクターのネット
ワークである気候変動イニシアティブに参加しています。このネットワークには「脱炭素化を目指す
世界の最前線に日本から参加する」ことに賛同する企業や自治体、団体、NGO が集まっています。

取組みの詳細は P173をご覧ください。
●	RSPO ホームページ（https://rspo.org/）

外部との協働
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伊藤忠グループは、世界規模で展開する多様な事業活動において、様々なス
テークホルダーとの対話を重視しています。下記の対話方法を通じて伊藤忠
グループの活動情報を提供し、またステークホルダーから伊藤忠商事に対す
る期待や懸念について認識しています。今後とも、課題対応策を事業活動へ
反映しながらサステナビリティを推進することで、企業価値の向上を目指して
いきます。
●  マルチステークホルダー方針（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/multi_stakeholder_policy.pdf?230404） PDF

ステークホルダーエンゲージメント ステークホルダー 頻度 取組みの概要 主要な対話方法

サプライヤー・ 
顧客・消費者

定期的
随時

取引先との公正・公平な取引を行い、法令等を遵
守すると共に、連携して人権・労働及び環境等の社
会課題に対処したサプライチェーンマネジメントを
構築し、消費者への安全・安心な商品・サービス
の提供に努めます。

●		統合レポート／ESGレポート・公式ウェブサイトを通じた情報提供
●		サプライチェーン・サステナビリティ行動指針の通知
●		品質管理やサプライヤー・サステナビリティ調査
●		代表お問い合わせ窓口
●		顧客との対話

株主・投資家・
金融機関

定期的
随時

持続的成長と中長期的な企業価値向上の観点から、
株主・投資家の皆様を始めとするステークホルダー
との対話を重視しています。いただいたご意見を、
経営戦略や、財務・資本政策等に反映し、コミット
メント経営の実践を通じて企業価値の向上に繋げる
ことでポジティブサイクルを回し続ける、実行性のあ
るエンゲージメントに努めています。

●		株主総会
●		決算説明会
●		分野別説明会
●		個人投資家向け説明会
●		統合レポート/ESGレポート・公式ウェブサイトを通じた情報提供
●		統合レポート説明会
●		海外ロードショー
●		証券会社主催コンファレンス
●		ESG投資家からの調査・格付け対応
●		Debt	IR
●		投資家との個別エンゲージメント

政府機関・ 
業界団体 随時

国内外の政府機関や地方自治体等の策定する各種
関係法令の遵守のみならず、政府機関及び自治体
や業界団体と連携してビジネス振興を行うことで、
社会課題の解決や国際社会の持続的発展を目指し
ます。

●		政府・各省庁関連委員会、協議会等への参加
●		財界・業界団体を通じた活動（日本経済団体連合会、日本貿
易会等）

地域社会・
NGO・NPO 随時

事業活動が地域社会に与える影響を理解し、雇用の
創出、インフラ基盤の整備、生活水準の向上、教育
環境の整備等の地域の社会的課題の解決を目指し、
地域社会の健全で持続的な発展に貢献します。
NPO ／NGOとの対話と協働により社会的課題の解
決に努めます。

●		社会貢献活動・ボランティア活動
●		アドバイザリーボード
●		事業案件周辺の地域住民との対話
●		NGO・NPOとの定期的なコミュニケーション
●		NGO・NPO、地域社会等の情報発信支援

従業員 随時

「厳しくとも働きがいのある会社」を目指し、全従業
員のモチベーション・貢献意欲向上を実現するため
の各施策、制度の整備に努めます。
多様な人材が仕事を通じ、自己成長・社会貢献の
機会を主体的に想像し、挑戦する組織風土の醸成に
取組みます。

●		従業員向け統合レポート説明会
●		社内イントラネット・機関誌を通じた情報提供
●		各種研修・セミナーを通じた能力開発機会の提供
●		キャリアカウンセリングの実施
●		相談内容に応じた社員相談窓口の設置
●		エンゲージメント・サーベイの実施
●		労使協議会（経営協議会、決算協議会等）の実施
●		カンパニー毎の社員総会の実施
●		社員表彰制度
●		従業員持株制度
●		健康経営
●		ビジネスアイデア募集制度（マーケットインBOX）

金融機関

地域社会

伊藤忠
グループ

NGO・NPO

サプライヤー

バリューチェーンの流れ

顧客

消費者

政府機関株主・投資家

業界団体

社員

外部との協働

方針・基本的な考え方

外部との協働

https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/multi_stakeholder_policy.pdf?230404


企業を取り巻くサステナビリティ課題は気候変動、生物多様性、人
権など非常に多岐にわたるとともに、事業のバリューチェーン全体
での取り組みが必要になっています。総合商社はその事業の多様
性や国際性のため、通常の事業会社に比較してその事業の広がり
やステークホルダーの多様性が極めて高く、多様なリスク側面を含
むサステナビリティ課題への対応は容易ではありません。
昨今 TNFD の登場とともに急速に関心が高まっている生物多様性
分野への対応は、非資源分野に強みを持つ伊藤忠商事にとって重
要な課題であると考えられますが、各事業部門での実効的な取り
組みが着実に進展しつつあると言えるでしょう。
伊藤忠商事は「三方よし」の企業理念のもと積極的に SDGs を事
業機会と捉えているところにも特徴があります。脱炭素関連の新事業への参入など、社会全体の排
出量削減につながるようなビジネスは、同社の強みを生かせる分野であると同時に、企業理念に合
致した事業と言えるでしょう。さまざまなステークホルダーの声を聞き、リスクに適切に対応すると
ともに、より善い未来に向けた使命にチャレンジし、人々が驚くような「答え」を世の中にもたらす
ことを期待しています。

第三者意見

外部との協働

一般社団法人	 
サステナビリティ経営研究所
代表　冨田	秀実

2023年度　業界団体等及び社会貢献活動への支出額
（単位：百万円）

貿易団体、経済団体、その他業界団体 91 社会貢献活動（うち寄付金） 636（117）

政治団体 32

計 123

上記の内、2023年度主な寄付事例
（単位：百万円）

寄付先 金額 概要

一般財団法人　国民政治協会 28 国民政治協会に対する法人寄付。

特定非営利活動法人ジャパン・ 
プラットフォーム 10 2024年1月、能登半島地震で被災された方々への支援と復興のた

めの寄付。

EU・ジャパンフェスト日本委員会 3 欧州と日本の芸術文化交流促進プログラムについて、文化交流の
一環としての寄付。

独立行政法人国立科学博物館 2

当社はマングローブ植林によるブルーカーボン・クレジット創出
を目指しており、そのプロジェクトの一環として、国の生物多様性
保全政策を支援し、メヒルギ（マングローブ樹種）の生育域外保
全を行うための寄付。

滋賀県 1 当社創業の地である滋賀県の教育政策を支援する寄付。

伊藤忠商事では、一般の方及び伊藤忠商事のステークホルダーの方からのお問い合わせについて、
以下の体制で受け付ける仕組みを構築しています。

一般の方（ステークホルダー含む）向け窓口

伊藤忠商事はお客様からの御意見ご提案を、顧客満足度の向上やステークホルダーの理解促進、
リスクの未然防止等に活かし、企業価値の拡大につなげています。

広報部
お客様

WEB
（HP のお問い合わせ

フォーム）

企業価値拡大
ディビジョンカンパニー

人事・総務部

コンプライアンス室

その他関係部署

IR 部
● 顧客満足度の向上
● ステークホルダーの
理解促進

● リスクの未然防止 等

43環境トップコミットメント ガバナンス社会 サステナブルファイナンス 社会からの評価 第三者保証報告書伊藤忠グループのサステナビリティ

ガバナンス 戦略 リスクと管理 指標と目標方針・基本的な考え方歴史と価値創造モデル 外部との協働
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環境保全に関する国際的な宣言、規約、条約、ならび
に事業展開している国と地域の法規制及びその他当社
の合意した事項を遵守する。

1. 法規制等の遵守

化学物質・油等による環境汚染の未然防止・影響の
軽減、大気汚染物質の排出削減、有害廃棄物及び排
水の排出削減・適正処理に努める。

3. 環境汚染の防⽌

水の効率的な使用やリサイクルを通じた水の使用量削
減、水の適切な処理に努める。

5. 水資源の保全・有効活用

伊藤忠グループの環境影響に関する積極的な情報開
示や普及啓発に努め、パートナー企業や業務委託先、
地域社会や伊藤忠グループの社員等バリューチェーン
上の全ての関係者とのコミュニケーションを推進する。

7. 情報開示とコミュニケーション

環境負荷低減に向けた目標を定めると共に、事業投
資・商品やサービスの提供・物流等の全ての事業活
動について、新規検討段階におけるデューデリジェン
スや定期的なモニタリングレビューを行い、環境影響
評価に基づいた適切な対応に努める。

8. 環境マネジメントシステム

温室効果ガスの排出を削減し、エネルギーの効率的で
持続可能な使用を促進し、気候変動の緩和及び適応に
貢献する商品及びサービス等の開発、提供に努める。

2. 気候変動への対応

事業投資先や取扱い商品のサプライチェーン上の資源
（化石燃料、鉱物、食料、動植物等）の持続可能な利
用及び資源の使用量削減、廃棄物排出量の削減・リ
サイクルを推進し、循環型社会の形成に貢献する。

4. 資源循環の推進

生態系サービスがもたらす恩恵を認識し、生物多様性
への影響を最⼩化し、その保全に貢献する。

6. 生物多様性の保全

代表取締役	副社長執行役員	CAO　小林 文彦
2020年4月制定
2024年5月改訂

グローバルに事業を行う伊藤忠グループは、地球環
境問題を経営の最重要課題のひとつとして捉え、環
境マネジメントシステムの継続的改善を図り、ステー
クホルダーと協力して事業のライフサイクルを通じた
環境負荷を低減し、事業活動を通じて持続可能な社
会の実現に貢献する。

伊藤忠グループ「環境方針」

環境方針

方針・基本的な考え方

環境方針



伊藤忠商事の ISO14001認証
対象グループ会社

●	伊藤忠商事
●	伊藤忠オートモービル（株）
●	伊藤忠メタルズ（株）
●	台灣伊藤忠股份有限公司
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気候変動（TCFD提言に基づく情報開示） 汚染防止と資源循環 水資源の保全 自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示） クリーンテックビジネス ESGデータ（環境）環境方針

伊藤忠商事が国内外において行っているさまざまな製品・サービスの提供や資源開発・事業投資
等の事業活動は、地球環境問題と密接に関係しているという認識のもと、地球環境保全に向けた
取組みを経営上の最重要課題の一つとして捉え、商社の中でいち早く1990年に地球環境室（現サ
ステナビリティ推進部）を創設しました。当社は、環境保全型ビジネスを推進する「攻め」と、環境・
社会リスクの未然防止を行う「守り」の攻守を両立させることで、企業理念である「三方よし」を果
たすことを目指しています。
また、2018年 4月、当社環境方針の改定に合わせ従来の「環境管理体制」を「サステナビリティ
推進体制」に整理・統合し、ISO14001の規格に則り、効率的な環境マネジメントシステム（以下、
EMS）を構築、維持・運用しています。
●	伊藤忠グループ環境方針（P45）

方針・基本的な考え方

環境マネジメント

伊藤忠商事は 1997年に商社で初めて ISO14001認証を取得し、サステナビリティ推進体制の継続
的改善に努めています。当社は、事業活動が環境・社会に与え得る影響を認識し、環境・社会リ
スクの未然防止を図るため、現在取扱う商品と共に、新規投資についても事前に環境・社会等へ
の影響を評価する仕組みを組み込んだ EMS を内包したサステナビリティマネジメントシステムを構
築しています。また、毎年環境・社会リスクの未然防止や環境保全型ビジネス、省エネルギー・省
資源・GHG 排出量削減等の環境目標を策定し、全社で確実に目標達成出来るよう活動のレビュー
及び監査を実施して継続的改善のための PDCA サイクルを回しています。
●	当社のサステナビリティ推進体制（P15）

体制・システム

伊藤忠グループの ISO14001認証状況

伊藤忠商事は、BSIグループジャパン株式会社より毎年 ISO14001
の認証審査を受けています。直近では 2023年 11月に維持審査
を受審し認証維持となりました。最新の登録証は 2024年 12月
23日まで有効です。

外部審査

ISO14001に基づき社内サステナビリティ監査を毎年実
施しており、2023年度は全 49部署に対して実施しまし
た。サステナビリティ推進部員が監査チームを構成し、
順法監査に力点を置いて実施しています。約半年かけ
て社内サステナビリティ監査を実施することが、環境・社会リスク等の未然防止に繋がっています。

内部監査

取組み

伊藤忠商事は多種多様な商品を世界規模で取引しているため、各商品の地球環境への影響・環境
関連法規制の遵守状況・ステークホルダーとの関わりを評価することが肝要と考え、当社独自のサ
ステナビリティ影響評価を全商品に対して実施しています。評価は、当該商品に関わる原材料の調
達から製造過程、使用並びに廃棄に至るまでLCA※的分析手法を用いて、環境・社会への影響を
調査します。熱帯雨林の減少・砂漠化、地球温暖化等の気候変動リスクや生物多様性の依存・影
響の有無、平時・有事の人体・地域社会等への影響を評価しています。評価の結果、著しい影響が
あるものと判定された場合、当該商品を重点管理対象とし各種規程・手順書・特定業務要員教育
を個別に策定・実施し、EMS の年次サイクルの中でモニタリングしています。
※	LCA（Life	Cycle	Assessment）：	一つの製品が、原材料から製造、輸送、使用、廃棄あるいは再使用されるまでのライフサイクルの全段階において、

環境への影響を評価する手法

取扱商品におけるサステナビリティリスク評価

EMS	657977	/	ISO	14001

物流原材料の
調達

製造 販売 使用 廃棄

伊藤忠グループ内で
ISO14001 を取得し
ている会社数

グループ全体に占める割合 17%

103社／
608 社中

伊藤忠グループ内で
ISO14001 を取得している
事業所数

グループ全体に占める割合 20%

1,074事業所
／ 5,340 事業所中

社内サステナビリティ監査

49部署（2023 年度）

環境マネジメント

伊藤忠グループ内で ISO14001 を取得している
子会社の割合（収益に占める割合） 45.0%
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環境マネジメント

グループ会社における環境汚染等の未然防止を目的として、地球環境に与える影響・負荷が相対
的に高い会社を対象とした現地訪問調査を2001年より継続的に行っています。2023年度末までの
過去 23年間での調査合計数は 298事業所となります。気候変動への対応等環境課題に関する経
営層との質疑応答から、工場や倉庫等の施設並びに河川への排水状況調査、環境法規制の遵守状
況等を評価しています。

伊藤忠商事が取組む事業投資案件については、その案件が社会、環境に与える影響や、投資対象
のガバナンスの状況を「投資等に関わるESG チェックリスト」により事前に評価しています。この
チェックリストは、組織の社会的責任に関する国際規格である ISO26000の 7つの中核主題の要素
を含む28のチェック項目から成り立っており、気候変動、汚染防止・資源循環、水資源、生物多様
性に関する項目が含まれています。専門的な知見を必要とする案件については外部専門機関に事
前の調査を依頼し、問題がないことを確認したうえで投資実行することにしています。

社員が環境保全活動を行うにあたり、様々な教育プログラムを展開すると共に、グループ社員も対
象にした環境法令セミナー、地球環境問題の啓発セミナー等を開催し、伊藤忠グループ全体の環
境意識の向上に努めています。

伊藤忠商事は、2021年 3月に日本の総合商社として初めて、「SDGs 債フレームワーク」を発表し、
SDGs に貢献する事業に資金使途を限定する2026年満期米ドル建て無担保普通社債（SDGs 債）
を総額 5億米ドル発行しました。当フレームワークは、国際資本市場協会（ICMA）が定める「グリー
ンボンド原則 2018」、「ソーシャルボンド原則 2020」及び「サステナビリティボンド・ガイドライン
2018」に基づいたものであり、第三者評価機関であるVigeo	Eiris 社（現ムーディーズESGソリュー
ションズ	フランスSAS 社）よりセカンド・パーティ・オピニオンを取得しています。
また2023年9月、当社はグリーンローンの融資契約を三井住友信託銀行株式会社と締結しました。
本グリーンローンは、当社の適格事業（再生可能エネルギー発電事業、廃棄物処理発電事業、サー
キュラーエコノミー関連事業）へ充当されます。
●	サステナブルファイナンス（P226）

講習会の開催

伊藤忠グループ社員への環境関連法令の要求事項の周知徹底及びその遵守並びに環境意識啓発
のため、講習会を積極的に開催しています。
●	社内浸透（P18）

グループ会社実態調査

新規投資案件のサステナビリティリスク評価

環境教育・啓発活動

サステナブルファイナンス

社内外からの照会案件とその対応状況（2023年度）

取引先等からの 
ISO14001 登録証請求

当社における重大な環境関連の事故、
トラブル、 訴訟、 罰金事案

29件 0件

外部からの照会案件

69件
●	行政 4件	
●		企業56件（取引先 22件、メディア3件、金融関係 15件、その他 16件）

●	業界団体	6件 ●	NGO	3件

環境マネジメント
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気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）

気候変動に関する基本的な考え方

ガバナンス

気候変動は最も緊急性が高い地球環境問題の一つと認識しており、グローバルに事業を行う伊藤
忠グループも、気候変動を始めとした地球環境問題を経営の最重要課題の一つとして捉えていま
す。当社は、パリ協定を始めとする国際的方針、日本国が決定する貢献（NDC）や気候変動に関連
する法規制（省エネ法や地球温暖化対策推進法等）や様々な政策を支持し、気候変動による事業
環境の変化への適応を更なる成長機会として捉え、当社方針や具体的な取組みに落とし込んでい
きます。
伊藤忠グループ環境方針において「2.	気候変動への対応：温室効果ガス（GHG）の排出を削減し、
エネルギーの効率的で持続可能な使用を促進し、気候変動の緩和及び適応に貢献する商品及び
サービス等の開発、提供に努める。」と定めており、2021年 3月には、取締役会での審議を経て、
中期経営計画「Brand-new	Deal	2023」の中核目標の 1つとして 2030年・2040年・2050年まで
の温室効果ガス（GHG）排出量削減目標を策定しました。本目標は日本国 NDC 目標に沿うもの
であり、回避可能な排出量は削減し、削減貢献ビジネスを積極的に推進することで達成を目指し
ます。
当社の企業理念「三方よし」の下、気候変動のリスクと機会への対応をステークホルダーと共に協
働して推進することで、社会への責任を果たし企業価値向上に繋げます。

伊藤忠商事は、気候変動を含むサステナビリティ課題への対応を重要な経営課題の一つと認識し、
気候変動に関わるリスクと機会への対応方針や温室効果ガス（GHG）の削減目標・取組み、気候変
動リスク・機会を考慮した年度予算・事業計画等の重要事項につき取締役会で審議・決定しています。

伊藤忠商事は、気候関連財務情報開示の重要性を認識し、2019年 5月、TCFD※提言への賛同を
表明しました。以降当社は、TCFD 提言に基づく情報開示に努めています。
※	TCFD：金融安定理事会（FSB）により設立された気候変動関連財務情報開示タスクフォース（Task	Force	on	Climate-related	Financial	Disclosures）

CAO

CAO

監督機能

執行機能

企画・推進・情報収集分析機能

諮問

審議・
レビュー

内容の報告

選定・監督

方針・企画
検討指示

諮問

CAO
ガバナンス・指名・報酬委員会

CAOサステナビリティ委員会
● 気候変動を含むサステナビリティ関連事項

の審議・レビュー

内部統制委員会
● 気候変動リスク管理を含むERM関連事項の

審議・レビュー

CAO

CAO

投融資協議委員会
● 新規・既存事業における気候変動リスクの審議、

HMC上程承認

会長CEO

繊維 機械 金属 食料 住生活 情報・金融エネルギー・
化学品

社長COO

CAO
取締役会

● 気候変動に関するグループ方針・戦略・
関連ビジネス推進の承認

● 気候変動関連開示情報の適切性の監督

CAO
HMC

● 気候変動に関するグループ方針・戦略の決定
● 気候変動リスク管理を含むERMの方針決定・

モニタリング
● 気候変動リスクも踏まえた新規事業推進・

事業撤退の決定

企画提案
活動報告

CAO が委員長

CAO がメンバー・委員

第 �

サステナビリティガバナンス体制図 _ 気候変動 配色ルールを先出しのガバナンス図にあわせたもの

サステナビリティ
アドバイザリー

ボード

提言
助言

気 候 変 動 を含 む
サステナビリティ課
題の最 新 動 向 に
関する提言・助言
を含 む外 部 有 識
者との対話

各組織のマネジメントをESG 責任者に任命
その直下に補佐役のESG 推進担当を配置
● 各種施策・取組みの進捗管理及びモニタリング　

サステナビリティ推進部
● サステナビリティ委員会への気候変動に関する各種施策立案、進捗の報告
● 気候変動に関するリスクと機会に対応する各種施策運用実施状況の総括管理

総本社職能部 海外ブロック国内支社

CAO
女性活躍推進委員会

■ 気候変動に関するガバナンス体制（2024年4月時点）

※	CEO：Chief	Executive	Officer
	 COO：Chief	Operating	Officer
	 CAO：Chief	Administrative	Officer
	 HMC：Headquarters	Management	Committee
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気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）

気候変動関連の取締役会・
委員会開催実績 開催・報告実施頻度 主な決定・審議・報告内容（2018年度〜2023年度）

取締役会

●	定期報告は 
年1回以上

●	報告実績
●	2018年度	1回
●	2019年度	2回
●	2020年度	1回
●	2021年度	2回
●	2022年度	3回
●	2023年度	4回

●	2018年度
●	TCFD提言への賛同表明

●	2019年度
●	TCFD提言に基づく開示、Scope3の算定

●	2020年度
●	削減目標検討、TCFD情報開示

●	2021年度
●	中期経営計画「Brand-new	Deal	2023」の決定（「「SDGs」
への貢献・取組強化～脱炭素社会を業界に先駆けて実現す
る」ための成長戦略、GHG排出量削減目標）

●	当社SDGs/ESG取組内容の報告
●	2022年度

●	マテリアリティの確認
●	GHG削減に向けた取組方針
●	Scope1/2/3実績のモニタリング

●	2023年度
●	GHG排出量削減ロードマップの状況
●	削減貢献量の実績と見通し

サステナビリティ 
委員会

●	通常 
年1～2回開催

●	開催実績
●	2018年度	1回
●	2019年度	2回
●	2020年度	1回
●	2021年度	1回
●	2022年度	3回
●	2023年度	3回

●	2018年度
●	TCFD提言への賛同表明

●	2019年度
●	TCFD提言に基づく開示、Scope3の算定

●	2020年度
●	削減目標検討、TCFD情報開示

●	2021年度
●	Scope1/2/3実績・削減目標進捗状況の確認

●	2022年度
●	マテリアリティの確認
●	GHG削減に向けた取組方針
●	Scope1/2/3実績のモニタリング

●	2023年度
●	GHG排出量削減ロードマップの状況
●	削減貢献量の実績と見通し

気候変動を含むサステナビリティ関連事項に対応するための各種施策の立案・実施に関する総括管
理責任を付与されたサステナビリティ委員会は、気候変動関連の目標（ゴールとターゲット）や移行
計画の進捗状況、現状の環境・社会リスク及び機会等を把握・管理・評価しています。当社CAO（Chief	
Administrative	Officer）は、気候関連課題に責任を持つ取締役であると同時に、執行レベルではHMC

（Headquarters	Management	Committee）のメンバーであり、サステナビリティ委員会の委員長を
兼務しています。サステナビリティ委員会での審議・決定事項は、サステナビリティ推進の主たる活
動状況と共に、CAOから年 2回程度取締役会に報告されます。これにより、取締役会がサステナビリ
ティ委員会での審議・決定事項も考慮した上で、環境・社会リスク及び機会に対応する事業戦略・
投資戦略の推進の監督（戦略の見直し・資産入替え判断を含む）を適切に行える体制としています。
また執行レベルでは、サステナビリティ委員会にESG 責任者を兼任する各カンパニー及び職能部署
のマネジメントもコアメンバーとして参加し、サステナビリティ推進部と各カンパニー及び職能部署の
ESG 推進担当から気候関連事項について報告を受け、各種施策・取組みの進捗管理・モニタリング
を行っています。
2021年、取締役会は当社を取り巻く気候関連事項を考慮し、中期経営計画「Brand-new	Deal	2023」
において「「SDGs」への貢献・取組強化～脱炭素社会を業界に先駆けて実現する」ための成長戦略、
及びGHG排出量削減に関する目標を決議しました。本取締役会決議を踏まえ、担当役員であるCAO
の承認の下、サステナビリティ委員会で脱炭素に関する具体的施策及び目標に対する進捗状況を審
議・レビューしながら、各事業部門においてこれら施策を継続的に実行しています。また取締役会は、
これら前中期経営計画で掲げた基本方針の継続と排出削減貢献ビジネスの推進を両立し、社会的要
請に継続対応することを決議し、これを2024年策定の経営方針「The	Brand-new	Deal」に反映しま
した。
また、サステナビリティ委員長及び各カンパニー・職能部署のマネジメント（ESG 責任者）は、気候変
動対応の継続的改善のため、年 1回外部専門家との対話「サステナビリティアドバイザリーボード」を
開催し、当社に対する社会の期待や要請も把握した上で気候変動対策を推進しています。
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伊藤忠商事は、「気候変動に関する基本的な考え方」に基づき、TCFD 提言に
基づくシナリオ分析（気候変動にかかる移行及び物理的なリスクと機会の分
析）を行い、事業戦略や資産入替えを検討しています。

伊藤忠商事は様々な事業を世界各地で展開しており、それぞれの事業は気候
変動の移行リスク及び物理的リスクの影響を短期・中期・長期の様々な時間
軸で受けています。そのため当社は、各事業案件の推進プロセス及び気候変
動を含む環境・社会リスクの管理プロセスの中で、当社事業・サプライチェー
ンと戦略にマテリアルな財務的影響を与える可能性のあるリスクと機会をグ
ローバルベースで特定・評価・管理しています。

戦略

気候変動関連のリスクと機会

気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）

気候関連のリスクと機会 気候関連のリスクと機会が組織の
事業、戦略、財務計画に及ぼす影響

影響を受ける
時間軸※

影響を受ける
バリューチェーン 関連事業

移行リスクと
機会

政策と 
法制度

●	世界各国の温室効果ガス（GHG）排出
計画の厳格化・温室効果ガス（GHG）
排出に対する事業規制等による、化石
燃料需要の減少

●	カーボンプライシング（炭素税等）や事
業規制等による事業コストの増大

中期
長期

上流・ 
当社グループ

発電事業、
化石燃料事業、
鉄鉱石事業、
自動車事業、
化学品事業

技術革新
気候変動の緩和に寄与する、再生可能エ
ネルギー、蓄電池関連事業、低炭素燃料、
低炭素製鉄原料等の事業機会の増加

短期
中期
長期

当社グループ

再生可能エネルギー・
蓄電池関連事業、
低炭素燃料事業、
新素材事業、
鉄鉱石事業

市場状況
の変化

政策と法的リスク、及びクリーンテック等
のテクノロジーの影響を受ける製品・サー
ビスの需要の増加と減少

短期
中期
長期

上流・ 
当社グループ

化石燃料事業、
化学品事業、
自動車事業、
再生可能エネルギー・
蓄電池関連事業、
新素材事業、
CCUS・排出権関連事業

物理的リスク
と機会

急性的な
物理的 
リスク・
機会

異常気象（干ばつ、洪水、台風、ハリケー
ン等）発生増加による事業被害　等

短期
中期
長期

上流・ 
当社グループ・
下流

食料事業、
森林関連事業、
鉱業

異常気象に適応できる供給体制強化等に
よる顧客維持・獲得　等

短期
中期
長期

上流・ 
当社グループ・
下流

食料事業、
森林関連事業

慢性的な
物理的 
リスク・
機会

気温上昇と気候変動に付随する干ばつ等
が農業・林業の収穫及びそれらの関連製
品の生産量に与える影響

中期
長期

上流・ 
当社グループ・
下流

食料事業、
森林関連事業

※	短期：～1年、中期：～3年、長期：4年～

■ マテリアルな気候変動関連のリスクと機会（リスククライテリア）
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当社事業を、GHG 排出量等気候影響度を縦軸、気候関連の財務影響度を横
軸として分類し、両側面が大きい事業を優先的に分析しました。その結果、政
策と法的リスク等の移行リスク影響の大きい事業として「発電事業」「エネル
ギー事業」「石炭事業」「鉄鉱石事業」「自動車事業」「化学品事業」を、気候変
動の物理的リスク影響の大きい事業として「Dole 事業」「飼料・穀物トレード
事業」「パルプ事業」を、シナリオ分析を行う対象事業に選定しました。上記 9
事業は、TCFD が指定した気候変動の影響を潜在的に大きく受ける4つの非金
融セクター（エネルギー、運輸、材料及び建物、農業・食品・木材製品）に含
まれるものです。

対象事業選定

シナリオ分析

気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）

設定シナリオ 4℃シナリオ ＜2℃シナリオ 1.5℃シナリオ

社会像

パリ協定に即して定められた約束
草案等の各国政策が実施される
も、今世紀末までの平均気温が4℃
程度上昇。温度上昇等の気候変動
が、事業に影響を及ぼす可能性が
高い社会

今世紀末までの平均気温上昇を
2℃未満に抑え、大胆な政策や技術
革新が進められる。脱炭素社会へ
の移行に伴う社会変化が、事業に
影響を及ぼす可能性が高い社会

今世紀末までの平均気温の上昇を
1.5℃に抑え、持続可能な発展を叶
えるため、大胆な政策や技術革新
が進められる。脱炭素社会への移
行に伴う社会変化が、事業に影響
を及ぼす可能性が高い社会

参照
シナリオ

移行面

●	「Stated	Policies	Scenario」（IEA	
WEO2023）

●	「Stated	Policies	Scenario」（ETP	
WEO2020）、等

●	「Sustainable	Development	
Scenario」（IEA	WEO2019）

● 「2℃	Scenario」（IEA	ETP2017）、等

●	「Net	Zero	Emissions	by	2050	
Scenario」（IEA	WEO2023）

●	「Announced	Pledges	Scenario」
（IEA	WEO2023）、等

物理面
●	「RCP8.5」（IPCC	AR5）、「SSP5-8.5」
（IPCC	AR6）、等

●	「RCP2.6」（IPCC	AR5）、等
●	「RCP2.6」（IPCC	AR5）、「SSP1-
1.9、SSP1-2.6」（IPCC	AR6）、等

リスク及び機会 物理面でのリスク及び機会が顕在
化しやすい

移行面でリスク及び機会が顕在化
しやすい

移行面でリスク及び機会が顕在化
しやすい

シナリオ分析の検討に際し、国際的な信頼性が高くTCFD 提言においても
引用参照され、多岐にわたる事業領域をカバーできる IEA（International	
Energy	Agency、国際エネルギー機関）及び IPCC（Intergovernmental	Panel	
on	Climate	Change、国連気候変動に関する政府間パネル）が発行する資料等
を参照し、以下の 3つのシナリオを設定しました。
各国の削減目標や国際的なガイドライン、投資家の要望等が、産業革命以前
より1.5℃の上昇に抑える水準を目指すことが主流化しており、当社も1～ 2
年ごとを目途にパラメータや事業環境を踏まえたリスクと機会、緩和策等を継
続的に見直していきます。

シナリオ群の定義

■ 気候関連シナリオの重要な入力パラメータ、諸前提条件
使用した気候関連シナリオの重要な入力パラメータ、諸前提条件には、以下のようなものが含まれています。

※	IEA	WEO2019「Sustainable	Development	Scenario」は、「気温の上昇を2℃未満（できる限り1.5℃）に抑える努力をするとともに、あらゆる人々がエネルギーを利用できるよ
うにし、大気汚染を改善するという目標を満たしている」シナリオです。

※	IEA	WEO2023「Net	Zero	Emissions	by	2050	Scenario」は、世界のエネルギー部門が2050年までにGHG排出の実質ゼロを達成し、気温上昇を産業革命前比1.5℃に制限する事
が可能な道筋を示すシナリオです。

発電事業（米国）で
使用したパラメータ

タイムフレーム：2040年

4℃シナリオ 1.5℃シナリオ

炭素価格 ●	N/A ●	205米ドル/t-CO2

火力発電量
●	石炭火力：6,145TWh
●	ガス火力：6,067TWh

●	石炭火力：―
●	ガス火力：1,119TWh

再生可能エネルギー
発電量

●	太陽光：11,961TWh
●	風力：9,275TWh
●	地熱：317TWh
●	太陽熱：161TWh

●	太陽光：22,241TWh
●	風力：16,826TWh
●	地熱：662TWh
●	太陽熱：831TWh

低炭素火力発電量
●	水素・アンモニア：82TWh
●	CCUS付火力：59TWh

●	水素・アンモニア：1,028TWh
●	CCUS付火力：847TWh

気候関連の財務影響度

選定対象ゾーン

大

G
H
G
排
出
量
等   

気
候
影
響
度

大

● 石炭関連事業（P��）
● 発電事業（P��）
● エネルギー事業（P��）
● Dole事業（P��）
● パルプ事業（P��）
● 飼料・穀物トレード
   事業（P��）
● 鉄鉱石事業（P��）
● 化学品事業（P��）
● 自動車事業（P��）

シナリオ分析対象事業
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シナリオ分析の時間的範囲は、短期のみならず2030年以降の中長期以降の時間軸も加味し、事業ごと
に潜在的な定性的・定量的財務影響の高いリスクと機会の要因の整理及び評価を実施しました。対象事
業の調達・操業・需要面でリスクと機会の要因を抽出し、重要度の高い要因の整理及び評価を実施して
います。重要度の高い要因に関し移行面及び物理面で影響が大きい変数を特定し、条件を反映させた財
務モデル等を用いシナリオ分析を実施しています。財務上の影響度に関する分析については、気候変動

の潜在的な影響度を測ると共に、リスク及び機会への対策による効果も含めて、財務上の影響度を分析
しています。
なお、シナリオ分析の定量情報は、IEA 等のシナリオ群をもとにした当社の判断に基づくものであり、分
析精度の向上に留意していますが、多くの不確実な要素を含むものです。

発電、エネルギー、化学品、鉄鉱石、及び自動車事業については 1.5℃シナリオ下の移行リスクが主な課題になります。

シナリオ分析と結果

■ 1. 移行リスクが主な課題となる事業

事業内容 発電事業 エネルギー事業

タイムフレーム 〜2040年

温度帯シナリオ 1.5℃シナリオ

主
な
リ
ス
ク
と
機
会

移行

リスク：⼆酸化炭素排出コストの増加等の影響で火力発電所収益減。
リスク：火力発電需要の減少。
機　会：再生可能エネルギーの事業機会の拡大・技術進展及びコスト低減による収益性の向上。
機　会：水素・アンモニア混焼発電、CCUS等の利用増による収益拡大。

リスク：	脱炭素化社会実現に向け、各国において炭素税等の規制導入が進み、世界全体としての石油関連需要
が縮⼩。2030年以降は天然ガス・LNG需要も縮⼩の見通しであるが、Transition	Fuelとして特にアジ
アを中心としたLNG需要は一定程度見込まれる。

機　会：化石燃料代替としての新エネルギー（水素、アンモニア、リニューアブル燃料等）需要が増加。
機　会：温室効果ガス削減に寄与するCCUS（CO2の分離・回収・有効利用・貯留）等のビジネス機会増。

物理 リスク：発電施設が自然災害（異常気象）により被害を受ける可能性。 リスク：	生産設備等が自然災害（異常気象）により被害を受ける可能性。

事業環境認識
と事業インパ
クト評価

移行シナリオでは、⼆酸化炭素排出コストの
増加や火力発電需要の減少により利益が減
少する可能性がある一方、再生可能エネル
ギー発電や水素・アンモニア混焼発電等の
新エネルギー、CCUSの拡大により全体では
利益の上昇が見込まれる。

1.5℃シナリオでは、世界全体での石油関連需要の
逓減、天然ガス・LNG需要の2030年以降での縮
⼩が見込まれるものの、代替燃料としての新エネ
ルギー需要増、及び、CCUS	等の環境ビジネスの
機会捕捉により、収益維持・拡大を目指す。自然
災害（異常気象）による生産設備等での被害の可
能性はあるものの、パートナー企業と連携した災
害対策により損害影響は限定的と評価。

●  適応／緩和
策・方針

●  事業機会

●	2030年度までに再生可能エネルギー比率20%超（持分容量ベース）を目指し、今後の取組みに反映する。
●	持続可能な社会の構築に貢献するためにも、新規の石炭火力発電事業の開発は行わない。

●	脱炭素シナリオにおける産業構造に沿う形で、新エネルギー事業、CCUS等の環境ビジネスへの取組みを強化
し、エネルギー事業ポートフォリオの再構築を図る。

●	天然ガス・LNGは長期的には需要減が見込まれるものの、水素原料用途及びTransitional	Fuelとしての重要性
を踏まえながら、社会要請に十分に配慮したプロジェクトへの参画やトレード機会の捕捉を継続的に取組む。石
油関連を含む上流開発資産については、脱炭素シナリオに沿う形で、資産効率化を企図した優良資産への入替
えを適宜検討する。

財務関連情報
●	対象事業が属するセグメントの利益（売上総利益）：652億円（プラント・船舶・航空機部門／2023年度実績）
●	対象事業が属するセグメントの総資産：8,693億円（プラント・船舶・航空機部門／2024年3月末）

●	対象事業が属するセグメントの利益（売上総利益）：1,178億円（エネルギー部門／2023年度実績）
●	対象事業が属するセグメントの総資産：8,049億円（エネルギー部門／2024年3月末）

EBITDA 指数による分析（%）※ 税後利益による分析（％）

気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）

現 状

対 策 後

リ
ス
ク
・
機
会

対
策
と
効
果

二酸化炭素排出コスト増加

火力発電需要の低下による減収

再エネ等の需要増加による増収

水素・アンモニア混焼発電等の新エネル
ギー増やCCUS 拡大による収益確保

� ��� ��� ���

リ
ス
ク
・
機
会
対
策
と
効
果

石油関連需要の縮小

天然ガス・LNG需要の縮小

新エネルギー需要の増加

環境ビジネスへの対応

現 状

対 策 後

� ��  �� �� �� ��� ���

対 策 後

※	Earnings	Before	Interest	Taxes	Depreciation	and	Amortization：税引前利益に支払利息、減価償却費を加えて算出される利益
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気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）

事業内容 化学品事業 自動車事業 鉄鉱石事業

タイムフレーム 〜2030年 〜2050年

温度帯シナリオ 1.5℃シナリオ

主
な
リ
ス
ク
と
機
会

移行

リスク：炭素税の導入・上昇
リスク：リサイクルの普及によるバージンプラスチックの需要低下
機　会：低炭素・脱炭素関連の素材・製品の需要増加
機　会：クリーン燃料・化学品原料の需要増加

リスク：内燃機関車の取扱数減少
機　会：EVの取扱数増加
機　会：EVの普及に伴う新規事業の拡大
リスク：炭素税の導入による輸送コストの上昇

機　会：低炭素製鉄原料の安定供給
リスク：炭素税導入による燃料・資材等のコスト増
機　会：新規低炭素製鉄原料案件の拡充

物理
リスク：台風・洪水等による設備・在庫の毀損、操業停止
機　会：	食糧増産、食品保存・備蓄の必要性の高まりによる、化学関連

の素材・製品の需要増加。

リスク：取引先工場が被災し、操業が停止するリスク リスク：暴風雨増加、水不⾜悪化による調達コスト増
リスク：気象災害多発による鉄鉱石サプライチェーンの寸断

事業環境認識
と事業インパ
クト評価

移行シナリオでは、炭素税の導入・上昇によるコスト増加や、バージンプ
ラスチック需要低下による減収・減益が見込まれる一方で、リサイクル・
バイオプラスチックやアンモニア・メタノール等、需要の増加が見込まれ
る環境ビジネスの機会捕捉により、収益拡大が可能。

自動車業界はICE車からEVへの転換が進むと想定される。当社の顧客は
世界各国に亘っており、各国の規制に合わせて、順次取扱いがICE車から
EVへの転換が進むと想定されるが、引続き底堅い自動車需要を見込むこ
とができる。
また、一部地域では、炭素税の導入による輸送コストの増加可能性も想定
される。各所と協力しコスト削減を企図し、引続き競争力を維持する。
EVの普及に伴い、蓄電池等の関連事業について強化を行い、更なる収益
獲得を目指す。

炭素税の導入により燃料・資材等のコスト増加の可能性が見込まれるが、
事業パートナーとの関係性強化や操業効率化等により、収益への影響は
限定的。低・脱炭素化の加速により需要拡大が見込まれる高品位鉱の生
産に注力すると共に、低炭素製鉄原料関連ビジネスの拡充等、鉄鉱石及
びその周辺分野におけるビジネス機会も着実に捉えることで、更なる成長
が見込まれる。

●  適応／緩和
策・方針

●  事業機会

●	省エネ施策、再生可能エネルギーの調達等の脱炭素化社会へ向けた取
組みを強化。

●	3Rプラットフォームの提供やサステナブルサイクルの構築等、資源循環
への取組みを推進。

●	また地球環境に良い「原料・素材」の供給等、環境関連ビジネスへの取
組みも加速し、化学品事業ポートフォリオの再構築を図る。

●	自動車メーカー各社のEV開発・生産状況や、販売先国のEV関連規制
の動向をもとに、地域別の需要動向を見極めて事業展開を継続する。

●	フォワーダー、海上輸送企業について、GHG排出量削減が進む取引先と
の関係性を強化する。

●	EV関係のビジネス拡大に向け、自動車メーカーを主とするパートナー達
と連携し、事業開発・拡大を進める。

●	低炭素製鉄技術の動向を注視し、低炭素製鉄原料の安定供給に向けた
取組みを推進する。

●	事業パートナーとの関係性強化により、GHG排出量削減の取組みを推
進する。

財務関連情報

●	対象事業が属するセグメントの利益（売上総利益）：1,342億円（化学品
部門／2023年度実績）

●	対象事業が属するセグメントの総資産：6,566億円（化学品部門／2024
年3月末）

●	対象事業が属するセグメントの利益（売上総利益）：1,851億円（自動車・
建機・産機／2023年度実績）

●	対象事業が属するセグメントの総資産：1兆1,142億円（自動車・建機・
産機／2024年3月末）

●	対象事業が属するセグメントの利益（売上総利益）：1,959億円（金属カ
ンパニー／2023年度実績）

●	対象事業が属するセグメントの総資産：1兆4,035億円（金属カンパニー
／2024年3月末）

税後利益による分析（％）

対
策
と
効
果

環境プラスチック原料・製品の需要獲得

クリーン燃料・化学品需要獲得

対 策 後

リ
ス
ク
・
機
会

バージンプラスチックの需要低下

環境規制による販売制限

再エネ導入コスト増加

現 状
炭素税の導入・上昇
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税後利益による分析（％）

リ
ス
ク
・
機
会
対
策
と
効
果

低炭素製鉄原料の安定供給

炭素税導入による燃料・資材等のコスト増

事業パートナーとの関係性強化

新規低炭素製鉄原料案件の拡充

現 状

対 策 後

� ��  �� �� �� ��� ���

売上総利益による分析（％）
現 状

対 策 後

� ��  �� �� �� ��� ���

対
策
と
効
果

効率改善

EV 関連新規事業

リ
ス
ク
・
機
会

ICE車取扱数減少
EV 取扱数増加
炭素税
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石炭関連事業の 2℃未満シナリオ下における事業環境認識と対応策は以下の通りです。
■ 石炭関連事業への取組み

事業環境認識 2℃未満シナリオの下、技術革新や規制動向、世界のエネルギー需給状況等と呼応しながら、一般炭の使用量は中長期的に減少していく。

対応策・方針

●	「新規の石炭火力発電事業の開発及び一般炭炭鉱事業の獲得は行わない」との取組方針を2019年2月に決定。
●	2021年度からの中期経営計画の基本方針の一つである「SDGs」への貢献・取組強化の観点から、脱炭素社会を業界に先駆けて実現すべく、一般炭炭鉱権益からの撤退を決定。2021年4月にコロンビア・
Drummond権益の売却を実行し、一般炭のみを生産する炭鉱権益からの撤退を完了。2022年3月には、原料炭と共に一般炭も生産するオーストラリア・Ravensworth	North権益の売却も実行。

●	CCS（CO2貯留）・CCU（CO2活用）等の温室効果ガス排出削減に寄与する技術開発や社会実装に向けた取組みを強力に推進する。一方、再生可能エネルギーの大規模普及には、当面は調整電源・バックアップ電源
として火力発電が引続き必要な面もあり、一般炭トレードを通じて資源の安定供給の責務は引続き果たしていく。

財務関連情報
●	対象事業が属するセグメントの利益（売上総利益）：1,959億円（金属カンパニー／2023年度実績）
●	対象事業が属するセグメントの総資産：1兆4,035億円（金属カンパニー／2024年3月末）

気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）
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気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）

農業・林業に関連する事業は 4℃シナリオの物理的リスクが主な課題となります。
■ 2. 物理的リスクが主な課題となる事業

事業内容 Dole 事業 パルプ事業

タイムフレーム 〜2030年

温度帯シナリオ 4℃シナリオ

主
な
リ
ス
ク
と
機
会

移行

機　会：	パイナップル、バナナ等の食品残渣（自社有機物資源）を活用した循環型クリーンエネルギー（バイオ
ガス発電）や、バイオマスボイラーや太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入拡大。

リスク：	木材の利用が板紙製品以外に振り向けられるリスク（木材需要の競合）。
機　会：	炭素税の価格が上昇した場合、パルプ製造で100％バイオマスエネルギーを利用している当社の競争優

位アップ。
機　会：	再生可能かつ非化石資源由来の原材料（木材）の選好。

物理
リスク：	フィリピン／バナナ・パイナップル農園での洪水、台風、干ばつ等の異常気象による収穫量減少。 リスク：	気温上昇で樹種ごとの生育適域が変動し、一部の樹種と地域で生産量が減少（フィンランド全土のマツ、

同南部のトウヒ）。
リスク：	暴風雨、干ばつ、洪水、森林火災、病害虫、凍土融解等による調達・生産影響。

事業環境認識
と事業インパ
クト評価

異常気象に伴う収穫量の減少分は、耐性品
種の開発、栽培方法・灌漑方法等の生産
方法改良を通じた単位収穫量の増加により
充⾜可能。また、天候リスクに備えて、産
地・調達元の多角化（シエラレオネ・ベト
ナム等）や、付加価値の高い商品の取扱い
の拡大等を進める。以上により収益拡大が
可能。

世界的な平均気温の上昇により、一部で生
産量減少が見込まれるが、生産量拡大が
見込まれる植林地域での設備増強によるパ
ルプ生産量増加により、引続き収益拡大が
可能。

●  適応／緩和
策・方針

●  事業機会

●	天候リスクに備えた産地・調達元の多角化（シエラレオネ・ベトナム等）。
●	耐性品種の開発、苗の栽培方法の改善、灌漑設備導入等の生産方法改良を通じた単位収穫量の増加。
●	ドローンとICT（農薬散布箇所特定、収量予測、適時的確な施肥の実施）を用いた生産効率化。
●	循環型クリーンエネルギーや太陽光発電等の再生可能エネルギー導入拡大による低炭素化・水資源保護への
貢献、環境意識の高い消費者の支持獲得とブランド価値向上。

●	付加価値の高い商品の取扱いを拡大。

●	伊藤忠商事は、紙パルプ事業の強みを生かした脱プラスチックへの貢献、持続可能性に寄与する新素材のマー
ケット投入等を推進。フィンランドPaptic社／英Transcend	Packaging社への出資や、セルロースナノファイバー
の用途開発等、いずれも森林由来のパルプを主原料とした、付加価値の高い分野における新たな市場開拓を
推進。

●	気温上昇に伴うパルプ産出量への影響がフィンランドの北部と南部で異なることから、フィンランド国内の植林
地や工場の位置を踏まえ生産体制を検討。特に北部ではパルプ産出量の増加も念頭に稼働率の向上を企図。
2023年にMetsa	Fibre社にて北部パルプ工場へ大型設備投資を実行し生産能力を引き上げ（約20％増）。工場
立地並びに生産能力の分散により、木材調達等に関わる地理的リスクを分散させて安定的な事業運営を目指
している。

財務関連情報
●	Dole	International	Holdingsの当期純利益：15億円（2023年度実績）
●	対象事業が属するセグメントの総資産：2兆4,209億円（食料カンパニー／2024年3月末）

●	対象事業が属するセグメントの利益（売上総利益）：1,946億円（生活資材・物流部門／2023年度実績）
●	対象事業が属するセグメントの総資産：8,093億円（生活資材・物流部門／2024年3月末）

※	Earnings	Before	Interest	Taxes	Depreciation	and	Amortization：税引前利益に支払利息、減価償却費を加えて算出される利益

EBITDA 指数による分析（%）※ EBITDA 指数による分析（%）※
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台風被害

生産地域多角化

高付加価値商品の取扱増
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気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）

事業内容 飼料・穀物トレード事業

タイムフレーム 〜2030年

温度帯シナリオ 4℃シナリオ

主
な
リ
ス
ク
と

機
会

移行 機　会：	GHG排出削減に貢献する飼料等低炭素関連製品の需要獲得

物理
リスク：	輸入先国における大型ハリケーンや干ばつ等の異常気象による物流混乱・収穫量減少
リスク：	気温上昇による輸入先国における収穫量減少、取引価格の上昇
機　会：	輸入先国の多角化による供給体制の維持、穀物需要の取込み

事業環境認識
と事業インパ
クト評価

気象災害や気温上昇による収量減少は、供給不
安・価格上昇を招く可能性があるが、輸入先国
の多角化により供給体制を維持し、更に低炭素
関連製品の機会を提供することが可能。

●  適応／緩和
策・方針

●  事業機会

●	気候変動による急性影響・慢性影響に備えた輸入先国の多角化
●	メタン排出抑制に繋がる飼料等の新たな環境関連ビジネスに取組む。

財務関連情報
●	対象事業が属するセグメントの利益（売上総利益）：3,809億円（食料カンパニー／2023年度実績）
●	対象事業が属するセグメントの総資産：2兆4,209億円（食料カンパニー／2024年3月末）

売上総利益による分析（%）

現 状

対 策 後
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対
策
と
効
果

輸入先多角化による供給体制の維持

低炭素関連製品の需要獲得

リ
ス
ク・
機
会

気象災害による物流混乱・収量減

気温上昇による収量減・価格上昇

既存戦略への影響と事業の移行計画

シナリオ分析を行う中で、現状の事業戦略や事業地域の転換といった気候変
動対策を取らない場合の財務的な負の影響が大きいリスクを把握し、経営方針

「The	Brand-new	Deal」の「「SDGs」への貢献・取組強化」の基本方針のもと、
具体的な事業の移行計画・財務計画（資産入替えを含む）を着実に推進して
います。

移行リスクが主な課題となる事業の移行計画

当社は2021年、GHG排出量削減に関する目標と同時に、「「SDGs」への貢献・
取組強化」として、クリーンテックビジネス等 GHG 排出量削減に貢献するビジ
ネスを積極推進する経営計画をまとめました。本基本方針は 2024年策定の経
営方針「The	Brand-new	Deal」にも引き継がれています。自らのビジネスを通
じ、2040年までに当社 GHG 排出削減貢献量が当社 GHG 排出量を上回る状
態を目指します。
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気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）

分野 概要

環境配慮型繊維素材 ●	サステナブル素材の拡充による循環型経済への貢献。

水・廃棄物処理
●	有力パートナーとの協業を通じ、欧州・中近東を中心に事業展開。
●	ドバイにて世界最大級の廃棄物処理発電施設の建設開始。

再生可能エネルギー
●	北米・欧州・アジア中心に風力・太陽光・地熱等、発電事業を推進。
●	太陽光発電所向け運転・保守サービスを北米約1,400ヶ所で展開。

金属リサイクル ●	リサイクル事業者の全国ネットワーク活用や、廃棄物処理の最適管理サービス提供を通じ、金属スクラップ他幅広くリサイクル事業を展開。

還元鉄 ●	鉄鋼業界のグリーン化に貢献する低炭素還元鉄サプライチェーン構築を推進。

CCUS（CO2回収・利用・貯留）
●	豪州MCi社の有するCO2固定化技術の商業化を目指し、国内外の取引先企業と協業。
●	国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の委託事業に参加し、液化CO2輸送技術の研究開発・実証事業も実施。

蓄電池・再生可能エネルギー
●	自社ブランドAI蓄電池と分散型太陽光発電ネットワークを活用した、クリーン電力サービス・環境価値取引を推進。
●	次世代電池開発と車載用電池リユースによる循環型ビジネスを推進。
●	太陽光・バイオマス・風力等の再生可能エネルギー電源事業を推進。

持続可能な航空燃料・ディーゼル燃料 ●	日本初となる航空会社向け持続可能な航空燃料（SAF）、及びリニューアブルディーゼルの販売。

水素・アンモニア
●	デンマークEverfuel社と共同でグリーン水素バリューチェーン構築を推進。
●	クリーンアンモニアのバリューチェーン構築に向け、アンモニア燃料船開発及び保有運航モデルの創出、舶用燃料供給（バンカリング）事業、発電燃料代替としての利活用、カナダ他での製
造販売事業等を推進。

プラスチックリサイクル
●	リサイクル技術を持つ有力パートナーとプラスチックリサイクル事業展開。
●	海洋プラスチックごみを原材料に使用した製品開発。

サステナブルコーヒー豆・植物油
●	児童労働・環境破壊を排除したサステナブル製品・第三者認証品の安定供給。
●	生産・流通・加工過程のサステナビリティが確立された原料サプライチェーンの構築。

青果物生産・加工廃棄物削減 ●	Dole商品の生産・流通・加工工程における格落ち品・残渣の削減。

サステナブル天然ゴム
●	持続可能な天然ゴムのための国際コンソーシアム「GPSNR」に設立メンバーとして参画。
●	ブロックチェーンを使ったトレーサブルシステムを開発、バリューチェーン全体を巻き込んだプロジェクトを展開。

中古携帯流通 ●	新品携帯電話の過剰供給、端末買替による環境負荷増大等の市場動向を捉え、中古携帯流通事業へ参入。

CVS 事業（ファミリーマート）
●	サプライチェーン改革による業務効率化、食品ロス削減。
●	脱プラスチック、GHG削減等「ファミマecoビジョン2050」を推進。

■ GHG 排出量削減・SDGs 達成に貢献する当社事業例
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物理的リスクが主な課題となる事業の移行計画

農業・林業事業では、中長期視野に立ち最先端技術等を取り入れながら、主に以下の取組みを進
めることで持続可能な事業の拡大を目指します。
●	高温に強い品種の選定・生産方法改良による単位収穫量の拡大。
●	他の生産量拡大が見込まれる地域への事業展開。

財務戦略

各カンパニー経営会議（DMC）は、気候変動を含むビジネスのリスクと機会を毎年レビューし、事
業の移行計画を踏まえながら、年次財務計画を策定します。各カンパニーの年次財務計画は、執行
機関であるHMC、監督機関である取締役会に上程され、最終的に取締役会が気候変動課題を含
むESG の観点から総合的に分析・審議した上で承認します。移行計画に基づく財務戦略を促進す
るため、SDGs に貢献する事業に資金使途を限定する資金調達計画を策定しています。

1. SDGs 債
2021年 3月、当社は SDGs 債（総額 500百万米ドルのサステナビリティボンド）を発行しました。
SDGs 債は以下のような気候関連事項等に関わる設備投資や製造・研究開発、調達費用及び、持
続可能な食品システムに関する認証食材の調達や食品残渣の活用費用に充てられています。
●	温室効果ガス（GHG）排出削減に向けた取組み：再生可能エネルギー（発電、蓄電）
●	ファミリーマートにおける温室効果ガス（GHG）排出削減に向けた取組み
●	持続可能な食品システム：認証食材の調達拡大・食品残渣の活用

2. グリーンローン
2023年 9月、当社はグリーンローンの融資契約を三井住友信託銀行株式会社と締結しました。グ
リーンローンは、当社の適格事業（再生可能エネルギー発電事業、廃棄物処理発電事業、サーキュ
ラーエコノミー関連事業）へ充当されます。
●	サステナブルファイナンス（P226）

このような移行計画や財務戦略の遂行により、当社グループの事業・商品・サービス群はいずれ
も中長期的にもレジリエントな事業運営が可能であることを確認しました。また、シナリオ分析の
対象以外にも当社では様々な地域で多様な事業活動を展開しており、それらの事業活動も気候変
動の影響を受けていますが、個々の事業活動でのリスクがグループ全体の業績に与える影響は限
定的であると現段階では判断しています。
今後も当社事業全体への気候変動の影響確認を目的に、移行面及び物理面双方からの分析を継
続的に行い、影響が大きい分野の更なる特定及び整理等を進め、当社全体の中から対応が必要な
事業について優先度を踏まえながら対応方針を検討していきます。

気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）
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グローバルに事業展開している伊藤忠商事では、各国の気候変動対策・世界各地の異常気象の状
況と平均気温の変化が事業に与えるリスクを常に監視しています。グループ全体でのリスク分析に
おいて、気候変動対応に関する規制・異常気象等の情報から特定された気候変動リスクは、主要
なリスクの 1つ（環境・社会リスク）として管理対象となります。また、特定された気候変動リスク
は投資判断プロセス時に検討・評価し、それぞれのリスク管理責任部署において連結ベースでリス
クの特定・評価・情報管理・モニタリング体制を構築しています。

リスクマネジメント

伊藤忠商事は、将来の当社グループの財政状態及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
を重要なリスクと考えています。リスク管理を経営の重要課題と認識し、COSO-ERMフレームワー
クの考え方を参考に、伊藤忠グループにおけるリスクマネジメントの基本方針を定め、必要なリス
ク管理体制及び手法を整備しています。
各カンパニーとサステナビリティ推進部が連携を取り、事業の展開国での気候変動に関わる既存と
新規の規制を中心とする「気候変動政策と規制」・「気候変動関連技術」・「クリーンテックビジネス」
等の動向、及び世界各地の異常気象と平均気温上昇が事業に与えるリスクに関する情報収集を定
期的に行い、リスクの重要性を検討します。重要度は、気候変動リスクの当社への実質的な財務的
または戦略的影響の観点で、単体事業に関しては、例えば前年度収益の 10%、直近 5年純利益平
均の 20%、前年度末純資産の 30% の変化を与える場合、また連結事業に関しては、前年度収益
の 10%、前年度末資本合計の 3% の変化を与える場合等いくつかの指標に基づいて特定・評価し
ています。
当社では、これら収集された気候変動のリスクと機会に関わる情報を移行面と物理面から「マテリ
アルな気候変動関連のリスクと機会（リスククライテリア）」に整理しています。リスククライテリア
は、新規事業の開始、既存事業、取扱商品、サプライチェーン、グループ会社の事業運営、事業戦
略の見直し等の各事業フェーズのリスク管理プロセスで気候変動リスクの特定・評価に利用してい
ます。
また、リスク評価プロセスで収集された気候変動リスクに関して、当社マネジメントメンバーと外部
ステークホルダーがサステナビリティについて対話を行うサステナビリティアドバイザリーボードで
の意見等も踏まえて、サステナビリティ委員会等関連委員会で審議し、リスククライテリアとリスク
特定プロセスの見直しを随時行っています。

伊藤忠商事は、その広範にわたる事業の性質上、市場リスク・信用リスク・投資リスクを始め、様々
なリスクにさらされています。これらのリスクに対処するため、各種の社内委員会や責任部署を設
置するとともに、各種管理規則、投資基準、リスク限度額・取引限度額の設定や報告・監視体制
の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、リスクを全社的に統合管理しています。
気候変動リスクは、主要なリスクの 1つ（環境・社会リスク）としてグループリスク管理の対象とし
ており、下表の各事業段階で、総合商社である当社の広い事業活動（事業投資・商品トレード・物
流・グループ会社／サプライチェーン経営戦略とポートフォリオ構築等）の評価手法に組み込まれ
ています。

各事業段階の評価手法でリスクまたは機会が特定された場合、下記の「リスク評価・管理活動」に
示すツールを用いてリスクと機会の事業への影響が評価されます。「リスク評価・管理活動」には、
シナリオ分析・ストレステスト等の定量評価、投資方針・GHG 排出量削減目標への準拠性評価の
ような定性評価が含まれます。定量評価された気候変動のリスクと機会の情報には、気候変動以
外のリスクと機会の定量情報が加算され、収益への貢献度合いが分析されます。

気候変動リスクの特定・評価

気候変動リスクの管理・全社リスクマネジメントシステムへの統合

気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）

事業の段階 評価手法

事業開始
●	新規投資案件の気候変動リスクを含む環境・社会リスク評価
●	炭素税コスト等をシャドープライシングで算定し、ストレステストを実施（インター
ナルカーボンプライシング）

事業運営

●	取扱商品の環境リスク評価（サプライチェーン全体でLCA評価）
●	グループ会社の環境実態調査（1年に2、3社）
●	サプライチェーン・サステナビリティ調査（取引先）
●	ISO14001に基づく内部環境監査（伊藤忠商事、対象グループ会社3社）
●	Scope1/2/3集計と経年評価、インターナルカーボンプライシングインパクト評価
（例：発電事業（米国）の場合205米ドル/t-CO2）

事業戦略の見直し 事業戦略・資産入替えの検討

事業段階ごとの気候変動リスクマネジメント・評価手法

59トップコミットメント ガバナンス社会 サステナブルファイナンス 社会からの評価 第三者保証報告書伊藤忠グループのサステナビリティ 環境

環境マネジメント 汚染防止と資源循環 水資源の保全 自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示） クリーンテックビジネス ESGデータ（環境）環境方針 気候変動（TCFD提言に基づく情報開示）



管理要因 リスクと機会の要因　例 評価・管理活動　例

市場

●	エネルギー（原油・ガス・LNG）開
発事業における炭素税導入による
需要縮⼩

●	LNG需要増加及びリニューアブル燃
料等の新エネルギー需要増加

●	シナリオ分析
●	投資決定における気候変動に関する
方針

●	当社GHG排出量削減目標への適合
●	新エネルギーソリューションへの投
資拡大方針への準拠性

●	収益への貢献

規制

●	エネルギー・燃料に対する国際的な
取引に対する炭素税

●	操業地での「総量削減義務と排出量
取引制度（キャップ・アンド・トレー
ド制度）」導入

●	発電事業での、炭素税・CCUS義務
化等の影響で火力発電コストが増大

●	シナリオ分析
●	ポートフォリオ・ストレステスト
●	規制のモニタリング
●	炭素価格
●	当社GHG排出量削減目標への適合

技術

●	モビリティの電動化
●	再生可能エネルギーと蓄電池・リチ
ウム電池のテクノロジー

●	CCUS、水素・アンモニア及びその
他の低炭素技術

●	デジタル化ビッグデータ

●	リスク要因に関する技術動向の監視
● 新エネルギーソリューション・CCUS・
低炭素新技術への投資の拡大

●	デジタル化ロードマップ

物理
リスク

●	慢性的な影響（例：海面上昇、水不
⾜増加）

●	急性の影響（例：より頻繁な異常
気象）

●	新規事業開発・既存事業リスク評価
での気象及び海洋学データの定期
的な更新

●	食料品に関する物理影響データの
更新

レピュ
テー
ション

● 人材獲得に関する企業の魅力の維持
● 気候変動対策に関する投資家の認識
●	気候関連訴訟
●	事業実施のためのライセンス取得へ
の影響

●	気候変動課題に対するガバナンス
●	パフォーマンス開示の透明性確保
●	ステークホルダー（投資家、イニシ
アティブ、NGO、事業関係者）とのコ
ミュニケーション

リスク評価・管理活動

TCFD シナリオ分析を行った結果、下記のようなリスクと機会の要因や、評価・
管理活動を特定しました。

●	気候変動を含めた全社の事業に関するリスクマネジメント（P213）

伊藤忠商事では、各カンパニーに裁量権を委譲し迅速な意思決定を実現する一方で、投資リターンの追求、投資リスク
の抑制も図る重層的な意思決定プロセスを構築しています。案件の規模と条件により、カンパニーレベルでの審査また
は投融資協議委員会、HMC（Headquarters	Management	Committee）での審査が実施される仕組みとなっています。
カンパニープレジデントの権限を越える案件を審査する投融資協議委員会とHMC には、サステナビリティ委員会の委
員長を兼任するCAO がメンバーとして参加し、気候変動リスクの特定段階の審議内容と全社リスクマネジメントへの
気候変動リスクの評価段階での討議内容を反映する審査体制を整備しています。
●	全社の事業投資管理（P217）

伊藤忠商事は、事業開始段階及び事業運営段階で特定した気候変動・自然災害・ESG 投資等のリスクに対し、サステ
ナビリティ委員会や内部統制委員会等の担当委員会や、グループ会社に対する定期的な各種モニターレビューの仕組
みを通じ、評価・管理を実施しています。気候変動を含む「環境・社会リスク」は当社として集中的に管理すべき主要
リスクとして、毎年サステナビリティ推進部が担当となり取り纏め、他の主要リスクと共に内部統制委員会に報告する
形で全社リスクマネジメントシステムへの統合を図ります。また、サステナビリティ委員会で気候変動リスクに関する方
針や施策、リスク管理体制の浸透方法等について討議し、サステナビリティ委員長を兼任する取締役がその討議内容を
年に 2回程度の頻度で取締役会へ報告を行っています。
気候変動に特化したリスクマネジメントプロセスの 1つとして、当社 Scope1／ 2及び Scope3の実績を8つのカンパ
ニーごとに毎年集計しています。集計結果は経年評価もできる形で取り纏め、カンパニーが決裁した後、サステナビリ
ティ委員会及び取締役会へ報告しています。このプロセスにより、取締役会が中長期的視点でGHG 排出量削減目標
達成に向けた進捗状況を監督し、新たな戦略見直しにも活用しています。
また当社は GHG 排出量削減目標を達成するため、バリューチェーン上の仕入先・販売先・委託事業者・事業パートナー
等との対話を通じて気候変動への取組みを推進することで、気候変動リスクの低減に努めています。

気候変動に関わる事業戦略の見直しは、各カンパニー経営会議（DMC）で検討された後、サステナビリティ委員会の委
員長を兼務するCAO も主要メンバーとして参加する投融資協議委員会を経てHMCで検討され、取締役会での審議を
経て決定されます。事業戦略や資産入替えを検討する際のツールとして、TCFD 提言に基づくシナリオ分析も活用され
ます。シナリオ分析にあたっては短期・中期・長期の気候関連のリスクと機会について、組織の事業、戦略、財務計画
に及ぼす影響を1年に 1度分析します。

気候変動リスク管理体制

事業開始段階

事業運営段階

事業戦略の見直し

気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）
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伊藤忠商事は、気候変動リスク及び機会への対応の一環として、GHG排出量と電力使用量、クリー
ンテックビジネスに関し以下の目標を設定しています。これら指標と目標を定める際には、パリ協
定や日本国 NDC、国際的な信頼性が高く多岐にわたる事業領域をカバーできる IEA の資料等を参
照しています。

伊藤忠商事はこれまで、伊藤忠商事国内拠点の電力使用量について、2023年 3月期において
2010年度比 30％減という目標を設定し、電灯の LED 化等の設備更新・節電に取組んできました。
その結果、2023年3月期において2010年度比51.8%減と、当初目標を大きく超えて達成しました。
電力使用量を含むScope1/2排出量は既に相当削減が進んできたことを踏まえ、伊藤忠商事国内
拠点における新たな目標としてScope1/2の短期削減目標を策定し、経済産業省主導によるグリー
ントランスフォーメーションに挑戦する企業群が官・学と協働で活動するGXリーグにも登録をして
います。また当社は GXリーグにおいて活用される日本証券取引所のカーボンクレジット市場にも
参加し、自社及び他社の脱炭素化に貢献していきます。

※	算出対象の範囲は「GX-ETSにおける第1フェーズのルール」に基づき設定しているため、伊藤忠商事国内拠点全体のScope1/2とは合致しない。

指標と目標・アクションプラン

●		指標（集計範囲）：Scope	1/2/3（伊藤忠商事及び子会社）、化石燃料事業・権益（伊藤忠商事・
子会社・関連会社・一般投資）

●		目標：
●	2050年までに GHG 排出量「実質ゼロ」を実現。
●	2040年までに 2018年比 75% 削減を実現し、GHG 排出量削減に貢献するビジネスの積極推進
を通じ「オフセットゼロ※」を目指す。
※	オフセットゼロ：削減貢献量が当社GHG排出量を上回る状態

●  2030年までに 2018年比 40% 削減を実現。

温室効果ガス（GHG）排出量の削減目標

気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）

2021年度（基準年度排出量） 2023-2025年度総計（目標） 2025年度（目標）

Scope1（直接排出） 77 223 74

Scope2（間接排出） 5,946 17,308 5,711

合計 6,022 17,531 5,785

Scope1/2の短期削減目標

（単位：t-CO2e）

削減貢献

����年

����年

����年

▲��%

▲��%

再生可能エネルギー・蓄電池・EV
水素・アンモニア等事業拡大

削減貢献＞GHG排出量
⇒「オフセットゼロ」

GHG排出量
化石燃料・関連商品の取扱減少

仕入先・販売先等への主導的働き掛け

●	GHG 排出量推移（P109）
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気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）

マテリアリティ SDGs
目標

インパクト
分類

取組むべき 
課題 事業分野 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

機械カンパニー

気候変動への取
組み（脱炭素社
会への寄与）

気候変動の
機会

気候変動への
取組み

発電事業
全般

再生可能エネルギー発電
と従来型発電のバランス
の取れた電源開発により、
国・地域ごとに最適化さ
れた持続可能な形でその
発展に貢献します。

国・地域の分析を通じて、
再生可能エネルギー発電の
投資機会を積極的に追求。

2030年度：再生可能エネルギー比
率20%超（持分容量ベース。エネ
ルギー・化学品カンパニー含む全
社数値）を目指し、今後の取組みに
反映。

●	2022年度設立した再生可能エネルギー開発会社Tyr	Energy	Development	Renewablesは、米国で現在26資
産・4GWの太陽光発電を開発中。

●	世界最大の独立系発電所運転・保守サービス会社である当社の米国連結子会社NAES	Corporationは、再生
可能エネルギー分野においても、約1,400か所、2GWの太陽光発電所及び1.1GWの風力発電所向け資産管理・
運転保守サービスを提供。

●	2023年6月北米再生可能エネルギー資産を投資対象とするファンド（北米再生可能エネルギーファンド）を設立。
●	発電事業持分容量ベースでの再生可能エネルギー比率は2024年3月現在17.1%。

●	気候変動への
取組み（脱炭素
社会への寄与）

●	技術革新によ
る商いの進化

●	気候変動
の機会

●	技術革新

●	気候変動へ
の取組み

●	次世代ビジ
ネスの発掘・
推進

船舶・
海運分野

アンモニア燃料船の開発・
保有運航・燃料供給拠点
整備・燃料調達を包括する

『統合型プロジェクト』推
進を通じて船舶・海運分
野における脱炭素に貢献
します。

日本企業連合を核としたア
ンモニア燃料船の共同開
発、同船舶の保有運航に加
え、舶用アンモニア燃料の
供給拠点整備、燃料調達を
伊藤忠主導で行うことによ
りパイロット案件の早期具
体化を目指す。

2027年以降のアンモニア燃料船の
普及とサプライチェーン構築を促進
し、海事産業の脱炭素に貢献。

●	国際海運の脱炭素化への貢献を目指し、アンモニア燃料船の「統合型プロジェクト」を推進中。（1）アンモニア
燃料船開発、（2）保有運航、（3）燃料供給拠点開発、（4）燃料アンモニア調達を開発。

●	パイロット案件のアンモニア焚き大型ばら積み船の第1船は、2027年竣工を目指し関係者と協議中。アンモニ
アを主燃料とするコンテナ船や自動車運搬船の協議も開始。

●	国際海運の要衝であるシンガポールを燃料アンモニア供給拠点として開発推進中。西アルヘシラス港、スエズ
運河域の拠点開発にも着手。

●	2024年3月、燃料アンモニア供給における要素技術開発に関し、グリーンイノベーション基金事業採択（富士
電機と共同）。

●	燃料アンモニアのリスク評価や安全基準を検討課題とした国際フレームワーク『協議会』、『港湾協議会』を発
展させ、『コンテナ船協議会』を発⾜。2024年3月末で各協議会を閉会し、商業化議論に移行。

●	気候変動への
取組み（脱炭素
社会への寄与）

●	技術革新によ
る商いの進化

●	気候変動
の機会

●	技術革新

●	気候変動へ
の取組み

●	次世代ビジ
ネスの発掘・
推進

乗用車・
商用車販売

電気自動車（EV）・ハイブ
リッド車（HV）・環境負荷
低減車等の導入により環
境に優しいモビリティ社会
を実現します。

EV・HV・環境負荷低減車
及び関連部品等の環境に
配慮した高効率製品の取扱
いを増やすことで環境対策
車の普及に貢献。

取引先自動車メーカーによるEV・
HV・環境負荷低減車等のラインアッ
プ拡充、及び環境に配慮した関連
製品の販売拡大。

●	いすゞのEV向けトータルソリューションプログラム「EVision」のパートナーとして、EV商用車普及に向け取組
み拡大。EV導入に課題を抱えるユーザーに対するコンサルテーションを積極的に実施。

●	環境省委託事業である“バッテリー交換式EV開発及び再生可能エネルギー活用の組合わせによるセクターカッ
プリング実証事業”で開発・製作した試作機を用い、2022年11月より（株）ファミリーマート店舗向け配送実証
運用開始。2023年12月末時点で累計20,000km超の配送を実現済み。

気候変動への取
組み（脱炭素社
会への寄与）

●	水資源
●	汚染防止と
資源循環

水・衛生イン
フラの整備

水／環境
プロジェクト

水・環境事業を通じて、水・
廃棄物の適切な処理、有
効利用、衛生環境の向上、
経済活動の発展、及び地
球環境保全に寄与します。

水・環境事業の拡大を通じ、
水の適切な利用・処理及
び資源の有効活用を促進、
環境負荷を低減。

環境に対する社会要請及びサー
キュラーエコノミー促進に繋がる、
高付加価値な水・環境関連事業の
推進

水分野
●	豪州及びオマーンで海水淡水化事業を推進中。
環境分野
●	英国：一般廃棄物焼却処理・発電4事業を運営中。同国の廃棄物焼却処理市場の10%にあたる年間130万ト
ンの廃棄物を焼却処理、16万世帯分の国内家庭消費電力に相当する電力を供給。

●	セルビア：ベオグラードで廃棄物処理発電を含む統合型廃棄物事業の運営及び建設工事を推進中。約21万ト
ンの温室効果ガス削減を見込み、ゴールドスタンダードからカーボンクレジットの認証を取得。

●	UAE：ドバイ首長国で初の廃棄物処理・発電事業。同首長国で排出される一般廃棄物の半数に及ぶ190万ト
ン/年を処理する世界最大級のプラントの建設工事を推進中。

●	サウジアラビア：ジュベイル工業都市、工業系廃棄物処理事業へ参画中。

アクションプラン

気候関連のリスクと機会の主要な測定基準（指標）の 1つとして、伊藤忠商事のクリーンテックビジネス
において下記の指標と目標（アクションプラン）を設定しています。
●	発電事業において持分容量ベースの再生可能エネルギー比率を2030年度までに 20% 超への拡大を
目指し、案件開発の積み上げ。

●	水素・アンモニアによる次世代燃料バリューチェーンの構築。
●	販売台数国内 No.1を誇るAI 蓄電池による分散型電源プラットフォームの構築。（2030年度までに累計
電力容量 2GWh を超える規模を目指す。）

●	当社のクリーンテックビジネス（P95）

クリーンテックビジネスの指標と目標（アクションプラン）
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気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）

マテリアリティ SDGs
目標

インパクト
分類

取組むべき 
課題 事業分野 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

金属カンパニー

●	気候変動への
取組み（脱炭素
社会への寄与）

●	技術革新によ
る商いの進化

●	 気候変動
の機会

●	資本導入
●	技術革新

気候変動への
取組み

●	資源リサイ
クル事業

●	鉱山事業
●	環境対策
事業

●	素材関連
事業

●	環境への影響を十分に
考慮しつつ、資源の安定
供給という社会的使命・
責任を果たします。

●	自動車の軽量化・EV化
関連事業等、温室効果
ガス削減に寄与する事
業、また不可欠な素材の
安定供給を通じ、気候変
動問題に貢献します。

●	循環型ビジネスを主導的に展開。
●	製鉄・電力等の対面業界の脱炭
素化に資する資源・原料としての
水素・アンモニア等の社会実装に
向けた取組みを推進。

●	ニッケル、PGM等、水素やグリー
ン素材・エネルギー、蓄電池等の
製造・供給に必要な素材の安定
供給に寄与する事業を推進。

●	CCS（CO2貯留）・CCU（CO2活用）
等の温室効果ガス排出削減に寄
与する技術開発への関与を継続。

●	石炭ビジネスについては、引続き
トレードよる資源の安定供給とい
う社会的使命・責任を果たしつつ、
一般炭炭鉱権益からの完全撤退
に向けた取組みを推進。

●	自動車軽量化・EV化に寄与する
ビジネス（アルミ、銅	等）の取組
み強化。

●	循環型ビジネスの推進。
●	製鉄・電力等の対面業界
の脱炭素化に資する資源・
原料としての水素・アンモ
ニア等の社会実装に向け
た取組みの推進。

●	水素、グリーン素材・エネ
ルギー製造、CCS（CO2貯
留）・CCU（CO2活用）等の
温室効果ガス排出削減に
寄与する技術開発、事業
化に向けた検討の推進。

●	一般炭炭鉱権益からの撤
退に向けた取組み。

●	自動車軽量化・EV化に寄
与するビジネス（アルミ、
銅	等）の取組みの実現。

●	JFEスチール、Emirates	Steel	Arkan等と共に、鉄鋼業界のグリーン化に貢献する低炭素還元鉄サプライチェー
ン構築に向けた詳細な事業化調査を着実に推進。

●	3R+W（Reduce	／	Reuse	／	Recycle	+	Waste	Management）を推進、限られた資源の有効活用と環境素材の
供給に寄与。具体的には、コンビニ等店舗設備・什器等の再利用・再資源化、リサイクル事業者の全国ネッ
トワークも活用した金属スクラップ・廃棄物処理の拡大・高度化等。2019年度に出資した総合リサイクル企
業であるTREホールディングスへの連携強化等の静脈産業への取組みも着実に推進。

●	グリーン水素生産に必要な水電解装置の世界最大規模のメーカーであるノルウェーのNel社との間で水素分
野における戦略的業務協力に関する覚書を締結。両社での水素関連ビジネスの案件発掘・推進を継続。

●	水電解装置を用いたグリーン水素生産設備・輸送機器・水素ステーションの設計・EPC・運用、及び水素
の販売を行うデンマークEverfuel社に出資。同社と協働し、欧州における地産地消のグリーン水素バリュー
チェーン構築を推進。

●	電気自動車・燃料電池車の世界的な普及に伴い大幅な需要拡大が見込まれるPGM（白金族金属）／ニッケ
ル事業（Platreef案件）の実現に向け推進すると共に、トレード取扱いを拡大。

●	CO2固定化技術を有する豪州MCi社に出資し、同社の技術の日本国内での展開を推進中。2022年7月には大
成建設（株）との覚書を締結し、生産物の炭酸カルシウム等のコンクリート原料としての活用につき、検証中。

●	HIF	Global社、JFEスチール社、商船三井社と共同で、合成燃料（e-fuel）のサプライチェーンを構築（日本国
内で回収したCO2を原料として豪州でe-fuelを製造し、輸出）するための事業化調査を実施することに合意。

●	ケニアで調理燃料転換によりカーボンクレジットを創出する環境テクノロジー企業KOKO	Networks	Limited
社と、カーボンクレジットの長期オフテイク契約を締結。

●	排出権取引拡大のため、欧州地域において排出権の販売を手掛ける英国CF	Partners社と業務提携。
●	SDGsへの貢献・取組強化の観点より一般炭炭鉱権益から撤退する方針のもと、既に、持分数量の大宗を
占めていたコロンビアDrummond一般炭炭鉱権益と、原料炭と共に一般炭も生産する豪州Ravensworth	
North炭鉱権益を売却実行済み。

●	自動車軽量化・EV化に寄与するアルミトレード事業を着実に推進。2023年度の取扱数量は約50万トン。環境
配慮型アルミニウムの販売も推進。

エネルギー・化学品カンパニー

気候変動への取
組み（脱炭素社
会への寄与）

●	移行リスク
●	資源安定
供給

気候変動への
取組み

石油・ 
ガス権益、
液化天然ガ
ス（LNG）プ
ロジェクト

GHG削減を考慮した資源
（Transition	Fuel）の生産
を行い、産業の発展・基
盤構築に寄与する安定供
給を行います。

高い技術力と豊富な経験を有する
優良パートナーとの協働による資源
開発案件への取組み。

持続可能な社会実現に向
けた転換期におけるエネル
ギーの安定供給を念頭に、
化石燃料では相対的に環境
負荷の少なく、また、低炭素
燃料の原料源にもなるガス
プロジェクトへの参画機会
追求。

持続可能な社会実現に向け、Transition	Fuelの原料源として、新規ガスプロジェクトへの参画具現化、及び脱
炭素に関わる協業へ向けた優良パートナーとの協議を継続実施中。

気候変動への取
組み（脱炭素社
会への寄与）

気候変動の
機会

地 域 社 会・
環境に配慮し
たエネルギー 
利用

地域熱供給
環境に配慮した熱エネル
ギーの面的利用の取組み
を推進します。

●	神宮外苑地区における近隣ス
テークホルダーとの適切なコミュ
ニケーションによる熱供給の普及
推進。

●	高効率な熱供給プラントの設計・
建設・運転。

神宮外苑地区における地域
熱供給の安定的な操業維持
と、近隣地域への熱供給の
普及推進。

近隣地域への熱供給の普及推進に向け、関係するステークホルダーとの協議を継続中。
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気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）

マテリアリティ SDGs
目標

インパクト
分類

取組むべき 
課題 事業分野 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

エネルギー・化学品カンパニー

気候変動への取
組み（脱炭素社
会への寄与）

気候変動の
機会

再生可能エネ
ルギーを最適
に継続的に供
給する取組み

●	蓄電池関連
●	電力・環境 
ソリューション

●	再生可能エネルギーを効率的かつ最
適に活用するための鍵となる蓄電池
の安定供給を続けます。

●	蓄電池ビジネスチェーンを強化し、特
にリサイクル事業を通じた循環型モデ
ルの確立を目指します。

機械学習（AI）をベースに
した最適充放電ソフトを搭
載した蓄電池の継続的販売
と退役電池のリサイクル・
リユース事業の確立。

●	蓄電池の販売数。
●	リサイクル・リユース
電池の活用。

●	2024年3月末までの累計販売台数は約6万台（約588MWh）。
●	リサイクルチェーンとトレーサビリティの実装による高付加価値なサプライチェーン構築を目指し、引き
続き日本国内及び海外でパートナー企業とリサイクル・トレーサビリティ実証を推進中。

●	蓄電所案件の組成（3件）及び大型蓄電池の販売案件（4件）の取組みを進めており、建設中の案件を
含めると計100MWhの系統用蓄電池を販売。

●	東京都との日本初の系統用蓄電池専業のファンド組成を進めている。

●	気候変動への
取組み（脱炭素
社会への寄与）

●	安定的な調達・
供給

●	資源安定
供給

●	資本導入

脱炭素社会／
循環型低炭素
社会実現に向
けた新燃料の
取組み

●	水素・燃料アン
モニアの生産・
供 給、及 び、リ
ニューアブル燃料
の調達・供給

●	新エネルギーに
関する取組み

持続可能な社会実現に向け、ライフサイ
クルアセスメントベースでのGHG削減
に寄与する、新燃料の生産・供給体制
の構築を目指します。

燃焼時にCO2を排出しない
次世代エネルギー・燃料と
して期待されている水素・
アンモニア、内燃エンジン
からの変更が難しい航空機
や大型車両から派出され
るGHG削減に寄与するリ
ニューアブル燃料（廃棄油
等由来）、及び、エネルギー
効率を向上させる新エネル
ギーへの取組み。

優良パートナーとの協
働、及び、これまでの
開発・トレードでの実
績を活かし、生産・効
率輸送・供給を実現
できる新燃料バリュー
チェーンの構築。

水素・アンモニア
●	南アフリカのHive	Hydrogen	South	Africaと、脱炭素社会の実現を目指したグリーンアンモニア分野
での協業に関するMOC（協力覚書）を締結。

リニューアブルディーゼル（RD）、持続可能な航空燃料（SAF）等
●	国土交通省「輸入ニートSAFモデル実証事業」においてSAF供給事業者として2022年に参画。富士石
油（株）の協力のもと、日本でのSAF混合サプライチェーン構築を実現。Neste社より輸入するSAFの
原液を国内でジェット燃料と混合し、羽田空港・成田空港に加え中部国際空港でも供給を開始。

●	東京都が公募した「バイオ燃料活用における事業化促進支援事業」にパートナー企業と共同で採択さ
れた。RDを陸上輸送車両や空港設備での作業車両に使用することでバイオ燃料の利用を拡大する。

新エネルギー
●	核融合（フュージョン）エネルギー関連スタートアップであるBlue	Laser	Fusion	Inc.（BLF社）と、フュー
ジョンエネルギー0ビジネス、及び同社が開発するレーザー技術を応用した関連ビジネスについての資
本・業務提携契約を締結。

気候変動への取
組み（脱炭素社
会への寄与）

資本導入

脱 炭 素 社 会
実現と包摂的
かつ持続可能
な 経 済 成 長
実現に向けた
CCS事業での
取組み

CCSを用いたCO2回
収チェーンの構築

持続可能な社会実現に向け、GHG削減
に寄与する、CO2回収チェーン構築を目
指します。

石油開発技術の応用である
CO2貯蔵技術の磨き、同技
術に誘導するためのCO2回
収チェーン（引取り、輸送
等）へのアクセスの強化。

カンパニー横断で各対
面業界におけるCO2排
出先のCO2回収ニーズ
を発 掘し、CO2輸 送・
貯留事業のビジネスモ
デルを構築。

伊藤忠石油開発（株）と共に、⼆酸化炭素地中貯留技術研究組合へ加入し、同技術の研究開発プロジェ
クトに参加。独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（JOGMEC）の2023年度の公募事業である「先
進的CCS事業の実施に係る調査」に、日本海側東北地方CCS事業構想が採択され、船舶輸送を用いた
CCSバリューチェーン事業の実現可能性について協業パートナーと継続検討中。

気候変動への取
組み（脱炭素社
会への寄与）

気候変動の
機会

再生可能エネ
ルギーを最適
に継続的に供
給する取組み

再 生 可 能エネル
ギーIPP ／再生可
能エネルギー関連
資材調達／分散電
源取組み

●	再生可能エネルギー発電所（太陽光・
バイオマス・風力）の開発／保有／運
営を通じ、再生可能エネルギーの安定
供給を実現します。

●	再生可能エネルギー関連資材調達を
通じ、国内外の再生可能エネルギー
発電の活性化を実現します。

●	太陽光分散電源の展開を通じ、系統電
力に頼らない自立電源としての太陽光
発電を普及させ、再生可能エネルギー
が身近にある世界を実現します。

再生可能エネルギー発電所
の安定的な運営及び新規
開発による再生可能エネル
ギーの資産規模拡大とVPP
化を見据えた国内分散電源
の確立。

●	再生可能エネルギー
資産規模

●	分散電源規模

●	出資先アイ・グリッド・ソリューションズ社を通じた、オンサイト型太陽光発電PPAの拡大（2024年3月
末時点	導入件数	約850件、約200MW）。

●	出資先であるクリーンエナジーコネクト社を通じた、オフサイト型太陽光発電PPAの拡大。（2024年3
月末時点	保有発電所	約1,200か所、約100MW）
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マテリアリティ SDGs
目標

インパクト
分類

取組むべき 
課題 事業分野 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

食料カンパニー

気候変動への取
組み（脱炭素社
会への寄与）

GHG排出量 気候変動への
取組み

生鮮食品
分野

気候変動対策に資する施
策を検討・推進します。

Dole事業におけるクリーン
エネルギーの活用。

●	Dole	Philippines.のバイオガスプ
ラントの稼働状況。

●	その他のクリーンエネルギー等の
導入状況。

●	バイオガス残渣投入実績	155,558MT	（2023年度実績）。
●	クリーンエネルギー利用によるGHG削減量	97,445t-CO2e	（2023年度実績）。

住生活カンパニー

●	気候変動への
取組み（脱炭素
社会への寄与）

●	安定的な調達・
供給

森林 持続可能な森
林資源の利用

●	パルプ
●	チップ
●	木材

環境への影響を軽減し温
室効果ガスの増加を防ぐ
ため、持続可能な森林資
源を取扱います。

認証材または高度な管理
が確認できる材を取扱う。

取扱う材における、認証材または高
度な管理が確認できる材の比率を
100％とする。

2023年度に取扱う材における、認証材または高度な管理が確認できる材の取扱比率は、パルプ・チップ・木材
とも100％。

●	気候変動への
取組み（脱炭素
社会への寄与）

●	安定的な調達・
供給

●	資本導入
●	汚染防止と
資源循環

気候変動への
取組み

スラグ等セ
メント代替

土木・建設等に欠かせな
いセメントの代替材とし
て、持続可能な副産物（ス
ラグ）の利用拡大を図り
ます。

スラグ等副産物の供給側で
ある製鉄所と需要側の間
で、継続的・安定的な商流
を構築。

継続的かつ安定的な商流構築を目
指し、スラグ事業への出資・参画等
を検討すると共に特に発展途上国
での需要創出に注力する。

●	スラグ事業への出資・参画は継続協議中。
●	2023年度に、全世界で175万トンのスラグを取扱い。

気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）

伊藤忠商事は経営戦略と役員報酬制度の連動性を高めるため、2020年度以降各役員の評価は、気候変
動及びESG・SDGs 対応を含めて決定しています。取締役報酬の月例報酬部分につき役位ごとの基準額
をベースに気候変動及びESG・SDGs 対応を含む会社への貢献度等に応じて決定されます。また各組織

におけるESG 責任者及びESG 推進担当は、SDGs への貢献・ESG 推進に関するビジネス創出や業務改
善等を個人の年次目標として設定することで、その成果が個人業績としても評価されます。
●	当社の役員報酬制度（P192）

報酬への気候変動課題の反映
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基本的な考え方

伊藤忠商事は 2050年カーボンニュートラルを目指し、外部委託する物流業務について環境負荷が
低い物流手法の採用や取組みを推進します。物流に関する基礎データの収集を行うことで輸送効
率の低いビジネスを調査・分析・検証の上、可能な範囲で環境負荷が低い取組みへ移行していき
ます。また、クリーンエネルギーを動力とする輸送方式の開発や普及自体にもビジネスとして取組
み、物流起因 GHG 排出量の低減に貢献していきます。

物流の省エネ化に向けた計画

当社は、省エネ法の定める特定荷主として毎年「中長期計画書」を国へ提出しており、その中で、
以下のエネルギーの使用の合理化に関する全社計画を策定しています。

定性目標
●		改善余地のある輸送効率の低い手段を中心に実態調査を行い、適正輸送手段の選択・適正輸送
ルートの選択等を実施し、積載効率向上と、エネルギー消費原単位低減を推進する。

●		上記を実現するために、貨物輸送事業者との協力体制強化を推進する。

定量目標

伊藤忠商事が荷主となる委託輸送に伴って発生するGHG 排出量は以下の通りです。環境負荷低
減の取組みを通じて、省エネ法の努力目標である「5年度間の平均エネルギー消費原単位を年 1％
以上減らすこと」を目指します。

具体的取組み事例
●	受発注納品時の物流適正化に向け、物流業者や取引先と協力し、効率的な輸送ルート設定や積
載方法の改善を推進。

●	商品の形状や梱包を工夫し、積載率の向上実現。
●	輸送量に応じた適正車種の選択（可能な限り大型車・混載便の利用）
●	遠距離のトラック輸送を鉄道輸送へ変更。
●	地方における共同配送事業の企画推進。
●	EVトラックユーザー向けの充電ソリューションやバッテリー劣化予想も加味したリースサービスの
提供。

●	アンモニア燃料船開発プロジェクトの推進。

東京本社 実質 CO2フリー電気への全面切替え

伊藤忠商事は、2020年 1月分より東京本社ビルにおいて CO2を排出し
ない環境価値を示す「非化石証書」を組合わせた実質 CO2フリー電気を
調達しています。この非化石証書には株式会社関電工の子会社が運営す
る前橋バイオマス発電所（群馬県前橋市）のトラッキング情報（電源種別
や所在地を明らかにする情報）が付与されています。本取組みは、世界
的な脱炭素の流れを受け、事業運営で使用する電力を100％再生可能エ
ネルギーとする国際イニシアティブ「RE100」にも適用可能なものです。
●		東京本社	実質 CO2 フリー電気への全面切替えに関するプレスリリース 
（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/news/2019/191217.html）

物流業務における環境負荷低減

気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）

千 t-CO2 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 5年度間平均
原単位変化率

物流起因 GHG 排出量
（千 t-CO2e） 13 12 10 12 10

エネルギー消費原単位
（原油換算 kl/ 千トンキロ） 0.020 0.021 0.020 0.019 0.020

前年度比 97.6% 107.0% 93.0% 94.0% 107.2% 100.1%

取組み

石炭関連事業は、将来的に炭素税等の対象となったり、再生可能エネルギーと省エネ技術の普及
促進により各国のエネルギーミックス等政策が変化し再生可能エネルギーの価格競争力が更に高
まることで、石炭関連ビジネスからの利益が減少し、これら資産の減損または固定化されることを
余儀なくされるリスクがあります。
このようなリスク分析に基づき、当社は 2019年に新規の石炭火力発電事業の開発及び一般炭
炭鉱事業の獲得は行わないことを取組方針として公開しました。2019年には Rolleston 一般炭
権益を売却、2021年には中期経営計画で脱炭素社会を業界に先駆けて実現することを宣言し、
Drummond 権益及びRavensworth	North 権益を売却しました。
当社は、引続き国内外の需要家に対するエネルギー安定供給という社会的要請に応えつつ、GHG
排出量の削減貢献に資する事業の拡大に注力していきます。

一般炭権益からの完全撤退に向けた取組み
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伊藤忠商事は、東京都環境確保条例に基づき、東京本社ビルの CO2排出量を2020年度～ 2024
年度の 5年間に基準値（2002年度～ 2004年度の平均値）より25% 削減する計画書を東京都に提
出しています。2022年度のエネルギー起源 CO2排出量は 5,723t-CO2であり基準値と比較して約
46% 減となっています。
なお、東京都に提出している書類は以下の通りです。

東京都「地球温暖化対策計画書制度」への取組み

●	≪ 2020 ～2024 年度対象≫「地球温暖化対策計画書」（2023 年 11 月提出）（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/ondanka-202311.pdf） PDF

※	東京都に提出した「地球温暖化対策計画書」の対象は、東京本社ビルのみならず、隣接する商業施設「Itochu	Garden」も含みます。

気候変動（TCFD 提言に基づく情報開示）

外部との協働

伊藤忠商事は、一般社団法人日本経済団体連合会の環境・エネルギー関係の委員会である「環境
委員会地球環境部会」に参加し、自主行動計画の推進、温暖化、廃棄物・リサイクル、環境リスク
対策等、経済と両立する環境政策の実現に取組んでいます。また当社は商社業界団体である日本
貿易会傘下「サステナビリティ推進委員会環境ワーキンググループ」の委員として、低炭素社会の
構築、循環型社会の構築、環境関連法規への対応等に取組んでいます。日本貿易会が掲げる「国
内の事業活動における2030年度の削減目標」や「気候変動対策長期ビジョン」は、当社の方針・
目標とも合致しており、引続きこれを支持します。
当社が参加する各種業界団体等にて気候変動等に関する新たな方向性を決める場合は、その決定
過程において当社のサステナビリティ推進基本方針に沿った意見を表明します。具体的には、所属
する業界団体における方針等を協議する会合に参加し、案の検討段階から当社の考え方のみならず
投資家、顧客、国際社会における考え方も踏まえて提言を行っています。万一それら団体の方針が
当社方針と大きく異なる場合は、当社の方針に沿った形になるように努めます。各種業界団体にお
ける新たな方針が定まった場合は、必要に応じてその特定業界に対面する主管部署長へ報告し了承
を取得します。当社グループ全体方針に影響を与えるものは、当社のサステナビリティ委員長である
CAO へ報告し、サステナビリティ委員会等で当該新方針に沿い当社方針の見直しを決定します。

●	イニシアティブへの参加（P40）

●	イニシアティブへの参加（P40）

●	イニシアティブへの参加（P41）

●	イニシアティブへの参加（P41）

財界・業界団体を通じた活動
TCFD コンソーシアムへの参画

CDP（気候変動）への参加

経済産業省「GXリーグ」への参画

気候変動イニシアティブ（Japan Climate Initiative （JCI））への参加

●		2030年度までに CO2排出量原単位（会社全体における床面積当たりの CO2排出量）を2013年
度比で60% 減とする。（2024年 4月再設定）

日本貿易会は、カーボンニュートラルな社会の実現を目指して、他業界・他団体との連携を有効に
活用し、各々の長期ビジョンと協調して、2050年に向けたパリ協定における長期目標の達成への
貢献を目指します。このビジョンの下、会員企業は気候変動緩和策・適応策の検討・実施をビジ
ネス上の重要課題と捉え、新たなビジネス、ソリューションの創出に努めます。
私たちは、時代の変化や多様なニーズに応じて事業内容を柔軟に進化させてきました。全世界を
フィールドに、多岐にわたる産業分野の様々なプレーヤーと連携してビジネスを進めている商社だ
からこそ、気候変動というグローバルな課題の解決に、その機能を存分に発揮して貢献することが
可能であると考えています。
●	気候変動対策長期ビジョン（https://www.jftc.or.jp/about/pdf/climate_20200325.pdf） PDF

国内の事業活動における2030年度の削減目標（商社業界）

日本貿易会「気候変動対策長期ビジョン」
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東京本社ビルエネルギー起源 CO2 排出量 基準値の

5,723 t-CO2（2022 年度） 約46%減

気候変動（TCFD提言に基づく情報開示）

https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/ondanka-202311.pdf
https://www.jftc.or.jp/about/pdf/climate_20200325.pdf


伊藤忠商事は、事業活動の推進にあたり、化学物質・油・海洋プラスチックごみ等による環境汚
染の未然防止・影響の軽減、大気汚染物質の排出削減、有害廃棄物及び排水の排出削減・適正
処理に努めます。環境保全に関する国際的な宣言、規約、条約、並びに事業展開している国と地域
の法規制及びその他当社の合意した事項を遵守することで、汚染防止の責任を果たしていきます。

伊藤忠商事の取扱品目は、プラスチックから金属、ゴム、セメント、食品等多岐にわたります。当社
はサステナビリティ上の重要課題の一つに「安定的な調達・供給」と「気候変動への取組み」を掲げ、
事業投資先や取扱商品のバリューチェーン上のステークホルダーと協力して、環境・自然資本に負
の影響がある原料調達の軽減や資源循環に取組み、循環型社会の形成に貢献していきます。製品・
サービスの設計段階から、3R（リデュース、リユース、リサイクル）と持続可能な原料・素材へ代替
することや、使用済製品の分別・回収・リサイクル事業等を推進していきます。自然資本の適切な
利活用、トレーサビリティや地域社会への配慮等を重視し、持続可能性に関する第三者認証付き原
料・製品の調達に積極的に取組んでいきます。

方針・基本的な考え方

伊藤忠商事は、汚染防止と資源循環における主にマネジメントに関わる定性目標と、パフォーマン
スに関する定量目標を定め、取組みを推進しています。それぞれの環境目標と2023年度の取組み
実績は右表の通りです。

目標・アクションプラン

汚染防⽌と資源循環

汚染防⽌

資源循環

定性的な目標

定量的な目標

項目 バウンダリー 目標 2023年度の
実績と評価

環境汚染の
未然防止、
法規制の遵守

投融資案件
リスク評価 伊藤忠商事 全ての投資案件で『投資等に関わるESGチェッ

クリスト』による事前環境リスク評価を実施する。 適切に実施

監査を通じた
管理レベル向上 伊藤忠グループ

社内監査を通じた環境マネジメントシステム、
環境パフォーマンス状況の確認による管理レベ
ル向上のための取組みを推進する。

適切に実施

グループ会社
訪問調査 伊藤忠グループ グループ会社を選定し、環境管理状況等を訪

問調査する。 適切に実施

啓発活動の
推進 法規制内容啓発 伊藤忠グループ

伊藤忠商事及びグループ会社従業員に向けた
『廃棄物処理法』、『土壌汚染対策法』等の講
習会の実施及び学習、講習実績のレビューを
実施する。

適切に実施

資源の節減、
資源循環推進
と実績把握

オフィス廃棄物
軽減 伊藤忠商事 当社環境マネジメントシステムに基づき、オフィ

ス廃棄物の排出量削減とリサイクルを促進する。 適切に実施

紙使用量削減
目標 伊藤忠商事 紙の使用量削減に関し、目標数値を意識する。 適切に実施

項目 バウンダリー 目標時期 内容 目標に対する
2023年度の実績 評価

汚染防止

重大環境事故 伊藤忠商事※ 毎年度 重大事故0件 0件 達成

窒素酸化物・ 
硫黄酸化物

（NOx SOx）
排出濃度

タキロンテック（株） 毎年度 法令基準を20%
下回る水準に抑制 達成 達成

伊藤忠セラテック
（株） 毎年度 法令基準を20%

下回る水準に抑制 達成 達成

資源循環・
廃棄物

廃棄物等排出量
東京本社

2025年3月 2018年度比
6%減

2018年度比
35%減 達成

リサイクル率 2025年3月 90% 92% 達成

資源節約 紙の使用量 伊藤忠商事 2025年3月 2018年度比
3%減

2018年度比
59%減 達成

※	伊藤忠商事単体・海外現地法人・コンプライアンス報告対象グループ企業を含む
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汚染防⽌と資源循環

マテリアリティ SDGs
目標

インパクト
分類

取組むべき 
課題 事業分野 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

繊維カンパニー

安定的な
調達・供給

汚 染 防
止と資源
循環

資源循環によ
る環境負荷の
低減

繊 維 製
品全般

サステナブルな繊維製品の取扱
い、及びリサイクルを通じて循
環型社会の実現に貢献します。

環境配慮型商品の取扱い、並びに資源リサ
イクルに繋がる取組みの推進。

繊維由来の再生ポリエステル
「RENU」等、サステナブル素材の
普及促進、及び繊維製品を再資源
化する仕組みの構築。

●	RENUプロジェクトによる再生ポリエステル取扱いの環境インパクトは以下の通り（2023年度見込み）。原
材料として投入した廃棄物Tシャツ換算	6.3百万枚、CO2削減量1,931トン、水の削減量	6,500キロリットル。

●	不要となった衣料品の回収サービス「Wear	to	Fashion」における回収拠点	約3,000か所（2024年3月現在）。
●	繊維と化学品の共同案件として「ARChemiaプロジェクト」を立ち上げ、使用済み衣料品を環境付加価値
の高い化学製品に生まれ変わらせるプロジェクトを開始。

機械カンパニー

気候変動へ
の取組み
（脱炭素社会
への寄与）

●	水資源
●	汚染防
止と資
源循環

水・衛生イン
フラの整備

水 ／ 環
境 プ ロ
ジェクト

水・環境事業を通じて、水・廃
棄物の適切な処理、有効利用、
衛生環境の向上、経済活動の
発展、及び地球環境保全に寄
与します。

水・環境事業の拡大を通じ、水の適切な
利用・処理及び資源の有効活用を促進、
環境負荷を低減。

環境に対する社会要請及びサー
キュラーエコノミー促進に繋がる、
高付加価値な水・環境関連事業
の推進。

環境分野
●	英国：一般廃棄物焼却処理・発電4事業を運営中。同国の廃棄物焼却処理市場の10%にあたる年間
130万トンの廃棄物を焼却処理、16万世帯分の国内家庭消費電力に相当する電力を供給。

●	セルビア：ベオグラードで廃棄物処理発電を含む統合型廃棄物事業の運営及び建設工事を推進中。約
21万トンの温室効果ガス削減を見込み、ゴールドスタンダードからカーボンクレジットの認証を取得。

●	UAE：ドバイ首長国で初の廃棄物処理・発電事業。同首長国で排出される一般廃棄物の半数に及ぶ
190万トン/年を処理する世界最大級のプラントの建設工事を推進中。

●	サウジアラビア：ジュベイル工業都市、工業系廃棄物処理事業へ参画中。

エネルギー・化学品カンパニー

安定的な
調達・供給

プラス
チック

社会問題の解
決に繋がる取
組み

プ ラ ス
チ ッ ク
関 連 環
境対応

プラスチック関連環境対応によ
り、対策が急がれる海洋プラス
チックや廃プラスチック等の社
会問題の解決に貢献します。

ブランドオーナーとの協働による環境素材
の供給とリサイクル・リユースプログラム
の確立。

環境素材の取扱強化とリサイクル・
リユースプログラムの確立を通じ
た、循環型モデルの構築。

●	資源循環社会の実現に向けたデジタルプラットフォーム構築プロジェクト「BLUE	Plastics」において、新
たにコカ・コーラボトラーズジャパンが加わり、PETボトルリサイクルの実証実験を、ファミリーマート
の実店舗で拡大実施。

●	リリカラ（株）と協業し、欧州建築資材メーカーであるTarkett	S.A.が製造する環境配慮型床材「DESSO」
の日本市場への展開、及び床材循環リサイクル事業を開始。

●	Aquafil	S.p.A.のリサイクルナイロン「ECONYL®」を使用した漁網等の漁業向け製品の開発、商品化を実現。

食料カンパニー

安定的な
調達・供給

汚 染 防
止と資源
循環

環境に配慮し
た資源や素材
の供給・活用

生 鮮 食
品分野

食品ロスの低減を通じて、資源
の有効活用の促進、環境負荷
の低減に貢献します。

日本・産地（フィリピン）で廃棄される規格
外品のDoleバナナをMottainaiバナナとし
てブランド・製品化し、市場に流通させる。

●	産地（フィリピン）での廃棄量の
削減

●	日本での規格外品の再利用

●	規格外バナナ再利用（産地）19,953MT（2023年度実績）
●	規格外バナナ再利用（日本）910MT（2023年度実績）

安定的な
調達・供給

汚 染 防
止と資源
循環

食 品 ロ ス 削
減、リサイク
ル推進

食 品 流
通分野

食品流通分野のサプライチェー
ン全体において、食品ロス削減
等を推進し、サーキュラーエコ
ノミー実現に貢献します。

国内卸売事業において、食品ロス削減策を
推進。「ロスを出さない」「売り切る」「配る」
の施策により改善策を実施。

国内卸売事業において、IT技術活
用による在庫管理の強化に加え、国
内販売網の活用やフードバンクへの
寄贈により、食品ロス削減に貢献。

2024年度、新規追加。

情報・金融カンパニー

安定的な
調達・供給

汚 染 防
止と資源
循環

持続可能なラ
イフスタイル
を実現する商
品の提供

リ ユ ー
ス・ リ
サ イ ク
ル事業

国内における携帯中古端末の
流通を通じ、限りある資源の有
効利用による持続可能な社会
の発展に貢献する。

●	調達ソースの多角化による継続的かつ安
定的な資源（機器）再活用を実現。

●	携帯中古端末における認知度向上を図る
ため、各メディアへの露出等啓発活動の
実行・促進。

●	取扱品目（機種）及び調達ソース
の拡大。

●	流通チャネルの拡充

●	取扱品目（機種）に関して、671機種（22年度）⇒856機種（23年度）に増加。（前年度比27.6%増加）
●	調達ソースに関して、22年度の計6社（日本、香港、US含む3か国）⇒23年度は計12社（日本、香港、
US含む3か国）に増加。

●	流通チャネルとしては、大手EC事業者での販売により好調な水準を維持。

リスク 機会

資源循環を含む環境問題の発生及び地域社会と関係悪化に伴う反対運動の発生による影響 新興国の人口増及び生活水準向上による資源需要の増加、環境に配慮した資源や素材の安定供給による顧客の信頼獲得や新規事業創出等

アクションプラン

汚染防⽌と資源循環
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体制・システム

ガバナンス

新規事業投資案件における汚染防⽌と資源循環の評価

グループ会社実態調査

汚染防止・資源循環等の環境・社会リスクを管理するための当社のガバナンス体制とシステムは
以下の通りです。
●	ガバナンス（P48）

伊藤忠商事が取組む事業投資案件については、その案件が社会、環境に与える影響を「投資等に
関わるESGチェックリスト」により事前に評価しており、例えば汚染防止と資源循環の対応状況の
把握も含まれています。専門的な知見を必要とする案件については外部専門機関に事前の調査を
依頼し、調査の結果問題がないことを確認した上で、投資実行することにしています。
伊藤忠商事は、「安定的な調達・供給」をサステナビリティ上の重要課題の一つと掲げ、生物多様
性等、環境に配慮し、各国の需要に合わせた資源の有効利用と安定的な調達・供給に取組むこと
で、循環型社会を目指します。事業投資案件における汚染防止と資源循環の事前評価はこのよう
な取組みを支えるものです。

グループ会社における環境リスク対策を目的として、地球環境に与える影響・負荷が相対的に高
い会社を対象とした現地訪問調査を2001年より継続的に行っています。グループ会社実態調査で
は、経営層との質疑応答から、工場や倉庫等の施設での排気・排水や化学品の取扱い、廃棄物処
理の状況や、環境法規制の遵守状況等を評価しています。

バリューチェーンにおける汚染防⽌・資源循環の取組み評価

取扱商品におけるサステナビリティリスク評価

伊藤忠商事は、新たな商品を取扱う際、商品の原材料の調達からその製造、使用並びに廃棄段階
に至るまで、LCA 的分析手法で環境・社会への影響や環境関連法規制の遵守状況、ステークホル
ダーとの関わり等を評価する商品別サステナビリティリスク評価を実施しています。バリューチェー
ン上で著しい環境汚染や資源の枯渇等のリスクがある場合、当該商品を重点管理対象とし、各種
規程・手順書・特定業務要因教育等を策定・実施しています。

サプライヤー向けサステナビリティ調査

サプライヤーの実態を把握するため、高リスク国・取扱商品・取扱金額等一定のガイドラインのも
とに各カンパニー及び該当するグループ会社が重要サプライヤーを選定し、各カンパニーの営業担
当者や海外現地法人及びグループ会社の担当者がサプライヤーを訪問しヒアリングを実施していま
す。また重要サプライヤーに対しては、アンケート形式のサステナビリティ調査も実施しており、排
気・排水・廃棄物の処理状況や、エネルギーや原材料の省資源を含む資源循環への取組み状況
を確認しています。必要に応じてサプライヤーに対して是正依頼を行う継続的改善を行っています。

汚染防⽌と資源循環
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化学品部門で取扱う化学品は、人の健康や環境にもたらす悪影響を最⼩化するため、製造、販売、
輸送、保管等の様々な場面において、数多くの関連法規の規制を受けています。更に、商品の取扱
いに許認可を要するものも多数あり、法令違反を起こすと許認可が取り消され、化学品部門のビジ
ネスに重大な影響を与えることにもなりかねません。
また、化学品のサプライチェーン全体でのリスク最⼩化を指向する国際的な流れの中で、先進国、
途上国問わず、新たな規制の導入、既存規制の大型改正が始まっており、化学品を扱う上での法
規制環境は今後ますます厳しくなるものと予想されます。
伊藤忠商事では、化学品を扱う企業として商品や業界の知識だけでなく、担当者一人ひとりが、自
らの取扱っている商品についての法規制を正確に理解した上で、法令の要求事項に沿ってビジネス
を行うことを基本方針としています。

化学物質管理

汚染防⽌と資源循環

化学品部門が主管となり、化学物質を主に扱う化学品部門各営
業部、及び化学品部門が主管するグループ会社が適切に法令を
遵守できるよう管理しています。また、化学品部門以外で化学品
を一部扱う営業部門やグループ会社へも化学品部門より適宜指
導、助言を行っています。
管理方法としては、外部コンサルティング会社への問い合わせの
徹底、及び専用システムによる一元的法令管理を基本としてお
り、具体的には、2016年に独自開発した法令管理システムによ
る商品ごとの化学物質レベルでの適用法令や対応事項の確認・
記録化、重要法令に関するeラーニングの実施や主要法令の要
点をまとめた関連法規ハンドブックの配布を通じた営業担当者へ
の継続的教育を行うことで法令遵守に努めています。
外部コンサルティング会社には、化学物質管理に関する高いノウ
ハウを持つテクノヒル株式会社（本社	東京都中央区、代表取締
役	鈴木一行）を起用し、管理体制に関する総合的助言や商品ご
との適用法令といった個別相談等、あらゆる面でサポートを受け
ています。

化学物質を扱う部門での法令遵守

化学品関連法規ハンドブックの
表紙絵
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担当者一人ひとりの力量を高いレベルで維持・向上させるために、当社独
自に編集した化学品関連法規ハンドブックを担当者全員に配布し、力量の
向上に努めています。本ハンドブックでの掲載法令は 32法令で、各法令の
概要、遵守事項の要点を明記しています。化学品業界法の知見が十分でな
い新入社員や化学品部門以外で化学品を取扱う営業担当者が必要に応じ
て参照し、業界法への自発的気づきを促すことを目的としています。
これらの取組みにより、2023年度の免許停止等の重大違反は 0件でした。

伊藤忠商事の事故・緊急事態対応規程に沿って社内外への報告を行うと共に、事故の状況によっ
て個別手順書に従い対応します。例えば毒物及び劇物に関わる事故等が発生した際は、伊藤忠商
事で定めた「医薬用外毒物劇物危害防止手順書」に沿って対応することとしており、具体的には「同
規定添付の緊急連絡網に沿って必要な報告を行うと共に、速やかな対応を行い毒物劇物による危
害を最⼩限にとどめる。」「飛散、漏れ、流出、しみだし、または地下にしみ込んだ場合において、
不特定または多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは直ちにその旨を保
健所、警察署、または消防機関に届け出ると共に、保健衛生上の危害を防止すべく必要な措置を
講じる。」等の対応を行うこととしています。

緊急対応、事故対応への管理体制

大きな違反

0件
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取組み

1. リデュース
コンビニエンスストアでの環境配慮型容器包装の取組み

伊藤忠商事の子会社、株式会社ファミリーマートでは「ファミマeco ビジョン2050」プラスチック対
策に向けた目標として環境配慮型容器包装※比率を2030年に 60％、2050年に 100％とすること
を掲げています。
ファミリーマートでは、容器包装の仕様変更により、容器包装の原材料に使用する石油系プラスチッ
クの削減、及び環境配慮型素材の使用促進に取組んでいます。今後も2030年、2050年目標達成
に向け、取引先や消費者の理解と協力を得ながら取組みを進めていきます。
※	植物等を原料としたバイオマスプラスチックや再生PETを配合した素材による容器包装

環境配慮型容器包装の主な取組み実績

特定のプラスチック使用製品の削減に関する主な取組み実績

個別取組みのご紹介

取組み内容 プラスチック使用量削減量

サラダの容器は全品バイオマスプラスチック等を使用した環境配慮型容器を使用 約900t/年	削減

「ファミマル」ブランドの天然水の容器を順次再生PET樹脂100％のリサイクルペッ
トボトルに切り替え 約260t/年	削減見込み

●  手巻きおむすびは、全商品の包材フィルムをバイオマスポリプロピレン（バイオ
PP）配合素材へ変更

● サンドイッチ包材の薄肉化　及びヘッダー部分を四角から台形型に変更
約19t/年	削減

パスタ商品の一部容器に、ISCC 認証を取得しているバイオPP を配合した容器を採用

チルド弁当・チルド寿司容器を軽量化・素材変更 約421t/年	削減見込み

バイオPP 容器を使用していないパスタ容器を薄肉化、素材の一部にバイオマスプ
ラスチックを配合 約93t/年	削減見込み

開始年 取組み内容 プラスチック使用量削減量

2021年〜 ●  プラスチック製スプーンの持ち手部分のデザイン変更
●		約12％削減 
約65t/年	削減見込み

2022年〜

● 「コンビニエンスウェア ブルーグリーン」プロジェクトを発足し、
洗って繰り返し使えるカトラリーセット、開いて洗えるストロー、
生分解性バイオポリマー使用のスプーン・フォーク等の環境配慮
素材を使用した商品を販売

―

●  プラスチック製フォークの提供を原則取りやめ（希望により箸へ代
替又はフォークを継続提供）

●	約250t年	削減見込み

2024年〜 ●  スプーン・フォーク・ストロー有料化を一部店舗にて先行開始 ●	約4t/年	削減見込み

環境配慮型ゴミ袋「nocoo（ノクー）」を開発

伊藤忠商事の子会社、日本サニパック株式会
社は、CO2の削減に繋がる環境配慮型ゴミ袋

「nocoo」を開発しました。nocoo は、天然ラ
イムストーンを原料に使用することにより、プ
ラスチック使用量が約 20％削減され、ゴミ袋
製造時、燃焼時におけるCO2排出量がポリエ
チレン100% のゴミ袋と比べ約 20% 削減でき
ます。2023年度の全国 47都道府県における
nocoo 販売実績は 5,622t で、1,293t のプラス
チック使用量の削減、及び3,531t の CO2排出
量の削減（焼却時）に貢献しました。
今後もnocoo を通じて、いつものゴミ捨てで
CO2削減、という誰にも身近な環境問題への
取組みを進めていきます。
●		環境配慮型ゴミ袋 nocoo 
（https://www.sanipak.jp/series/nocoo.html）
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コンビニエンスストアでのプラスチック削減の取組み

日本で2022年 4月に施行されたプラスチック資源循環促進法に基づき、ファミリーマートは「2019
年度対比 2030年度までに石油由来のプラスチック使用量を50％削減」することを目標に掲げ、お
弁当、デザート、飲料等を購入されたお客様へ配布するプラスチック製スプーン、ストロー等の使用
量削減に取組んでいます。

環境配慮型ゴミ袋「nocoo」

汚染防⽌と資源循環
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RENUプロジェクトにおける再生ポリエステルの取扱いによる環境インパクトは次の通りです。

2020年度 2021年度 2022年度※ 2023年度※

原材料として投入した廃棄物 T シャツ換算 3.5百万枚 6.0百万枚 6.3百万枚 6.5百万枚

CO2削減量 521t 893t 1,931t 2,010t

水の削減量 875kL 1,500kL 6,500kL 6,760kL

■ RENU が目指すサーキュラーエコノミーの図

2. リユース・リサイクル
循環型経済の実現を目指すRENU®プロジェクト

ファッション産業における大量廃棄問題を解決
し、循環型経済の実現を目指すRENU®（以下、
RENU）プロジェクトを2019年春より始動しま
した。第一弾商品として、これまで廃棄されて
きた残反や使用済み衣料を原材料としてつく
られた繊維由来の再生ポリエステルを展開し
ています。このプロジェクトを、消費者の手に
届くまでのファッション産業の商流全体で展開
することで、循環型経済に貢献します。
●		RENU® プロジェクトWeb サイト（https://renu-project.com/）

繊維由来の再生ポリエステル素材「RENU」

Retail/Consumers
マーケット

Collect
回収

Fabric
生地

Garments
製品

Yarn
糸

Chip
チップ

Cutting
粉砕

Depolymerization &
Refining

分解・再重合

繊維製品回収サービスの展開

伊藤忠商事は、リユースやリサイクルを通じて資源循環型ビジネスを展開する株式会社 ECOMMIT
と業務提携契約を締結し、日本市場における繊維製品の回収サービス「Wear	to	Fashion（ウェア・
トゥ・ファッション）」を展開します。2022年春より、全国の事業者・自治体を対象に順次サービス
の提供を開始し、2024年 3月現在、3,000拠点にて回収を行っています。2024年度では約 6,000t
の衣料回収を計画しています。
繊維業界が抱える廃棄問題の解決を目指す「RENUプロジェクト」の新たな取組みとなる本サービ
スでは、不要となった繊維製品を回収・選別し、リユース可能な製品は ECOMMIT のノウハウを活
用してリユースし、リサイクル可能なポリエステル製品は「RENU」の原材料とすることで、廃棄され
る繊維製品を可能な限り削減し、サーキュラーエコノミーの実現を目指します。

Wear	to	Fashionの仕組み
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使用済みプラスチック・繊維の循環事業 ARChemia（アルケミア）プロジェクト

2023年 3月、伊藤忠商事は株式会社レゾナックと使用済みプラスチック・繊維の循環事業推進を
目的とした共同検討に関する覚書を締結しました。この覚書に基づき「ARChemiaプロジェクト」を
立ち上げ、使用済みプラスチック・繊維を混合したリサイクル固形原料（RPAF※1）をレゾナックに
供給し、環境付加価値の高い低炭素アンモニア等の化学製品に生まれ変わらせる協業を開始しま
した。2027年度にはリサイクル固形原料の供給量を1万トンまで増やすことを目指します。化学品
と繊維の共同案件である「ARChemiaプロジェクト」を通じて、廃棄物の社会課題を解決すると共
に、循環型社会の実現に貢献していきます。

日本における環境配慮型床材の展開及び床材循環リサイクル事業

伊藤忠商事は、インテリア・内装卸売事業を
手掛けるリリカラ株式会社と協業し、欧州建
築資材メーカーであるTarkett	S.A. が製造す
る環境配慮型床材 DESSO（以下、デッソ）の
日本市場への展開、及び床材循環リサイクル
事業を開始しました。
デッソは、床材の基材部分と表面の繊維部分を
分離し、それぞれ再生することが可能な、リサ
イクルを前提とした環境配慮型製品です。
本プロジェクトでは、デッソを販売するだけで
なく、回収・リサイクルスキームの構築を通じ
て、床材循環リサイクルの社会実装を目指し
ます。

環境配慮型床材DESSOを使ったオフィス

リサイクルナイロンブランド「ECONYL®」の展開

伊藤忠商事は、世界最大のリサイクルナイロン
ブランド「ECONYL®（以下、エコニール）」を展
開するAquafil	S.p.A.（以下、Aquafil 社）とナイ
ロン循環リサイクルに関するビジネスの推進、
拡大に向けて資本業務提携を締結しました。
ナイロンは石油由来の化学繊維及びプラス
チック原料として、ファッション、カーペット、
漁網、食品包材、自動車用部材等幅広い分野
で使用される一方で、他原料との複合素材と
して使用されている製品も多く、リサイクルが
難しい素材の一つでした。

エコニールの原料となる漁網

Aquafil 社は、独自の技術でナイロン廃棄物
をケミカルリサイクルによって粗原料であるカ
プロラクタム（CPL）まで戻し、不純物等を完
全に除去しバージン材と同等品質で再利用で
きる循環リサイクルシステムを構築し、2011
年よりスロベニアにて漁網やカーペット等の
廃棄物を原料としてリサイクルナイロン「エコ
ニール」の生産を開始しました。エコニールは
100％廃棄物からのリサイクルのため、石油由
来の通常のナイロンに比べてCO2排出量を最
大 90％削減が可能です。
当社は、当社グループの持つ多様なネットワークを活かして、グローバルにファッションやカーペッ
ト、自動車用部材、包材等の用途向けに拡販していきます。2022年 2月には、ファスナー製造・販
売最大手の YKK 株式会社、Aquafil 社と共同で、Aquafil 社のリサイクルナイロンを原料にした環
境配慮型のリサイクルファスナー、リサイクルボタンを開発しました。
更に既存の販売チェーンからの廃棄用ナイロンの回収スキームを構築する予定で、Aquafil 社へ
の原料安定供給の観点からも協業をすすめていきます。廃棄物の回収から最終製品の販売までを
Aquafil 社と共同で取組むことにより、付加価値の高いナイロン循環リサイクルの拡大を目指します。

リサイクルファスナーとリサイクルボタン■「ARChemiaプロジェクト」概要

※1				RPAF：Refuse	derived	Plastics	paper	
and	Apparel	densified	Feedstock 
使用済みプラスチック、古紙及び使
用済み繊維を主原料とし、発生カロ
リーを調整したガス化ケミカルリサ
イクル向けの固形原料。

※2			KPRプラント：レゾナック川崎事業
所	プラスチックケミカルリサイク
ルプラント

プラスチック産業に
携わる事業者・
自治体・消費者

繊維産業に携わる
事業者・自治体・

消費者

回収パートナー各社

RPAF 製造パートナー各社

KPR プラント※2

環境配慮型製品
（水素・炭酸ガス・アンモニア・アクリロニトリル等）

KPR プラントを軸に、パートナー企業各社と
資源循環プラットフォームの形成を目指します

使用済みプラスチック製品 使用済み衣料品
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ポリエステルのケミカルリサイクル技術ライセンス展開

2023年 1月、伊藤忠商事、帝人株式会社、日揮ホールディングス株式会社は、ポリエステル製品か
らポリエステルをケミカルリサイクルする技術のライセンスを目的とした合弁事業会社「株式会社
RePEaT」を設立しました。
近年気候変動が地球規模の課題となる中、繊維産業においては、製造工程におけるCO2の排出や、
衣料品の大量廃棄が問題視されています。「ケミカルリサイクル」は、使用済み繊維製品を熱利用
する「サーマルリカバリー」や別の製品原料とする「マテリアルリサイクル」といった一般的な方法と
異なり、繊維製品を再び繊維原料へ化学分解することにより、繊維から繊維へのリサイクルができ
る画期的な方法です。
RePEaT は、帝人の持つポリエステルのケミカルリサイクル技術、グローバルにエンジニアリング事
業を展開する日揮の知見、伊藤忠商事の持つ繊維業界の幅広いネットワークを活用し、廃棄される
ポリエステル繊維製品を原料としたポリエステルのケミカルリサイクル技術を国内外へライセンス
展開します。これによりコスト効率に優れたケミカルリサイクル事業へ参入する事業者をサポートし
ます。
また、RePEaT は、リサイクル原料となる使用済みポリエステル繊維製品の回収を含めたエコシス
テム構築のコンサルティング事業を通じ、ポリエステル製品のリサイクルを推進することにより、持
続可能な社会の実現に貢献していきます。

ワンストップ・ウェイストマネジメントサービスの提供

全国展開を図っているフランチャイズ企業では、従来は、廃棄物の処分は店舗またはエリア単位で
⼩規模・分散的に行われており、各事業者の労力及びコストの非効率性や法令違反リスクといっ
た課題を抱えていました。
伊藤忠メタルズ株式会社（以下、IMC 社）では、全国の優良リサイクル業者 100社超で組成する伊
藤忠鉄原会を中心としたリサイクルネットワークを構築し、廃棄物が処分・再資源化されるまで、
IMC 社独自の電子マニフェストシステムの提供を含め、一元集中的に管理を代行することにより、
排出事業者の法令違反リスク、及び処理コストの大幅低減、並びにリサイクル率向上にも貢献して
います。

IMC 社は、現在ではコンビニ、店舗什器メーカー、飲料メーカー等様々な業界に対し、産業横断的
なリサイクルプラットフォームを提供する等各企業の取組みを支える各種サービスを提供していま
す。更には、IMC 社が管理受託した廃棄物の中でリユース可能なものは IMC 社の整備拠点で再整
備・リユースを行うことで3R を実現し、循環型社会形成に大きく貢献しています。
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英国最大の廃タイヤ回収・加工・リサイクル事業

伊藤忠商事の英国タイヤ販売事業会社
European	Tyre	Enterprise	Limited 傘 下 の
Murfitts	Group	Ltdでは、英国で排出される
廃タイヤを回収・加工し、リサイクル製品の
販売を行っており、競技場や舗道・遊戯場の
表面等の様々な産業用途に使用され、世界
中に輸出されています。
また、粒状にした廃タイヤを真空状態下で
熱することで、タイヤの主原料の一つである
カーボンブラック（CB）や再生燃料を生成す
る独自の熱分解技術の開発・商業化に取組
んでいます。この取組みは、廃タイヤから生
成した再生 CB を使用することでタイヤ製造
におけるサステナビリティを促進するものです。

PET ボトルのリサイクルにおけるトレーサビリティの価値検証

伊藤忠商事、（株）ファミリーマート、旭化成（株）、伊藤忠プラスチックス（株）で 2022年 9月か
らスタートした資源循環社会の実現に向けたデジタルプラットフォーム構築プロジェクト「BLUE	
Plastics（Blockchain	Loop	to	Unlock	the	value	of	the	circular	Economy、ブルー・プラスチック
ス）」において、2023年6月、新たにコカ・コーラ	ボトラーズジャパン株式会社が参画し、ファミリー
マート実店舗におけるトレーサビリティシステムのプロトタイプを用いた PET ボトルリサイクルの
実証実験を拡大実施しました。

複層フィルム包材におけるマテリアルリサイクル技術の協業展開

伊藤忠商事とartience 株式会社（前	東洋インキ SC ホールディングス株式会社）は、複層フィル
ム包材のマテリアルリサイクル技術の協業展開について合意しました。
2019年、artience は総合環境サービス企業の世界最大手と提携し、複層フィルム及び包材を構成
するインキや粘接着剤等を脱離する技術を開発しました。2022年末に実証パイロットプラントの稼
働を開始し、今後 LCA（Life	Cycle	Assessment）評価・コストシミュレーション等の検証を行うこ
とで、2024年中の実用化を進め、その後速やかに商業プラントベースでの事業化検討を進めてい
きます。当社は本技術に関連する主要な製品材料における国内での独占マーケティング権及びア
ジア・欧州での優先交渉権を取得しており、本技術を用いたマテリアルリサイクルの仕組みの構築、
リサイクル可能な環境配慮パッケージ設計の訴求を通じて、食品・日用品メーカー、⼩売り、ブラ
ンドオーナー等に向けた幅広い環境ソリューションの提供を行っていきます。
両社はこうした取組みにより現状再利用が困難な複層フィルム包材をリサイクル可能なものに転
換し、国内外のマテリアルリサイクル率 40% 以上を目指します。

廃タイヤを加工した粒状ゴム

汚染防⽌と資源循環
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3. リニューアブル
セメント代替品「高炉スラグ」の世界 No.1トレーダー

「高炉スラグ」とは ､ 鉄鋼の製造工程の副産物
です。セメント代替品としてセメントと混合し
て利用することで、セメントの原料である石灰
石等の天然資源の節約が可能となり、更にセ
メント製造時に発生するCO2を削減すること
が可能となります。高炉スラグが供給されるこ
とで、セメント1トンを製造する際に発生する
840kg の CO2が抑制されます。
当社は 20年程前から国内外の「高炉スラグ」
を世界中に販売、世界 No.1高炉スラグトレー
ダーとしての取扱量を誇り、CO2発生の抑制に貢献しています。世界規模での脱炭素の流れを受
け、高炉スラグの価値は今後益々高くなることが期待されていることからも、継続的・安定的な商
流を構築し、スラグ事業への出資・参画を含め、注力していきます。

再生可能資源由来バイオマスポリプロピレンの日本市場における事業展開

日本では、海洋プラスチックごみ問題や気候変動への対応として2030年までに約 200万 t のバイ
オマスプラスチック製品を導入する基本計画が策定されています。
伊藤忠商事は、Borealis	AG（以下、Borealis 社）と再生可能資源由来のバイオマスポリプロピレン

（バイオPP）に関する日本市場でのマーケティングについて合意しました。世界トップクラスのプラ
スチック樹脂メーカーであるBorealis 社は 2020年 3月にはバイオPP の商業生産を開始し、欧州
を始め世界へ拡販を進めています。当社はバイオPP を原料とする食品容器や包材の展開を進め
ており、2021年 6月からファミリーマートのパスタ容器の一部を、日本初となるバイオPP 使用の容
器に変更しました。またその他衛生用品、日用雑貨、化粧品容器、オフィス用品、家電、自動車部
品等、多様な分野での製品展開に取組んでいます。
マスバランス方式で製造された Borealis 社製のバイオPP の国内販売にあたっては、当社は ISCC	
PLUS 認証を取得しています。これは、持続可能な原料調達であることをサプライチェーン上でト
レースできる形で証明する認証であり、バイオマス由来の原料割り当て分は GHG 排出量削減に貢
献します。

汚染防⽌と資源循環

2022年 9月の実験結果にて、スマートフォンアプリ等の利用により、当該店舗でのペットボトル回
収量が通常の 2倍以上に増加し、品質（ボトルの洗浄・ラベルの除去等の質）も大きく向上するこ
とが確認できました。その際はリサイクル企業までの追跡でしたが、2回目となる2023年 6月の実
験では、コカ･コーラ	ボトラーズジャパンの参加により、ペットボトルが再び製品に生まれ変わるま
でトレースすることが可能になりました。加えて、今回はアプリのアップデートも行い、リサイクルの
成果を消費者がより実感しながら参加できる仕組みを構築することで、回収品の量と質を更に向上
させることを目指した結果、一定の効果を確認できました。

今後、本実証を含む一連の取組みを通じて、デジタルプラットフォームによるトレーサビリティの価
値を確認し、更なるプラスチック資源循環を推進していきます。

高炉スラグを使った建造物
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（単位：円）

年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
実施委託料／

拠出委託料 実施 拠出 総額 実施 拠出 総額 実施 拠出 総額 実施 拠出 総額 実施 拠出 総額 重量（t）

ガ
ラ
ス
び
ん

無色 704,782 9,344 714,126 750,030 0 750,030 813,659 0 813,659 925,650 0 925,650 1,145,967 0 1,145,967 236.752

茶色 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0

その他の色 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0

PET ボトル ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 630 0 630 0.084

紙製容器包装 29,327 102 29,429 9,045 27 9,072 15,288 4 15,292 10,168 0 10,168 15,453 0 15,453 1.385

プラスチック製
容器包装 1,057,941 0 1,057,941 1,197,091 0 1,197,091 1,463,900 4,537 1,468,437 2,432,519 0 2,432,519 2,739,244 0 2,739,244 52.383

合計 1,792,050 9,446 1,801,496 1,956,166 27 1,956,193 2,292,847 4,541 2,297,388 3,368,337 0 3,368,337 3,901,294 0 3,901,294 290.604

汚染防⽌と資源循環

外部との協働

伊藤忠商事は、容器包装リサイク
ル法が定める特定事業者に、循
環型社会形成の推進に寄与する
ことを目的として、容器包装の再
商品化のため、毎年容器包装の
自社製造・輸入量等を把握し、
再商品化委託料を公益財団法人
日本容器包装リサイクル協会に
収めています。

容器包装リサイクル法への対応

伊藤忠商事は、一般社団法人日本経済団体連合会の環境・エネルギー関係の委員会である「環境委員会地球環境部会」に参加し、自主行動
計画の推進、温暖化、廃棄物・リサイクル、水を含む環境リスク対策等、経済と両立する環境政策の実現に取組んでいます。また、日本貿易会
の「環境ワーキンググループ」に参加し、脱炭素社会の構築、循環型社会の構築、環境関連法規への対応等に取組んでいます。「環境ワーキン
ググループ」で掲げている目標は右記の通りです。（商社は、業態として産業廃棄物の排出・最終処分量の目標策定になじまないため、参加企
業単体の主なオフィスビルから排出される事業系一般廃棄物を対象として目標を策定しています。）

●		【処分量】2000年度比 82％削減
●		【発生量】2000年度比 62％削減
●		【再資源化率】83％以上

イニシアティブへの参画（財界・業界団体を通じた活動）

国内の事業活動における2025年度の削減目標（商社業界）

伊藤忠商事は、食品廃棄物排出
量、再生利用量等の定期報告を
行い、基準実施率（再生利用等の
実施率目標）に沿って廃棄物の発
生抑制、飼料化等のリサイクル促
進に努めています。

食品リサイクル法への対応 ■ 食品リサイクル率

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

※1	 再生利用等実施率は、農林水産省の定め
る「（発生抑制量＋再生利用量＋熱回収
量×0.95＋減量量）／（発生抑制量＋発
生量）」の計算式にて算出。

※	2024年度目標80.8％

リサイクルしている数量

廃棄物等の発生量（単位：t） 992.8 1,125.8 955.9 939.4 1,944.3

再生利用実施量（単位：t） 744.4 775.5 762.0 854.6 1,747.6

廃棄処分実施量（単位：t） 248.4 350.3 193.9 84.8 196.7

目標（個々の食品関連事業者ごとの再生利用等の実施率の目標） 基準実施率 78.8% 79.8% 80.8% 80.8% 80.8%

リサイクルしているパーセンテージ 再生利用等実施率※1 75.1% 68.9% 81.9% 91.0％ 89.9%

■ 過年度の委託料
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水資源の保全

伊藤忠商事では、水ストレスの高い地域を含む世界各地で展開している様々な
事業において、水資源は事業継続に不可欠な資源であることを強く認識してお
り、環境方針の 5.	水資源の保全・有効活用において「水の効率的な使用やリ
サイクルを通じた水の使用量削減、水の適切な処理に努める。」と定めていま
す。水を持続可能なかたちで利用していくため、企業文化の中で水の持続可能
性に関する意識を高め、ビジネス上の意思決定の判断に水の持続可能性を含
めます。既存事業においては、水利用の包括的な評価を行い、水資源の利用
効率の改善、使用量の削減に取組みます。
当社は、水関連ビジネスを重点分野と位置付け、海水淡水化事業や水処理事
業、2014年から取組んでいるコンセッション事業等、グローバルに展開し、世
界各地の水問題の解決への貢献を目指しています。

伊藤忠商事では、水の使用量削減に関し、目標数値を設定しています。
水資源関連では、水インフラや衛生環境の整備、水・廃棄物の適切な処理及
び有効利用を通じて、衛生環境の向上、経済活動の発展、及び地球環境保全
に寄与します。水・環境事業の拡大を通じ、水の適切な利用・処理及び資源
の有効活用を促進し、環境負荷の低減等に取組みます。
東京本社ビルでは、省資源の取組みとして、業務で用いる水資源の効率的な
利用を、水のリサイクル（中水の製造）を通じて行っており、右表のように目標
値を定め、管理しています。

方針・基本的な考え方

目標・アクションプラン

定性的な目標
項目 バウンダリー 目標 2023年度の実績・評価

投融資案件
リスク評価

伊藤忠
商事

『投資等に関わるESGチェックリスト』内の水関連項目チェックリストで事前
リスク評価を実施。 適切に実施。

グループ会社
訪問調査

伊藤忠
グループ

水資源が特に重要な事業に関わるグループ会社を選定し、水資源環境管
理状況等を訪問調査。

水資源が特に重要な事業に関わるグ
ループ会社との面談を実施。

法規制の遵守 伊藤忠
グループ 国内外の水資源（取水・排水）に関わる法規制への的確な対応。 取水・排水に関わる重大な法規制違反

はなし。

水管理計画の
着実な実行

伊藤忠
グループ

水の管理計画を策定し、取水・排水量、リサイクル量、排水時の水質や温
度を管理すると共に、水資源の有効活用や環境負荷の低減化に取組む。

伊藤忠グループのグループ会社608社
の内、17%にあたる103社が水の管理計
画を策定。

サステナビリティ
調査

バリュー
チェーン

重要サプライヤーに対してアンケート形式のサステナビリティ調査を毎年実
施し、取水・節水・排水管理の取組み状況を確認し、懸念のあるサプライ
ヤーには追加的調査を実施する。

重要サプライヤーからの回答につき再
確認を実施したのは5件。是正依頼件数
は0件。

定量的な目標

区分 バウンダリー 単年目標 2023年度
実績

目標

期限 内容

伊藤忠商事 取水量（上水） 東京本社 総量削減目標
1%/年

2018年度比
14.8%減 2025年3月 2018年度比

6%減

水ストレス地域※ 取水量 水ストレス地域 削減目標
1.5%/年

2019年度比
16.2%増 2025年3月 2019年度比

9%減

※	水ストレス地域での定量目標は、WRI	AqueductにおけるBaseline	Water	Stress項目が「Extremely	High	Risk」に該当する地域に関する目標です。

水ストレス地域（P80）における目標
項目 バウンダリー 目標 2023年度の実績・評価

水ストレス
地域に対する
取組み

投融資案
件リスク
評価

伊藤忠
商事

『投資等に関わるESGチェックリスト』内の水関連項目チェックリス
トで事前リスク評価を実施。
水ストレス地域での飲料・農業・鉱山等の水資源が特に重要な
事業・投資案件では水資源に関する事前リスク評価を実施。

適切に実施。

グループ
会社調査

伊藤忠
グループ

水ストレス地域で事業を行うグループ会社を選定し、水資源管理
状況等を調査。

水ストレス地域に拠点を保有するグルー
プ会社との面談を実施。
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マテリアリティ SDGs
目標 インパクト分類 取組むべき 

課題 事業分野 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

機械カンパニー

気候変動への取組み
（脱炭素社会への寄与）

●	水資源
●	汚染防止と
資源循環

水・衛生イン
フラの整備

水／環境プ
ロジェクト

水・環境事業を通じて、水・廃棄物の適切な処
理、有効利用、衛生環境の向上、経済活動の発
展、及び地球環境保全に寄与します。

水・環境事業の拡大を通じ、水の適切
な利用・処理及び資源の有効活用を
促進、環境負荷を低減。

環境に対する社会要請及びサーキュラーエコノミー促
進に繋がる、高付加価値な水・環境関連事業の推進。

水分野
●	豪州及びオマーンで海水淡水化事業を推進中。

アクションプラン

水資源の保全



水資源の保全

水資源の保全に関する環境・社会リスクを管理するための当社のガバナンス体制とシステムは以
下の通りです。
●	ガバナンス（P48）

伊藤忠商事が取組む事業投資案件については、その案件が社会、環境に与える影響を「投資等に
関わるESGチェックリスト」により事前に評価しており、例えば水資源の使用量・排水量の把握や
事業拠点の水ストレスレベルの確認も含まれています。専門的な知見を必要とする案件については
外部専門機関に事前の調査（環境デューデリジェンス等）を依頼し問題がないことを確認した上で、
投資実行することにしています。

当社は、「安定的な調達・供給」をサステナビリティ上の重要課題の一つと掲げており、各国の需
要に合わせた水資源の有効利用に取組むことで、国際的な水資源問題への対応を進めています。 取扱商品におけるサステナビリティリスク評価

伊藤忠商事は、新たな商品を取扱う際、商品の原材料の調達からその製造、使用並びに廃棄段階
に至るまで、LCA 的分析手法で環境・社会への影響や環境関連法規制の遵守状況、ステークホル
ダーとの関わり等を評価する商品別サステナビリティリスク評価を実施しています。バリューチェー
ン上で著しい水関連リスクがある場合、当該商品を重点管理対象とし、各種規程・手順書・特定
業務要因教育等を策定・実施しています。

サプライヤー向けサステナビリティ調査

サプライヤーの実態を把握するため、高リスク国・取扱商品・取扱金額等一定のガイドラインのも
とに各カンパニー及び該当するグループ会社が重要サプライヤーを選定し、各カンパニーの営業担
当者や海外現地法人及びグループ会社の担当者がサプライヤーを訪問しヒアリングを実施していま
す。また重要サプライヤーに対しては、アンケート形式のサステナビリティ調査も実施しており、取
水・節水・排水への取組み状況を確認しています。必要に応じてサプライヤーに対して是正依頼
を行う継続的改善を行っています。

体制・システム

ガバナンス

新規事業投資案件における水資源保全の評価

伊藤忠グループにおける水資源保全の評価
バリューチェーンにおける水リスクの評価

取水・排水量の経年変化の確認

当社は、環境データの年次収集において全子会社（約 600）の取水・排水量データを収集し、経年
変化を確認しています。前年度からの差異分析を報告する仕組みを構築し、適切な水利用を促して
います。

グループ会社実態調査

グループ会社における環境リスク対策を目的として、地球環境に与える影響・負荷が相対的に高
い会社を対象とした現地訪問調査を2001年より継続的に行っています。グループ会社実態調査で
は、経営層との質疑応答から、工場や倉庫等の施設での河川等への取水・排水状況、環境法規制
の遵守状況等を評価しています。

製造拠点における水リスクの把握

伊藤忠商事では傘下の製造拠点における水ストレスレ
ベルの高い地域を特定するために、WRI（世界資源研究
所）が開発した WRI	Aqueduct ツールを用いて、国内外
全ての製造拠点の水ストレスレベルを定量化し、水スト
レスの高い地域を特定しています。水の供給可能量の
変化、水使用量、規制強化のリスク等を踏まえ、必要な
対策をとっています。

全般的な水のリスク 拠点数

低リスク（<10%） 78

低から中リスク（10-20%） 127

中から高リスク（20-40%） 90

高リスク（40-80%） 8

著しく高リスク（>80%） 7

拠点数合計 310

■  2024年3月時点の当社グループ拠点の 
水リスク分布
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水資源の保全

東京本社ビルでは、水資源を有効利用するためにビルの設計段階から水管理計画を取り入れ、
1980年の竣工時より厨房排水、雨水、湧水、及び洗面並びに給湯室等からの雑排水を原水とする
中水製造設備を設置し、トイレの洗浄水に利用しています。
当社は上水使用量抑制の節水対策を施す等、水資源の有効活用に努めています。例えば、雨量に
よって中水の確保量に毎年変化が生じるため、雨量が少ない場合には水道水の使用量は増える傾
向にあります。このため、トイレ内の洗面台手洗い水シャワー節水器や、トイレ洗浄水の自動節水
器を新たに設置して水道水の節約に努める等、継続的改善を進めています。

水資源有効活用の取組み

事業活動

東京本社ビルにおける水管理計画と水資源有効利用

伊藤忠グループの水資源有効利用

伊藤忠商事は、水資源保全が気候変動等と並ぶ地球規模の課題と認識し、グループ環境方針の重
要課題の 1つとして国内外の事業において水の効率的な使用やリサイクルを通じた水の使用量削
減、水の適切な処理に努めています。例えば、当社グループ会社であるプリマハム株式会社及びそ
のグループ会社では、ISO14001認証事業所における重点取組み事項の 1つとして「工場の水使用
量（井戸水、上水道）の削減」を掲げ、水の使用量原単位（水使用量／生産数量）の削減活動・進
捗管理を行っており、実績値については 2020年度 15.3m3/トン、2021年度 14.8m3/トン、2022年
度 14.8m3/トンとなりました。
●	プリマハム	ESG データブック	2021（https://www.primaham.co.jp/ir/library/attaches/pdf/prima_esgdatabook2021_b.pdf） PDF

●		プリマハム	おもな環境目標と実績（2021 年度） 
（https://www.primaham.co.jp/sustainability/assets/images/pdf/omonakankyoumokuhyoutojisseki.pdf） PDF

●		プリマハム	おもな環境目標と実績（2022 年度） 
（https://www.primaham.co.jp/sustainability/assets/images/pdf/kankyomokuhyo_data2023.pdf） PDF
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水関連事業

伊藤忠商事は水関連ビジネスを重点分野と位置付け、世界各地で水問題の解決に貢献するべく、
海水淡水化事業や水処理事業、水道コンセッション事業等をグローバルに展開しています。

事業 取組み内容

海水淡水化事業

豪州ヴィクトリア州における海水淡水化事業に出資参画。本設備はヴィクトリア州メルボルン市の
水需要の約30%を満たすことが可能で、2012年からメルボルン市への水の安定供給を支える事業
です。

オマーン政府傘下のオマーン電力・水公社が同国北部のバルカにて推進する日量281,000m3の海
水淡水化事業に、筆頭株主として出資参画。

海水淡水化プラント及び
浸透膜の製造・販売

サウジアラビアにて、1970年代より多数の海水淡水化プラントを納入。
2010年8月には、同国のACWA	Holding、東洋紡と海水淡水化用逆浸透膜エレメントを製造・販売
する合弁会社Arabian	Japanese	Membrane	Company,	LLCを設立。

■ 水関連事業一覧
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https://www.primaham.co.jp/sustainability/assets/images/pdf/kankyomokuhyo_data2023.pdf


水資源の保全

水に関連する環境保全コスト

環境会計にて開示している環境保全コスト（P113）のうち、水に関連するコスト（2023年度）は以
下の通りです。

水質汚濁防止のためのコスト：排水処理費、中水製造費、監視測定費及び管理人件費 10,275千円

水リスク回避のための研究開発費：東京大学大気海洋研究所気候システム研究系への寄付 500千円

外部との協働

一般社団法人日本経済団体連合会 環境委員会地球環境部会

日本貿易会 環境ワーキンググループ

CDP（水セキュリティ）への参加

伊藤忠商事は、一般社団法人日本経済団体連合会の環境・エネルギー関係の委員会である「環境
委員会地球環境部会」に参加し、自主行動計画の推進、温暖化、廃棄物・リサイクル、水を含む環
境リスク対策等、経済と両立する環境政策の実現に取組んでいます。

伊藤忠商事は、日本貿易会の「環境ワーキンググループ」に参加し、他の商社・貿易企業と共に、
脱炭素社会の構築、循環型社会の構築、環境関連法規への対応等に取組んでいます。

●	イニシアティブへの参加（P40）

取組み例
■ 命をつなぐ飲用水を安定供給

－オマーン最大の海水淡水化事業－
今後、年間約 6% 成長すると予測される中東
オマーンの水需要。人口増加や都市化と共
に、飲料水不⾜が課題となっています。2016
年 3月、当社が参画するBarka	Desalination	
Company は同国における水の安定供給に向
けて、北部バルカでの日量 281,000m3の海水
淡水化事業契約を締結しました。同プロジェ
クトは、深刻な水ストレス地域であるバルカ地
域への生活用水を提供するためのオマーン政
府との官民連携型事業であり、逆浸透膜（RO
膜）方式の海水淡水化設備と周辺設備の建設及び20年間にわたる運営を行います。設備は 2018
年 6月に商業運転を開始、総事業費約 300百万ドルのオマーン最大の海水淡水化事業です。2022
年 2月にはマスカット証券取引所に上場を実現しました。
世界的な人口の増加や経済成長、地球温暖化等に起因する水需要の増加を受けて、当社は水ビジ
ネスを重点分野として位置付け、海水淡水化や上下水事業等の拡大に取組んでいます。今後も世
界各地域において水資源の有効活用に寄与する事業を推進していきます。

オマーン海水淡水化プラントの航空写真
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自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示）

自然資本・生物多様性に関する方針・基本的な考え方

伊藤忠商事は原料等の川上から川下まで事業投資やトレードをグローバルに展開しており、人々に便益
をもたらす、植物、動物、空気、水、土壌、鉱物等の再生可能及び非再生可能な自然資本の恵みに大きく
依存し、またこれらに負の影響を与える可能性があります。
当社は、自然資本・生物多様性を含む地球環境問題を経営の最重要課題の一つとして捉え、企業理念「三

方よし」を実現すべく、伊藤忠グループ環境方針に示す生物多様性の保全を推進するため、後述の生物
多様性方針を定め、持続可能な社会の実現に貢献していきます。また、地域の社会貢献活動の一環とし
ての事業関連地域における取組みも行っていきます。

生物多様性方針

1. 生物多様性に配慮した環境経営

事業活動が生物多様性の恩恵に依存していることや、生態系
に影響を及ぼす可能性のあることを認識して、自然共生社会
構築のために、相互に関連する気候変動対策・資源循環対
策・生物多様性保全などの幅広い環境活動が事業活動の中
に取り込まれた環境経営を推進する。

2. 事業と生物多様性との関わりの把握、影響の低減

グローバルな視点で、グループ企業はもとよりグループ全体
における事業活動と生物多様性との関わりを把握し、生物多
様性への影響のネットポジティブ化を目指して、事業活動が
生物多様性に与える影響の回避と最⼩化に努めるとともに
生態系の回復を推進する。
木材・天然ゴム・パーム油等の森林に関連するコモディティ
に関して、自然林と森林資源保護に関する調達方針を定め、
法律等で指定された保護地域からの産出による森林破壊ゼ
ロを確認するための情報収集を推進する。

3. 国際的な条約と各国の国内法の遵守

生物多様性条約等の生物多様性に関する国際的な条約、及
び関連する各国の国内法を遵守し、生物多様性の保全を推
進する。
ワシントン条約（CITES）※等で指定されている絶滅危惧種に
関し、事業活動でこれらの取引に加担しないだけでなく、事
業活動地域における絶滅危惧種保護の社会貢献活動を推進
する。

4. パートナーシップの強化と地域の生態系保全

業界団体、サプライチェーン、NGO、国際機関などと連携し、
生物多様性に関する認識の共有を図り、生物多様性保全の
取組みを、より実効あるものにする。
事業活動地域の生物多様性保全に配慮するとともに、地域
の豊かで安全な暮らしの実現に貢献するため、行政機関のみ
ならず、地域住民、NGO などステークホルダーとともに自然
資本を活かした地域の創生の視点から生物多様性保全を推
進する。

5. 情報共有と発信の強化

啓発活動などにより、社員はもとより事業活動地域の地域住
民における生物多様性についての理解を促進する。
取組内容、目標と達成状況を継続的に開示することにより、
社会全体の生物多様性への意識向上に貢献する。
※	絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（Convention	on	

International	Trade	in	Endangered	Species	of	Wild	Fauna	and	Flora）

代表取締役	副社長執行役員	CAO　小林 文彦
2022年 4月制定
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ガバナンス

自然関連課題におけるガバナンス

伊藤忠商事は、自然資本・生物多様性を含むサステナビリティ課題への対応を重要な経営課題の
一つと認識し、自然関連リスクと機会への対応方針やリスク・機会を考慮した年度予算・事業計
画等の重要事項につき取締役会で審議・決定していきます。
自然資本・生物多様性を含むサステナビリティ関連事項に対応するための各種施策の立案・
実施に関する総括管理責任はサステナビリティ委員会に付与されています。当社 CAO（Chief	
Administrative	Officer）は、自然関連課題に責任を持つ取締役であると同時に、執行レベルでは
HMC（Headquarters	Management	Committee）のメンバーであり、サステナビリティ委員会の委
員長を兼務しています。サステナビリティ委員会での審議・決定事項は、サステナビリティ推進の主
たる活動状況と共に、CAO から年 2回程度取締役会に報告されます。これにより、取締役会がサス
テナビリティ委員会での審議・決定事項も考慮した上で、環境・社会リスク及び機会に対応する事
業戦略・投資戦略の推進の監督（戦略の見直し・資産入替え判断を含む）を適切に行える体制と
しています。また執行レベルでは、サステナビリティ委員会に ESG 責任者を兼任する各カンパニー
及び職能部署のマネジメントもコアメンバーとして参加し、サステナビリティ推進部と各カンパニー
及び職能部署の ESG 推進担当から自然資本・生物多様性関連事項について報告を受け、各種施
策・取組みの進捗管理・モニタリングを行っています。
また、サステナビリティ委員長及び各カンパニー・職能部署のマネジメント（ESG 責任者）は、年 1
回外部専門家との対話「サステナビリティアドバイザリーボード」を行い、当社に対する社会の期待
や要請も把握した上で環境施策を推進していきます。
●	当社のサステナビリティに関するガバナンス体制（P15）

自然関連の人権とステークホルダーエンゲージメント

伊藤忠グループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、「伊藤忠グループ人権方
針」を定めています。本方針では伊藤忠グループの人権尊重の考え方を具体的に表明しており、人
権デューデリジェンスの実施や潜在的に影響を受けるグループやステークホルダーとの対話・協議
等について宣言しています。

また、伊藤忠グループが事業活動を行う国・地域の法律や「先住民の権利に関する国際連合宣言」、
「国際労働機関（ILO）第 169号条約」等の国際的な取決めに定められた先住民の権利を尊重、配
慮することを明確にした「先住民の権利の尊重」を個別方針として策定しています。新規の事業投
資案件の検討にあたっては、当該事業が先住民の権利に及ぼす影響について事前のチェックを励
行しており、事業開始後も定期的に人権デューデリジェンスを実施しています。自然資本への依存
度の高い食品関連事業（食料カンパニー）、繊維関連事業（繊維カンパニー）､ 物資・資材関連事業

（住生活カンパニー）及び影響度が高い金属関連事業（金属カンパニー）においては、2019年度か
ら2023年度までに人権デューデリジェンスを実施し、「地域社会・住民への影響」についても調査
対象の人権リスク指標としました。
●	人権（P141）

自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示）

リスクと影響の管理

伊藤忠商事では、各国・各事業拠点の自然資本・生物多様性の変化が事業に与えるリスクを監視
しています。グループ全体でのリスク分析において、特定された自然関連リスクは、主要なリスクの
1つ（環境・社会リスク）として管理対象となります。また、特定された自然関連リスクは投資判断
プロセス時に検討・評価し、それぞれのリスク管理責任部署において連結ベースでリスクの特定・
評価・情報管理・モニタリング体制を構築しています。
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自然関連リスクの特定・評価

伊藤忠商事は、リスク管理を経営の重要課題と認識し、COSO-ERMフレームワークの考え方を参
考に、伊藤忠グループにおけるリスクマネジメントの基本方針を定め、必要なリスク管理体制及び
手法を整備しています。伊藤忠グループの環境方針で示されている通り、当社は環境保全に関わる
法規制の情報収集を行い、その遵守に努めています。また、ISO14001に基づく環境マネジメントシ
ステム（EMS）を導入し、事業活動が環境・社会に与え得る影響を認識しています。グループ会社
についても、実態の把握に努めています。
例えば、水については製造拠点における水リスクの把握・評価をWRI（世界資源研究所）が開発し
た WRI	Aqueduct ツールを用いて実施しています。その他の自然関連リスクについても、後述の国
際機関が定めた枠組みに則った特定・評価を定期的に実施しています。
●	伊藤忠グループのリスクマネジメント（P213）



自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示）

伊藤忠商事は自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）によるTNFDフォーラムに参画してい
ます。2022年度は、TNFD ベータ版フレームワークを参考に、当社グループの事業についてトライ
アルでの一次評価を独自に実施しました。

全社的なポートフォリオ分析

事業単位とプロセスの
対応付け

●	データソース「ENCORE」を活用
し、分析に必要な情報を準備

Phase 1

依存度・影響度の
評価方法検討

●	評価アプローチの詳細を検討。

Phase 2

依存度・影響度マッピング＆
定性的解釈

●	事業ごとに依存度・影響度をマッ
ピング。

●	上記マッピングの裏付けとなる
定性的情報の整理。

Phase 3

自然関連リスクの管理・全社リスクマネジメントシステムへの統合

伊藤忠商事は、その広範にわたる事業の性質上、市場リスク・信用リスク・投資リスクを始め、様々
なリスクにさらされています。これらのリスクに対処するため、各種の社内委員会や責任部署を設
置すると共に、各種管理規則、投資基準、リスク限度額・取引限度額の設定や報告・監視体制の
整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、リスクを全社的に統合管理しています。
自然関連リスクは、主要なリスクの 1つ（環境・社会リスク）としてグループリスク管理の対象とし
ており、下表の各事業段階で、当社の広い事業活動（事業投資・商品トレード・物流・グループ会
社／サプライチェーン経営戦略とポートフォリオ構築等）の評価手法に組み込まれています。

事業段階ごとの自然関連リスクマネジメント・評価手法

事業段階 評価手法

事業開始 ●	新規投資案件の自然関連リスクを含む環境・社会リスク評価

事業運営

●	取扱商品の環境リスク評価（サプライチェーン全体でLCA評価）
●	グループ会社の環境実態調査（1年に2、3社）
●	サプライチェーン・サステナビリティ調査（取引先）
●	ISO14001に基づく内部環境監査（伊藤忠商事、対象グループ会社3社）

事業戦略の見直し ●	事業戦略・資産入替えの検討

自然関連リスク管理体制

事業開始段階（新規事業投資案件における生物多様性の影響評価）

伊藤忠商事が取組む事業投資案件については、その案件が環境・社会に与える影響を「投資等に
関わるESG チェックリスト」により事前に評価しており、例えばこれには生態系への影響や、資源
の枯渇等の自然環境・生物多様性への影響有無の把握も含まれています。影響が認められる場合
はリスクを分析し、必要に応じて外部の専門機関に追加のデューデリジェンスを依頼する等、問題
がないことを確認した上で、投資を実行しています。

事業運営段階（バリューチェーンにおける生物多様性の影響評価）
■ 取扱商品におけるサステナビリティリスク評価
伊藤忠商事は、新たな商品を取扱う際、商品の原材料の調達からその製造、使用並びに廃棄段階
に至るまで、LCA 的分析手法で環境・社会への影響や環境関連法規制の遵守状況、ステークホル
ダーとの関わり等を評価する商品別サステナビリティリスク評価を実施しています。バリューチェー
ン上で著しい自然関連リスクがある場合、当該商品を重点管理対象とし、各種規程・手順書・特
定業務要因教育等を策定・実施しています。

■ サプライヤー向けサステナビリティ調査
サプライヤーの実態を把握するため、高リスク国・取扱商品・取扱金額等一定のガイドラインのも
とに各カンパニー及び該当するグループ会社が重要サプライヤーを選定し、各カンパニーの営業担
当者や海外現地法人及びグループ会社の担当者がサプライヤーを訪問しヒアリングを実施していま
す。また重要サプライヤーに対しては、アンケート形式のサステナビリティ調査も実施しており、生
物多様性を含む自然資本への取組み状況を確認しています。必要に応じてサプライヤーに対して
是正依頼を行う継続的改善を行っています。
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自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示）

伊藤忠商事は、ENCORE を活用した自然資本への影響評価の妥当性を検証するため、TNFD が提
唱する自然資本に関する課題を統合的に評価するLEAP アプローチを活用して、影響度が高い事
業を対象にトライアルで⼆次評価を行いました。

影響度の高い事業における取組み

※	破線はENCORE全プロセスの依存度、影響度の平均

■  金属資源事業のバリューチェーンごとの依存度・影響度の内訳

影
響
度
ス
コ
ア

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

依存度スコア

使用

加工

採掘

輸送

金属資源

使用

加工

採掘

輸送

金属資源

■ 依存度と影響度マッピング 取組み

Locate
●	分析を行うスコープを決定の上、自社事業とバリューチェーンの活動地域を特定し、生物多様性や水
リスクの観点から影響を受けやすい優先地域を特定する。

Evaluate
●	影響を受けやすい優先地域における自然資本への依存と影響を特定する。
●	重要な依存・影響について大きさと規模を評価するために、生態系サービス、インパクトドライバー、
及び関連する自然資本を評価する。

Assess
●	依存と影響の状況を踏まえて短・中・長期的なリスク・機会を評価する。
●	現在のリスク管理状況を確認し、追加的に必要なリスク対応策を検討する。

Prepare
●	重要な自然関連リスクと機会に関する評価を経営層に対してインプットし、戦略と資源配分、目標設定
を検討。

●	TNFD提言に沿って開示。

■ LEAPアプローチの概要
●		自然関連問題の特定・評価のためのガイダンス：LEAP アプローチ 
（https://tnfd.global/wp-content/uploads/2023/08/Guidance_on_the_identification_and_assessment_of_nature-related-issues_The_
TNFD_LEAP_approach_v1.pdf）PDF 			をもとに伊藤忠商事が整理
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その結果を、縦軸：影響度、横軸：
依存度として整理したところ、右図
のような「依存度・影響度マッピン
グ」となりました。

具体的には、国連環境計画等が開発した自然資
本影響評価ツール（ENCORE）を用いて、当社事
業の上流下流も含めたバリューチェーン上で行わ
れている活動工程をENCORE が定めたプロセス
別に仕分けしました。その上で、類似したプロセ
スを持つ事業ごとに集約し、28のグループを作り
ました。28グループ別に、当社のバリューチェー
ンにおける事業の関与度合い等も考慮しながら
依存度・影響度それぞれのスコアを算出し、依
存度については、各事業における自然資本への
依存度を6段階で評価し、依存度スコアを総計
しました。影響度についても同様に5段階で評価
し、影響度スコアを総計しました。例えば、金属
資源事業の評価は、以下のような要素に分解が
可能であり、これら各事業プロセスの評価得点の
平均値が本分析結果として表れています。
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https://tnfd.global/wp-content/uploads/2023/08/Guidance_on_the_identification_and_assessment_of_nature-related-issues_The_TNFD_LEAP_approach_v1.pdf
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当社では、ENCORE を活用した全社ポートフォリオを対象としたトライアル一次評価において自然
資本への影響度が最も大きいとされた金属資源事業のうち、特に影響度スコアの高い採掘プロセ
スについて、当該事業の自然資本への依存や影響について分析しました。
まず、Locate（発見する）分析では、TNFD	LEAPアプローチガイダンスで示されている影響を受け
やすい地域に関する5つの定義とそれらの基準を整理したデータベースの指標※ 2に従い、生態学
的に影響を受けやすい拠点を特定しました。また、事業の重要性を勘案の上、いくつかの拠点につ
いて、IUCN	Global	Ecosystem	TypologyとGlobal	Map	of	Ecoregionsを用いて、関連するバイオー
ムや生態系の情報も特定し、自然資本への依存と影響についてEvaluate（診断する）分析を実施し
ました。なお、分析においては、TNFD の鉱業セクターガイダンスや現地の環境アセスメントの報告
書を調査することで依存・影響の測定結果の精緻化に努めました。その結果、同事業の採掘プロ
セスについて、上記のトライアル一次評価で示唆された通り、自然資本への影響の程度が大きいこ
とが確認されました。
ENCORE を活用した評価の妥当性が確認されたため、当社は本トライアルを通じて得た知見を踏
まえ、自然資本に関わる事業評価と対応を更に検討していきます。
※1			TNFDにより開発された、Locate（発見する）、Evaluate（診断する）、Assess（評価する）、Prepare（準備する）という4つのステップで構成され

た対象事業の自然関連課題を明確にする手法
※2			使用したデータベース：WWF	Biodiversity	Risk	Filter、WWF	Water	Risk	Filter、STAR、Biodiversity	Intactness	Index、Ecoregion	Intactness	

Index、Critical	Natural	Asset	layers、IBAT

閉山における生物多様性への配慮

今回分析の対象とした金属資源事業について、当社では鉱山の自然関連のリスク管理・低減活動
として、閉山における取組を実施しています。
当社は鉱物資源の開発事業において、国際的な基準※に基づき環境・衛生・安全（EHS）ガイドラ
インを定めており、その中で閉山における生物多様性への配慮についても規定しています。閉山計
画は物理的な原状復帰だけでなく、特にステークホルダーと連携して地域の社会経済と環境に配
慮し、地域に対する影響を最⼩化、利益を最大化できるように閉山計画を設計します。そのために
は資金準備、操業に際して建設した水路等の安全確保、使用した化学品等の残留防止、生態系保
全、といった対策が必要です。将来の閉山に向けてパートナーと協業し、資源国で定められている
環境影響評価や閉山計画の策定を適切に行い、毎年の EHSチェックリスト作業の実施を通じて状
況を確認する体制を整備しています。
※	国際金融公社（IFC）のEHSガイドライン

自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示）

回避
Avoid

マイナスの影響を未然に防ぐ、完全に排除する
例：サステナブルな代替原料、包装資材の採用

軽減
Reduce

完全に除去できない負の影響を最⼩化する
例：廃棄物や汚染物質排出の低減

復元
Restore

生態系の健全性、完全性、持続可能性に関して、生態系の回復を開始または促進する
例：事業活動上、改変した土地の土壌の改善や植林

再生
Regenerate

土地／海洋／淡水の利用の範囲内で計画した行動をとり、そこの生態系や構成要素の機能や生産性を
高める
例：絶滅危惧種の保護

変革的行動
Transform

バリューチェーンの内外において必要とされる体系的な変化に組織が対応し貢献するために行動を変革
する
例：販売や製造モデルの開発、イニシアティブへの参加

■ ミティゲーション・ヒエラルキーの概要
●		Science	Based	Targets	Network ウェブサイト（https://sciencebasedtargetsnetwork.org/companies/take-action/act/）及び TNFD による提
言（https://tnfd.global/wp-content/uploads/2024/02/%E8%87%AA%E7%84%B6%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%B2%A1%E5%8B%99%
E6%83%85%E5%A0%B1%E9%96%8B%E7%A4%BA-%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E
3%82%B9%E3%81%AE%E6%8F%90%E8%A8%80_2023.pdf） PDF 		をもとに伊藤忠商事が整理

※	事業による自然資本への負の影響を抑えるためのツール。生物多様性へのリスク（野生生物の生息地の消失等）や、地域社会への影響（健康に影
響を与えうる汚染物質の放出）を予測、回避あるいは最⼩限に留め、万が一生じてしまった負の影響は極力回復させるというアプローチを示し
たもの。
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伊藤忠商事における自然資本への依存度が高い事業は、森林コモディティ（食料、木材、天然ゴム、
パーム油等）の調達、製造、加工、流通です。これらの事業の持続可能性を高めるため、商品ごとに調
達方針を定め、トレーサビリティにより調達地域を特定できる国際的な第三者認証品の調達等に努め
ています。
●	商品ごとの調達方針（P169）

上記の結果、当社では自然関連リスク低減のために、SBT	for	Nature が最優先で取り組むべきとす
る「回避」や「軽減」に関わるアクションを積極的に実施できていることがわかりました。今後も当
社では、ネイチャーポジティブの実現に向け、AR3T のアクションを更に推進していきます。

当社では SBTN が SBTs	for	Nature（自然に関する科学に基づく目標設定）ガイダンスにて発表した
AR3T アクション・フレームワークのミティゲーション・ヒエラルキー※の枠組みを使用し、自然資
本への依存度の高い事業における取組みを回避、軽減、復元・再生、変革的行動の 4つに分類し
て整理しました。

依存度の高い事業における取組み

https://sciencebasedtargetsnetwork.org/companies/take-action/act/
https://tnfd.global/wp-content/uploads/2024/02/%E8%87%AA%E7%84%B6%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%B2%A1%E5%8B%99%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%96%8B%E7%A4%BA-%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%8F%90%E8%A8%80_2023.pdf


自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示）

マングローブ再生事業始動

産学官連携で企画したツアーにて社員等が植林

育てた苗を植える⼩学生

世界遺産の島、奄美大島・宇検村とのマングローブ植林プロジェクト

奄美大島南西部の宇検村では、多様な生物が息づく豊かでかけがえのないふるさとの自然を、子ど
もたちが誇りを持って守り育てていく取組みとして、地元の⼩学生が育てたメヒルギ※ 1の苗を使った
植林活動を2014年から行ってきました。伊藤忠商事はその趣旨に賛同し、ネイチャーポジティブ※ 2

への貢献やブルーカーボンクレジットの創出を視野に2021年より植林活動を支援しています。2023
年には宇検村・上智大学・日本航空株式会社と、宇検村における環境保全・地域振興に関する産
学官連携協定を締結し、当社は植林と環境学習への協力を通じて貢献しています。
※1		メヒルギ：日本では鹿児島県と沖縄県に自然分布するマングローブ林を形成する植物の一種。
※2		ネイチャーポジティブ：自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる、という概念。

伊藤忠商事は、ステークホルダーと共同して、絶滅のおそれのある野生生物の保全活動を実施して
います。

事業関連地域における取組み

※	https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2018/181213.html
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■ AR3Tアクション・フレームワークに沿った取組みの整理結果

大分類 コモディティ 具体的取組み

森林資源

木材（P170）
回避

●	認証材、または高度な管理が確認できる材の取扱い比率は
100%

変革 ●	NGOとのエンゲージメントの実施

天然ゴム（P172） 変革
●	GPSNR（持続可能な天然ゴムのための新たなグローバルプ
ラットフォーム）に設立メンバーとして参画、プラットフォーム
の基準の策定と、その運用に協力

パーム油（P173）

回避 ●	ミルレベルまでのトレーサビリティ100%を達成

変革
●	「パームオイルのための円卓会議（RSPO）」に加盟し、取組み
を推進

バイオマス燃料
（P174）

回避
●	PEFC認証、FSC認証等の第三者認証制度に則り合法性証明
を取得した木質バイオマス燃料を調達

食品

カカオ豆・コーヒー豆
（P175）

回避
●	カカオ豆のトレーサビリティ強化
●	サステナブル認証のコーヒー豆の取扱強化

変革
●	生産性向上のための農業技術の供与といった⼩規模農家の
技術支援を実施

乳製品（P176） 軽減
●	ニュージーランドでは定期的に放牧地を変えながら乳牛を飼
育することで生態系の劣化を軽減

食肉（P177） 回避
●	全ての食肉のサプライヤーで100%、生産段階までトレース
バックができる仕組みを構築

水産物（P178）

回避
●	MSC（Marine	Stewardship	Council）における流通業者の認
証、CoC（Chain	of	Custody	Certificate）認証を取得

変革
●	MSC認証が限定的である鰹鮪類について、漁業者に対する働
きかけを実施

青果物 ※ 軽減 ●	Dole事業におけるクリーンエネルギーの使用

繊維原料
コットン（P179） 回避

●	インドのオーガニックコットン調達ではGOTS認証を取得して
おり、100%トレーサブル

環境配慮型素材
（P179）

軽減
●	循環型経済の実現を目指す「RENU®」プロジェクトを始動さ
せ、再生ポリエステルの展開を開始

アパレル アウトドアアパレル
（P91）

復元・
再生

●	チャリティーグッズを企画・販売し、その売上の一部を熱帯雨
林回復のための土地購入資金やボルネオ象の保護に活用

https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2018/181213.html


マングローブの生育域外保全プロジェクト

伊藤忠商事は、奄美大島・宇検村でのメヒルギの生育域内保全に加え、国立科学博物館筑波実験
植物園との協働により、生育域外保全を開始しました。これは、2022年に当社東京本社の近隣⼩
学校・港区立青山⼩学校の全児童が胎生種子から育てることを当社が支援し、その苗を寄贈した
ものです。

滋賀県、滋賀県立琵琶湖博物館との希少淡水魚 協働保全プロジェクト

伊藤忠商事は、創業地の環境保全を目的とし
て、滋賀県及び滋賀県立琵琶湖博物館と協働
で、絶滅危惧種であるアユモドキ保全プロジェ
クトを2022年より開始しました。琵琶湖は、
世界で 20程しかない古代湖の一つで、1,700
種以上の動植物が生息し、60種を超える固有
種も存在します。水鳥の重要な飛来地でもあ
り、ラムサール条約による登録湿地です。
琵琶湖博物館では、絶滅のおそれがあるアユ
モドキ等の希少淡水魚の継代飼育を実施して
います。現在、琵琶湖博物館に設置されている保護増殖センターや水族展示内の飼育設備では約
35種類の日本産淡水魚類について飼育下での繁殖・系統保存が行われており、その中には、すで
に生息地では絶滅した可能性のある個体群もいます。これらを絶やさず残し続けていくことは、国
内における希少淡水魚の生息域外保全となり、将来の野生復帰を見据えた重要な取組みです。

筑波実験植物園の栽培圃場での生育域外保全 筑波実験植物園水生植物温室での展示

琵琶湖博物館内の淡水魚飼育室での調査

自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示）
自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示）

アマゾンの生物多様性保全プログラムを支援

ブラジルは、伊藤忠商事が 1957年に進出して以来森林資源・鉱山資源事業を中心に様々な分野
での事業を展開しており、アマゾンを始めとするブラジルの豊富な水資源・生物資源より様々な恩
恵をうけています。当社は、2016年度より環境・生物多様性保全を目的とし、京都大学野生動物
研究センターがブラジルの国立アマゾン研究所と進めるアマゾンの熱帯林における生物多様性保
全プログラム「フィールドミュージアム構想」及び研究施設「フィールドステーション」の建設に関す
る支援を通して、危急種であるアマゾンマナティーを救う活動を行いました。本プロジェクトは、日
本の国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）と独立行政法人国際協力機構（JICA）が共同実
施する、地球規模課題解決と将来的な社会実装に向けた日本と開発途上国の共同研究「SATREPS

（サトレップス）プロジェクト」の一つにもなっています。伊藤忠商事の支援により、2016年度から
の 3年間のプロジェクト期間で、9頭以上のマナティーの野生復帰と20頭以上の半野生復帰を目
指し、実際には 27頭の野生復帰と31頭の半野生復帰を果たし、また地域の住民 100人以上に学
びの機会を提供することができました。
●	アマゾンの生態系保全プログラム支援（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/social/amazon/index.html）

アマゾンの熱帯雨林は世界最大で、地球上の酸素の1／3
を供給するといわれている

「マナティー里帰りプロジェクト」のロゴ

完成したフィールドステーション 危急種のアマゾンマナティー
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絶滅危惧種アオウミガメ保全プロジェクト

伊藤忠商事は、生物多様性の保全を目的として、環境省レッドデータブックにて絶滅危惧種に指定
されているアオウミガメの保全活動を認定 NPO 法人エバーラスティング・ネイチャー（ELNA）を
通じて支援しています。ELNA は、アジア地域の海洋生物及びそれらを取り巻く海洋環境を保全し
ていくことを目的に 1999年に設立され、神奈川県より認定 NPO 法人の認定を受けている団体で
す。ELNA の 24時間体制での保全活動により、⼩笠原諸島のアオウミガメの数は、増減を繰り返し
ながらも増加傾向にあります。
また、父島に滞在して保全活動をするボランティアが滞在するための宿泊場所が老朽化していたた
め、住環境や利便性が向上した新しい宿泊施設の建設を支援し、2020年 5月にユニットハウスが
完成しました。
●	ELNA　絶滅危惧種アオウミガメ保全活動報告（https://www.elna.or.jp/rep-support-itochu2023/）

絶滅危惧種アオウミガメ（⼩笠原諸島にて撮影）

ボランティア滞在用のユニットハウスを寄贈

従業員が保全活動に参加

自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示）
自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示）

ボルネオ島の熱帯林再生及び生態系保全活動

ボルネオ島はマレーシア、インドネシア、ブルネイの三カ国にまたがる熱帯林地域で、面積は日本
の約 2倍、世界でも3番目に大きな島です。生物多様性の宝庫といわれるボルネオ島も開発が進
み、自然再生力だけでは生態系保全ができない程、傷ついた熱帯林も出てきました。伊藤忠グルー
プが 2009年から支援を続けている森林再生地のボルネオ島北東部のマレーシア国サバ州北ウル
セガマでは、世界的な自然保護団体であるWWF が現地サバ州森林局と連携し、約 2,400ヘクター
ルの森林再生活動を行っています。伊藤忠グループはそのうちの 967ヘクタールの再生を支援し、
2014年に植林作業が完了し、維持・管理作業を含む全ての現地作業は 2016年 1月に完了しまし
た。これは一般企業の植林活動支援としては最大規模の面積となります。当地は、絶滅危惧種であ
るオランウータンの生息地でもあり、森林再生はこのオランウータンを保護するのみならず、ここに
生息する多くの生物を守ることにも繋がります。
●	ボルネオ島での熱帯林再生及び生態系の保全プログラム（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/social/150_anniversary/borneo/index.html）

ツアー参加者による植林 絶滅危惧種のオランウータン
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ハンティング・ワールドのボルネオ支援活動

伊藤忠商事が展開するラグジュアリーブランド「ハンティング・ワールド」は、1965年のブランド創
設以来、「牙のない仔象」をモチーフとしたロゴマークを使用しています。これは自由と蘇生のシン
ボルであると同時に、絶滅危惧種の保護という未来を見据えた課題をも意味しており、創設者の
自然への愛と敬意が込められています。そして、創設者が掲げた「自然との共生」実現のために、
2008年よりNPO法人ボルネオ保全トラスト（BCT）が進める生物多様性保全活動を支援しています。
同社では、チャリティーグッズを企画・販売し、その売上の 1% をBCT に提供することで、「緑の回
廊プロジェクト」※ 1のための土地購入資金やプランテーションに迷い込んだボルネオ象の保護のた
めの費用に役立てています。2011年秋には、支援金によって「緑の回廊プロジェクト」区域内に土
地を単独で取得し、「ハンティング・ワールド共生の森 1号地」が誕生。更に支援活動を継続し、現
在では「ハンティング・ワールド共生の森	4号地」まで取得しました。2019年からは BCT をサポー
トしているBCT ジャパンが推進する「恩返しプロジェクト」※ 2のサポートをスタート。怪我等をした
ボルネオ象を保護・一時飼育するための施設「ボルネオ	エレファント	サンクチュアリ」の設立や、保
護されたボルネオ象の命をつなぐための食糧費等にも役立てられています。
※1			緑の回廊プロジェクト：森林保護区や保護林の間の土地を買い戻す等して、分断された森林をつなぎ、野生動物の移動経路を作ることで、生

物多様性を保全する活動
※2			恩返しプロジェクト：生きる場所を失ったボルネオ象を保護・一時飼育する活動

絶滅危惧種のボルネオ象を保護する様子 ボルネオ	エレファント	サンクチュアリの施設

自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示）

伊藤忠商事は、サプライチェーンを含む事業の取扱商品における製品認証とトレーサビリティによ
る生物多様性保全と、事業に密接に関連している地域での生物多様性保全に資する社会貢献活動
を実施しています。当社は森林資源（木材、木材製品、製紙用原料及び紙製品、天然ゴム、パーム
油）・乳製品・食肉・水産物・繊維原料を生物多様性に関わる重要な取扱商品と捉えており、そ
れらに関する情報開示と目標設定に努めています。

指標と目標

事業活動における目標

区分・方向性 目標 2023年度の実績 SDGs

生物多様性の保全
伊藤忠商事の取扱商品
と実施するプロジェクト
のサプライチェーンでの
生物多様性保全へのイ
ンパクトを減らす

2025年までに、自然関連リスクが高いと
考えられる投資案件（水力・鉱山・船舶等）
全てにおいて、自然資本・生物多様性に
重点を置いたESGリスク評価を再度実施
し、必要な場合は改善計画を実施する。

●	ESGチェックリストを改訂し、新規事業
投資における自然関連リスクの状況を
把握するスキームを構築。

●	TNFDフォーラムへ参画し、自然関連リ
スク・機会の分析を行うためのツール
の使用を開始。

生物の多様性の構成要
素の持続可能な利用
森林・水産・農産物等
の資源を、将来にわたっ
て安定して生産・供給
していくために、資源の
持続的な利用を強化す
る取組みを実施していく

●	木材、木材製品、製紙用原料及び紙製
品：認証材、または高度な管理が確
認できる材の取扱比率を2025年までに
100%とする。

●	パーム油：2030年までに当社が調達す
る全パーム油を持続可能なパーム油※1

に切り替える。特にNDPE原則※2に基づ
く調達の実現を目指す。

●	コーヒー豆：2030年までに当社が調達
するコーヒー豆の50%をサステナブル認
証を取得したコーヒー豆とする。

●	当社取扱水産原料：MSC※3／CoC※4原
料取扱量を、5年以内に15,000t/年を目
指す。

●	認証材、または高度な管理が確認で
きる材の取扱比率は、パルプ・木材で
100%、チップで100%。

●	パーム油は2023年度のミルレベルまで
のトレーサビリティは100%。

●	コーヒー豆の調達に占めるサステナブ
ル・コーヒー豆の比率は2023年度実績
37%。

●	水産原料に占めるMSC/CoC数量は
2023年度10,000t。

※1			持続可能なパーム油：RSPO及びこれに準ずる基準に応じたサプライチェーンから供給されるパーム油
※2			NDPE（No	Deforestation,	No	Peat,	No	Exploitation）：森林破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、搾取ゼロ
※3			MSC（Marine	Stewardship	Council、海洋管理協議会）：1997年設立の持続可能な漁業の普及に取組む国際NPO。本部はイギリスのロンドン。
※4			CoC（Chain	of	Custody	Certificate）：MSCにおける「加工・流通過程の管理」において、MSC認証を受けた水産物・製品のトレーサビリティを

確保するための加工・流通業者に対する認証

91トップコミットメント ガバナンス社会 サステナブルファイナンス 社会からの評価 第三者保証報告書伊藤忠グループのサステナビリティ 環境

環境マネジメント 気候変動（TCFD提言に基づく情報開示） 汚染防止と資源循環 水資源の保全 クリーンテックビジネス ESGデータ（環境）環境方針 自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示）

●	商品ごとの調達方針（P169）



自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示）

事業関連地域における目標

目標 2023年度行動計画 2023年度の実績 2024年度行動計画
SDGs

（持続可能な
開発目標）

環境保全を目的とした社会貢献事業の実施
及びフォロー

1. 「滋賀県及び滋賀県立琵琶湖博物館と協働
で絶滅危惧種アユモドキ保全プロジェクト」
の推進。

2. 「奄美大島・宇検村マングローブ植林プロ
ジェクト」の推進。

3. 「絶滅危惧種アオウミガメ保全プロジェクト」
の推進。

1. 滋賀県及び滋賀県立琵琶湖博物館と協働で絶滅危惧種アユモドキ保全プロジェクトを実施。繁殖可
能な成熟個体を多く得ることができたので、来年度は同一水系の隣接地域産のメスを導入して繁殖を
試みる。

2. 宇検村・上智大学・日本航空株式会社と、宇検村における環境保全・地域振興に関する産学官連
携協定を締結。その一環でエコスタディツアーを開催し、宇検村の枝手久島にて植林を実施。

3. アジア地域の海洋保全に取組む認定NPOエバーラスティング・ネイチャーの⼩笠原海洋センターで
行うアオウミガメ産卵巣数モニタリング調査とふ化後調査を2016年度から支援継続。⼩笠原のアオウ
ミガメは近年著しい増減はなく安定していることを確認。

1. 「滋賀県及び滋賀県立琵琶湖博物館と協働で絶滅
危惧種アユモドキ保全プロジェクト」の推進。

2. 「奄美大島・宇検村マングローブ植林プロジェクト」
の推進。

3. 「絶滅危惧種アオウミガメ保全プロジェクト」の推進。

事業活動における実績

●	森林認証と合法性のパフォーマンスデータ（P171）、製紙用原料のパフォーマ
ンスデータ（P171）

●	天然ゴムのパフォーマンスデータ（P173）
●	持続可能なパーム油の調達パフォーマンスデータ（P174）
●	サステナブル・コーヒー豆の調達パフォーマンスデータ（P176）
●	食肉に関するトレーサビリティのパフォーマンスデータ（P177）
●	水産物に関する認証取得等のパフォーマンスデータ（P178）
●	オーガニックコットン調達パフォーマンスデータ（P179）

実績

事業関連地域における実績

絶滅危惧種アユモドキ保全プロジェクト
■ 琵琶湖博物館でのアユモドキの人工授精による繁殖を行うための調査のデータ

対象 活動内容 指標単位 2022年 2023年 5年後の目標

アユモドキ

個体の成熟に向けた
飼育

全長（mm）（平均）
目標値 80 80

2024年度までの目標：繁殖可能
な成熟個体の出現（10個体）と成
熟に向けた飼育手法の確立※2

実績 ― 89

肥満度※1（平均）
目標値 ― 1.8

実績 1.83 1.79

成熟個体数
目標値 ― 10

実績 0 58

人工授精による繁殖

累積繁殖稚魚数
目標値 100 200

繁殖稚魚数常時150－200個体を
維持

実績 0 0

6か月後の平均体長（mm）
目標値 30 30

実績 0 0

※1			体重を体長の3乗で割って100をかけた値。成熟度の指標。
※2			当面は、繁殖可能な成熟個体の出現（10個体）と成熟に向けた飼育手法の確立を目標とし、それが達成できた時点で目標の再検討を行う。
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自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示）

絶滅危惧種アオウミガメ保全プロジェクト
■ 小笠原諸島でのアオウミガメの産卵モニタリング調査及びふ化後調査のデータ

対象 活動内容 単位 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2023年前年度比 2023年2000年比

調査規模

調査海岸数 海岸

父島列島 30 30 30 30 22 ― ―

母島列島 10 10 10 10 7 ― ―

聟島列島 10 10 10 ― 8 ― ―

延べ調査回数 回 168 172 202 182 167 92% ―

延べ調査人員 人 732 692 934 957 798 83% ―

調査結果

アオウミガメ産卵巣数 巣

父島列島 1,500 1,700 1,200 1,700 1,400 82% 311%

母島列島 600 400 330 300 280 93% ―

聟島列島 40 28 33 ― 30 ― ―

ふ化後調査巣数（父島のみで実施） 巣 1,000 1,200 930 1,120 761 68% ―

海に帰った子ガメ（推測） 頭 43,700 55,000 44,000 56,000 48,000 86% ―

脱出率（脱出子ガメ数／卵数） % 32 36 29 34 35 103% ―

レビュー
⼩笠原のアオウミガメの増減数（推測） ― 2017年以降は著しい増減はなく安定。

将来の生息数予測 ― 父島列島における推定稚ガメ生産数は約51,200頭/年、（成熟まで生存する）年間推定生存頭数は128頭/年。※	脱出率（2017―2023年の父島列島での平均）32％、ふ化稚ガメの生存率0.25％から推定。

※		未公表データのため数値は概数。表はELNAの活動報告（https://www.elna.or.jp/rep-support-itochu2023/）より作成。

アマゾンの生物多様性保全プログラム支援
■ アマゾンマナティー野生復帰事業 成果指標

テーマ 活動内容 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

半野生復帰

マナティーを半野生環
境の湖（マナカプル）や
川に設置した生簀（ク
イエラス）に放流。

●	マナカプルに湖を設置する打ち合わせ
を開始。

●	12頭のマナティーの健康診断を実施。
●	9頭のマナティーを半野生湖へ放流。

●	24頭のマナティーの健康診断を実施。
●	12頭のマナティーを半野生湖へ放流。

●	14頭のマナティーを半野生湖
へ放流。 実績なし 実績なし 実績なし

野生復帰 マナティーをアマゾン
川に放流。

●	アマゾン川へ放流後再捕獲されたマナ
ティー1頭の健康診断を実施した結果、
体長、体重共に増加しており、川へ放
流した後も順調に自然環境に適応して
いることを確認。

●	5頭のマナティーをアマゾン川へ放流。

●	10頭のマナティーをアマゾン川へ放流。
●	アマゾン川へ放流したマナティー1頭を
再捕獲し健康診断を実施した結果、体
長、体重共に増加しており、川へ放流
した後も順調に自然環境に適応してい
ることを確認。

●	12頭のマナティーをアマゾン川
へ放流。

●	18頭のマナティーをアマゾン川
へ放流、VHF発信機を装着し、
行動モニタリングを行ない、全
追跡固体が順調に野生適応し
ていることを確認。また再捕獲
個体の体重・体長増加も確認。

●	新型コロナウイルスの影響に
より新たな放流は行えず、既
に放流されていたマナティーの
モニタリングも何か月もの間中
断を余儀なくされた。

●	13頭のマナティーをアマゾン川へ放流、
その内5頭にVHF	発信機を装着し、行
動モニタリングを行ない、放流個体と
野生個体の交流や、16年間飼育されて
いた放流個体の妊娠を確認。野生適応
の成功を示した。

地域住民への
環境教育・啓
発活動の実施

マナティー野生復帰事
業を通じ、地域住民へ
の生物多様性保全につ
いて啓発活動を行う。

●	マナティー放流時に、地域の住民200
名以上に参加してもらい、マナティー
保護を通じ、生物多様性保全の重要さ
の啓発を行った。

●	地元の漁師にマナティー保全の重要性
を理解してもらい、漁師2名が本事業へ
参画した。

●	環境教育には301名、マナティー放流
時のお披露目会には370名の地域住民
が参加し、マナティー保護を通じ、生物
多様性保全の重要さの啓発を行った。

●	昨年に引続き地元の漁師2名が本事業
へ参画した。

●	環 境 教 育 に は350名、マナ
ティー放流時には500名の地
域住民が参加。マナティー保
護を通じ、生物多様性保全の
重要さの啓発を行った。

●	昨年に引続き地元の漁師2名
が本事業へ参画した。

●	マナティーの野生復帰事業の
重要性を地域の人々へ伝える
移動展用の展示物を作成。

●	元マナティーの密猟者であった
猟師の雇用促進。

●	元マナティーの密猟者であった
猟師の雇用促進。

●	地域住民への生物多様性保全につい
ての啓発活動を実施。

●	万全の感染対策にて、地域住民に対す
る環境教育事業を実施。伊藤忠商事
ロゴ入りＴシャツ500枚を活動協力者・
参加者に配布。
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自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示）

自然資本・生物多様性（TNFD 提言に基づく情報開示）

イニシアティブへの参画（財界・業界団体を通じた活動）

外部機関との協働

当社は、一般社団法人日本経済団体連合会に参加してお
り、ブラジルのリオデジャネイロで国連環境開発会議（地球
サミット）が開催された 1992年設立の経団連自然保護協
議会を通じて、アジア太平洋地域を主とする開発途上地域
や国内の自然保護プロジェクトを支援すると共に、NGO 等
との交流、セミナーやシンポジウムの開催、「経団連自然保
護宣言」や「経団連生物多様性宣言」とその行動指針の公表

（2018年 10月改定）等、経済界が自然保護に取組む環境
づくりに努めています。また、2020年 6月 11日に発表され
た「経団連生物多様性宣言イニシアチブ」にも賛同を表明
しています。更に、TNFD の議論を加速させるために 2021
年 9月に設立された TNFDフォーラムにも参画しています。

森林コモディティ（食料、木材、天然ゴム、パーム油等）等、自然資本への依存度が高い事業につ
いては、持続可能性な事業活動の実現に向けて、業態全体での取組みが特に重要です。
伊藤忠商事は、2006年に持続可能なパーム油のための円卓会議（RSPO）に参加し、2030年まで
に RSPO 認証ないしはそれに準ずるパーム油 100% 取扱いを目標に掲げ、他メンバー企業との
連携・協業等を通じて、持続可能なパーム油の調達・供給に取組んでいます。また、Zoological	
Society	of	London（ZSL）によるプロジェクトで、大手パーム油関連企業について50以上の指標を
公開データに基づき評価を行っているSPOTT（Sustainable	Palm	Oil	Transparency	Toolkit 持続
可能なパーム油の透明性ツールキット）にも参加し、双方向のコミュニケーションを通じてパーム油
産業に関連するステークホルダーに情報開示を行っています。
この他にも、天然ゴムについては、持続可能な天然ゴムのための新たなグローバルプラットフォーム
（GPSNR）に設立メンバーとして参画し、同プラットフォームが規定する12原則に合意の上で、当
該	Policy	Component	に準拠しています。
また、鰹鮪類事業においては、2012年に鮪資源の持続的利用を目的として設立された「責任ある
まぐろ漁業推進機構」（OPRT）に加盟し、自主管理規定に則った取組みを推進しています。
当社は、上記のような外部機関との協働を通じ、「指標と目標」（P91）で掲げている目標達成を目
指しています。

●	「持続可能なパーム油のための円卓会議（RSPO）」
●	イニシアティブへの参加（P41）

●	Global	Platform	for	Sustainable	Natural	Rubber（GPSNR 持続可能な天然ゴムのための新たな
グローバルプラットフォーム）
●		Global	Platform	for	Sustainable	Natural	Rubber（GPSNR）へのコミットメント 
（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/natural_rubber_policy.pdf） PDF

●	「責任あるまぐろ漁業推進機構」（略称：OPRT）
●	商品ごとの取組み方針と内容（P178）

●	 ISSF（International	Seafood	Sustainability	Foundation）
●	商品ごとの取組み方針と内容（P178）

外部との協働
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クリーンテックビジネス

目標（移行計画）

基本方針・戦略

クリーンテックビジネス等排出量削減に貢献するビジネスの積極推進を通じ、2040年までに当社
GHG 排出量の「オフセットゼロ※」を目指す。
※	オフセットゼロ：削減貢献量が当社GHG排出量を上回る状態

伊藤忠商事は、中期経営計画「Brand-new	Deal	2023」において、気候変動を含む「「SDGs」への貢
献・取組強化」を基本方針の一つとしました。本基本方針は 2024年策定の経営方針「The	Brand-
new	Deal」にも引き継がれています。脱炭素社会を業界に先駆けて実現することで、日本政府目標か
ら10年前倒した2040年までにクリーンテックビジネスによる削減貢献量の創出が当社 GHG 排出量
を上回る「オフセットゼロ」を目指します。
気候変動を含む環境リスクは、同時にクリーンテックビジネスの機会でもあります。当社は、中長
期的視野に立ち、最先端技術を取り入れ、将来的に持続可能な成長が予測される、かつ、脱炭素
社会・循環型社会に向けた社会構造転換に資する具体策を先手で推進します。

ビジネスセグメント 個別目標

再生可能エネルギー
事業

●  当社持分発電容量に占める再生可能エネルギー比率を2030年度までに20%超に引
き上げる。
●		米テキサス州Cotton	Plains（風力・太陽光）、Prairie	Switch（風力）や尼Sarulla
（地熱）等、合計約1,800MWの再生可能エネルギー事業に参画中。
●		再生可能エネルギー比率20％超達成に向け、現在約3,800MWの再生可能エネル
ギー事業を新規に開発中。

アンモニア燃料関連
事業

●		アンモニア燃料船の開発と保有運航、燃料供給拠点の整備、燃料アンモニア調達を
統合的に開発することでアンモニア燃料を中心としたバリューチェーンを構築。

●		2050年の国際海運におけるGHG排出ゼロ目標に対し、アンモニア燃料船の普及促
進、社会実装を進めることで国際海運の脱炭素化に貢献する。

蓄電システム事業 ●	2030年度までに累計電力容量2GWhを超える規模を目指す。

水インフラ関連事業 ●		欧州、豪州等における実績を他地域にも展開し、引続き優良資産の積み上げを行う。

廃棄物処理発電事業
●		欧州における実績を中東始めアジア他地域に展開し、引続き優良資産の積み上げ
を行う。

■ 各ビジネスセグメントにおける個別目標

中期経営計画「Brand-new	Deal	2023」における「「SDGs」への貢献・取組強化」により脱炭素社
会を業界に先駆けて実現するとの強いコミットメントのもと、2021年 4月より、社長 COO を管掌と
したカンパニー間横断での脱炭素・カーボンニュートラルタスクフォースを本格始動しました。本タ
スクフォースでは、各カンパニーでの取組み案件の進捗の詳細につき隔週で報告されており、分野
も水素・アンモニア案件に限定せず、GHG 排出量削減に寄与し市場拡大が見込まれるその他脱炭
素案件（排出権取引、CCUS 等）に関しても討議を重ねています。

経営の関与 — 脱炭素・カーボンニュートラルタスクフォース

取組み

1.	再生可能エネルギー事業（P96～ P98）
2.	アンモニア燃料関連事業（P98～ P99）
3.	水素関連事業（P100～ P101）
4.	蓄電システム事業（P101～ P102）
5.	水インフラ関連事業（P103）
6.	廃棄物処理発電事業（P103）
7.	還元鉄事業（P104）
8.	CCUS・CO2固定化事業（P104）
9.	グリーンビルディング（P105）
10.	外部との協働（P105）

個別事業のご紹介

再生可能エネルギー比率

蓄電システム（ Energy Storage System：ESS）の累計電力容量

2023年度17% 2030年度までに20% 超を目指す

2030年度までに2GWh 超規模を目指す

クリーンテックビジネス
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クリーンテックビジネス

■ 発電事業における再生可能エネルギー比率と推移

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2023年 2030年（目標）

持分容量
（MW）

持分容量
（MW）

持分容量
（MW）

持分容量
（MW）

持分容量
（MW） 比率（%） 比率（%）

風力発電事業 185 179 122 164 196

17% 20%超

太陽光・太陽熱発電事業 83 80 112 132 164

地熱発電事業 83 83 83 83 83

バイオマス発電事業 20 33 57 57 57

再生可能エネルギー発電
計 369 375 373 436 500

天然ガス発電 1,621 1,258 1,258 1,258 1,466

83% 80%未満
石油火力発電 315 315 315 315 315

石炭火力発電 640 640 640 640 640

火力発電計 2,576 2,213 2,213 2,213 2,421

発電事業計 2,945 2,588 2,586 2,648 2,921 100% 100%

再生可能エネルギー関連取組みの一覧はP106からご覧いただけます。
当社は、新規の石炭火力発電事業の開発は行わない※ことを、取組み方針としています。

※	石炭火力発電事業への取組方針（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/news/2019/190214.html）

伊藤忠商事は、グローバルに脱炭素ビジネス（再生可能エネルギー、水素、アンモニア）を展開中
です。開発を核に投資、エンジニアリング、O&M、機器メンテナンス等機能を多角的に提供すること
で当分野における収益を積み上げる方針です。

1. 再生可能エネルギー事業
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����年度����年度
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■ 再生可能エネルギー発電量推移（持分容量ベース）

������������
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���MW

����年度����年度
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再生可能エネルギー
��％超
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■ 再生可能エネルギー比率の目標

再生可能エネルギーの需要が高まる中、戦略
的業務・資本提携を締結しているCITICグルー
プと共に、ドイツ北海沖で稼働中の洋上風力
発電所（288MW）の発電事業に参画していま
す。ドイツ標準家庭の約 37万世帯分の電力を
供給しており、脱炭素社会への移行に貢献し
ています。

■ ドイツ北海沖の洋上風力発電　Butendiek 風力発電所

取組み状況及び事例

風力発電事業
風力発電（陸上、洋上）においては、1990年代後半から取組んでおり、日本、米国、ドイツにて、現
在 5件を開発もしくは保有しています。

2015年に愛媛県でのメガソーラーの商業運転
開始に続き、2016年に大分県、2017年に岡
山県、2018年に佐賀県と当社が国内で運営
する発電所は 4か所（合計発電出力 130MW）
になります。これまでの各発電所を運営してき
た知見や経験が弊社における再生可能エネル
ギー事業の拡大に寄与しており、引続き安定
した発電所の運営を目指します。

メガソーラー発電事業

青森むつ小川原陸上風力発電
日立造船株式会社と当社関連会社の東京センチュリー株式会社との共同事業として良好な風況の
適地である青森県上北郡六ヶ所村で陸上風力（64.5MW）を建設中で、2026年 4月の稼働開始を
予定しています。年間予想発電量は約 1億 6,600万 kWh で、一般家庭約 46,000世帯分の年間消
費電力量に相当します。

Butendiek風力発電所

大分日吉原太陽光発電所
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資本業務提携先の株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ（以
下、アイ・グリッド社）を通じてスーパーマーケット・物流施設の
屋根を中心に国内最大規模のオンサイト型分散型発電所を運営
しています。アイ・グリッド社は、顧客の初期投資ゼロで自家消
費型太陽光発電システムを導入し、施設に直接、長期間に亘り安
定価格で電力供給を行うオンサイト型太陽光事業を展開していま
す。更には太陽光発電に加えて、蓄電池や電気自動車といった
分散電源をAI による需給調整プラットフォームによって統合制御
することで、顧客施設を中心とした地域のグリーントランスフォー
メーション（GX）実現に向けたソリューションを提供しています。
更には、国内の土地を有効活用しグリーン電力を創出する取組
みを、株式会社クリーンエナジーコネクト（以下、CEC 社）と資
本業務提携し、2021年より共同で事業を推進しています。CEC
社は、国内遊休地を活用し複数の中⼩規模の太陽光発電所を開
発・保有した上でグリーン電力を束ね、都心のオフィスビル等の
お客様へ長期に電気と環境価値の提供を行うオフサイト型太陽
光事業を展開しています。2025年度までに CEC 社を通じて国内
の約 5,000か所、累計 500MW の「追加性」のある太陽光発電所
を導入し、国内で最大規模のコーポレートPPA 運営事業者を目
指しています。

太陽光分散電源事業

クリーンテックビジネス

太陽光パネルリサイクル事業
伊藤忠商事は、太陽光パネルリサイクル事業取組みの一環として、先進的な太陽光パネルリサイクル技術を開発・保有す
る仏ROSI	SASから第三者割当増資を引き受け、太陽光パネルリサイクルのビジネス推進・拡大に向けて取組んでいます。
昨今、寿命を迎えた太陽光パネルの大量廃棄が近い将来起こるという懸念が世界中で広がっており、これら廃棄太陽
光パネルに関する適切なリサイクルチェーンの確立が今後の大きな課題となっています。
当社はこれまで培ってきた太陽光発電関連ビジネスのノウハウ及びネットワークに加え、ROSI 社の保有する先進的、か
つ、経済性の高いリサイクル技術を組合わせることで太陽光パネルリサイクルチェーンの確立に貢献していきます。

アイ・グリッド・ソリューションズが運営する 
オンサイト型分散電源

クリーンエナジーコネクトが運営するオフサイト型分散電源

バイオマス発電事業
2020年 12月、当社の参画する「市原バイオマス発電所」（発電出力 49.9MW）
が商業運転を開始しました。本発電所の年間想定発電量は約 3.5億 kWhとな
り、一般家庭約 12万世帯の年間消費電力量に相当する発電規模となります。
また 2021年 4月には宮崎県日向市において、2021年 11月には愛知県田原市
において、バイオマス発電所（各発電出力 50MW）を建設することを決定し、そ
れぞれ 2024年度及び2025年度中の運転開始を予定しています。

地熱発電事業
インドネシアにて世界最大級の Sarulla 地熱 IPP 事業に参画しています。2013
年にインドネシア国有電力会社との間で30年間に亘る長期売電契約を締結、
その後発電所の建設を進め、2017年に 1号機、2号機、更に 2018年に 3号機
が完成し商業運転を開始しました。世界最大級の地熱資源保有国であるイン
ドネシアは、再生可能エネルギーの導入を今後積極的に推進する方針で、地
熱発電も有力な電源の一つです。地熱発電は再生可能エネルギーの中でも日
照・風況等の自然条件に大きく左右されることなく電力の安定供給が可能で
あり、伊藤忠商事は国や地域ごとのエネルギー事情、電源構成を踏まえた電
力安定供給により脱炭素への取組みを積極推進していく考えです。

市原バイオマス発電所の外観
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北米再生可能エネルギー向け運転・保守事業
子会社の NAES	Corporation を通じて、米国の太陽光・風力発電所に対する運転・保守サービス・
資産管理事業を行っています。同社は遠隔で運転・故障状況を監視可能なシステムを活用するこ
とで、全米各地に散らばる約 1,400か所もの太陽光発電所に対しサービスを提供しています。

クリーンテックビジネス

バイオマス燃料・リニューアブル燃料関連事業

伊藤忠商事は国内発電事業者向けバイオマス
燃料供給を通じて、再生可能エネルギー比率の
向上に取組みます。また飛行機・自動車等モビ
リティ市場の脱炭素化に向けて、リニューアブル
燃料の調達・供給拡大にも取組んでいます。
例えば航空業界での脱炭素化の加速に応え、
当社は日本で初めて航空会社向け持続可能
な航空燃料（SAF）の販売を開始しました。ま
た航空業界における温室効果ガス（GHG）排
出量削減を目指し策定された ISCC	CORSIAの
認証を取得しています（総合商社初）。これは、
CORSIA のカーボン・オフセット要件を満たす
SAF を供給できることを証明する認証です。当
社が取扱うリニューアブル燃料は非化石由来
の原料を使用しているため、従来の石油由来
の燃料に比べ大幅な GHG 排出量の削減に貢
献しています。

■ 持続可能な航空燃料（SAF）
北米再生可能エネルギー開発事業

世界的に脱炭素化の気運が高まる中、国際海運では、国際海事機関（IMO）は 2018年に温室効果
ガス（GHG）排出量削減戦略として、2030年までに 2008年比 40% 効率改善、2050年までに 2008
年比 50% 総量削減、更には今世紀中できるだけ早期に GHG 排出フェーズアウト（ゼロ・エミッショ
ン）を掲げました。その後2023年に改訂し、2050年頃までのGHG排出ゼロに目標を強化しました。
これらの目標達成に向け、ゼロ・エミッション船を目指した船舶の早期開発、社会実装が期待され
ており、その中でアンモニアは代替燃料の候補として各方面で注目されています。また、アンモニア
を主燃料とする船舶の開発を具体化するには舶用アンモニア燃料の安定供給及び供給拠点の整備
は欠くことが出来ない要素です。

米国において再生可能エネルギーの開発専業部
隊であるTyr	Energy	Development	Renewables,	
LLCを2022年に設立し、現在約 3,800MW 程度
の再生可能エネルギー案件を開発しています。
土地確保、各種許認可取得、電力系統接続、売
電契約の交渉・締結、主要機器・建設工事事
業者の選定・交渉、ファイナンス組成等、一連
の業務を自社完結する再生可能エネルギーの開
発プラットフォームを構築し、今後大きな成長が
見込まれる北米再生可能エネルギー事業の開
発を加速します。

2. アンモニア燃料関連事業

SAFで飛ぶ航空機イメージ
Copyright：All	Nippon	Airways	co.,	Ltd.	all	rights	reserved

SAFを給油する様子

北米で開発が進むメガソーラー
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舶用アンモニア燃料供給に関するサプライチェーン構築

クリーンテックビジネス

伊藤忠商事と伊藤忠エネクス株式会社は、TotalEnergies	Marine	Fuels	Pte.	Ltd.、Pavilion	Energy	
Singapore	Pte	Ltd.、VOPAK	Terminals	Singapore	Pte	Ltd.、株式会社商船三井を含む 6社間で、
舶用燃料の世界最大の供給地であるシンガポールにおいて舶用アンモニア燃料の供給拠点構築を
共同開発することに合意しています。2022年 4月には、シンガポール海事港湾庁と同 6社間で同
国における舶用アンモニア燃料供給（バンカリング）拠点開発の促進に向けた覚書を締結しました。
その他の地域においても舶用アンモニア燃料供給の共同開発を目的とし、スペインでは舶用燃料
供給大手であるPeninsula	Petroleum と、エジプトではエンジニアリング・建設分野大手である
Orascom	Construction	PLC と、当社はそれぞれ 2023年後半に覚書を締結しました。これにより、
安全な燃料供給体制の整備やアンモニア・バンカリング船開発を更に加速させています。

また、2021年 6月以降、アンモニアの舶用燃料利用を目指し、34企業・団体と共に立ち上げたフ
レームワークである「協議会」を通じ、アンモニアの舶用燃料利用に関する共通課題を検証・整理
する活動を継続しています。2022年 4月には、アンモニア燃料補給における安全性やガイドライン
に関する課題、知見を関係者間で共有することを目的としたフレームワークとして「港湾協議会」を
16企業・団体と共に発⾜させ活動を拡大させています。これらを発展させ、2023年 9月にはアン
モニアを主燃料とするコンテナ船を想定した燃料補給時の安全性について協議・検討することを
目的として8企業・団体と覚書を締結しました。
上記各々の共同開発やフレームワークに関しては、アンモニア焚機関を搭載する船舶の開発、シン
ガポールでの舶用アンモニア燃料の供給拠点整備にとどまらず、同船舶の保有運航、舶用アンモニ
ア燃料の調達、及び世界規模でのサプライチェーン構築を含めた「統合型プロジェクト」の一環とし
て位置付けており、国内外の各企業、関係省庁とも協力し、国際海運の GHG 排出量削減に向けた
取組みを進めていきます。

伊藤忠商事は、日本シップヤード（株）、（株）三井 E&Sマシナリー（現（株）三井 E&S）、一般財
団法人日本海事協会、伊藤忠エネクス（株）及びMAN	Energy	Solutions（以下、MAN 社）と共に、
MAN 社が開発を進めているアンモニアを主燃料とする主機関（以下、アンモニア焚機関）を搭載す
る船舶の共同開発に取組んでいます。
また、2021年 10月に川崎汽船（株）、NS ユナイテッド海運（株）、日本シップヤード（株）、（株）三
井 E&Sマシナリー（現（株）三井 E&S）の 4社と共に、国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構（NEDO）が公募した事業「グリーンイノベーション基金事業／次世代船舶の開発
プロジェクト／アンモニア燃料船の開発」に応募し、採択されました。2022年 11月には、同 4社と
共同で、一般財団法人日本海事協会よりアンモニア燃料船（載貨重量トン20万トン級大型ばら積
船）の基本設計承認（Approval	in	Principle）を取得しています。本公募事業は 2028年までのでき
るだけ早期に、アンモニア燃料船を日本主導で社会実装し、他国に先駆けて推進システム・船体
開発、及び、保有・運航を行うものです。

アンモニアを主燃料とする船舶の共同開発

伊藤忠商事は、マレーシアの国営石油ガス会
社 Petroliam	Nasional	Berhad グル ープ の
Gentari	Hydrogen	Sdn.	Bhd. と、カナダ（アル
バータ州）でのクリーンアンモニア製造販売事
業の共同事業化調査を実施しています。
当社は、従来の化石燃料由来のものより温室
効果ガスの排出削減効果があるクリーンアン
モニアの製造及び供給体制を確立することで、
脱炭素社会の実現を目指します。

カナダのクリーンアンモニア製造販売事業の共同事業化調査

アルバータ州のプロジェクトサイト候補地の航空写真
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伊藤忠商事、日本エア・リキード合同会社、
伊藤忠エネクス株式会社の 3社は、日本の大
都市圏を念頭に、水素製造・供給、水素ステー
ション事業を共同で検討し、モビリティ・他各
種産業向け水素市場開拓を目指しています。
2024年前半の開所を予定している、日本初の
大型商用車両対応の本宮インターチェンジ水
素ステーション（福島県本宮市）を皮切りに、
大型商用車の利用が見込まれる幹線道路沿
いにおける大型水素ステーション建設の検討
を継続する予定です。
伊藤忠商事の生活産業分野を中心とした広範
なネットワークを駆使して、グループとしての
総合力を発揮し、水素市場の拡大に貢献して
いきます。

伊藤忠商事の重要顧客である日本コークス工業株式会社、及び新造船において当社と長年の取引
があるベルギー最大手の総合海運会社 Compagnie	Maritime	Belge	B.V.	（以下、CMB 社）と共に、
九州北部での水素地産地消モデル事業に関する共同事業化調査を実施しています。
本プロジェクトでは、コークス事業からの副生水素とCMB 社の水素エンジンを柱に、水素の需要・
供給双方を創出し、地産地消モデル構築を目指します。更に、同プロジェクトの他地域への積極展
開により、グローバル規模での水素の社会実装を実現し、「「SDGs」への貢献・取組強化」を推進
します。

日本国内においては 2020年 12月に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が公
表され、その中でも水素は幅広い用途が期待されるカーボンニュートラルのキーテクノロジーとし
て、発電・産業・運輸等様々な分野の脱炭素化に寄与していくことが期待されています。
この大きな潮流を踏まえて、伊藤忠商事の幅広いネットワークとグループとしての総合力を発揮し、
水素市場の開拓を推進していく方針です。

水素バリューチェーン構築に関する戦略的協業

水素地産地消モデル事業構築3. 水素関連事業

本宮水素ステーションイメージ

クリーンテックビジネス

水素エンジン搭載のストラドルキャリア 水素エンジン搭載のタグボート

水素エンジン搭載の洋上風力支援船 日本国内で運航中の水素エンジン搭載の客船
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グリーン水素生産に欠かせない水電解装置に関して、生産能力・装置規模・販売台数・売上高共
に世界最大規模のメーカーであるNel	ASA（本社：ノルウェー	オスロ）との間で、水素分野におけ
る戦略的業務協力に関する覚書を締結し、両社で水素関連ビジネスを推進しています。
Nel からの紹介を受け、2023年 12月に当社は大阪ガス株式会社の子会社と共同で、グリーン水
素バリューチェーン構築を推進するEverfuel	A/S の株式取得に関する契約を締結しました。同社は
水電解装置を用いたグリーン水素生産設備・輸送機器・水素ステーションの EPC・運営を行って
います。また、自社水素ステーション等を活用した産業分野・モビリティ分野への水素販売により、
地産地消のグリーン水素バリューチェーン構築を推進しています。同社水素製造第一号案件とし
て、世界最大級の水素製造・配給プラント（電解装置規模 20MW）の商業運転開始を2024年に予
定しています。
本件を通じて得られる知見やノウハウを活用し、水素の地産地消事業の欧州及び他地域への横展開
並びに水素派生商品の製造事業への参画を目指すことで、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

Nel 社との水素分野における戦略的業務協力とEverfuel 社への出資

クリーンテックビジネス

需要家
水電気

グリーン
水素

世界最大規模
水電解プラント

欧州

水素ステーション
モビリティ

再生可能エネルギー供給安定化において調整弁の役割を持つESS（Energy	Storage	System、蓄電シ
ステム）を販売することで、脱炭素社会の促進、環境リスクの低減を図り企業価値向上に貢献してい
きます。2030年度までに売上規模年間 200億円、累計電力容量 2GWhを超える規模を目指します。
今後はグローバルな電池調達や販売店網強化を行い、更なる家庭用蓄電システムの展開、各事業
者の脱炭素化に資する産業用蓄電システムの導入、再生可能エネルギー事業と需要家を結ぶ蓄電
所向けの系統用システムの開発を、リユース電池も用いながら加速させていきます。海外において
は資本業務提携先とAI 搭載蓄電システムの開発及び市場投入、地域に合わせたソリューションを
提供する事業展開（特に今後伸長が予測される米国、豪州市場を想定）を目指し、推進していきま
す。また、EV（電気自動車）や蓄電システムから発生する廃棄電池のリサイクル、及びそのトレーサ
ビリティに関する取組みを加速させることで、循環型ビジネスを行い、企業価値の更なる向上に貢
献していきます。

4. 蓄電システム事業

伊藤忠商事は日本国内において、独自ブランドの家庭用蓄電システム「Smart	Star」シリーズを、株
式会社 NFブロッサムテクノロジーズ※と共に開発・製品化。2024年 3月末時点で累計約 60,000
台の販売実績となりました。
また、日本政府、東京都が脱炭素社会実現に向けて推進している蓄電所事業を中心に、産業・系
統用蓄電システム「Bluestorage」についても、設置実績を積み上げ始めています。
※ 2020年2月に発⾜した、株式会社エヌエフホールディングスと伊藤忠商事の合弁会社。

蓄電システム事業　事業規模

■ 蓄電システム販売累計容量（GWh）

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� （年度）
�.�

�.�

�.�

�.�

�.�

�.�

グリーン水素が需要家に届けられる流れのイメージ図 プラント内の様子
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伊藤忠商事は、蓄電システムの最適充放電制御を行うソフトウェア「GridShare」を開発する、英国
Moixa	Energy	Holdings	Ltd. と資本業務提携しました。
GridShare をSmart	Star シリーズへ組み込むことにより、停電時に強みを発揮する本来の特長に
加え、AI が気象予報やユーザーの電力需要・発電予測等を分析・学習し、蓄電システムの最適充
放電制御を行う事で、太陽光発電並びに蓄電システムの効率的な運用を可能にしました。
また 2021年 5月から販売を開始した「Smart	Star3」においては、世界初となる、家庭用蓄電シス
テムを通じた環境価値のポイント化やEV 充電機能を実装しています。
Smart	Star	L の製品公式サイトはこちら（https://www.smartstar.jp/）をご覧ください。

TRENDE 株式会社は、「未来を照らしていく」をミッションに、初期費用ゼロ円での住宅向け太陽光
発電電力⼩売サービス（ほっとでんき・ひだまりでんき・じぶん電力）の展開や、再生可能エネルギー
の効率的活用及び普及に資するP2P 電力取引※ 1の技術開発や社会実装に取組んでいます。
伊藤忠商事とTRENDE 株式会社は、再生可能エネルギーが持つ非化石価値※ 2を活用した環境価
値取引の拡大や、お客様同士の P2P 電力取引実現を目指します。
※1			P2P電力取引：Peer	to	Peerの略。電力の需要家と発電設備保有者による電力の直接取引を指す。
※2			非化石価値：発電の際に化石燃料を使用しない電源に対して付与される環境価値。再生可能エネルギーの導入を推進するため、2018年5月に取

引市場が創設。

伊藤忠商事の 100% 子会社であるグリッドシェアジャパン株式会社を通じて、遠隔で最適制御サー
ビスを提供するユーザーを一つに束ね、電力の需給状況等に応じた制御を実施するデマンドレスポ
ンスを実施。2022年度は最大約 1万 7千台、約 51MW/167MWh 規模の参加者を募りました。一
つ一つの蓄電システムは⼩さくとも、あたかも一つの大きな蓄電システムのように統合制御し、VPP
（Virtual	Power	Plant、仮想発電所）として機能させました。本取組みは再生可能エネルギーの普
及、電力需給逼迫への対応、⼩売電気事業者への収益貢献が期待され、今後も拡大推進していき
ます。

再生可能エネルギーの開発が活発化する中、発電量が大きく変動する再生可能エネルギー電源に
対する需給調整機能の必要性が増大しています。系統用蓄電池は、電力系統へ需給調整力を提供
できる今後の脱炭素社会に不可欠な存在であり、東京都は電力系統の安定化に資する系統用蓄電
池の普及促進を目的として、官民連携ファンドを創設することとしました。
伊藤忠商事は、東京都が進める創エネ・蓄エネ推進ファンドの運営事業者に Gore	Street	Capital	
Limited（以下、GSC 社）と共同で選定され、GSC 社と法人を設立の上、東京都が出資参画する官
民連携ファンドを運営します。本ファンドは欧州や米国に続く日本初の系統用蓄電池への専業ファン
ドとなります。
これまで培った定置用蓄電システムビジネスの知見を活かし、日本の脱炭素化を推し進める系統用
蓄電池事業をファイナンス面からも積極的に推進していきます。

Smart	Star	L外観 伊藤忠商事とAkaysha	Energy	Pty（以下、
Akaysha 社）は、高性能で効率的な系統用蓄
電池システムの開発を目指し、戦略的提携契
約を締結し競争力の強化を図ります。ブラッ
クロック・グループ傘下のAkaysha 社は、事
業開発プラットフォーマーとして、グローバル
に系統用蓄電ソリューションの開発、保有及
び運営を推進しています。当社は、国内外の
再生可能エネルギーの更なる導入拡大と安
定供給に寄与できるよう、本協業を通じて互
いの革新的なソリューションを組合わせ、持続可能な社会の実現に向けた役割を果たしていきます。

AI 技術を活用した次世代家庭用蓄電システムの販売

クリーンテックビジネス

取組み状況及び事例

GridShare を活用したデマンドレスポンス

電力サービス・P2P 電力取引技術開発に取組むTRENDE 株式会社との資本業務提携

日本初の系統用蓄電池専業ファンドの創設

系統用蓄電池事業における豪州 Akaysha Energy Ptyとの戦略的業務提携
Smart	Star3外観

Akaysha社開発中の豪州蓄電所プロジェクトの完成イメージ
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伊藤忠商事は、新興国を中心とした経済発展や人口増加、気候変動による降水パターンの変化に
より、拡大が予想される水関連ビジネスを重点分野と位置付け、海水淡水化事業、水道コンセッ
ション事業等を、グローバルに展開しています。

5. 水インフラ関連事業

伊藤忠商事は豪州ヴィクトリア州における海水淡水化事業に出資参画しています。本設備はヴィク
トリア州メルボルン市人口の水需要の約 30% を満たすことが可能であり、2012年よりメルボルン
市への水の安定供給を支える事業です。
またオマーン政府傘下のオマーン電力・水公社が同国北部のバルカにて推進する海水淡水化事業
には筆頭株主として出資参画しています。

海水淡水化事業

■ 海水淡水化プラント及び浸透膜の製造・販売事業　命をつなぐ飲用水を安定供給
取組み例

クリーンテックビジネス

—オマーン最大の海水淡水化事業—
2016年 3月、当社が参画するBarka	Desalination	
Company（バルカ・デサリネーション・カンパ
ニー）は同国の水の安定供給に向けてオマー
ン北部バルカでの日量 281,000m3の海水淡水
化事業契約を締結しました。同プロジェクトは
深刻な水ストレス地域であるバルカ地域への
生活用水を提供するためのオマーン政府との
官民連携型事業であり、逆浸透膜（RO 膜）方
式の海水淡水化設備と周辺設備の建設及び
20年間にわたる運営を行います。設備は 2018
年 6月に商業運転を開始し、総事業費約 300
百万米ドルのオマーン最大の海水淡水化事業
です。2022年 2月にマスカット証券取引所に
上場を実現しました。

世界では年間 20.1億トン（東京ドーム約 5,400杯分）の一般廃棄物が排出されており、その少なく
とも3分の 1は回収もされず散乱もしくは焼却等適切な処理がされずに埋め立てられています。そ
の結果、腐敗ガスが出たのちに自然発火して火災が発生したり、流れ出た有害物質が湖や川、地
下水等に混じったりすることで、周辺地域の人々の健康や生態系に悪影響を及ぼすこともあります。
新興国を中心とした急速な都市化と人口増加により、今後 30年間で世界の廃棄物量は年間 34億
トンにまで達すると予測されています。
伊藤忠商事は、英国において自治体向けに 4件の廃棄物処理発電事業を開発 ･ 投資 ･ 事業経営
を担っており、同国の廃棄物焼却処理市場の約10%にあたる年間130万トンの廃棄物を焼却処理、
16万世帯分の国内家庭消費電力に相当する電力を供給しています。また、セルビア共和国におい
ては、セルビア政府及びベオグラード市と連携して、廃棄物処理発電所を含む統合型廃棄物処理
事業を、開発・推進しています。深刻な環境被害をもたらし同国最大の環境 ･ 社会問題となってい
た Vinča（ヴィンチャ）廃棄物埋立場を閉鎖、適切な管理を行うと共に、ベオグラード市から排出さ
れる一般廃棄物を焼却処理、その余熱を活用したクリーン発電を行うものです。国際金融公社、欧
州復興開発銀行、オーストリア開発銀行からなる国際銀行団からの融資を調達し、廃棄物処理発
電プラントを含む廃棄物処理管理施設の建設を進めています。廃棄物処理発電プラントでは、年間
34万トンの廃棄物を焼却処理、3万世帯分の家庭消費電力に相当する電力を供給します。これらの
事業に加え、2020年には、UAE ／ドバイ首長国において廃棄物処理発電事業の取組みを開始しま
した。同首長国内で発生する一般廃棄物の約 45% にあたる年間 190万トンを焼却処理し、焼却時
に発生する熱を利用し発電を行う、世界最大規模の廃棄物処理発電事業になります。当該施設の
建設及び35年に亘る運営を通じて、ドバイ政府が掲げる、廃棄物の埋立処分量の削減・持続可能
な環境に配慮した廃棄物管理・化石燃料に頼らない代替エネルギーの開発促進といった同首長国
の環境・衛生面における政策目標の達成に貢献します。

6. 廃棄物処理発電事業

セルビア／ベオグラード	廃棄物処理・発電PPP事業サイト
の航空写真

オマーン海水淡水化プラントの航空写真
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製鉄過程で発生するCO2排出量の削減が鉄鋼業界における喫緊の課題です。直接還元法は、高品位
鉄鉱石を原料とし、その還元に天然ガスを使用することで、従来の高炉法に比べ、製鉄過程における
CO2排出量を大幅に削減できます。伊藤忠商事は、直接還元法に必要不可欠な原料である高品位鉄
鉱石の安定供給に向け、カナダで操業中のAMMC鉄鉱石事業の一部権益を取得しました。また、長
年の事業パートナーであるJFEスチール株式会社、中東で最大級の鉄鋼及び建材メーカーとして上
場するEmirates	Steel	Arkanと共に、低炭素還元鉄のサプライチェーン構築に関する事業化調査を
共同推進しています。同事業では、当社の出資先であるブラジル鉄鉱石事業CSN	Mineração	S.A.で
生産される高品位鉄鉱石も使用予定です。一般に高炉法では粗鋼1トンの生産過程で発生する約2
トンのCO2排出量を、天然ガスを用いた直接還元法では約1～1.5トンまで削減する効果※がありま
す。将来的には水素による還元を実現することで、製鉄過程のCO2排出量ゼロ化を目指します。
※ 出典：JFEグループ	環境経営ビジョン	2050、P9

7. 還元鉄事業

CCUS の具体的な取組みとして、オーストラリ
アの MCi	Carbon（以下、MCi 社）に出資・協
業し、製鉄スラグ・石炭灰・廃コンクリート等
に CO2を吸収・固定化させ、製造した炭酸カ
ルシウム等を建材等の用途に利用する技術の
普及活動を推進しています。MCi 社は、2021
年 6月にオーストラリア政府の CCUSファン
ドから14.6百万豪ドルの補助金を獲得、同
年 11月には英国グラスゴーで開催された
COP26	Clean	Energy	Start-up	Pitch	Battle で
参加企業 2700社の中で優勝を収め、将来的
に毎年 10億トン規模の CO2の吸収・固定化
を目指している会社です。2022年 7月には当
社と大成建設株式会社、MCi 社の 3社間で覚
書を締結し、コンクリート原料としての本炭酸
カルシウム等の活用につき、検証を進めてい
ます。また、本邦での製品製造を視野に入れ、
原料を排出する国内各社と炭酸カルシウム製
造に向けた協議を行っています。

クリーンテックビジネス

8. CCUS・CO2固定化事業

高炉法 直接還元法
CO�排出量約�トン

＜天然ガスで還元＞
CO�排出量
約�～�.�トン

ネットゼロ

＜将来的には水素で還元＞
CO�排出量

粗鋼1トンを生産する過程でのCO2排出量比較 低炭素還元鉄イメージ

低炭素還元鉄のサプライチェーン構築

オーストラリアニューカッスルのMCi社パイロットプラント
の様子
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再生可能エネルギー地域活性協会

ジャパンサステナブルファッションアライアンス

一般社団法人再生可能エネルギー地域活性協会（FOURE）は、日本における主力電源としての再
生可能エネルギーの地域導入を普及促進し、各地域と再生可能エネルギーが共生し相互に発展す
ることで、地域に裨益する再生可能エネルギーの導入拡大並びに脱炭素社会の実現を目指す団体
で、2021年 6月に設立、伊藤忠商事は 2022年 3月から会員として参画しています。

2021年 8月、伊藤忠商事、株式会社ゴールドウイン、日本環境設計株式会社を初代代表として
「ジャパンサステナブルファッションアライアンス」が設立されました。本アライアンスは、ファッショ
ン産業が自然環境や社会に与える影響を把握し、ファッション及び繊維業界の共通課題について共
同で解決策を導き出すための連携プラットフォームです。「適量生産・適量購入・循環利用による
ファッションロスゼロ」と「2050年カーボンニュートラル」を目標に、サステナブルなファッション産
業への移行を推進していきます。

クリーンテックビジネス

日本 CCS 調査株式会社

2008年 5月、地球温暖化対策としての CCS を推進するという国の方針に呼応する形で、電力、石
油精製、石油開発、プラントエンジニアリング等、CCS 各分野の専門技術を有する大手民間会社が
結集して設立された民間 CCS 技術統合株式会社で、北海道苫⼩牧におけるCO2の分離・回収、
利用、輸送、地中貯留の実証プロジェクトの調査及び実証試験等を行っています。伊藤忠商事も株
主の一社として、本件を支援しています。また、液化 CO2大量輸送技術の確立のための研究開発・
実証事業も同社と共同推進しています。

一般社団法人 カーボンリサイクルファンド

東京湾岸ゼロ・エミッションイノベーション協議会

イニシアティブへの参画を通じたクリーンテックビジネスへの取組みを推進、拡大させています。各
イニシアティブへの参画においては伊藤忠商事のクリーンテックビジネスに対する基本方針、取組
みと合致しているか確認の上、参画を決定しています。

2019年 8月に設立。CO2をカーボン源として利用し、2050年カーボンニュートラルという目標達成に向け
て一層の努力を行う必要があると考え、地球温暖化問題と世界のエネルギーアクセス改善の同時解決を
目指し、カーボンリサイクルに関わる研究助成活動や広報活動等により、カーボンリサイクルイノベーショ
ン創出支援を行う一般社団法人であり、伊藤忠商事も会員として参加しています。

政府の「革新的環境イノベーション戦略」（2020年 1月 21日統合イノベーション戦略推進会議決
定）の提言に基づき、多くの企業の研究所・工場・事業所・研究機関、大学等が連携して、東京
湾岸周辺エリアを世界に先駆けてゼロ・エミッション技術に関わるイノベーションエリアとするため、
2020年 6月に設立された協議会で、伊藤忠商事も会員として参画しています。

10. 外部との協働

伊藤忠商事は、住宅・商業及び物流施設・工業団地等を中心に、不動産開発から運営管理まで一貫し
て携わっており、スマートシティのコンセプトや、IoT 技術等も活用した、暮らしに不可欠で良質な不動産
及び関連サービスを提供しています。
グループ会社が運営する不動産投資信託は、不動産会社・ファンドのサステナビリティへの取組みを評
価する「GRESBリアルエステイト評価」に参加しています。また、環境負荷低減の観点より、保有ポート
フォリオにおいてグリーンビルディング認証※の取得を積極的に行っています。賃貸マンション特化型の上
場不動産投資信託であるアドバンス・レジデンス投資法人では、CASBEE 不動産評価認証取得物件を
26物件、建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）評価取得物件を2物件保有しています。なお、保有
ポートフォリオにおける割合は、床面積ベースで32.2%、物件数ベースで9.5%に相当します。物流不動
産特化型の上場不動産投資信託であるアドバンス・ロジスティクス投資法人では、DBJ	Green	Building
認証取得物件を8物件、CASBEE 不動産評価認証取得物件を2物件、建築物省エネルギー性能表示制
度（BELS）評価取得物件を9物件保有しています。保有ポートフォリオにおける割合は、床面積ベースで
95.0%、物件数ベースで84.6% に相当します。また、総合型の私募不動産投資信託であるアドバンス・
プライべート投資法人では、1物件にてCASBEE不動産評価認証を取得しており、そのポートフォリオ（底
地を除く）における割合は、床面積ベースで11.4%、物件数ベースで10.0%に相当します。
※ グリーンビルディング認証の取得割合は2024年1月末時点の情報です。

9. グリーンビルディング
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■ 再生可能エネルギー関連取組み一覧（発電容量ベース）

取組み内容 事業主名／出資先 国 発電容量・規模 温室効果ガス（GHG）削減数値

風力発電事業

Aspenall風力発電事業 アメリカ 43MW 約10万トン/年
Cotton	Plains	風力・太陽光発電事業 アメリカ 217MW 約48万トン/年
Prairie	Switch	Wind	風力発電事業 アメリカ 160MW 推定38万トン/年
むつ⼩川原風力発電事業（建設中） 日本 64.5MW 推定15万トン/年

洋上風力発電事業 Butendiek	洋上風力発電事業 ドイツ 288MW
発電規模：370,000軒の家庭消費電力相当 約77万トン/年

廃棄物処理・発電事業

ST&W	廃棄物処理・発電事業／South	Tyne	&	Wear	Energy	
Recovery	Holdings	Limited イギリス 26万トン/年の一般廃棄物を焼却処理

発電規模：31,000軒の家庭消費電力相当 推定6.2万トン/年

Cornwall	廃棄物処理・発電事業／Cornwall	Energy	Recovery	
Holdings	Limited イギリス 24万トン/年の一般廃棄物を焼却処理

発電規模：21,000軒の家庭消費電力相当 推定6万トン/年

Merseyside	廃棄物処理・発電事業／Merseyside	Energy	
Recovery	Holdings	Limited イギリス 46万トン/年の一般廃棄物を焼却処理

発電規模：63,000軒の家庭消費電力相当 推定13万トン/年

West	London	廃棄物処理・発電事業／West	London	Energy	
Recovery	Holdings	Limited イギリス 35万トン/年の一般廃棄物を焼却処理

発電規模：50,000軒の家庭消費電力相当 推定8.3万トン/年

セルビア	廃棄物処理・発電事業／Beo	Cista	Energija セルビア
34万トン/年の一般廃棄物を焼却処理発電・熱供給及び埋立ガス活用により発電
発電・熱供給規模：30,000軒の家庭消費電力、 
60,000軒の家庭消費熱量（冬季）相当

推定21万トン/年

ドバイ	廃棄物処理・発電事業／Warsan	Waste Management	
Company	P.S.C.（建設工事中） UAE 190万トン/年の一般廃棄物を焼却処理予定

発電容量（予定）：約200MW 推定217万トン/年

地熱発電事業 Sarulla	Operations	Ltd インドネシア 330MW 約220万トン/年

太陽光発電事業

大分日吉原太陽光発電所メガソーラー事業 日本 45MW 推定4.6万トン/年
新岡山太陽光発電所メガソーラー事業 日本 37MW 推定3.8万トン/年
西条⼩松太陽光発電所メガソーラー事業 日本 26MW 推定2.7万トン/年
佐賀相知太陽光発電所メガソーラー事業 日本 21MW 推定2.1万トン/年
アイ・グリッド・ソリューションズ 日本 178MW 推定18.2万トン/年
Clean	Energy	Connect 日本 97MW 推定9.9万トン/年

バイオマス発電事業
市原バイオマス発電所バイオマス発電事業 日本 49.9MW 35.3万トン/年
日向バイオマス発電所バイオマス発電事業（建設中） 日本 50MW 35.3万トン/年
田原バイオマス発電所バイオマス発電事業（建設中） 日本 50MW 35.3万トン/年

クリーンテックビジネス

※1	 国内再生可能エネルギー発電事業や蓄電池事業を専門的に担うエネルギー・化学品カンパニー傘下の部門
※2	 北米電力事業及び関連サービス事業の損益を合算して表示しています。

■ グリーンレベニュー実績（クリーンテックビジネス収益を含む組織業績）

2023年度 当期純利益（取込収益） 2024年度見通し 当期純利益（取込収益）

電力・環境ソリューション部門※1 249億円 135億円
北米電力関連事業※2 167億円 153億円



★、◆及び■マークを付した以下のデータについては、KPMG あずさサステナビリティ（株）による国際監査・保証
基準審議会の国際保証業務基準（ISAE）3000及び 3410に準拠した第三者保証を実施。
★：	伊藤忠商事国内拠点の Scope1・Scope2及びその合計値、Scope3（輸送、配送（上流））由来の CO2排出量、

東京本社の廃棄物等排出量、非リサイクル排出量、リサイクルされた排出量、リサイクル率及び中水製造量の
数値

◆：	伊藤忠グループの電力使用量合計値、Scope1・Scope2及びそれらの合計値、伊藤忠グループ国内拠点の
NOx・SOx・VOC 排出量、伊藤忠商事国内拠点・伊藤忠グループ国内拠点の有害廃棄物排出量

■：伊藤忠商事国内拠点の取水量・排水量
独立した第三者保証報告書（P232）	

第三者保証
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※1	 		東京本社、大阪本社、全5支社（北海道、東北、中部、中四国及び九州）		支店含む事業所数：2019年度7事業所、2020年度6事業所、2021年度8事業所、2022年度6事業所、2023年度6事業所（2023年度カバレッジ100％）。
2020年度までは国内支社・支店及びその他事業用施設を含み、2021年度以降は国内支社及びその他の事業用施設を含む（但し2022年度は一碧別荘地を期中に事業譲渡したため集計対象としていない）。

※2	 対象社数：2019年度238社、2020年度232社、2021年度233社、2022年度225社、2023年度241社（2023年度カバレッジ100％）※5。
※3	 対象事業所数：2019年度29事業所、2020年度49事業所、2021年度46事業所、2022年度43事業所、2023年度43事業所（2023年度カバレッジ100％）。
※4	 対象社数：2019年度286社、2020年度274社、2021年度254社、2022年度257社、2023年度261社（2023年度カバレッジ100％）※5。
※5	 対象社数は投資運用目的で保有する会社等を含む全ての子会社。但し、投資運用目的で保有する会社で今後5年以内に売却する見込みのある会社、従業員が10人以下である非製造拠点の事業所のGHG排出量、取水量・排水量及び有害廃棄物排出量は量的に僅少であるため集計対象としていない。

集計範囲

伊藤忠商事国内拠点※1 国内グループ会社※2 海外現地法人※3 海外グループ会社※4

気候変動

エネルギー消費量

エネルギー消費 ○ － － －

事業用施設起因のエネルギー使用量 ○ － － －

電力使用量 ○ ○ ○ ○

熱使用量 ○ ○ ○ ○

燃料使用量 ○ ○ ○ ○

エネルギー原単位 ○ － － －

温室効果ガス（GHG） 
排出量

Scope1・Scope2 ○ ○ ○ ○

事業用施設ごとのGHG排出量 ○ ○ ○ ○

Scope1総排出量のGHG種類ごとの内訳 ○ ○ ○ ○

Scope3 ○ ○ ○ ○

GHG排出量（Scope1+2）原単位 ○ ○ ○ ○

汚染防止と
資源循環

汚染防止 NOx、SOx、VOC排出量 ○ ○ ○ ○

資源循環

廃棄物等排出量とリサイクル率 ○ ○ ○ ○

有害廃棄物排出量 ○ ○ ○ ○

紙の使用量 ○ － － －

水資源の保全 取水・排出 取水量及び排水量、取水源別取水量、排水先別排水量、水ストレス地域における水の取水量、水資源への
依存度の高い製造工程での水使用量（原単位）、生物化学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD） ○ ○ ○ ○

環境会計 環境保全コスト、環境保全・経済効果 ○ － － －

○：集計対象
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気候変動パフォーマンスデータ

エネルギー消費

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

伊藤忠商事
国内拠点

購入・消費した非再生可能燃料
（単位：MWh）

691 640 580 331 156

購入した非再生可能電力 
（単位：MWh） 28,747 27,320 27,107 26,332 24,313

購入した蒸気／熱／冷却水等の
その他の非再生可能エネルギー

（単位：MWh）
7,385 7,401 6,869 7,046 7,993

発生させた再生可能エネルギー
（太陽光発電※）（単位：MWh）

54 60 63 61 66

エネルギー消費コスト合計 
（単位：百万円） 537 571 573 652 612

※	太陽光発電
	 伊藤忠商事は「東京本社ビル」の屋上及び東京本社ビルに隣接する「伊藤忠ガーデン（旧CIプラザ）」の屋根に太陽光発電パネルを設置し、2010

年3月より発電を開始。設置された太陽光パネルの発電容量は合計100kWであり、これは一般的な戸建約30軒分（1軒あたり約3.0kWと算出）に
相当。発電されたクリーンエネルギーは全てこの東京本社ビル内で使用しており、東京本社ビル3.5フロア分の照明に使用する電力量（瞬間最
大発電時）に相当

エネルギー消費量

電力使用量 （単位：MWh）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

伊藤忠商事国内拠点合計※ 10,759 10,231 10,214 9,269 9,386

国内グループ会社 1,204,830 1,248,258 1,202,311 975,320 1,014,274

海外現地法人 2,098 3,515 3,469 3,126 3,096

海外グループ会社 447,462 437,030 422,880 538,683 645,863

伊藤忠グループ総合計 1,665,148 1,699,034 1,638,874 1,526,398 ◆1,672,619

※	東京本社では2020年1月分より非化石証書を組合わせた実質CO2フリー電気を調達。非化石証書には前橋バイオマス発電所（群馬県前橋市）の
トラッキング情報を付与し、購入する電気と組合わせて東京本社ビルで使用

事業用施設起因のエネルギー使用量 （単位：GJ）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

東京本社 126,135 121,290 118,419 118,627 114,083

※	2022年度までは東京都環境確保条例に基づき算出。2023年度より2024年4月1日施行の改正地球温暖化対策推進法で定める排出係数を使用して算出

熱使用量 （単位：GJ）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

伊藤忠 
グループ

産業用蒸気 541,932 488,429 520,936 851※1 797

産業用以外の蒸気 14,452 15,462 14,532 14,593 15,636

温水 4,860 5,710 6,285 4,745 4,373

冷水 75,227 67,618 62,874 22,353※2 25,420

燃料使用量

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

伊藤忠 
グループ

灯油（単位：kL） 2,609 3,387 3,086 2,151 1,944

軽油（単位：kL） 41,790 48,460 46,262 48,762 42,671

ガソリン（単位：kL） 12,759 12,688 11,547 11,619 11,751

A 重油（単位：kL） 20,432 18,969 58,137 19,292 19,324

B・C 重油（単位：kL） 25,942 25,546 13,595 20,784 13,959

石炭（単位：t） 315,148 325,431 292,371 192,663 180,851

石油
ガス

液化石油ガス（LPG）
（単位：t） 11,966 11,294 13,575 14,661 13,350

液化石油ガス（LPG）
（単位：千 m3） 472 469 1,200 578 1,409

液化石油ガス（LPG）
（単位：kL） 186 1,209 660 564 1,283

石油系炭化水素ガス
（単位：千 m3） 340 3 3 3 3

可燃性 
天然
ガス

液化天然ガス（LNG）
（単位：t） 5,698 4,524 11,654 2,534 4,540

その他可燃性天然ガス
（単位：千 m3） 14,115 12,761 7,101 27,749 28,035

都市 
ガス等

都市ガス 
（単位：千 m3） 26,692 46,793 37,107 33,931 28,688

その他ガス 
（単位：千 m3） 242 404 0 0 0

※1	 2022年度は期中に非連結子会社となり集計対象外となったグループ会社があり、前年度比大幅に減少。
※2	 2022年度はグループ会社で一部事業所の売却があった影響により減少。
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エネルギー原単位
伊藤忠商事国内拠点のエネルギー消費量（原単位）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

伊藤忠商事国内拠点社員数あたり（単位：GJ/ 人） 16.070 15.536 15.245 14.418 14.931

伊藤忠商事国内拠点床面積あたり（単位：GJ/m2） 0.684 0.576 0.564 0.539 0.559

※	原単位の床面積は2019年度101,545m2、2020年度114,920m2、2021年度113,434m2、2022年度111,945m2、2023年度111,893m2

温室効果ガス（GHG）排出量
Scope1・Scope2 （単位：千t-CO2e）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

伊藤忠商事 
国内拠点合計

Scope1 0 0 0 0 ★	0

Scope2 7 6 6 6 ★	2

Scope1+2 7 7 6 6 ★	2

伊藤忠グループ
総合計

Scope1 1,203 1,522 1,485 1,166 ◆	1,062

Scope2 836 800 716 600 ◆	627

Scope1+2 2,038 2,322 2,201 1,766 ◆	1,690

事業用施設ごとの GHG 排出量（Scope1+2） （単位：千t-CO2e）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

東京本社 6 6 6 6 2

伊藤忠商事国内拠点合計 7 7 6 6 ★	2

国内グループ会社 1,526 1,611 1,507 1,133 1,111

海外現地法人 2 3 3 3 3

海外グループ会社 504 701 684 625 573

伊藤忠グループ総合計 2,038 2,322 2,201 1,766 ◆	1,690

Scope1総排出量の GHG 種類ごとの内訳 （単位：千t-CO2e）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

Scope1総排出量 1,203 1,522 1,485 1,166 1,062

エネルギー起源二酸化炭素（CO2） 1,158 1,234 1,214 907 845

エネルギー起源 CO2以外の GHG 総量 44 288 270 259 218

内訳

非エネルギー起源⼆酸化炭素
（CO2） 0 0 0 16 14

メタン（CH4） 1 118 136 122 106

一酸化⼆窒素（N2O） 18 119 108 103 82

ハイドロフルオロカーボン（HFCs） 24 51 26 18 16

パーフルオロカーボン（PFCs） 0 0 0 0 0

六ふっ化硫黄（SF6） 0 0 0 0 0

三ふっ化窒素（NF3） 0 0 0 0 0

※	エネルギー起源CO2以外のGHGの算出に関する地球温暖化係数（GWP：Global	Warming	Potential）は、2019～2022年度についてはIPCC第4次
評価報告書（AR4）のGWP100を使用。2023年度はIPCC第5次評価報告書（AR5）のGWP100を使用。

※	エネルギー起源CO2以外のGHGは、3,000t-CO2e ／年以上の排出があったグループ会社を対象に集計・開示。
※	2018年度以降「豚の飼養及び排泄物の管理に伴うCH4及びN2O排出量」と「冷蔵機器等からの漏えいに伴うHFC排出量」を対象に含めており、

2020年度データからは更に「排水処理に伴うCH4排出量」、「廃棄物のコンポスト化及び埋立処分に伴うCH4排出量」及び「農園における肥料の
使用に伴うN2O排出量」を対象に含めている。

※	フロン由来のGHG排出量は、以下の通り。
●	国内グループ会社：フロン排出抑制法で定める算定方法に従い算出。但し、HCFCは集計対象外。
●	海外グループ会社：冷媒として使用されているフロンの充填量に基づき算出。

※		GHG排出量は、WRI（World	Resources	Institute：世界資源研究所）とWBCSD（World	Business	Council	for	Sustainable	Development：持続可能な開
発のための世界経済人会議）が主導して開発されたGHGプロトコルを用いて算出し、経営支配力基準（the	operational	control	approach）で集計

※	伊藤忠グループの2023年度のScope	1排出量に含まれるエネルギー起源のCO2排出量は、2024年4月1日施行の改正地球温暖化対策推進法（改正
温対法）で定める排出係数を適用して算出。但し、都市ガス由来の排出量は、2023年度も含めて改正温対法施行前に適用されていた排出係数を
適用して算出（都市ガス：2.23t-CO2/千m3N）。

※	伊藤忠商事国内拠点及び伊藤忠国内グループの電力由来のCO2排出量は、2020年度データまでは電気事業者別の基礎排出係数、2021年度以降のデータ
は、電気事業者別の調整後排出係数を適用して算出。2023年度は、2023年12月22日に環境省より公表された電気事業者別の調整後排出係数を適用。

※	海外現地法人及び海外グループ会社の電力由来のCO2排出量は、International	Energy	Agency（IEA）の最新の公表データであるIEA	Emissions	
Factors	2023（IEA	2023）による換算係数に基づき算定。2023年度データではIEA	2023で公表されている2021年データを適用。

※	熱（産業用以外の蒸気、温水及び冷水）由来のCO2排出量は、2023年度も含めて改正温対法施行前に適用されていた排出係数を使用して算出（産業
用以外の蒸気、温水、及び冷水：0.057t-CO2/GJ）。

※	東京本社については2022年度までは東京都環境確保条例に基づき算出、2023年度より2024年4月1日施行の改正地球温暖化対策推進法で定める排出
係数を使用して算出。

※	2023年度におけるScope1～3排出量のいずれにも含まれないCO2排出量は232千t-CO2e。当該CO2排出量は、木材、植物性残渣等のバイオマス燃料
の燃焼に伴い排出されるCO2排出量である。
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Scope3 （単位：千t-CO2e）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

資本財※1 800 660 621 598 506

Scope1・Scope2に含まれない燃料及び 
エネルギー活動※2 328 310 389 342 378

輸送、配送（上流）※3 13 12 10 12 ★	10

廃棄物※4 235 369 350 298 232

出張※5 56 21 25 44 133

通勤※6 25 25 23 18 27

フランチャイズ※7 1,152 1,089 1,048 1,025 947

排出原単位は、環境省／サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための原単位データベース最新版、独立行政法人産業技術
総合研究所が作成する原単位データベースであるInventory	Database	for	Environmental	Analysis（IDEA）Ver.3.3等より選定。
※1	 	対象年度の固定資産取得額（連結ベース）に、資本財価格当たりの排出原単位を乗じて算定。
※2	 	Scope1・Scope2算定時に収集した燃料・熱・購入電力量に対し、各種排出原単位を用いて算定。卸売、⼩売した電力の発電に伴う排出量も

本カテゴリに含む。
※3	 	環境省・経済産業省の「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」に基づき、伊藤忠商事を荷主とする国内委託輸送に関わるものを集計。
※4	 伊藤忠グループ全社の各種廃棄物・排水量に対し、各種排出原単位を用いて算定。
※5	 	伊藤忠グループ連結経理データより、出張種別ごとに原単位を用いて算定。2023年度分には全日本空輸株式会社の「SAF	Flight	Initiative」を通

じて購入した「SAFによるCO2削減効果証明書」による、50t-CO2eのGHG削減効果を含む。
※6	 伊藤忠商事の通勤費と従業員数から連結通勤費を推計し、鉄道通勤の排出原単位を用いて算定。
※7	 	伊藤忠子会社とフランチャイズ契約を締結しているフランチャイズ加盟店のScope1・Scope2と、当該伊藤忠子会社単体のScope1・Scope2

との差を計上。

■ 飲料製造グループ会社の CO2排出量（原単位）

事業内容 会社名（バウンダリー） 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

飲料製造 （株）クリアウォーター津南
（清涼飲料水製造販売事業）

（t-CO2e/ 
製造容量kL） 0.081 0.088 0.080 0.062 0.071

■ 伊藤忠商事国内拠点及び伊藤忠グループの CO2排出量（原単位）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

伊藤忠商事国内拠点社員数あたり 
（単位：t-CO2e/ 人） 1.596 1.552 1.540 1.439 0.468

伊藤忠商事国内拠点床面積あたり 
（単位：t-CO2e/m2） 0.068 0.058 0.057 0.054 0.018

伊藤忠グループ総合計電力使用量 
MWh あたり（単位：t-CO2e/MWh） 0.502 0.471 0.437 0.393 0.375

※	原単位の床面積は2019年度101,545m2、2020年度114,920m2、2021年度113,434m2、2022年度111,945m2、2023年度111,893m2

GHG 排出量（Scope1+2）原単位

評価対象 2024年3月期 ベースライン 算出方法

再生可能 
エネルギー 
発電

11,792千t-CO2e
各国・石炭
火力発電

●  年間削減貢献量の算定方法：発電容量×8,760時間×想定設
備利用率×排出係数×当社出資比率

●  各案件における運用段階の削減貢献量のみで比較。
●  当社が出資・運営する発電所についてはストックベース（単
年）、当社が権益開発・販売する発電所についてはフローベー
ス（ライフタイム）で算出。

●  当社が運営のみ行う発電所及び権益開発・販売する発電所
については、当社寄与率として70%を乗じて算出。

●  排 出 係 数 は、International	Energy	Agency（IEA）Emission	
Factorsを参照。

蓄電池 457千t-CO2e
各国・石炭
火力発電

●  年間削減貢献量の算定方法：当社販売済み蓄電容量×放電
深度	×365日×排出係数

●  蓄電池が再生可能エネルギー発電の電力を満充電し、仮想発
電所の如く放電を行うことで既存発電所に代替すると仮定。

●  放電深度70%、当社販売済み蓄電池の稼働年数20年と仮定
し、フローベース（ライフタイム）で算出。その際、一定の劣化
率も加味。

●  排出係数は、IEA	Emission	Factorsを参照。

リニュー 
アブル燃料 17千t-CO2e

化石資源 
由来燃料

●  年間削減貢献量の算定方法：販売量×ライフサイクル削減率
×排出係数

●  ライフサイクル削減率とは、従来品と比較してライフサイクル
全体でどの程度GHGを削減できるかを表したもの。製品ごと
に80% ～90%と仮定。

●  排出係数は、環境省算定・報告・公表制度における排出係
数を参照。

削減貢献量

削減貢献量とは、既存の製品やサービス（ベースライン）を当社の製品やサービスに置き換えた場
合に削減・抑制可能なバリューチェーン上の温室効果ガス削減量を定量化したものです。削減貢
献量の算定ルールについては、実態に即した仕組みとするための国際的な議論が続けられていま
す。当社はそれらの検討状況を踏まえながら、自社で用いる算定、開示方法を今後も適宜見直して
いきます。
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資源循環
廃棄物等排出量とリサイクル率

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

東京本社

廃棄物等排出量（単位：t） 767 465 469 428 ★	441

内　非リサイクル排出量 44 31 30 39 ★	34

内　リサイクルされた排出量 723 434 439 389 ★	407

リサイクル率（単位：%） 94.3 93.4 93.7 90.9 ★	92.3

大阪本社・国内 
支社及びその他の
事業用施設

廃棄物等排出量（単位：t） 1,354 1,226 2,265 3,160 1,722

国内グループ会社 廃棄物等排出量（単位：t） 149,949 248,465 141,355 110,911 108,968

海外現地法人 廃棄物等排出量（単位：t） 9 41 238 449 412

海外グループ会社 廃棄物等排出量（単位：t） 461,018 504,085 504,296 525,187 498,016

伊藤忠グループ
総合計

廃棄物等排出量（単位：t） 613,097 754,283 648,623 640,135 609,558

内　非リサイクル排出量 450,376 584,567 194,374 132,496 141,219

内　リサイクルされた排出量 162,721 169,716 454,249 507,639 468,339

リサイクル率（単位：%） 27 23 70 79 77

※	東京本社の廃棄物等排出量には有価物売却量を含む

有害廃棄物排出量 （単位：t）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

伊藤忠商事国内拠点・伊藤忠グループ 
国内拠点合計※1 ※2 329 750 251 226 ◆	267

海外現地法人・伊藤忠グループ海外拠点合計 1,111 1,111 1,063 4,374 3,462

伊藤忠グループ総合計 1,440 1,861 1,314 4,600 3,730

※1	 日本国内に所在する事業拠点を対象に集計。
※2	「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定める特別管理産業廃棄物の排出量を集計。

汚染防⽌と資源循環パフォーマンスデータ

NOx、SOx、VOC（大気汚染物質）排出量 （単位：t）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

伊藤忠
グループ
国内拠点※1

NOx（窒素酸化物）※2 1,378 1,569 1,437 1,108 ◆	982

SOx（硫黄酸化物）※2 514 416 416 370 ◆	298

VOC（揮発性有機化合物）※3 424 445 400 219 ◆	312

伊藤忠
グループ
海外拠点

NOx（窒素酸化物）※2 1,293 1,458 1,656 131 65

SOx（硫黄酸化物）※2 648 333 545 284 235

VOC（揮発性有機化合物）※3 168 182 192 222 215

伊藤忠 
グループ 
総合計

NOx（窒素酸化物）※2 2,671 3,027 3,093 1,239 1,047

SOx（硫黄酸化物）※2 1,162 749 961 653 534

VOC（揮発性有機化合物）※3 592 627 592 441 527

汚染防⽌

※1	 日本国内に所在する事業拠点を対象に集計。
※2	 NOx及びSOx排出量は、大気汚染防止法上のばい煙発生施設を対象に集計。
※3	 	VOC排出量は、環境省が大気汚染防止法の通知で示しているVOC100種に該当する物質を対象に集計。主な集計対象物質には、酢酸エチル、

酢酸プロピル、イソプロピルアルコール等が含まれている。「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について」別紙1参照（平成17年6
月17日付環境省通知　環管大発第050617001号）。

紙の使用量 （単位：千枚（A4換算）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

伊藤忠商事国内拠点 コピー用紙使用量 26,913 19,167 14,916 14,383 12,720



取水・排出

水資源パフォーマンスデータ

取水量及び排水量 （単位：千m3）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

東京本社

水道水使用量 42 29 30 37 40

中水製造量※1 34 25 27 32 ★	41

排水量 60 41 41 50 54

大阪本社・国内支社
及びその他の事業用
施設

取水量 73 61 84 4 7

排水量 170 133 169 6 7

伊藤忠商事 
国内拠点合計

取水量※2 ※3 115 90 115 41 ■	62

排水量※2 ※4 230 173 210 56 ■	60

国内グループ会社
取水量 21,947 24,540 25,228 14,833 15,315

排水量 9,594 14,269 14,926 9,835 9,871

海外現地法人
取水量 5 16 31 39 36

排水量 5 15 31 39 35

海外グループ会社
取水量 72,064 48,494 32,747 30,208 35,251

排水量 16,394 21,723 16,319 14,347 13,275

伊藤忠グループ 
総合計

取水量 94,132 73,140 58,120 45,121 50,663	

排水量 26,224 36,181 31,486 24,277 23,241
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※1	 中水製造量には、一部水道水使用量を含む。
※2	 2022年度は一碧別荘地を期中に事業譲渡し集計対象としていないため、取水量及び排水量が前年度比大幅に減少。
※3	 2023年度より東京本社は中水製造のために使用された雨水を取水量に集計。
※4	 	2021年度までの伊藤忠商事国内拠点の排水量には、第三者からの汚水を受け入れて処理する汚水処理場からの排水があるため、排水量が取水

量を大きく上回っている。
※	灌漑用に散水された水については排水量として集計対象外。
※		取水量、排水量を把握していない場合の推計方法。 

取水量：一定の原単位を使用して推計 
排水量：取水量と同値と仮定して推計、乃至は一定の原単位を使用して推計

取水源別取水量 （単位：千m3）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

伊藤忠グループ 
総合計

上水道、工業用水 10,764 12,119 11,655 11,669 12,618

地下水揚水 46,764 20,516 16,702 15,349 18,652

河川・湖沼・雨水 26,323 31,402 19,729 18,079 19,340

海水 10,269 9,068 10,015 0 0

その他（外部廃水、
生成水等） 11 34 19 25 54

合計 94,132 73,140 58,120 45,121 50,663

排水先別排水量 （単位：千m3）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

伊藤忠グループ
総合計

外部処理施設（下水等） 3,900 7,181 9,893 7,052 7,416

地下水 5,731 11,639 6,464 3,912 4,069

河川・湖沼 10,464 10,251 12,581 10,730 9,009

海 6,130 6,679 1,905 1,857 2,355

その他 ― 431 642 725 392

合計 26,224 36,181 31,486 24,277 23,241
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2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

高リスク（40-80%）
拠点数 6 7 4 5 8

水取水量（千 m3） 2,201 2,786 2,449 2,478 139

著しく高リスク
（>80%）

拠点数 2 3 3 5 7

水取水量（千 m3） 623 1,096 1,362 1,167 3,920

水資源への依存度の高い製造工程での水使用量（原単位）
業種 会社名（事業内容） 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

飲料
製造

（株）クリアウォーター 
津南（清涼飲料水製造
販売事業）

（水使用量
m3/製造
容量kL）

1.95 1.85 1.82 1.83 1.81

化学的酸素要求量（COD）
業種 会社名（事業内容） 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

化学
タキロンシーアイ（株）（工場）
（合成樹脂製品の製造・加
工・販売）

mg/L 2.78 2.20 2.80 1.50 1.67

生物化学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD）
単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

伊藤忠グループ総合計 
水域への排出

BOD負荷量 t 39,099 28,622 52,612 31,511

COD負荷量 t 213,808 135,710 231,914 123,785

水ストレス地域における水の取水量

WRI（世界資源研究所）が開発した WRI	Aqueduct ツールを用いて特定した（P80）水ストレスレベ
ルが高リスク、著しく高リスク（>40%）拠点の水取水量は以下の通り。2021年度の取水量を100％
とした場合、水ストレスレベルが高リスク拠点の取水量は 4％、水ストレスレベルが著しく高リスク
拠点の取水量は 2％にあたる。

ESGデータ（環境）

伊藤忠グループ各社の土地、建物等有形固定資産の環境リスク、特にアスベスト、PCB、土壌汚染
については、法的要求事項への対応にとどまらず、自主的に調査を通じて把握をし、迅速な経営方
針の決定・判断に役立てるよう対応を図っています。将来見込まれる環境債務について、2024年 3
月時点で合理的に見積ることのできる金額（シャドーコスト）として、廃棄物処理費用を27百万円
と見込んでいます。

環境債務の状況把握

環境会計

環境保全コスト
（単位：千円）

分類 項目 2023年度

伊藤忠商事
国内拠点

事業エリア内コスト 公害防止、地球環境保全、資源循環に関するコスト 111,911

上・下流コスト 環境負荷の低減、グリーン調達費用、容器包装等の低
環境負荷化のための追加的コスト

16,238

内　グリーン調達コスト 6,727

管理活動コスト 環境マネジメントシステムの整備・運用、従業員への
環境教育等のためのコスト 299,394

研究開発コスト 環境保全に資する製品等の研究開発コスト 500

社会活動コスト
自然保護、緑化、美化、景観保持等の環境改善対策、環
境保全を行う団体等に対する寄付、支援のためのコスト

8,795

環境損傷対応コスト 自然修復のため、環境保全に関する損害賠償等のた
めのコスト 27,382

合計 464,220

※		環境省「環境会計ガイドライン2005年版」に基づいて集計

環境保全・経済効果
2023年度

環境保全効果 経済効果（単位：千円）

伊藤忠商事国内拠点
紙の使用量 1,663	千枚 -925

電力使用量 -116	MWh 18,572

東京本社
廃棄物排出量 -13	t -595

水の使用量 -6,655	m3 -4,806

※		環境保全・経済効果は、「前年度実績値-当年度実績値」により算出
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労働慣行：雇用・福利厚生

伊藤忠商事の幅広い事業領域でのグローバルなビジネス展開は、連結対象となるグループ会社も一体となり、伊藤忠
グループとして取組んでいます。2023年度末時点で、当社グループの連結従業員数は 11万人を超えています。当社で
は、働き方改革を中心とした朝型勤務の進化、仕事と育児・介護の両立を支援するための諸制度の導入、福利厚生施
設の充実を通じた従業員交流の機会の増加等により、多様な人材が最大限能力を発揮できる職場環境の実現に向け
ての取組みを推進しています。
伊藤忠商事では「企業行動倫理規範」で人権の尊重・配慮、厳しくとも働きがいのある職場環境の整備を規定していま
す。また、当社の労働基準は、国際労働機関（ILO）の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言（とそのフォロー
アップ）」※で推進が表明されている「労働における基本的原則及び権利」の「雇用及び職業における差別の排除」に則っ
て作成されています。そのため、当社では、法定最低賃金を遵守し、同一資格・同一職務レベルにおいて、統一された
報酬体系（同一労働同一賃金）が適用されています。
※	伊藤忠グループ「人権方針」2.	国際規範の支持・尊重の項で支持表明しています。

方針・基本的な考え方

目標・アクションプラン

リスク 機会

●	適切な対応を実施しない場合の、労働生産性の低下、優秀な人材の流出、ビジネスチャンスの逸失、健康関連費用の増加　等
●	 	働きがいのある職場環境の整備による、労働生産性の向上、健康力・モチベーションの向上、優秀な人材の確保、変化やビジネスチャンス
への対応力強化　等

カンパニー SDGs
目標

インパクト 
分類

取組むべき 
課題 事業分野 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標（単体） 進捗度合（レビュー）

総本社 労働慣行
働き方改革を通じた
業務効率化と長時
間労働の防止

人事
メリハリのある働き方を推進し、
労働生産性及び従業員エンゲー
ジメントの向上を目指します。

●	勤務状況の定期的なモニタリング実施。
●	エンゲージメントサーベイの実施。
●	夏季・冬季の休暇取得促進。

●	労働時間法制の遵守。
●		エンゲージメントサーベイによる「従業員
エンゲージメント」項目の肯定的回答率
70%以上。

●	有給休暇取得率70%以上。

●	毎年勤務簿調査を実施し、賃金不払残業を防止。
●		エンゲージメントサーベイによる「従業員エンゲージメント」項目の肯定的回答率：
2021年度71%、2018年度76%、2014年度78%。

●	有給休暇取得率:2023年度64.7%。

厳しくとも
働きがいのある

会社
・ 現場主義徹底、「三方よし」体現
・ 多様性重視、「能力発揮」最大化

経営参画意識の
向上

持株会等を活用した
中長期的な資産形成

健康力向上

安心して働き続ける
ための環境整備

働き方の進化

朝型勤務等を通じた
効率性の追求

優秀な人材の
確保

企業ブランド・人材
価値の向上

成長に繋がるフィード
バック・納得度の向上

成果に応じた
評価・報酬

個々の適性を踏まえた
成長機会の創出

主体的なキャリア
形成支援

従
業
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
貢
献
意
欲
の
向
上

労
働
生
産
性
・
企
業
価
値
の
向
上

※	有給休暇取得率：2022年度	62.2%、2021年度	58.8％、2020年度	52.6％
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国内外にあるグループ会社がそれぞれの領域、地域において事業を展開する際には、事業領域に
応じ、親会社である伊藤忠商事のディビジョンカンパニーが主体となり、経営戦略に基づいた人材
戦略のもと、各カンパニープレジデントが人材確保や適材適所等を法令に準拠の上、進めています。
また、グループ会社の従業員にとって最適な労働環境が提供できるよう管理体制の構築を支援して
います。

体制・システム

伊藤忠商事は投融資案件の審査に際し、経済的側面だけでなく、ESG（環境、社会、ガバナンス）
の観点を重要視し、新規投資案件においては、「投資等に関わるESGチェックリスト」を用いて、労
働慣行（労働条件、労働安全衛生、ステークホルダーとの対話）等を総合的に審議・検討しています。
また、新規案件のみならず、既存事業投資先の事業経営をモニタリングし、改善に資するように努
めています。
詳細は、新規事業投資案件の ESGリスク評価（P168）をご覧ください。

事業投融資案件の労働慣行に関するリスク評価

労働慣行：雇用・福利厚生

伊藤忠商事では報酬・労働時間と休日、労働安全衛生・福利厚生、服務規律等の労働条件に関
して、入社時教育の必須事項としており、イントラネットにおいても日本語・英語による閲覧を常に
可能とし、労働基準の浸透に努めています。また、国内外のグループ会社に対しても、最適な労働
環境の構築支援に合わせて、伊藤忠商事と同等の労働基準の浸透を進めています。
また、当社は、厚生労働省の外郭団体である独立行政法人労働政策研究・研修機構が開催する「東
京労働大学講座」に人事・労務担当者を毎年継続して派遣しています。企業における能力開発、
労働時間、報酬等、人事労務管理全般についての現状を踏まえた上で、労働経済学の視点から、
賃金の構造、雇用形態の多様化が進展する現代の労働市場の現状と課題、労使関係の在り方等を
体系的に習得しています。

労働基準の浸透の徹底

伊藤忠商事は、「従業員エンゲージメント（従業員が会社に対して高い貢献意欲を持ち、自発的に
能力発揮している度合い）」を継続して高めていくことが、企業価値の更なる向上に繋がると考えて
います。
3-4年に一度、大規模なエンゲージメントサーベイを実施・開示しており、2021年 12月に実施し
た調査では、「働きがい（エンゲージメント）」、「活躍できる環境」の肯定的回答率は前回調査（2018
年度実施）に引続き、日本トップクラスを維持しました。従業員が伊藤忠商事で働くことに対して誇
りを感じ、高い貢献意欲を持って、自発的に期待以上の成果をあげるべく業務に取組んでいること
を示しています。また、それ以外の年度については、主要な質問のみに厳選した簡易版のサーベイ
を実施し、施策に対する進捗を迅速かつ正確に把握すると共に、把握した課題等を執行役員会や
HMC に報告し、新しい施策や改善策を決定しています。同調査で浮き彫りとなった課題に対して
は、フェムテック等を活用した「女性活躍推進施策」や「主体的なキャリア形成支援」を通じて新た
な施策を導入し、毎年効果検証を行い、速やかに対策を講ずる体制を構築しています。

従業員エンゲージメント

2014年度 2018年度 2021年度

働きがい（エンゲージメント） 78 76 71

活躍できる環境 67 64 67

少数体制下にある伊藤忠商事にとって「人」は最大の財産であり、従業員一人ひとりが能力を最大
限発揮することが企業価値向上に繋がるという考えに基づき、2010年度より「働き方改革」を積極
的に推し進め、全ての従業員がそれぞれの特性を活かし、安心して仕事に集中できる環境の実現に
向け、様々な施策を推進しています。

「働き方改革」の推進
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■ エンゲージメントサーベイスコア

※	回答は肯定的回答率（％）

労働慣行



労働慣行：雇用・福利厚生

●	20：00～ 22：00の勤務は「原則禁止」。業務が残っている場合は翌営業日朝へシフト。5：00～ 8：
00が朝型勤務推奨時間帯。

●	7：50以前に勤務を開始した場合は、インセンティブとして、9：00まで深夜勤務と同様の割増賃金
（25%）を支給。

●	22：00～ 5：00の深夜勤務「禁止」。
●	8：00以前に出勤した従業員には、軽食を3品配布。

�:�� （�:��）

コアタイム コアタイム休憩

�:�� �:�� ��:�� ��:�� ��:�� ��:����:��

深夜禁止 深夜禁止原則禁止

固定勤務時間

固定勤務時間

早帰り可朝型勤務

フレキシブルタイム
（終業時間帯）

フレキシブルタイム
（始業時間帯）

取組み概要
■ 実施概要体系図

朝型軽食配布会場の様子 朝型軽食の特別コーナー

伊藤忠商事は、従業員が会社生活を送る上で、育児や介護といったライフステージを迎えた際にも
安心して会社で働き続け、最大限に能力を発揮できるよう、性別に関係なく仕事と育児・介護の両
立を支援するための諸制度を、法定を上回る水準で整備しています。2016年度には育児・介護等
による時間的制約を持つ従業員や、妊娠・傷病等を理由として通勤が困難な従業員を対象に、一
定の要件のもと、在宅勤務制度の適用を導入し、2022年 5月より全従業員を対象に制度を拡充し
ました。
男性従業員の育児休業については、2022年度導入した育児両立手当※の支援策導入により、育休
取得ニーズは益々高まっています。そのため、男性従業員の育休取得を更に後押しすることを目的
に、女性活躍推進委員会での議論を踏まえ、2024年度より配偶者が出産した男性従業員について、

「出産後 1年以内に、暦日 5日（有給扱い）の育休取得を必須化」しています。男性従業員の当社
での「働きがい」向上に加え、男性の育児参加を促すことで多様性を尊重する社内風土を醸成し、
女性従業員の更なる活躍支援に繋がるものと考えています。
また、社会的にも介護に対する備えが重要となっていることを踏まえ、介護セミナーは毎年継続開
催していると共に、オンラインでの介護情報提供サービスを2017年度に導入、2019年 4月には、
相談者のニーズに応じたワンストップ介護相談窓口を導入しました。
※	子ども誕生後、4週間以上の育児休業を取得し、対象の子の年齢が満1歳未満で復職する場合、両立に伴う追加費用（保育費用等）の補填等を目的

として、一定の手当を支給する社内制度。

仕事と育児・介護の両立
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2013年 10月に導入した「朝型勤務制度」は、「夜は早く帰り、朝早く出社して効率的に働く」という
従業員の意識改革が進み、当社らしい働き方が着実に定着しています。また、国の長時間労働削減
の好事例とされる等、社会に大きな影響を及ぼしました。
2021年 12月に実施した従業員エンゲージメント調査結果において、多様な働き方への更なる支援
の必要性を把握したことから、2022年 5月より「朝型フレックスタイム制度」、「在宅勤務制度」を導
入しました。これにより、早く出社（始業）し早く退社（終業）することが可能となり、空いた時間を
自己啓発や育児・介護等に活用することで従業員のモチベーションが高まり、労働生産性・企業
価値の向上に繋がることを期待しています。
また、労働組合との 36協定等法令遵守はもちろんのこと、今後も「働き方改革」を通じ総労働時間
の削減にも注力していきます。当社は働き方改革の先駆者として、今後も従業員一人ひとりの働き
方に対する意識改革と併せて業務改革をバランスよく推進し、更なる業務効率化や従業員の健康保
持・増進、育児・介護等の理由で時間的制約のある従業員の活躍支援等、多様な人材が最大限
能力を発揮できる職場環境の実現を目指していきます。

朝型勤務の進化／労働時間管理

労働生産性
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����年度
無駄な会議・資料の削除

����年度
がんと仕事の両立支援

����年度
「伊藤忠健康憲章」制定

����年度
「朝型勤務制度」導入

働き方改革
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■ 2010年度を1とした場合の労働生産性推移

労働慣行
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出産 満�歳 満�歳妊娠��日未満 産後�週 小学校入学 小学校卒業

妊娠（女性のみ）

産休前ガイダンス

妊娠休暇（��日）

流産後休暇（�日）

妊娠中の短時間勤務（��分／日）

深夜勤務の制限（��時～�時）

時間外勤務の制限

（全社共通）朝型フレックスタイム制度、
在宅勤務制度

育児（男女共通）

育児休業（満�歳迄／分割可）※�

ファミリーサポート休暇（精勤休暇の内数）

育児ハンドブック（パパ・ママ編／上司編）

妊娠中・育児中の社員向けSNS

健康・育児コンシェルジュ／健康組合電話健康相談／保活コンシェルジュ

（全社共通）朝型フレックスタイム制度、在宅勤務制度

子の看護休暇（子が一人の場合：年�日・子が二人以上の場合：年��日）

育児特別休暇（小学校卒業迄の間、通算��日）

育児短時間勤務（�日��分／小学校卒業まで、�歳超は給与減額）

勤務日選択制度（通算�年間／中断可）

時間外勤務の免除

時間外勤務の制限（�ヶ月��時間／�年���時間）

深夜勤務（��時～�時）の免除

福利厚生ベビーシッター補助／内閣府ベビーシッター派遣事業割引制度

社内託児所「I-Kids」（�歳～�歳） ※�

キャリア継続支援（キャリアビジョン支援研修、復職前三者面談、復職後キャリアカウンセリング）

育児両立手当

産
前
休
暇︵
６
週
間
︶

産
後
休
暇︵
８
週
間
︶・
出
生
時
育
児
休
業︵
８
週
間
の
う
ち
４
週
間
︶

小学校
卒業 �年 �年 �年制度利用開始

介
護
支
援

駐在員ふるさとケアサービス（駐在員の日本在住高齢家族の見守り）

福利厚生介護家事代行サービス利用料・介護用品購入費補助

相
談
・
情
報
提
供

休業中のキャリアビジョン支援研修

理解促進セミナー（介護と仕事の両立）

介護ハンドブック

介護コンシェルジュ／健康組合電話健康相談

柔
軟
な
働
き
方

勤務日選択制度（通算�年間／中断可）

時間外勤務の免除

時間外勤務の制限（�回につき�ヶ月��時間／�年���時間）

深夜勤務（��時～�時）の免除

介護短時間勤務（�日��分／通算�年間、�年超は給与減額、中断可）

（全社共通）朝型フレックスタイム制度、在宅勤務制度

休
業
・
休
暇
制
度

ファミリーサポート休暇（精勤休暇の内数）

介護特別休暇（勤続�年未満：��日、勤続�年以上:��日／半日可）

介護休業（通算�年間／中断可）※

介護休暇（要介護状態の対象家族数に関わらず、年��日）

■ 介護支援制度一覧■ 育児支援制度一覧

仕事と育児・介護の両立支援制度一覧

労働慣行：雇用・福利厚生

※1		休業・休暇制度のうち、「育児休業」のみ無給。その他の休暇は全て有給。
※2		一時保育は⼩学校就学前まで。

※	休業・休暇制度のうち、「介護休業」のみ無給。その他の休暇は全て有給。

育児・介護関連制度取得状況★
詳細は、ESGデータ（P184）をご覧ください。
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労働慣行：雇用・福利厚生

再雇用制度

「伊藤忠 Kids day ～パパ・ママ参観日～」・職域学童の開催

配偶者の転勤に帯同するために退職を選択する従業員が希望する場合、性別にかかわらず3年（延
長が認められる場合 5年）間の再雇用制度への登録が可能です。登録期間中は、会社より自己研
鑽の機会提供、機関誌の送付、制度の状況や更新等の連絡を行い、会社との接点が継続する工夫
をしています。

2014年より、従業員の⼩学生の子どもを対象とした「伊藤忠 Kids	day	～パパ・ママ参観日～」を
定期的に開催しています。子どもたちは、父母と一緒に早朝に出社し、会社が提供する朝型軽食を
食べた後、イベントに参加することで朝型勤務を体験できるようにしています。また、このイベント
用に特別に作成した自分の名刺を使った父母の職場の従業員との名刺交換、役員会議室での模擬
会議や社員食堂でのランチ等を通じて会社への理解を深めます。従業員からは「親の仕事に興味を
持ってもらえた」「将来伊藤忠で働きたいと言ってくれた」等非常に好評です。このイベントは、家族
の絆や伊藤忠への理解を深めてもらう上で非常に有意義と考えており、今後も継続開催予定です。
また、学校の夏休み期間にあたる2023年 8月には、「ITOCHUこども『どまんなか』WEEK」として、

「職域学童保育」を実施しました。質の高い学童保育に対する需要増を踏まえ、子どもの長期休暇
時に社内に学童保育所を設置し、朝型勤務体
験、職業体験、SDGs・社会貢献をテーマに、当
社の歴史・グローバルでの事業について学ぶ等、
当社らしいプログラムを用意しました。従業員
の子どものみならず、地域貢献として近隣⼩学
校から延べ約 240名の児童を受け入れました。
春休み期間にあたる2024年 3月～ 4月にも、
同様に「職域学童保育」を実施しました。今後
も子どもが健やかに成長できる社会に向け、取
組んでいきます。

伊藤忠商事は、様々な福利厚生施設や仕組みを通じて従業員間のコミュニケーションの活性化や
交流の機会の提供を行っています。コミュニケーションの活性化は、従業員一人ひとりの帰属意識
や働きがいの醸成に役立ち、組織全体の活性化にも役立っています。

伊藤忠商事東京本社では、最大 870席の社員食堂があり、平均 1,000名以上の従業員が利用して
います。
従業員の健康増進を目的として、野菜の摂取量増加を促す「グラムデリ」、「パワーサラダ」や「野菜
ドレッシング」の提供、月ごとの健康テーマに沿った定食・⼩鉢の提供、継続的な健康意識向上施
策としての「健康イベント」の実施等、従業員の声を反映させたメニューの見直しています。食堂に
来るのが楽しくなるような季節に合わせたイベントメニューを毎月実施し、有名店の味を食堂でも
気軽に楽しめるようタイアップメニューの提供等、従業員にとって魅力的な食堂作りを進め、多くの
従業員が利用しています。
※	正規・非正規従業員共に利用可

福利厚生

社員食堂

2012年 6月から、伊藤忠商事では来訪者に館内で快適に過ごしていただき、また従業員へ働きや
すい環境を提供するため、夏の暑さをやわらげることができるよう「クールダウンルーム」を東京本
社の 1階と地下 1階に設置しています。地球温暖化防止・電力需要が高まる夏場の節電対策の一
環として館内の冷房設定温度につき、28℃を上回らないようにしていますが、クールダウンルーム
だけは天井を低くし冷房効率を上げ、15℃の冷気を送風して室内を20℃以下に保ち、夏の暑い中
来訪された方や社外での営業活動から戻った従業員が館内に入館する際に、体を冷やせる空間と
しています。また、「クールダウンルーム」には、多くの方々に当社の創業の理念に触れていただく
ため、歴史展示コーナー「ITOCHU	History」を常設しています。
※	正規・非正規従業員共に利用可

クールダウンルーム

こども「どまんなか」WEEKでのドローン撮影
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再雇用制度登録

3年（延長が認められる場合 5 年）

労働慣行



労働慣行：雇用・福利厚生

働きがいのある職場環境づくりの一環で2016年夏より東京本社 3階にシャワーラウンジ、地下 2
階にシャワー室を開設しました。早朝便での帰国者から空港のシャワー室が混雑しているといった
声を受け、出張から帰った従業員が気持ちよく
仕事を開始出来る様に本社内に設置しました。
寒い時期でもすぐ温まれるようオーバーヘッド
シャワーを取り付け、アメニティ（タオル、ドラ
イヤー、シャンプー、リンス）も完備し、快適に
仕事を進められると好評を得ています。加えて、
開放時間を拡大し、健康増進のために運動した
従業員への開放も開始しました。また、グルー
プ会社従業員へも開放しています。
※	正規・非正規従業員共に利用可

シャワーラウンジ・シャワー室

●		従業員の状況（各年 3月 31日現在）（P183）
●		オペレーティングセグメント別従業員数（2024年 3月 31日現在）（P183）
●		地域別海外ブロック従業員数（2024年 3月 31日現在）（P183）
●		自己都合退職率（単体）（P184）

本社シャワーラウンジの様子
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2018年 3月に首都圏 4か所に分散していた男子独身寮を統合、約 360戸の「日吉寮」を神奈川県
横浜市港北区に新設しました。日吉寮は、単に福利厚生施設という位置付けでなく、「ひとつ屋根
の下」というコンセプトのもと、入居者が集い、年代や部署を超えたコミュニケーションの深化を図
るべく、シェアキッチン付食堂や、多目的ルーム、サウナ付大浴場、各階コミュニケーションスペース
（スタディコーナー、オープンテラス）等、多彩な共用設備を設けています。これにより、社内人脈
形成や、企業文化の継承等の人材育成にも寄与しています。

「健康経営」といった政策の視点からは、食堂では栄養バランスに留意した朝食及び夕食の提供、近
隣のフィットネスクラブとの提携による運動機会の提供、また喫煙所以外は居室を含め全館禁煙とす
る等、従業員の働き方改革への主体的な取組みや健康力増進を促す環境作りを目指しています。
また、災害時の BCP（事業継続計画）として東京本社のサブオフィス機能を果たせるよう、社内と同
様のネット環境や、非常用発電機設備を整備済みであり、食料・水・防災用品等も常時備蓄して
います。
※	正規従業員・一部グループ会社 

正規従業員が利用可

相互会は同じスポーツや文化活動を行う従業員同士が集まって活動する組織です。東京を中心に
全国で20程度の部があり、1,000人を超える従業員が所属しています。相互会には、伊藤忠商事
の現役従業員に限らず、OB・OG やグループ会社の従業員等多くの人たちが参加しており、スポー
ツや文化活動を通じて、世代を超え、組織を超えた交流・コミュニケーションを図っています。
※	正規・非正規従業員共に加入可

相互会

日吉寮

男子独身寮「 日吉寮」

約 360戸

社内活動組織数 所属社員

約 30部 1,000人以上

パフォーマンスデータ

平均勤続年数 自己都合退職率

18.2年 1.6%

労働慣行



労働慣行：労働組合
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従業員がそれぞれの特性を活かし、安心して仕事に集中できる環境の実現に向け、伊藤忠商事は
豊富な福利厚生制度・設備を提供しています。朝型勤務・健康経営等、独自の福利厚生施策は社
内外共に評価を得ており、従業員のモチベーション向上にも寄与しています。
伊藤忠商事は、労働組合を設置しており、組合員の労働条件の改善及びその他の経済的地位向上
を図ることを目的として、様々な課題について協議しています。

伊藤忠商事は設立以来、労働組合を設置しており、組合は組合員の労働条件の改善及びその他の
経済的地位向上を図ることを目的とし、これに必要な一切の事業を行っています。

（伊藤忠商事労働組合規約第 3条）

●	本部：代議員総会・本部役員会
●	支部：4支部（東京・大阪・名古屋・東北）

方針・基本的な考え方

体制・システム

■ 2023年度労働組合との取組み実績 ■ 2023年度労働組合の本部活動

2023年4月～
2024年3月（毎月） 衛生委員会

2023年6月 CFOとの決算協議会

2023年7月～
2024年1月

人事制度改訂に関する
労使交渉

2023年10月 育児両立支援策	導入
一年後レビュー

2024年2月 エネルギー・化学品 
カンパニー経営協議会

2024年3月 朝型フレックスタイム制
度	導入一年後レビュー

2023年4月～
2024年3月（毎週2回） 本部役員会

2023年4月、6月、9月
2024年1月、3月 代議員総会

2023年9月
2024年3月 支部三役会

2023年4月～
2024年3月

パパ・ママ会（子育て
世代向けの情報・意見
交換会、セミナー）10回
ジムトーーク（事務職の
情報・意見交換会、交
流会）5回

2024年4月1日時点組合員比率

組合員
�,���人

（��.�％）

非組合員
���人

（��.�％）

会社の禁止事項は以下の通りです。

1.		組合員であること等により不利益な取扱いをすること
	 	例：組合員としてストライキを行った等の理由から解雇や 

転勤等を行う。
2. 正当な理由なく団体交渉を拒否すること
	 	例：団体交渉の席に着くことを拒否したり、権限の無い人を

担当者として団体交渉に出席させたりする。
3.  組合の結成・運営に対し会社が干渉したり経理上の援助を

行ったりすること
	 	例：組合の行事に対し干渉または妨害したりする。
4.  労働者の労働委員会への申し立てに対し、解雇等不利益な 

取扱いをすること
	 	例：労働者が労働委員会へ申し立て等を行ったことに対し、

解雇や減給の措置を取る。

組合員

本部役員会

代議員

代議員総会 選出された代議員をもって構成される最高議決機関。
組合活動の活動方針・予決算・本部役員の任免・争議行為に関する事項・
その他重要事項等を審議決定。

代議員総会で審議決定された組合方針に従い、事務を執行。

支部ごとに組合員の投票により選出。（約��名）

組合員

労働慣行



労働慣行：労働組合

伊藤忠商事は、企業理念である「三方よし」の実現に向け、労働組合と様々な
課題について協議しています。2023年度は CFO との決算協議会、人事制度改
訂に関する団体交渉、育児両立支援策・朝型フレックスタイム制度の導入一
年後レビュー、エネルギー・化学品カンパニープレジデントとの経営協議会等
を実施しました。労使間で活発な議論を重ねることによって、お互いに現状の
課題を認識・共有し、改善策を検討・実施していくことができる健全な関係を
構築しています。

労働組合との対話

伊藤忠商事は、社長と従業員が直接双方向の対話を行う機会を積極的に設け
ています。2023年度は現場訪問を含め、従業員と繋がりを持つ機会を約 100
回設け、従業員と積極的に対話を重ねました。経営方針やその実現に向けて
自らの言葉で直接従業員に対し語る一方、従業員からも社長に対し、意見や
質問を投げかけることができ、双方向にコミュニケーションを深められる貴重
な機会となっています。

社長との対話

伊藤忠商事は、カンパニープレジデント、コーポレート担当役員が従業員と直
接対話する機会を積極的に設けています。通常、半期に一度、各組織において
管下従業員全員を集め、全社の経営方針、組織の目標、目標達成に向けた戦
略等、各組織のトップが自らの言葉で語ります。また、対話集会では従業員から
意見や質問を投げかけることができ、自らが所属する組織をより成長させるた
めにどうすべきなのか、トップを含め全員で考える貴重な機会になっています。

カンパニープレジデント等との対話

組合長コメント
2024年度の労働組合長を務めます、奥山亜希と申します。
3つの使命「組合員を守る」「会社を良くする」「きっかけを創る」を果たすべく
全力で取組みます。
今期特に注力したいことは以下 5点です。

1. 経営陣との対話・牽制、組織風土改革の推進
2. 時代に即した人事・賃金制度の実現
3. 自律的なキャリア形成支援・自由で創造的な就業環境の整備
4. 仕事と家庭（子育て・介護等）の両立支援、健康支援
5. 出向者・駐在員・支社勤務者等の⼩規模組織員への支援
	全ての組合員が生き生きと活躍出来る会社になるよう、今年度も全力で頑張
ります。

 労働組合の『使命』『行動指針』『Vision』は以下の通りです。

● 使命（＝組合の存在意義であり、活動の根本になる
価値観）

 	「組合員を守る」「会社を良くする」「きっかけを創る」
● 行動指針（＝日常業務で大切にするキーワード）
 	「先進」：先進的な考え方や働き方を積極的に取り入
れ、常に組織を進化させる。

 	「対話」：組合員や経営との対話を重視し、提案型・
共創型の活動を行う。

 	「信頼」：組合員との信頼関係を築き、一体感を持っ
て活動を行う基盤とする。

● Vision（＝目指す未来の姿）
 	労働環境の改善・経済的地位の向上を通じ「会社
経営の好循環」を目指す。

 	（（1）組合活動による労働環境改善が『（2）組合員の活躍→（3）業績向上→（4）処遇改善→（5）士気向
上→（2）』の好循環を加速させる）

伊藤忠商事労働組合　
組合長　奥山  亜希

組合員の活躍

処遇の改善

会社の
業績向上

士気の
向上

先進

信頼 対話

使命
「組合員を守る」

「会社を良くする」
「きっかけを創る」

組合活動による
労働環境の改善
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労働慣行：ダイバーシティ

伊藤忠商事は、多様化する消費者ニーズをマーケットインの発想で捉え、新たな価値提供のためには「多
様性を受容し、活かすこと」（DE&I：Diversity,	Equity	&	Inclusion）が不可欠と考えており、人種、性、宗
教、国籍、年齢等、あらゆる差別を禁止し、人権を尊重します。職場において従業員がパワーハラスメン
ト、セクシャルハラスメント、SOGI（Sexual	Orientation	and/or	Gender	Identity）ハラスメントを受けるこ

となく、また、多様な価値観を受容し、柔軟な働き方の実現や個別支援等を実施しています。従業員一人
ひとりの主体的なキャリア形成を支援し、多様な価値観が尊重され、全ての従業員が能力を最大限に発
揮できる「厳しくとも働きがいのある」企業風土づくりを推進しています。

方針・基本的な考え方

目標・アクションプラン

カンパニー SDGs
目標

インパクト 
分類 取組むべき課題 事業分野 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標（単体） 進捗度合（レビュー）

総本社 労働慣行 多様な人材が活躍
する環境の整備 人事

人種、性、宗教、国籍、年齢等、
あらゆる差別を禁止し人権を尊重
します。多様な価値観を受容し、
柔軟な働き方等を通じて従業員
一人ひとりが能力を最大限発揮
できる環境を整備していきます。

●	公平な採用、登用の継続。
●	多様な価値観を受容し、活かす職場環境作り。
●		共働き世帯の増加を見据え、育児・介護、不妊治療等と仕
事の両立支援の拡充（柔軟な働き方の活用を含む）。

●	従業員のライフステージ・キャリアに応じた個別支援の拡充。
●	60歳超のシニア人材の活躍支援。
●		LGBTQ等性的マイノリティ従業員への理解・受容促進（従
業員教育等）。

●	障がい者の労働環境に対する合理的配慮。

●	2030年までに以下を達成。
	 (1)		役員（執行役員を含む）に占める女性比

率	30％。
●	2025年度末までに以下を達成。
	 (2)		全社における女性従業員比率	30%。
	 (3)		新卒採用における女性比率	40%以上。
	 (4)		指導的立場に占める女性比率	10%。
	 (5)		男性育児休業取得率	100％。
●	2024年度末までに以下を達成。
	 (6)		障がい者雇用率	2.5%（特例子会社含む）。
※(1) ～(5)は女性活躍推進法等における一般事業主

行動計画にて定めたもの

●	2023年度末までに以下を達成。
	 (1)		全社における女性従業員比率	25%（2024年3月末時点）。
	 (2)		新卒採用における女性比率	39%（2023年度入社）。
	 (3)		指導的立場に占める女性比率	9%（2024年3月末時点）。
	 (4)		男性育児休業取得率	53%（2024年3月末時点）。
	 (5)		障がい者雇用率	2.43%（特例子会社含む）（2024年3月1日時点）。
※(1) ～(4)は女性活躍推進法等における一般事業主行動計画にて定めたもの
●	女性活躍推進委員会での議論の結果以下の施策を導入。
 ●	暦日5日以上の男性育児休業取得「必須化」。
 ●	フェムテックの活用を加速（卵子凍結の費用補助等）。
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伊藤忠商事では、「人材多様化推進計画」により女性従業員を含む多様な人材の数の拡大、定着、
活躍支援に向けた制度の拡充を進めてきました。2010年度以降は、全従業員が健康でモチベー
ション高く働くことで労働生産性を高めるという「働き方改革」のもとに、朝型勤務や健康経営、が
んと仕事の両立支援策等の取組みを行ってきました。その結果、時間的制約のある従業員のみなら
ず、全ての従業員にとって能力を発揮することができる職場環境の醸成に繋がっています。

女性活躍推進の取組み

労働慣行：ダイバーシティ

現在は女性の採用数が拡大した世代が役職候補となり得る重要なステージに入ってきており、共
働き世帯の増加も見据え、法定を上回る水準の両立支援制度を設置し、個々人のライフステージや
キャリアに応じた木目細かい個別支援を行っています。また、多様な人材が活躍できる社内風土の
醸成、及び政府機関・経済団体の女性活躍推進策への賛同表明等を通じ、当社のみならず日本と
しての SDGs 目標 5（ジェンダー平等）への貢献を図っていきます。
「女性活躍推進」を加速させるため、2021年 10月には「女性活躍推進委員会」を取締役会の任意
諮問委員会として設置しました。委員長を社外取締役とし、委員総数の半数以上を社外役員が占
め、取締役会が重要施策を監督する体制を構築しました。経営と一丸となって女性従業員の活躍を
後押ししていきます。今後も現場や個々の事情を把握した上で、「①現場との協議、②女性活躍推
進委員会での議論、③取締役会への報告」という一連のサイクルを継続し、実効性のある施策に落
とし込んでいます。
今後の具体的な目標及び取組み内容を定めた行動計画は以下の通りです。
●	女性活躍推進法／次世代法に基づく行動計画（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/action_plan.pdf）PDF

■ 女性活躍推進の体制図（2024年3月末時点）

執
行

女性活躍推進委員会
（任意諮問委員会）

（現場）カンパニー・総本社・海外ブロック

取締役会

会長CEO

社長COO

HMC

指示・監督
諮問

方針・企画検討指示 企画提案、活動報告

女性活躍推進委員会
（任意諮問委員会）

ー半数が社外、かつ半数が女性ー

目指す姿

委員長： 社外取締役　中森 真紀子
委　員： 社外監査役　藤田 勉
 社外監査役　小林 久美
 代表取締役（CAO）　小林 文彦
 常勤監査役　的場 佳子
 執行役員人事・総務部長　垣見 俊之

監
督

人事・総務部 業務部、秘書部

企画・推進・情報収集分析機能

責任部署 関係部署

ジェンダー・国籍・年齢を意識せずとも、各従業員が特性を活かして活躍出来る環境が整い、
そのことが、個の力 ・組織力強化、 収益力拡大に結びついている状態

CAO

CAO

進捗・課題の報告・相談具体的な方針・取組みの発信

= CAOがメンバーCAO

数の拡大、制度拡充

第一期人材多様化
推進計画

（���� ～ ����）

定着、活躍支援

第二期人材多様化
推進計画

（���� ～ ����）

個別支援

働き方改革
（���� ～）

登用への育成・
共働き支援

女性活躍推進委員会
（���� ～）

・ 数値目標の設定 
・ 経営幹部の育成
・ 柔軟な育児・

介護制度
・ 社内の意識改革

・ 数値目標の継続
・ 理解・尊重・活かす

意識
・ 働きやすい職場環境
・ キャリア形成支援

・ 厳しくとも働きがいの
ある会社

・ 労働生産性向上
・ 健康経営
・ 現場・個別・

繋がり改革（女性 )

・ 働き方改革の進化
・ 登用に向けた育成・

モニタリング
・ 早期復職希望者への

支援
・ 仕事と不妊治療の

両立支援

企業の持続的発展には
「組織としての多様性が不可欠」

「マーケットイン」の発想、
「SDGs」への貢献
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約 120名の従業員が参加し、DE&I がどのように事業創造に繋がるのか、女性従業員比率が高まる
ことで組織にどのような好影響があるのか、理解を深めました。

多様な価値観の従業員が特性を活かして活躍できる環境を、従業員の成長、組織力強化、収益力
拡大に結びつけることで、企業理念である「三方よし」の実現を目指しています。
詳細は、ダイバーシティ対応（P186）をご覧ください。

労働慣行：ダイバーシティ

2018年に社内会議室フロアに多目的トイレを設置し、従業員のみならず当社ビルを利用される全
ての方にご利用いただいています。2020年度には従来の従業員相談窓口に加え、LGBTQ 等性的
マイノリティに関する専用の相談窓口を設置しました。当事者からの相談に限らず、同僚や取引先
との関わり方等に関しても匿名で専門家に相談できる体制を整えています。

LGBTQ 等性的マイノリティ対応

女性活躍にむけて（当社代表取締役会長 CEO 岡藤メッセージ）
今般、伊藤忠商事では、女性従業員のみを対象とした執行役員選考ルールを新設し、
2024年 4月から新たに5人の女性執行役員を内部から登用することを決定しました。内
部登用を選択した最大の理由は、女性の登用だけが目的とならないよう、会社全体で
女性管理職、役員を「育成」する文化の醸成、更なる意識改革が必要であったからです。
多様性に富み、強くレジリエントな取締役会や企業風土は一朝一夕にできるものではな
く、何年もかけ、つくりあげていくものです。
また、伊藤忠商事では「働き方改革」の次の打ち手を「フェムテック」としています。女性
が働き続ける時に遭遇する様々な障壁を一つでも取り除くことで、一層女性が活躍でき
る会社を目指したいと思います。
そのような会社では、性別にかかわらず誰もが力を発揮してくれるはずです。

代表取締役会長 CEO

BHPと共同開催し、ダイバーシティに関する対談を行うイベントを開催

2018年度より、多様性受容の理解促進施策の一つとして「ダイバーシティウィーク（2023年度から
は Diversity	Day）」を開催し、全従業員を対象とした周知の頻度を増やしています。また、組織長
研修等を通じ、多様性の重要性や支援制度の理解促進を行っています。
また、性的指向・性自認に関わる差別的な発言・無意識の性別役割分担を前提とした発言を許さ
ない職場環境の整備を行い、従業員からの相談窓口も設置しています。
2023年度には、女性活躍推進委員会（取締役会の任意諮問委員会）主催で、当社の重要パートナー
で世界最大の総合資源会社であるBHP	Group	Limited のエグゼクティブ、BHP ジャパン株式会社
代表取締役をお招きし、「企業における男女比率の平等・ダイバーシティの重要性」に関する対談
イベントを開催しました。
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LGBT 等性的マイノリティ対応例① LGBT 等性的マイノリティ対応例 ②

社内会議室フロアに 
多目的トイレを設置   

（2018年度）

専用相談窓口の
設置（2020年度）

職場の理解促進・風土醸成

労働慣行



労働慣行：ダイバーシティ

障がいのある人々にやる気とやりがいのある職場を提供することを目的として、特例子会社「伊藤
忠ユニダス株式会社」を横浜市に設立しました（神奈川県で初の特例子会社として厚生労働省か
ら認定）。伊藤忠商事の障がい者雇用率は、2024年 3月現在 2.43% となっており（法定雇用率は
2.30％）、翌年度以降の法定雇用率アップも見据えて障がいのある人々の雇用と職域拡大を推進し
ています。

障がいのある人々と共に働く

●	http://www.uneedus.co.jp/

伊藤忠ユニダス株式会社は、障がい者と健常者が共に支え合いながら一体となってクリーニング、
印刷、書類電子化、写真サービス、メール集配、ランドリー・清掃等の事業を展開しています。2015
年 11月には、事業の拡大に加え、障がいのある従業員にとってより働きやすい職場環境を実現する
ため、ユニバーサルデザインで、豊富な機器を
有する横浜市都筑区の新社屋へ移転しました。
現在、横浜市都筑区の本社に加え、青山事業
所、日吉事業所、及びクリーニングサービスの店
舗「よつ葉クリーニング」（横浜市旭区）の 4拠
点で事業を展開しています。今後も引続き、障
がいのある人々の社会参画を積極的に促し、仕
事を通して社会に価値を提供することで、働く喜
びを実感できる職場環境を目指しています。

「伊藤忠ユニダス株式会社」での取組み

伊藤忠ユニダス株式会社本社社屋（横浜市都筑区）

クリーニング部門の業務風景 プリントサービス部の業務風景

従業員とその家族の多様な価値観を尊重し、全ての従業員が安心して能力を発揮できる環境づくり
を行っています。

両立のための多様な支援プログラム

名称 主な相談内容 概要

健康・育児 
コンシェルジュ 健康、育児

国内外の従業員及びその家族が、心身の健康や育児等の悩
みを、当社制度を理解した担当相談員（看護師及び保健師
の資格も有する助産師）にオンラインで匿名相談可能。

妊活支援プログラム 妊活、不妊治療、 
健康等

妊活、不妊治療、更年期、健康、ダイバーシティ等、幅広い
トピックに関する情報を従業員へ提供。また、全国100院以
上と提携し、妊活前検診・更年期診断等、男女ともに利用
可能なクーポンも提供。

卵子凍結バンク 卵子凍結
キャリアとライフプランの選択肢を増やすべく、卵子凍結の
費用補助を2024年より開始。伊藤忠特別価格で利用可能な
提携先・相談窓口を設置。

保活コンシェルジュ
保活（子どもを保育
園に入れるための
活動）

保活に関する基礎的な知識や認可保育園の選考方法を説
明。認可保育園の選考指数を試算、近隣の保育園のリスト
アップ等、ワンストップで情報を提供。

介護コンシェルジュ 介護

当社専門相談員による一時対応から課題解決までの一気通
貫・相談窓口。当社制度の紹介、ケアマネージャーの紹介・
手配、介護施設紹介・見学手配、介護保険申請調整・手配
等、具体的に課題解決。

LGBTQ に関する 
相談窓口 LGBTQ 性指向・性自認に関する悩みを匿名で外部の専門家に相談

可能。当事者に限らず利用可能。

国境なき 
医療コンシェルジュ 生活習慣病 国内外問わず各従業員にそれぞれの生活習慣病の専門医と

の緊密な連携のもとで保健師・看護師が個別指導。

労働生産性向上及び周囲の理解促進を図るべく、多様化する女性の健康課題に対応することが
重要だと考えています。2022年度より「バーチャルオフィス」※の案件として、フェムテックの取組
みを推進しており、2023年 8月には、出資先 fermata 株式会社と共同で社内展示会「ITOCHU	
Femtech	Fes!?」を開催しました。約 700名の従業員が来場し、最新のフェムテック製品（約 40点）
の紹介、有識者の講演会を通じ、フェムテックを身近なものとして従業員に周知しました。

「バーチャルオフィス」については、人材育成（バーチャルオフィス）（P132）もご覧ください。
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労働慣行：ダイバーシティ

伊藤忠商事は日本の少子高齢化の進展や、多
様な人材の活躍支援という観点を踏まえ、60
歳定年後「雇用延長制度」にて希望者全員を
雇用し、中高年従業員が持つ、豊富な知識や
経験を定年後も活かし、引続き活躍できる環境
を整備しています。また、58歳時には進路選択
説明会等の研修を開催し、従業員の雇用延長
後の働き方やマネープランについてサポートし
ています。更には総合職 40歳・48歳、事務職
35歳・45歳を対象としてキャリアデザイン研修
を開催し、自身のキャリア・スキルの棚卸しを
行い、経験・強み等の見える化を行った上で、今後必要とされるキャリア・スキルについて学び直し（リ
スキル）を検討する機会を提供しています。65歳以降活躍している事例もあり、中高年従業員がやる
気とやりがいを持って働き続ける環境の実現を更に推進していきます。また、「OB・OG 支援プラット
フォーム」を構築し、プロボノ・社会貢献活動やボランティア活動の紹介、当社運営のKIDS	PARKの
運営スタッフ、当社への海外ナショナルスタッフへの日本語講師等、当社退職後のOB・OG に対して
も活躍支援を実施しています。

シニアの活躍支援

当社OBによる海外ナショナルスタッフへのオンライン日本
語レッスンの様子

伊藤忠商事の「従業員が活躍できる環境づくり」の取組みは、様々なところで評価されています。
2020年度には「女性が輝く先進企業表彰」において「内閣府特命担当大臣（男女共同参画）賞」を
受賞しました。2021年度、2023年度には経済産業省と東京証券取引所が共同で実施する、「なでし
こ銘柄」に選定されました。
詳細は、社会からの評価（ダイバーシティ関連）（P229）をご覧ください。

社外からの評価
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●		男女別採用人数とキャリア採用比率（P184）
●		従業員の状況（各年 3月 31日現在）（P183）
●		女性総合職・管理職・役員比率（各年 3月 31日現在）（P183）
●		男女間賃金格差（2024年 3月 31日現在）（P183）
●		育児・介護関連制度取得状況（P184）
●		障がい者雇用率（各年 3月 1日現在）（P184）

パフォーマンスデータ



人材育成

伊藤忠グループ企業理念「三方よし」実現に向け、当社の「経営方針」において、
「企業ブランド価値の向上」を掲げています。その重要施策の一つを「人的資
本の強化」とし、取組みを進めています。「人的資本の強化」により、労働生産
性を引き上げ、持続的な企業ブランド価値の向上に努め、「マーケットインの発
想」のもと、市場・社会・生活者の声に耳を傾け、右記の施策を重点的に実
行していきます	。
当社は 1999年度より育成費用を持続的な企業価値向上のための「人的資本
投資」と位置付け、それらを全社でレビューし、人材育成に繋げています。これ
らの取組みを通じ、社会環境の変化や顧客ニーズを捉えた「無数の使命」を果
たす「商人」を育成し、当社グループの企業理念である「三方よし」を実現して
いきます。

人材戦略（人材育成方針）

目標・アクションプラン

伊藤忠商事では、「人材育成方針」を踏まえ、以下目標を掲げ、取組んでいます。

カンパニー SDGs
目標

インパクト 
分類 取組むべき課題 事業分野 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標（単体） 進捗度合（レビュー）

総本社 労働慣行 社員の持続的な
能力開発 人事

企業理念を継承しながら、マーケットインの発想をもっ
て、常にニーズに合わせて商いを変革できる人材の育成
に向け、時代の変化及びビジネスニーズに応じたグロー
バルベースでの研修プログラムの開発や、主体的な学び
の機会を創出し、優秀な人材を継続的に輩出します。

●	全ての階層での研修プログラムの継続的な開発と実施。
●	海外実習生派遣・語学研修生派遣の継続・強化。
●		定期的なローテーションによる多様なキャリアパス・職務経験の付与。
●		人材アセスメント、キャリアビジョン支援研修、キャリアカウンセリング
制度・体制等の充実による、従業員個人のキャリア意識の醸成。

●	年間研修関連経費10億円超。
●	研修受講実績人数（延べ）50,000名以上。
●		入社8年目までの総合職、海外派遣率
80%以上。

●	人材育成投資総額：22.7億円（2023年度）。
●	研修受講実績人数（延べ）：68,824名。
●	入社8年目までの総合職、海外派遣比率：
87.3%。

伊藤忠商事は、グローバルベースでの人材戦略を推進しています。具体的には、当社のリーダーが備え
るべき行動要件を整備し、全世界で海外収益拡大を担う優秀な人材の採用・育成・活用・登用を行う「タ
レントマネジメントプロセス」の仕組みを構築しています。
また、創業時から受け継がれている企業理念や価値観を、採用基準や評価・育成制度にも反映させ、伊
藤忠商事の価値観に合った人材の採用・育成をグローバルに行っています。多様な価値観に応じたキャ
リア形成支援としては、場所を選ばず、マネジメントスキルから、DX、ファイナンス・マーケティング・語
学等、約 13,000講座を受講できる選択型のオンライン研修プログラムを提供しており、毎年約 1,400名

の海外ブロック従業員が活用しています。キャリア形成という観点では、企業理念の理解を深め、本社業
務を通じた知識・経験の修得、及び人的ネットワーク構築を目的に、これまで延べ 130名程度の海外ブ
ロック従業員が本社へ駐在しています。現在、海外ブロック従業員のマネジメント人員（管理職相当）は、
約 740名です。今後も、各カンパニーや海外ブロックとの連携を通じ、国籍を問わず優秀な人材を適材
適所で積極的に育成・登用し、海外での更なる事業拡大に繋げていきます。
※	全世界・全階層の職務を対象に、職務・職責に基づくグローバル等級制度（ITOCHU	Global	Classification：IGC）を整備。国籍に捉われない人材の配置、登用、

育成をグローバルベースで推進するために活用。
※	グローバルベースでリーダーが備えるべき行動要件を設定し、採用基準や評価基準に活用。
※	関連データ：地域別海外ブロック従業員数（P183）

体制・システム

1. 就職人気の優位性を活かした優秀な人材の確保
伊藤忠商事は社員数が同業他社と比べて少ない中、より高い成果を出すために、企業理念「三方よし」に共感する優
秀な人材を確保していきます。

2. 役員登用制度による多様な経営人材の継続的輩出
多様化する生活消費関連の顧客ニーズに基づき、ビジネスを開拓・進化することを目的に、意思決定層を多様化させ、
女性活躍を推進しています。また、川下起点の投資を加速し、ハンズオンで事業領域拡大や事業基盤の更なる強化・
拡充をすべく、社内に「学び続ける文化」を醸成し、経営人材・グローバル人材等の育成に注力していきます。

3. 従業員の貢献意欲向上・更なる労働生産性の追求
朝型勤務等の働き方改革の先進的な取組みの積み重ねや、成果に応じたメリハリのある評価・報酬、早期抜擢やチャ
レンジングな経験の機会を創出しています。全従業員が能力を最大限に発揮できる「厳しくとも働きがいのある会社」
の実現を目指していきます。
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人材育成

伊藤忠商事の研修体系は、組織長就任時や海外赴任時等の必須研修に加え、将来の経営人材に向けた
選抜研修、上司との面談等を踏まえたキャリア形成のための選択研修から主に構成されています。本社
従業員のみならず、一部海外ブロック従業員やグループ従業員も含め、あらゆる階層の従業員に幅広く
育成の機会を提供しています。

海外ブロックでは、ビジネスや市場の特性に基づく必要なスキル・専門性を身に付けるためのブロック独
自研修体系を整備し、本社の研修体系と併せてグローバルに活躍するマネジメント人材の育成を進めて
います。

研修体系

選択

基礎コース

新入社員研修

指導社員研修

GRADE �昇格者研修

GRADE �昇格者研修

BAND S昇格者研修

GRADE B昇格者研修

指導社員研修

新入社員研修

共通スキル研修

基礎コース

内定者研修

部長

役員

課長

中堅

若手

新入
社員

事務職

内定者

組
織
長
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

選抜必須

本社社員
グループ会社社員 Global Development

Program (NS)

グループ社員も受講可凡例

事業管理研修（応用）

事業管理研修（基礎）

特殊外国語派遣／
英語派遣

海外短期
ビジネススクール

派遣

海外短期
ビジネススクール

派遣

 IMBA
  - CLDP
  - SLDP

  - ミネルバ

マネジメント研修
（HSEP）新任部長研修

新任課長研修

役員研修
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修

進
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経営者管理者研修
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指導社員研修

若手研修

役員研修

新入社員研修

内定者研修

ビジネス
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研修実績

「グループ経営」の観点からは、2013年度にグループ会社の経営管理を担う人材の育成スキームを
構築しました。具体的には、若手従業員への事業管理に関する基礎知識やリスクマネジメント手法
の習得強化のため、演習を通じて経理業務を短期間で効率的に学ぶ「事業管理研修」を2014年度
から開始しています。また、国内グループ会社の従業員がスキルアップとグループ内のネットワーク
拡大を図っていくよう、グループ会社従業員向けの合同新入社員研修、指導社員研修等を実施して
います。次に、「海外」の観点からは、グローバルマネジメント人材の育成に向け、「グローバルディ
ベロップメントプログラム」「短期ビジネススクール派遣」といった研修を実施しています。また、本
社の若手従業員の英語力及び国際的視野の養成を図る目的で、1999年より他社に先駆けて短期
海外派遣制度を導入し、現在は中国他新興市場国へ派遣する「若手短期中国語・特殊語学派遣制
度」を軸に、将来の各市場スペシャリスト候補の育成を図っています。

「主体的なキャリア形成」の観点からは毎年、従業員は強み ･ 弱みやキャリアの棚卸を行い、能力
開発（リスキル）や将来像を上司と面談。「キャリアビジョン支援研修」として用意された 100以上
の研修を選択受講することができます。

「基礎力強化」の観点からは、多様な価値観を
持った「業界のプロ」の育成に向けて、各カン
パニー・総本社職能部の人材戦略に基づく独
自研修等、目的に合わせ様々な研修を実施し
ています。
また、直近では経営方針に基づく商いの進化を
推進する「収益性重視の DX」を実践する人材
育成のために、最先端のビジネスモデルの事
例学習や IT 専門知識習得に向けた研修・講
演会等の機会を従業員に提供しています。

育成上の強化ポイント

人材育成

●	関連データ：従業員の能力開発研修にあてられた時間／費用（P185）
●	関連データ：主な研修参加人数（P185）

●		関連データ：海外ブロック従業員のマネジメント人材数（2024年 3月 31日現在）（P183）

伊藤忠商事は、2015年 1月にアジア・中国有数のコングロマリットである、Charoen	Pokphand	
Group	Company	Limited（以下「CPG」）及びCITIC	Limited（以下「CITIC」）との間で戦略的業務・
資本提携を行いました。その後、2016年 1月には、三社グループで中長期的にビジネスシナジーを
創出し、企業価値を向上させるための基盤として、人材シナジー強化のための覚書を締結しました。
この覚書では、三社による短期～長期の人材派遣・交流や、各社の既存研修への受講者の派遣、
新規の合同研修の開催等を通じ、将来に向けて、三社間の確固たる人材ネットワークを構築し、三
社の戦略提携を支える基盤を構築することを目指しています。
2016年度には、東京において三社による第 1回目の合同研修を開催。また、2017年度は CITIC の
本拠地である北京にて第 2回目、2018年度は CPG の本拠地であるタイ（カオヤイ・バンコク）で第
3回目を開催しました。2019年度は東京で第 4回目を開催。本研修は三社から予め設定されたビジ
ネステーマに合致した従業員を選抜し、各社の経営方針・価値観・歴史・主要ビジネス等を互い
に十分理解し、受講者同士がビジネスシナジーの創出に向けて徹底的に議論を行うことにより、パー
トナーとしての確固たる人材ネットワークの構築を図るものです。
また、三社による短期～長期の人材派遣・交流、既存研修の受講者受入も着実に実施しています。
三社での戦略的業務・資本提携に伴い、2015年度より全総合職の 1/3にあたる「1,000人の中国語
人材」を育成するプロジェクトを立ち上げ、語学面での基盤づくりを徹底して進め、2017年度末に
は目標である1,000人に到達しました。その後も育成を継続し、2023年度末時点での通算育成数は
1,308人となっています。今後も中国・アジアにおけるビジネスの拡大を更に推進する基盤づくりを
継続していきます。

CPG・CITICとの人材シナジー
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2023年秋に開催したグローバルディベロップメントプログ
ラムに参加した世界20ヶ国のスタッフ

第4回三社合同研修（東京）（2019年7月）

人材育成



2016年 9月より、朝型勤務推進の一策として、
早朝時間を活用し、従業員の知見を深め、能
力開発や活力増強に繋げる取組み「伊藤忠朝
活セミナー」を開催しています。テーマはビジ
ネスの進化、及び健康を中心とし、2023年度
は計 3回開催、延べ 1,298名が参加しました。
受講者からは「始業前に刺激的な話を聞くこと
ができ、とてもポジティブな気持ちになった。」
という声が上がっており、今後も定期的に開催
していく予定です。

伊藤忠朝活セミナー

人材育成

実施日 テーマ名 講演者

2024年2月 「良い睡眠からウェルビーイングへ 
～睡眠は健康とパフォーマンスの根幹である～」

筑波大学 
国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS） 
柳沢	正史氏

2023年7月 「商人の世界の歩き方」 ジャーナリスト 
池上	彰	氏、増田	ユリヤ氏

2023年5月 「大人も子どももがんを知る」 東京大学大学院特任教授 
中川	恵一氏

■ 朝活セミナー2023年度開催例

人事評価制度は、従業員がやる気とやりがいを持って最大限の能力を発揮できるよう、従業員を支
える人事制度の根幹を担う制度と位置付けており、2024年度より成果に応じたメリハリのある評
価・報酬制度を導入しています。人事評価制度は伊藤忠商事全従業員を対象としており、評価制
度の一つである目標管理制度（MBO）には、経営計画に合わせて従業員一人ひとりに目標を分担
し、実行を確認していく経営戦略の担い手という役割があります。賞与は、MBO に基づく個人業績
評価に加え、会社業績を反映して決定することにより、従業員の経営参画意識の向上に繋がってい
ます。また、従業員一人ひとりの能力 ･ 専門性 ･ 過去のキャリア･ 志向 ･ 適性を総合的に捉え、配
置 ･ 異動計画に活用する人材アセスメント制度、定量・定性面で顕著な貢献を果たした従業員や
企業行動指針に基づき成果を上げたチーム等を表彰する社員表彰制度も設けています。
これらの人事評価制度が機能するためには、上司による公平・公正な評価と部下との面談による
フィードバックが非常に重要と考え、多面観察※や評定者研修、1on1面談等を通じて、従業員の育
成や成長を促すよう上司に啓発しています。
※	多面観察：組織長が普段気付きにくい日常の人事管理･マネジメント行動を、組織長自身及び部下による観察結果のフィードバックを通じて振

り返り、必要に応じて行動改善･能力向上を図ることを目的とした制度。毎年必ず実施。

人事評価制度

■ 人材アセスメント制度の流れ

�月頃 ��月頃 ��月～翌年�月頃

能力（分析・総合）
評価

キャリア・ビジョン
シートの策定

上司と面接／評価
結果のフィード

バック

■ 目標管理制度（MBO）の流れ

当年�～ �月 当年��～��月 翌年 �～ �月

目標設定 中間レビュー 期末レビュー

■ 人事評価制度の全体図

処遇

固定給 変動給

適材適所
能力・適正・希望を
把握し、「配置・
異動計画」を作成

人材アセスメント

多面観察

キャリアビジョンシート
能力評価（分析）

能力評価（総合）

職務調査

職務職責の評価

MBO／会社業績

個人業績評価
会社業績反映

人材育成
自己分析結果と

上司認識／部下観察結果
との差異を

フィードバック

柳沢氏	講演の様子

池上氏・増田氏セミナー会場 中川氏	セミナー会場
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人材育成

キャリア形成支援

キャリアカウンセリング室では、全従業員の多様なキャリアに関する相談・支援を幅広く行っていま
す。入社後の節目ごとに行われる研修に合わせてキャリアカウンセリングの機会を設けるセルフ・キャ
リアドッグ型の仕組みを整えています。同室のカウンセラーは、全員がキャリアコンサルタントの国家
資格を有しており、従業員一人ひとりの状況に合わせて、将来のキャリアに限らず、育児や介護との
両立、職場でのコミュニケーション等についても、相談者の主体的な取組みを支援しています。また、
キャリア入社者の円滑な適応の支援や中高年従業員の活躍支援も行っています。年間来室相談数は
800件を超え、守秘義務を徹底したカウンセリング室で安心して話し合うことで、主体的なキャリア形
成に関する気付きが得られることを目指しています。

国内に勤務する総合職（組織長除く）・事務職を対象とした主体的なキャリア形成を支援する施策
として、「チャレンジキャリア制度」を導入しています。従業員は予め社内イントラネットで告知され
る人材募集案件リストを見て異動希望を上司に申告し、上司の了解を得て異動先部署との面接等
を通じ、成立すればカンパニー／総本社職能部の垣根を越えた異動が実現できます。本制度は、
キャリア選択の機会を提供することよる従業員の「モチベーション喚起」と「主体的なキャリア形成
支援」を通じた「組織力強化」を目指すものであり、2021年度の 16名に続き、2022年度は 13名、
2023年度は 16名の異動が実現しました。
また、2023年度より「キャリアマーケット制度」を導入し、社内での「人材ニーズ」と「異動希望者」
のマッチングを図っています。異動希望者が自己 PR を登録すると、これを「匿名」情報として、限
定された組織の権限者が閲覧でき、「スカウト」をすることで、従業員主体の「適材適所の実現」を
目指すものです。チャレンジキャリア制度同様、従業員の主体的なキャリア形成支援を更に進めて
いきます。

キャリアカウンセリング

チャレンジキャリア制度・キャリアマーケット制度

Step� Step� Step� Step� Step� Step�

社員への人材
募集案件告知

異動希望者と
上司との面談

異動希望者
より人総部宛

応募申請
書類選考・面接 合否判定 異動

■ チャレンジキャリアスケジュール

組織を越えたアイデアやリソースの共有を通じた事業推進、及び従業員の成長・キャリア形成支援
を目的として「バーチャルオフィス」を2023年度より導入しました。全社から組織横断的な案件を
募集、従業員は自らが高い関心・熱意を持つ案件に、本業以外の細切れ時間を利用して携わるこ
とが出来る仕組みです。
2022年度に実施したトライアルでは計 5案件に対し、全社から勤務地・年代・職掌等が異なる従
業員が集まり案件を推進しました。トライアル参加者のアンケートでは 91% の従業員が「バーチャ
ルオフィス」での活動が自身の成長や働きがい向上に繋がると回答しています。今後も熱意ある従
業員がやりたい仕事に関与でき、組織を越えて協働することで、新規事業創出を支援していきます。

バーチャルオフィス

将来の経営を支える次世代の活躍支援を目的として、若手総合職のローテーションガイドラインを策
定しています。「基礎教育は 2年まで」「原則として8年以内に海外派遣を経験」を前提とし、組織ごと
に育成・異動の方針を決定しています。また、その育成方針を組織長から若手総合職・事務職に説明
し、意見交換を行う「キャリアミーティング」を開催し、若手従業員が将来を見据えながら目の前の業
務に取組むことができる環境を整備しています。また、毎年本人の異動希望とローテーション実績をレ
ビューし、多様なキャリアを実現できるような仕組みづくりを行っています。

ローテーションの促進

伊藤忠商事は、学生の皆様に「総合商社」で働くというキャリアを考えていただくため、過去のビ
ジネス事例に基づく様々なチャレンジングな課題に取組んでいただけるインターンシップを実施し
ています。詳細は、キャリア教育 HP（https://career.itochu.co.jp/student/information/seminar.
html）をご覧ください。

ITOCHU Internship

「バーチャルオフィス」
活用の目的

案件に対する高い関心・熱意がある従業員が組織を越えて協働することで組織横断案件の
推進、及び新規事業創出を更に加速させること

若手・中堅
エンゲージメント向上・育成

自ら手を挙げ他案件に関わることでやりたい仕事に関与でき、従業員の成長・キ
ャリア形成支援に寄与

全社単位での
アイデア・リソース共有

案件に関心の高い従業員が自身が持つアイデアや労力を組織の壁を越えて提供
することで全社単位でリソースを有効活用し、新たな価値を創造
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伊藤忠健康憲章（2016年6月制定）
1. 健康への責任
伊藤忠商事は、社員一人ひとりが自らの「健康力」に責任を持ち、その維持・増進を図
るための取組みを積極的に支援します。
2. 健康による社会貢献
伊藤忠商事は、社員の健康を、本人やその家族、お客様や社会全体の幸福の礎と考え、
健全で永続的な会社の発展を実現します。
3. 未来への継承
伊藤忠商事は、心身共に満たされた健康な社員が卓越した「個の力」を発揮する企業と
して、その「無数の使命」を未来に亘って果たして行きます。

労働安全衛生・健康経営

伊藤忠グループは、「健康力向上」こそが、企業行動指針である「ひとりの商人、無数の使命」を果
たす人材力強化の礎であるという考えに基づき、「伊藤忠健康憲章」の制定、がんと仕事の両立支
援等をはじめとした健康・安全に対する万全な体制を構築しています。また、労働安全衛生に関す
る情報提供等、伊藤忠商事産業医によるグループ会社支援を行っています。今後も、従業員一人ひ
とりの健康を第一に、従業員が安心して働くことができる職場環境の実現をグループ全体で目指し
ていきます。

方針・基本的な考え方

従業員の労働安全衛生・健康経営

今後も、「働き方改革」「健康経営」のリーディングカンパニーとして、様々な取組みを先駆的に推進
し、従業員にとって「働きがい」のある会社に向けた環境を整備していきます。

サプライチェーンの労働安全衛生

事業投融資案件の労働安全衛生リスク評価

伊藤忠商事は、サプライチェーンや事業投資先の労働安全衛生に対する配慮が重要と考え、2013
年度に「サプライチェーン・サステナビリティ行動指針」を定め、サプライヤーに対して伊藤忠商事
の考え方を伝え、理解と実践を期待し、働きかけています。同行動指針には「従業員の労働時間・
休日・休暇を適切に管理」、「従業員に対して安全で衛生的かつ健康的な労働環境の提供」が含ま
れ、2013年度に、継続的取引のある約 4,000社のサプライヤーに対して通知し、2015年 1月から
は新規サプライヤーと取引を行う場合は必ず事前に通知することを定め、当社のサステナビリティ
に関する方針についてコミュニケーションを深めています。

伊藤忠商事は、投融資案件の審査に際し、経済的側面だけでなく、ESG（環境、社会、ガバナンス）
の観点を重要視し、新規投資案件においては、「投資等に関わるESGチェックリスト」を用いて、労
働慣行（労働条件、労働安全衛生、ステークホルダーとの対話）等を総合的に審議・検討しています。
また、新規案件のみならず、既存事業投資先の事業経営をモニタリングし、改善に資するように努
めています。
詳細は、新規事業投資案件の ESGリスク評価（P168）をご覧ください。

グローバルな健康課題への対策

伊藤忠商事は、海外拠点を多く有する企業として、世界三大感染症（結核、マラリア、HIV ／ AIDS）
等のグローバルな健康課題へ対応することの重要性を認識し、積極的に対応しています。従業員に
対しては、海外赴任する従業員とその家族に、感染症に対する情報の啓発、予防接種、及び現地で
の医療支援を行っています。
また、コミュニティー貢献にも取組み、世界三大感染症の対策基金を支援するグローバルファンド
日本委員会（https://fgfj.jcie.or.jp/en/）（運営：日本国際交流センター）へ 2017年より参加してい
ます。また、グループ会社 Dole	Philippines 社でも、地域住民のための世界三大感染症対策を実
施しており、今後もこの世界課題の克服に尽力していきます。
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労働安全衛生・健康経営

目標・アクションプラン

マテリアリティ SDGs
目標

インパクト 
分類 取組むべき課題 事業分野 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

総本社

働きがいの 
ある職場環
境の整備

労働慣行 従業員の健康力 
強化※ 人事

従業員一人ひとりの健康力を向
上させ、個の力をより一層発揮で
きる環境を整備していきます。が
ん・長期疾病を抱える従業員に
対する両立支援体制の構築を通
じ、支え合う風土を醸成します。

●	国内定期健康診断の100%受診目標。
●		充実した社内診療所及び従業員一人ごとの専属医療支援体制
の整備。

●	がんとの両立支援策の推進。
●	禁煙治療補助プログラムの推進。
●	生活習慣病高リスク者向けプログラムの継続実施。
●	ストレスチェックの実施。

●	国内定期健康診断受診率100%。
●	特定保健指導受診率55%。
●		ストレスチェックによる高ストレス者比率
5.0%以下。

●	国内定期健康診断受診率	93.5%（24年4月3日時点）。
●	特定保健指導受診率	52.7%（2023年度）
●	ストレスチェックによる高ストレス者比率5.2%（2023年度）。

金属カンパニー

●		人権の尊
重・配慮

●		安定的な
調達・供給

●	鉱山
●		電力・ 
鉱山・ 
油ガス田

労働安全・衛生・
環境リスクに配慮し
た、また地域社会へ
貢献する持続可能
な鉱山開発

鉱山
事業

●		環境・衛生・労働安全（EHS）
や地域住民との共生に十分配
慮し、持続可能な鉱山事業を推
進します。

●		地域社会への医療、教育等に
貢献します。

●	EHSガイドラインの運用並びに社員教育を徹底。
●	地域社会への医療・教育寄付、地域インフラ整備等の貢献。

●		毎年EHS社内講習会を開催しEHSガイド
ラインを周知徹底。

 ●		EHS講習会受講率100%。
 ●			操業中・継続保有方針の既存鉱山事業

及び新規鉱山事業に対するEHSチェッ
ク実行率100%。

●		地域社会への医療・教育寄付、地域イン
フラ整備の実施。

 ●		操業中・継続保有方針の全プロジェク
トでのCSR活動の実施（100%）。

●		主管者や事業投資に従事する課に属する従業員を中心に、
EHSガイドラインに関する社内講習会を実施。対象者の受
講率は100%。

●		鉱山事業では、新規1案件、既存9案件、その他資源関連事
業1案件に対して、チェックシートを用いた確認作業を実施。

●		出資する各プロジェクトにおいて、地域社会への貢献活動
を実施。

※	従業員の健康力向上の詳細は、「健康経営に向けた取組み」（P137）をご覧ください。

伊藤忠商事では、労働安全衛生・健康経営の方針を踏まえ、2024年度も従業員と契約社員※の労災ゼ
ロ、死亡災害ゼロを目指して、以下目標を掲げ、取組んでいます。
※	伊藤忠商事が管理している事業所で働く契約社員

体制・システム

伊藤忠商事にとって、従業員は財産であり、従業員がその能力を最大限に発揮するためにも従業員の職場
での安全・健康を確保することは、会社の重要な責任の一つです。日本及び世界の様々な地域で活躍する
従業員とその家族が安全かつ健康で、従業員が安心して働けるよう事件・事故・災害等の緊急事態のみな
らず、健康管理に対する万全な体制を社長 COOの下、構築しています。
また、伊藤忠商事では、企業理念である「三方よし」の実現に向け、従業員の約 80%（「労働組合」（P121）

参照）が所属している伊藤忠商事労働組合と労働安全衛生の取組み内容と実施状況についても協議してい
ます。労働組合は従業員からの職場の安全衛生に関する意見・指摘も把握しており、それらの内容も含め
て、労使間で活発な議論を重ねることによって、お互いに現状の課題を認識・共有し、改善策を検討・実
施していくことができる健全な関係を構築しています。
健康・安全基準に関する研修を受講した従業員数は P186をご覧ください。
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感染症の状況・予防対策等衛生に関する重要事項、労働時間や労働環境のリスクに関しては、産
業医を交え人事・総務部で打ち合わせを行い、月 1回行われる衛生委員会にて従業員の代表とし
ての労働組合も参加のもと、労使間で情報共有し、毎月議事録をイントラネットに掲載し従業員へ
発信しています。また、健康経営に関する諸施策については、月 1回行われる健康経営三者定例会
にて議論し、労働安全衛生に関する情報共有をしています。これらの体制で情報共有された重要事
案については CAO（健康経営最高責任者）経由で、取締役会等へ報告しています。
また、健康経営・労働安全衛生に関する内容を取締役会に定期的に報告しています。取締役会か
らの健康経営・労働安全衛生の報告に対する指示事項、衛生委員会において特定された運営上の
課題に基づいて、労働安全衛生に関わる取組みを改善する体制を構築しています。

労働安全衛生・健康経営

金属カンパニーでは、資源の安定供給に繋がる持続可能な鉱山開発に取組むため、金属・石炭・ウ
ラン等の鉱山事業を対象とし、EHS（環境・衛生・労働安全）ガイドラインを定め、運用しています。
探査・開発・生産といった事業活動に起因する環境汚染、事業に携わる者の健康障害、また事故等
による環境・衛生・労働安全面のリスクを回避・低減するために、関連する課題及び望ましい管理
方法を要約したガイドラインと、具体的なチェックリストを日本語・英語で作成しています。
新規投資の検討を行う場合のみならず、既に参画しているプロジェクトについても、パートナーと共
に都度状況の確認を行い、より環境や安全に配慮した資源開発について協議・改善する機会を作っ
ています。2023年度は新規 1プロジェクト、既存 9プロジェクト、その他資源関連事業 1案件に対し
て確認作業を実施し、継続してフォローすべき項目を設定しました。
国際金融公社（IFC）等のグローバルな基準に照らし合わせてガイドラインを作成し、チェックリストで
標準化したプロセスを確立すると共に、プロジェクトごとのリスクに合わせた弾力的な運用を行えるよ
う、都度、見直しを行っています。
また、まずは組織員がEHS 遵守の意識を持つことが重要なため、毎年、具体的な事例を用いた啓発
活動を実施し、周知徹底を図っています。2023年度は主管者や事業投資に従事する組織員に対して
社内講習を実施し、対象者の受講率は 100%でした。

EHS ガイドラインを活用した運用

国際的なガイドライン／認証を活用した労働安全衛生の運用

労働安全衛生・健康管理に関する体制図

伊藤忠グループの労働安全衛生マネジメントは、代表取締役 CAO を健康経営最高責任者とし、労
働安全衛生の管理の主体である各営業カンパニー・総本社・海外ブロックを人事・総務部が統括
する体制で推進しています。
国内の当社グループ各社では、労働安全衛生法に基づき衛生委員会等を設置の上、健康障害の防
止及び健康の保持増進に関する計画策定や評価、改善の審議をしています。特に工場等を有する
子会社は、ISO45001認証を取得し、職場の労働安全衛生の維持に努めています。

国内外の労働安全衛生は、健康経営最高責任者である代表取締役 CAO の下、カンパニー／総本
社／海外ブロックごとに労働安全衛生管理担当者を配置し、死亡事故や労働争議等があった場合、
カンパニー／総本社の労働安全衛生管理担当者経由で人事・総務部まで情報が伝達される体制
となっています。報告に対して、危険性を特定し、事故に関連する調査を実施し、必要な場合は是
正措置を決定して実行しています。

国内外の労働安全衛生

カンパニー・総本社・海外ブロック

取締役会

衛生委員会
労働安全衛生の全体を統括

衛生に関する重要事項、
労働時間や労働環境の討議

伊藤忠商事労働組合

健康経営三者定例会
コラボヘルス推進

健康経営に関する諸施策

伊藤忠健康保険組合

労働安全衛生管理担当者

関係部署 関係部署

【健康経営最高責任者】
代表取締役 CAO

報告指示

報告指示

報告指示

【労働安全衛生管理責任部署】人事・総務部
健康管理室（産業医所属）
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受講率

100%



メンタルヘルスについては、社内健康管理室内にストレスマネジメントルームを設置し、臨床心理
士によるカウンセリングを実施しています。また産業医への相談や社内で精神科医の受診も可能で
す。健康保健組合では健康相談 WEB サイト「健康・こころのオンライン」を設置しており、WEB や
電話での相談ができる体制となっています。また、2015年より年に 1回、ストレスチェックを実施し
ており、受検率 99.3%（2023年度）に達しています。

メンタルヘルス

労働安全衛生・健康経営

海外赴任前の従業員を対象とし、国が推奨する地域毎の予防接種を会社負担で推奨しています。
予防接種は社内の健康管理室、または、近隣の渡航専用クリニックにて受診しています。海外赴任
前の従業員・家族には、現地の安全や医療への対応等の講習を徹底しています。世界的な健康問
題である結核、マラリア、HIV ／ AIDS 等を含む各種感染症の予防に関する情報を赴任前に啓発す
る等、注意喚起を行っています。赴任後も、地域によっては家族を含めた安全セミナー等を開催し
ています。専門医療サービス会社（インターナショナル SOS 社（https:// ｗwｗ.internationalsos.
co.jp/）、ウェルビー社（https://wellbemedic.com/）、日本エマージェンシーアシスタンス社

（https://emergency.co.jp/）等）と提携し、海外赴任先における緊急時の治療や国外搬送も含め、
予防と事後対策のため、医療の支援体制を整えています。

海外の医療・感染症対策

各種症状に応じた職場接種体制の構築
●		具体的な感染症対策の一つとして、現地（駐在地）に合わせたワクチン接種対応等を検討する体
制を整えています。

東京本社内にある健康管理室には、約 20名の専門医と8名の看護師・保健師、放射線技師、臨
床検査技師、薬剤師が所属しています。保健師・看護師が中心となり専門医と緊密な連携のもと
で、国内外問わず従業員それぞれの健康状態に合わせて健康指導をしています。これを「国境なき
医療コンシェルジュ」と命名し、30年以上に亘り実施しており、従業員一人ひとりの健康管理を通
じて伊藤忠商事の健康経営を支えています。具体的には、専門疾病管理に加えて、一般診療（内
科、整形外科、精神科、歯科）、健康診断（定期健康診断、半日ドック、海外渡航者・一時帰国者・
帰国者の健康診断）、各種予防接種、更には医療相談、情報提供等を行っています。

健康管理室

グローバルにビジネスを展開する伊藤忠商事では、海外駐在員は約 800人、年間海外出張者は延
べ 1万人（新型コロナウイルス感染拡大前の実績）に及ぶため、不慣れな環境下でも安心して能力
を発揮できる環境整備に向けて、海外勤務者の健康管理も取組んでいます。海外安全対策につい
ては、現地と日本側の密な連携が重要であるため、本社に海外安全専任者を置き、世界 6ブロック
に配置された人事総務担当と、政治や経済、治安等に関する情報を常時交換し、社内やグループ
会社へ対策を発信しています。また、セキュリティー専門会社との契約を通じて、情報を集めにくい
地域についてもカバーできる体制を構築しています。加えて2019年度より、治安の悪い国・地域
への駐在赴任予定者や、そういった国・地域へ頻繁に出張が想定される従業員を主な対象とする
海外危機対応実地訓練を社内にて実施しています。

海外駐在員・出張者の安全対策
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グループ企業においても、労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格である ISO45001に沿っ
た管理体制を構築・運用することで、労働安全衛生を維持しています。2024年 3月 31日現在、当
社国内・海外子会社のうち、2.1% にあたる13社が ISO45001の認証を取得しています。

ISO45001認証を取得しているグループ会社

労働安全衛生・健康経営 

https://www.internationalsos.co.jp/
https://www.internationalsos.co.jp/
https://emergency.co.jp/
https://wellbemedic.com/
https://wellbemedic.com/


フィリピンにある伊藤忠商事のグループ会社 Dole	Philippines 社では、Dolefil ※の CSR 部門から
スピンアウトした NGOであるMahintana	Foundation,	Inc.（MFI）や、地域政府等との連携により、
産業や雇用の創出、環境保護・森林再生、教育、生活支援、従業員福祉、健康・安全等多岐にわ
たる取組みを40年以上に亘り、現在まで行っています。健康問題と感染症の予防対策に関しては、
世界三大感染症の（結核、マラリア、HIV ／ AIDS）の対策を含め、従業員及び地域住民向けに以下
のプログラムを実施しています。
※	Dole	Philippines社のパイナップル部門

地域住民に対する健康問題・感染症対策

感染症の予防対策によって、マラリアの発生抑制に貢献しています。

対応する社会課題 プログラム内容

感染症対策 予防接種、デング熱予防の講義、殺虫剤処理済みの蚊帳の配布、駆虫、ビタミンA補給

健康問題 ビタミンA補給、妊娠中のケア、歯科サービス、思春期の健康に関する講義

労働安全衛生・健康経営

国内安全対策については、地震等の大規模災害への対策として、業務継続計画の作成、飲料水・
食料・トイレ等の備蓄品の整備や防災訓練、安否確認サービス応答訓練等の対策を講じています。
従業員へは、家族との連絡手段の確保や歩きやすい靴の準備、徒歩での帰宅ルートの確認等、日
頃から大規模災害への備えを呼びかけています。
●		労働安全衛生に関するデータ（P185）
 ●		業界平均との比較（事業規模 100名以上の卸売業・⼩売業対象）（P185）
●		健康・安全基準に関する研修・訓練の参加者数（P186）
●		2023年度　健康・安全基準をテーマとして含む主要な一般研修と受講従業員数（P186）

パフォーマンスデータ海外における日常の健康管理体制
● 国境なき医療コンシェルジュ：海外駐在員とその家族に対して、メール・電話で、専門医のバッ
クアップを受けた保健師と健康問題に関して相談できる窓口を設けています。

● 地域の医療機関の紹介：世界の事業地域で先進国レベルの地域医療機関を紹介するシステムを
整備しています。

● 定期健康診断：赴任前健康診断（人間ドック）に加えて、海外駐在員とその家族に対して、一時
帰国時、または現地・近隣先進国で年 1回の定期健康診断を実施しています。

● セコムふるさとケアサービス：海外駐在者が日本に残した高齢家族を対象に、24時間 365日対
応可能なセコム医療システムのナースセンターによる電話健康相談サービスを提供しています。

● エモーショナルサポート：駐在地での心の健康サポートを目的に導入しています。

有事の健康管理体制
● インターナショナル SOS・日本エマージェンシーアシスタンス：テロ・騒乱等の有事に備え、多
言語対応の現地情勢問い合わせシステムを整備しています。また、従業員及びその家族が負傷す
るという万が一の事態に備え、緊急時移送サービス（航空機、同乗医師・看護師、移送先病院等
の手配）も導入しています。

従業員一人ひとりが自らの「健康力」に責任を持ち、会社がその取組みを積極的に支援すること、
また、従業員の健康を本人・家族・お客様や社会全体の幸福の礎と位置付け、2016年度に「伊
藤忠健康憲章」を制定しました。当社は、東京・大阪本社内に健康管理室を構えており、産業医、
保健師等による国境を越えた個別支援（国境なき医療コンシェルジュ）をきめ細かく行っています。
2021年 8月には「健康経営戦略マップ」を作成し、諸施策の位置付けや効果等を可視化しました。
これら地道な取組みが評価され、2018年 2月厚生労働省「がん対策推進企業アクション推進パー
トナー表彰」厚生労働大臣賞受賞、経済産業省「健康経営銘柄 2023」、申請初年度である2016年
度以来、毎年認定されている健康経営優良法人ホワイト500等、高い評価を受けています。
なお、労働安全衛生法や健康増進法等の関連法令は全ての取組みの大前提です。定期健康診断や
ストレスチェックの実施から個人情報保護に至るまで、法令を遵守しています。

健康経営に向けた取組み
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労働安全衛生・健康経営

伊藤忠商事は、かけがえのない経営資源である従業員が、人種、性、宗教、国籍、年齢等の多様性をもっ
ていることを認識し、ひとりの商人が担う無数の使命と、永続的な企業価値向上を実現すべく、以下の取

組みを中心に健康経営を推進します。

健康経営戦略マップ

意識改革

特定保健指導

禁煙補助プログラム

Sleep Innovation Platform
での活動

女性がん検診の拡充
（若手向け子宮頸がん検診）

国立がん研究センターとの提携

がん・指定難病に対する特別休暇付与

臨床心理士等によるカウンセリング

ストレスチェック

産
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��時以降勤務者の低下
�時以前勤務者の増加

睡眠・飲酒習慣の改善

特定保健指導受診率の増加

禁煙プログラム利用者の増加

ストレスチェック受検者数の
増加・高ストレス者数の減少

がん検診受診率の向上
健康診断受診率の向上

緊急医療体制の整備

治療に専念

欠勤・休職中の生活保障・
子女育英金支給

健康診断受診状況フォロー

インターナショナルSOSとの連携

長時間労働時間の削減

特定保健指導該当者・
海外渡航制限者の低減

喫煙率の低下

女性特有の疾病早期発見・治療

治療と仕事の両立／
将来の不安軽減

海外での治療に対する不安軽減

メタボリックシンドローム該当者
及び予備群の減少
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参加者数の増加

組織長の理解促進・現場における支援強化

健康経営に対する社員意識向上

組織長や社員
に対する啓発

産業医による海外赴任前研修での
指導・海外巡回訪問

組織長研修の実施

健康に関するセミナーやイベントの開催

健康投資施策の取組状況に関する指標
健康投資

健康投資効果

健康関連の最終的な目標指標従業員等の意識変容・行動変容に関する指標

健康経営で
解決したい
経営課題

朝型勤務 ���運動
（��時以降の二次会禁止）

法定を上回る
検診体制
● 経済的支援
● 疾病対応のため

の柔軟な勤務・
休暇制度の整備

生活習慣の
改善支援

（食事・運動・
睡眠等）

医療費の軽減
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労働安全衛生・健康経営

2017年度には、「がんになっても、自分の居場所はここだ」と実感し、安心して働き続けることので
きる職場を実現するため、「がんと仕事の両立支援」として「予防」「治療」「共生」の 3つの観点か
らなる取組を行っています。更には国立がん研究センターとの提携による定期がん特別検診の実施
等の他、万が一の場合に残された家族への子女育英資金支給・当社グループにおける就労支援に
より、従業員の安心感向上に繋げています。

がんと仕事の両立支援

2022年 4月に、睡眠マネジメントに関するコンソーシアム「Sleep	Innovation	Platform®」（理事長：
柳沢	正史）に参画し、健康経営を目的とした「睡眠課題を解決するためのサービスの構築」をテー
マとしたワーキングチームの一社として活動しています。2023年 11月より、西川株式会社が中心と
なりコンソーシアム会員企業である株式会社 S'UIMIN と開発した「S'UIMIN 連携型	西川の睡眠改
善プログラム」を、当社国内従業員を対象に検証を開始しました。

予防
・ 国立がん研究センターとの提携
  （特別検診による早期発見、研究への貢献）

・ 生活習慣病未然防止への意識醸成
・ 禁煙治療費補助
・ 定期健診での各種がんの検診

共生

・ がんと仕事の両立支援体制構築
　　・コーディネーター（相談窓口）の設置
　　・ガイドブック作成、組織長への啓発

・ がんと仕事の両立度合を評価指標に反映
・ 将来の不安軽減
　　・大学院卒業までの子女育英資金
　　・伊藤忠グループでの配偶者就労支援

・ 柔軟な勤務・休暇制度の整備
　　・短時間勤務、勤務日選択、在宅勤務
　　・特別休暇 � 年間 �� 日付与

・ 休職期間中の傷病手当金支給

治療

・ 国立がん研究センターとの提携
  （専門医との即時連携・最先端治療）

・ がん先進医療費（健保対象外）会社負担
・ 健康管理室に専門医を配置

■ がんと仕事の両立支援策の全体像

健康経営を目指した睡眠に関する取組み
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がんを抱える従業員

所属長

所属部署人事担当（兼）
両立支援コーディネーター

産業医

外部主治医

キャリアカウンセリング

適宜連携

■ 伊藤忠商事におけるがんと仕事の両立支援体制

労働安全衛生・健康経営 



2017年度より開始した「がんと仕事の両立支援施策」が評価され、2018年 2月には厚生労働省が
主催する「がん対策推進企業アクション推進パートナー表彰」において厚生労働大臣賞、2023年 2
月には「がん対策推進企業アクション推進パートナー表彰」検診部門賞、東京都による「がん患者
の治療と仕事の両立への優良な取組みを行う企業表彰」の優良賞も受賞しました。
また、2018年度には、当社の「がんとの両立支援制度」の取組みが評価され、人事・人材開発・
労務管理等の分野におけるイノベーターを表彰する「日本の人事部	HRアワード2018」において企
業人事部門	優秀賞を受賞、がんを治療しながらいきいきと働ける職場や社会を目指す「第 1回	が
んアライ宣言・アワード」においてゴールド受賞をしました。
経済産業省・東京証券取引所が選定する「健康経営優良法人認定制度」において「健康経営銘柄
2016・2017・2023」に選定、当社が申請を開始した2016年度以来、2023年度までの8 年連続で「健
康経営優良法人ホワイト 500」に選定されています。これは、当社が「働き方改革」「健康経営」を
重要な経営戦略と位置付け、他社に先駆けての朝型勤務制度の導入や、産業医や健康保険組合と
協働しながら全社横断的に「積極的健康増進策」を推進している点が評価されたものです。
詳細は、社会からの評価（労働安全衛生・健康経営関連）（P230）をご覧ください。

社外からの評価

労働安全衛生・健康経営

1.	労務事例ワークショップ
	 	メンタルヘルスや労働時間管理等を始めとした起こりうる労務事例を題材に取り上げ、ケースス

タディ形式でその対応方法や専門知識を学ぶワークショップ。2023年度は、7月～ 8月に基礎
編、1～ 12月に応用編を実施し、約 50名が参加。

2.	グループ人事総務連絡協議会
	 	グループ会社人事総務担当者間の情報交換・関係強化を目的とし、人事総務関連の直近の動

向、伊藤忠商事の施策・対応状況の共有、及び法改正内容のアップデート等を行うもの。2023
年度は、メンタルヘルス対策、営業機密管理をテーマに、産業医・弁護士それぞれの立場から
実務対応について説明。115社 218名が参加。

3.	人事労務アセスメント
	 	労働契約・社内規程・労働安全衛生・時間管理等、人事労務関連全般の規則・制度・運用が適

切になされているかを確認するためのアセスメント。2016年度の開始以降、69社に実施。

2023年度に実施したグループ会社向けの人事労務支援内容

連結経営を推進している状況下、従業員の労働安全衛生・健康管理に関しては、単体の従業員（契
約社員を含む）のみならずグループ会社も含めて対応しています。
具体的には、ストレスチェック、国内安全対策、海外安全対策情報、海外におけるセキュリティー会
社・医療サービス会社との提携、海外赴任前の講習に関しては、グループ会社にも展開しています。
朝型勤務についてもグループ会社で積極的に推進しており、グループ全体で総労働時間の削減・
従業員の健康増進に努めています。また、人事労務知識・ノウハウを学ぶワークショップや人事労
務アセスメントを定期的に実施し、グループ全体の労務管理強化を図っています。

グループ会社への適用
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伊藤忠グループ「人権方針」
伊藤忠グループは、企業理念、企業行動指針、企業行動
倫理規範、サステナビリティ推進基本方針に基づき、「伊
藤忠グループ人権方針」（以下、本方針）を定め、企業活
動において影響を受けるステークホルダーの人権を尊重
し、自らの事業活動において生じる人権への負の影響に
対処することにより、人権尊重を促進する責任を果たして
まいります。

1. 適用範囲・ビジネスパートナーへの期待
本方針は、全世界の伊藤忠グループ会社すべての役職員（契
約社員・派遣社員含む）に対し、適用されます。また伊藤忠
グループは、ビジネスパートナーやその他関係者に対して本
方針の遵守を期待します。

2. 国際規範の支持・尊重
伊藤忠グループは、「世界人権宣言」や国際労働機関（ILO）の

「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」、2009年
より参加している「国連グローバル・コンパクト」など、人権
に関する国際規範を支持します。また、国連「ビジネスと人権
に関する指導原則」に基づき、人権を尊重してまいります。

3. 適用法令遵守と国際的に認められた人権の尊重
伊藤忠グループは、日本国はもとより、事業活動を行うそれ
ぞれの国または地域における法と規制を遵守します。また国
際的に認められた人権と各国・地域の法令等の間に矛盾が
ある場合は、国際的な人権原則を最大限尊重するための方
法を追求していきます。

4. 推進体制
伊藤忠グループは、本方針を実現する為の体制を構築し、サ
ステナビリティ担当役員が本方針の遵守・実施状況を監督
する責任を負います。

5. 人権デューデリジェンス
伊藤忠グループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」
に基づき、人権への負の影響を特定し、その防止及び軽減を
図り、またこれらについての説明責任を果たすために、人権
デューデリジェンスを実施していきます。

6. 救済・是正
伊藤忠グループの事業活動が、人権に対する負の影響を引
き起こした、或いは関与が明らかになった場合、適切な手続
き・対話を通じてその是正に取組みます。

7. 対話・協議
伊藤忠グループは、人権デューデリジェンスの取組みにおい
て、独立した外部からの人権に関する専門知識を活用すると
共に、潜在的に影響を受けるグループやその他の関連ステー
クホルダーと真摯に対話・協議いたします。

8. 教育・啓発
伊藤忠グループは、本方針が全ての事業活動に組み込まれ、
実行されるよう全役職員（契約社員・派遣社員含む）に対し、
適切な教育を行い、人権啓発に取組みます。

9. 方針の公開・人権取組の報告
本方針は、サステナビリティ担当役員に承認、取締役会に報
告された上、広く一般に開示します。また、本方針に基づく人
権の取組みについて、伊藤忠商事ウェブサイトや ESGレポー
トにて報告いたします。

代表取締役	副社長執行役員	CAO　小林 文彦
2019年4月制定
2020年4月改訂

方針・基本的な考え方

人権

世界の様々な地域で事業活動を展開する伊藤忠グループにとって、人権の尊重・配慮は重要課題です。
当社グループは、この重要な課題に対応するため、従業員への教育のみならずあらゆるステークホルダー

に対しても当社グループの人権方針並びに個別方針への賛同と理解、実践をお願いしています。
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●	企業行動倫理規範（https://www.itochu.co.jp/ja/about/ethical_conduct/index.html）

https://www.itochu.co.jp/ja/about/ethical_conduct/index.html


個別方針

現代奴隷及び人身売買への対応

外国人への配慮

子どもの権利の尊重

警備員の起用に関する考え方

伊藤忠商事は、世界各地における事業活動の安全を守るために警備員を起用します。必要に応じ
て武装警備員を起用することもありますが、武器の取扱いにおいては人権侵害の潜在的なリスクが
伴うことを認識した上で、関係各国・地域の法令遵守のみならず国際的な規範等※に沿って警備員
を起用します。
※「国連グローバル・コンパクト」「安全と人権に関する自主的原則」「法執行官のための行動綱領」「法執行官による力と銃器の使用に関する基本

原則」等

伊藤忠商事はサプライチェーン及び事業活動において現代奴隷及び人身売買が発生しないよう尽
力しています。国連グローバル・コンパクトに参加すると共に、国連「ビジネスと人権に関する指導
原則」の考え方を事業活動に反映しています。当社の既存原則には、世界中の営業活動及びサプラ
イチェーンにおいて、現代奴隷及び人身売買が起きないための取組みが含まれています。
●	伊藤忠欧州会社での取組み状況（現代奴隷法（英）に基づく声明）（https://www.itochu.com/uk/en/sustainability/society/#ModernSlavery）

先住民の権利の尊重

現地雇用の考え方

人権尊重へのコミットメントの一環として、先住民が在住する地域での事業活動においては、先住民
が固有の文化や歴史を持つことを認識し、事業活動を行う国・地域の法律や「先住民の権利に関す
る国際連合宣言」や「国際労働機関（ILO）	第 169号条約」等の国際的な取決めに定められた先住民
の権利を尊重し、配慮を行っていきます。また、新規の事業投資案件の検討にあたっては、当該事業
が先住民の権利に及ぼす影響について事前のチェックを励行していきます。

伊藤忠グループは、グローバルで展開する多様な事業活動において、現地雇用を通じた地域貢献
に努め、地域社会との共生・国際社会の発展に寄与することを目指します。現地での従業員雇用
においては、法定最低賃金を遵守するとともに、生活賃金以上の支払いに努めています。また、地
域の人材育成や地域経済の活性化に繋がり、持続可能な発展に貢献すると認識しています。国内
外にあるグループ会社が各地域において事業を展開する際には、親会社である伊藤忠商事が法令
に準拠し従業員にとって最適な労働環境が提供できるよう管理体制の構築を支援しています。（グ
ループ会社は、事業領域に応じてディビジョンカンパニーに紐付き、ディビジョンカンパニーがフォ
ローする体制となっています。）当社グループには、国内外に 300社程度の会社があり、現地での
従業員の採用・育成により、事業と地域の発展の両立を図っています。

サプライチェーン上で、外国人労働者・実習生・研修生等の受入れを行っている場合、社会的・経
済的地位が低いこと等により、不法行為の対象者となりやすく、人権の尊重及び救済の観点から、当
該国の労働関係法令を遵守し、受入れ制度の趣旨に反する行為が行われないよう、十分留意します。

伊藤忠商事は、「児童の権利に関する条約」及び「子どもの権利とビジネス原則」を支持し、児童労
働の根絶のみならず、「児童の権利に関する条約」の 4つの柱である子どもの「生きる権利」「育つ
権利」「守られる権利」「参加する権利」を尊重します。
伊藤忠商事は、伊藤忠グループ社会貢献活動基本方針の一つに「次世代育成」を掲げ、次世代を
担う青少年の健全な育成を支援する活動を行っています。
●	次世代育成（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/social/future/index.html）

人権
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人権

Oaky Creek 原料炭炭鉱のリハビリテーション
当社は 100％子会社であるITOCHU	Minerals	&	Energy	of	Australia	Pty	Ltd を通じて、豪
州クイーンズランド州で操業中のOaky	Creek原料炭炭鉱プロジェクトへ参画しています。
同プロジェクトでは、閉山方針に則り、閉山に向けた炭鉱エリアのリハビリテーション

（原状回復作業）に関する計画を策定しています。閉山及びリハビリテーションコストは
定期的に見直され、事業計画へ反映されます。計画に沿ったリハビリテーションを実施
することで、環境・社会への影響を最⼩
限に留めています。
炭鉱開発によって生じた窪地は、採炭時
に掘削された表土を活用して最終的な土
地活用にふさわしい形まで埋め戻されま
す。その際、排水の水質を適切に管理す
ることが重要となります。地下炭鉱エリア
についても、閉山時には入念な地質調査
を行い、地盤沈下の防止策や工業用水の
管理が行われます。
閉山後には選炭機材、パイプライン、ベ
ルトコンベア等の地上設備も完全撤去さ
れ、整地作業が行われます。
土地の埋め戻しや整地作業が行われた
後、植栽を行なっていきます。修復後も土
地の安定や植物の生育状況について、長
期間にわたるモニタリングを実施していき
ます。

鉱山事業の閉山方針

伊藤忠グループは、鉱山事業の閉山において、法令及び計画に基づく適切な対応を実施し、環境・
社会への影響を最⼩限に留めることが重要と考えています。
事業検討段階並びに操業期間中におけるステークホルダーとの対話等を踏まえた環境・社会影響
評価、環境モニタリング等を通じた将来的な閉山計画・リハビリテーションを含む事業計画を策定、
関連当局や外部専門家のレビューも受け、事業を行う地域の環境・社会的な負荷を最⼩限に抑え
るよう努めます。
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鉱山開発で生じた窪地

リハビリテーション完了エリア

人権



人権

リスク 機会

●	広域化する事業活動での人権問題発生に伴う事業遅延や継続リスク
●	提供する社会インフラサービスの不備による、信用力低下　等

●	地域社会との共生による、事業の安定化や優秀な人材確保
●	サプライチェーン人権への配慮、労働環境の改善に伴う、安全かつ安定的な商品供給体制の構築　等

目標・アクションプラン
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マテリアリティ SDGs
目標

インパクト 
分類 取組むべき課題 事業分野 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合

繊維カンパニー

●		人権の尊
重・配慮

●		安定的な調
達・供給

サプライ
チェーン

人権・環境に配
慮したサプライ
チェーンの確立

繊維製品
全般

サプライチェーン全体に
おいて、人権を尊重し、
環境経営に取組む企業と
の取引を推進します。

主要サプライヤー調査を継続的に実施するこ
とで、サプライチェーンにおける人権・社会・
環境リスクの早期把握に取組む。

毎年、50社以上の主要サプライヤーへの現地訪問調査やアンケー
ト調査を継続的に実施。

2023年度は、中国及びアジア地域の取引先74社に対して調査を実
施。結果、重大な問題は無いことを確認。前年度に実施した人権
デューデリジェンスで把握したマニュアル整備等のフォロー先におい
ても、対応が進んでいることを確認。

機械カンパニー

人権の尊重・
配慮

サプライ
チェーン

人権・環境に配
慮したサプライ
チェーンの確立

電力・プ
ラントプ
ロジェク
ト全般

サプライチェーン・事業
投資先における全てのス
テークホルダーの、QOL
向上に寄与します。

該当事業固有の特性を踏まえた、仕入先・事
業投資関係先への社会的・環境的な安全性
に関するデューデリジェンスのルール設定・
実施、並びに継続的なモニタリング強化。

全ての新規開発案件において、仕入先・事業投資関係先への社
会的・環境的な安全性に関するデューデリジェンスを実施する。

新規投資を行う全ての開発案件において、全社ESGチェックリストを用
い、社会的責任に関するガイドラインにおける中核主題を確認する運
用を継続。個別開発案件は投資実行前に各事業固有の特性を踏まえ
社会的・環境的な安全性を確認するデューデリジェンスを実施。

金属カンパニー

●		人権の尊
重・配慮

●		安定的な調
達・供給

●	鉱山
●		電 力・ 鉱
山・ 油 ガ
ス田

労 働 安 全・ 衛
生・環境リスク
に配慮した、ま
た地域社会へ
貢献する持続可
能な鉱山開発

鉱山事業

●		環境・衛生・労働安全
（EHS）や地域住民と
の共生に十分配慮し、
持続可能な鉱山事業を
推進します。

●		地域社会への医療、教
育等に貢献します。

●		EHSガイドラインの運用並びに社員教育を
徹底。

●		地域社会への医療・教育寄付、地域インフ
ラ整備等の貢献。

●		毎年EHS社内講習会を開催しEHSガイドラインを周知徹底。
	 ●		EHS講習会受講率100%。
	 ●			操業中・継続保有方針の既存鉱山事業及び新規鉱山事業に

対するEHSチェック実行率100%。
●			地域社会への医療・教育寄付、地域インフラ整備の実施。
	 ●		操業中・継続保有方針の全プロジェクトでのCSR活動の実施
（100%）。

●		主管者や事業投資に従事する課に属する従業員を中心に、EHSガ
イドラインに関する社内講習会を実施。対象者の受講率は100%。

●		鉱山事業では、新規1案件、既存9案件、その他資源関連事業1案
件に対して、チェックシートを用いた確認作業を実施。

●		出資する各プロジェクトにおいて、地域社会への貢献活動を実施。

人権



人権

目標・アクションプラン
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食料カンパニー

●		人権の尊
重・配慮

●		安定的な調
達・供給

サプライ
チェーン

人権・環境に配
慮したサプライ
チェーンの確立

食糧分野

第三者機関の認証や取引
先独自の行動規範に準拠
した調達体制の整備を行
います。

●		コーヒー豆、カカオ豆産地国において、取引
先独自の行動規範に準拠した調達の推進。

●		パーム油の第三者認証団体であるRSPOの
認証油の取扱強化。

●		生産国の認証油システムの利用を促すため、
国内業界団体と協力し、MSPO ／ISPOの国
内におけるプロモーションや流通制度の確
立を支援。

●		コーヒー豆：当社調達方針に基づき、取引先独自の行動規範
に準拠した商品もしくは認証品の調達を推進。

●		カカオ豆：当社調達方針に基づき、取引先独自の行動規範に
準拠した商品（サステナブル品）の調達を推進。

●		パーム油：当社調達方針に基づく調達を実施を行い、設定した
KPI項目・サプライヤー情報等の開示を推進。

2030年
●		コーヒー豆：サステナブルコーヒー豆への切替50%を目指す。
●		カカオ豆：サステナブルカカオ豆への切替100%を目指す。
●		持続可能なパーム油への切替100%を目指す。

●		コーヒー豆：23年度の定量目標である「認証品比率20%以上」を
達成（実績37%）。UCCや味の素向け他商社取引を切り替え取得し
たことにより前年比増加。コーヒートレーサビリティプラットフォー
ムFarmer	Connectを利用したBtoBレベルでのトレーサビリティ情
報開示は、23年度3千トン超。

●		カカオ豆（トレーサブル品）：2023年度取扱比率は64％（総量
9,253MTのうち、トレーサブル豆5,950MT）、期初目標10%。

●		パーム油：サプライヤーへの定期的なアンケート調査等を通じて
調達方針の確認を実施し、それに基づく買付を継続。並行して認証
油取扱比率や搾油工場までのトレーサブル比率等の開示を継続。

●		23年度	RSPO認証油	取扱比率：
	 ●		パーム油	29%
	 ●		オレオケミカル製品	72%
各産地国への支援実績（定性）
●		コーヒー豆：
	 ●		移動病院の支援／ガテマラ
  Unexを通じ、近隣に病院の無い山岳地域に住むコーヒー生産者

及びその家族へ医療を提供。
●		ゴマ：
	 ●		マラウイの生活基盤向上支援
  竹本油脂との協働によるマラウイへのインフラ提供。22年度に救

急車両と医療機器の提供を実施。23年度9基の井戸を建設。
	 ●			パラグアイの⼩規模ゴマ農家に対する支援
  かどや製油との協働により、農家への技術指導、種まき機や篩等

の農具、種子の提供等の支援を実施。

●		人権の尊
重・配慮

●		安定的な調
達・供給

●	森林
●		気候変動
への適応

人権・環境に配
慮したサプライ
チェーンの確立

生鮮食品
分野

地場産業の育成を通じ
て、雇用拡大・生活環境
整備等に貢献します。

シエラレオネにおけるDoleパイン栽培・加工
事業の運営。
●		天候リスク分散のための産地多角化。
●		地場産業の育成、雇用創出・拡大。
●		医療提供等を通じた地域の生活環境改善。

新産地シエラレオネにおけるパイナップル栽培及び加工品製造の
拡大のため、現地での人材育成と雇用拡大を図る。

●		従業員：2023年度4Q末時点	1,857人。
●		生産量：2023年度4Q末時点	1.6万トン。
●		特定非営利活動法人と医療提携契約を締結。現地会社Sierra	
Tropical	Limitedの従業員・家族、地域住民を対象に周産期医療
の提供を開始。

人権



体制・システム

伊藤忠商事は、人権の尊重・配慮を重要課題の一つとし、アクションプランを策定し取組みを推進
しています。サステナビリティ推進体制のもと、本課題の責任者をサステナビリティ担当役員とし、人
権侵害が起きないよう各部署に配置されているESG 責任者と連携して、サステナビリティ推進部が
日常的に予防する体制を整え、毎年レビューを行います。その内容は、サステナビリティ委員会にて
審議・報告され、重要事項に関しては、取締役会にも付議・報告されています。
●	人権対応の推進体制：サステナビリティ推進体制図（P15）

人権

人権デューデリジェンス

伊藤忠グループは、2019年 4月に制定した「伊
藤忠グループ人権方針」に基づき、人権尊重の
責任を果たしていきます。具体的には伊藤忠グ
ループの企業活動が社会に与えうる人権への
負の影響の特定と評価を継続的に行い、その
防止や軽減を適切な手段を講じて実施してい
ます。そのため、国連の「ビジネスと人権に関
する指導原則」において詳述されている手順に
従って、人権デューデリジェンスの仕組みを構
築し、「労働における基本的原則及び権利に関
する ILO 宣言」で定められた 5つの中核的労
働基準（結社の自由と団体交渉、強制労働、児
童労働、差別、労働安全衛生）を含め、広範な
人権問題を評価その進捗並びに結果について
情報開示しています。

■ 人権デューデリジェンスの実施フロー

進捗フォロー

事業の網羅的人権リスクアセスメント
各種文献調査・営業部署へのインタビュー調査

リスク分析結果に基づき、優先調査対象ビジネス・
対象国のサプライヤー（含、間接取引先）へ

アンケート調査を実施

サプライヤーエンゲージメント実施

人権課題の把握・今後の対応方針協議・是正依頼

児童労働、強制労働、安全と健康、結社の自由と団体交渉権、差別、懲罰、労働時間、報酬
■ 特定テーマ

当社の事業領域を対象として、外部専門組織の協力のもと、SA8000等の国際的なガイドラインや
指標等を参考に、重点的に人権リスク発生の防止に取組むべきテーマを特定し、各種リスクマッピ
ングを実施しました。

人権への影響・評価

●	カントリーリスクマッピング：サプライヤーの所在国における特定テーマに関する評価
●	事業領域別リスクマッピング：特定テーマを含む配慮すべき人権項目に関する机上調査

■ 実施手法

●	商材リスクマッピング：商材のリスクレベルを国別に調査

特に重点的に対応すべき商材は以下の通りです。

特定商材：綿、衣料品、パーム油、コーヒー、鰹・鮪、天然ゴム、木材関連

当社では引続き、カントリー・事業領域・商材リスクを考慮し、人権に配慮した商材調達を行って
いきます。

テーマ 繊維 機械 金属 エネ化 食料 住生活 情報・金融 第8

児童労働

強制労働

安全と健康

結社の自由と団体交渉権

差別

懲罰

労働時間

報酬

移民労働者

人身売買

先住民族の人権

地域社会・住民への影響

土地取得・再定住
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人権

● 人権デューデリジェンス2023実施状況について	 
（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/due_diligence_2023.pdf）PDF

● 人権デューデリジェンス2022実施状況について	 
（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/due_diligence_2022.pdf）PDF

● 人権デューデリジェンス2021実施状況について 
（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/human_rights_due_diligence_2021.pdf）PDF

● 人権デューデリジェンス2020実施状況について 
（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/human_rights_due_diligence_2020.pdf）PDF

伊藤忠商事では上記の人権への影響・評価をもとに、2020年度から事業領域ごとに人権デューデ
リジェンスを開始しており、過年度に実施した事業分野では大きな負の影響がないことを確認して
います。今後数年内に全事業領域において順次人権デューデリジェンスを実施していく予定です。

詳細は、バリューチェーンにおけるサステナビリティ（P164）及び違反サプライヤーへの対応（P167）
をご覧ください。

デューデリジェンスでのサプライヤー調査に加え、適宜、外部専門家と共に現地訪問を行うグルー
プ会社実態調査を通じて、現代奴隷及び人身売買を含む人権に関するリスクアセスメントを実施し
ています。また社会・地球環境に及ぼす影響の大きい商品については商品別に調達に関する方針
や対応を定め、サプライチェーンでのリスク軽減を図っています。
●	タイ家禽産業への人権監査（P166）

伊藤忠グループでは、ステークホルダーからの懸念や苦情を受け付けることができる複数の窓口を
用意しています。万一、人権への負の影響への関与が明らかになった場合には、適切な手段により
是正・救済に努めます。

伊藤忠商事は、国連	「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠して「対話救済プラットフォーム」
を提供する、一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構（JaCER）に正会員として加盟しています。
この対話救済プラットフォームにて、サプライチェーン上のあらゆるステークホルダーを対象に、国
際行動規範、各国の国内規範等への違反もしくは、違反が疑われる案件に対する通報を受け付け
ています。第三者窓口を介して苦情を受け付けることで、苦情処理の公平性・透明性を図ると共に、
従来以上に対話・救済の促進に繋げ、人権における本質的な課題解決に取組みます。尚、通報受
付においては、通報者の匿名性や通報内容の秘匿性を確保します。
●	JaCER の通報フォーム（https://jacer-bhr.org/application/index.html）

また、JaCER を通じて対応した通報については、JaCER のホームページ上で通報内容及び状況等
の匿名での定期的情報開示を行います。

詳細は、新規事業投資案件の ESGリスク評価（P168）をご覧ください。

伊藤忠商事は、新規のサプライヤーと取引を行う場合は事前に「サプライチェーン・サステナビリ
ティ行動指針」を全ての当該サプライヤーへ通知しています。本方針の趣旨に違反する事例が確認
された場合には、対象となるサプライヤーに是正措置を求めると共に、是正要望等を継続的に行っ
たにも関わらず、是正が困難と判断された場合には、取引を見直す姿勢で取組んでいます。また、
ISO26000の7つの中核主題を必須調査項目（現代奴隷及び人身売買を含む）としたデューデリジェ
ンスを、主要なサプライヤーと新規投資の際に実施しています。専門的な見地を必要とする投資案
件については外部専門機関と共に、追加のデューデリジェンスを実施しています。

尚、並行し、サプライチェーン上の人権・労働リスクを低減すべく、全事業領域における主要取引
先へのサステナビリティ調査を毎年継続的に実施しています。
●	サプライチェーン・サステナビリティ調査に関する取組み（P164）

実施状況 サプライチェーン・マネジメント

リスクアセスメント

グリーバンスメカニズム

サプライチェーンを対象とした相談窓口
新規投資案件

既存事業
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人権

従業員が個々に抱える悩みや相談に対応する従業員相談窓口「7830（ナヤミゼロ）」を設置、イント
ラネットに「人事 Help	Guide	Book」を掲載して相談窓口について広く従業員に周知し、従業員が
相談できる体制を整えています。

従業員相談窓口

イントラネット上の「人事Help	Guide	Book」

伊藤忠商事では、「キャリアカウンセリング室」を、他社に先駆けて設置し、個人のキャリアに関する
相談のみならず、職場風土、人間関係、処遇、ハラスメント等に関する相談を、電話、E-mail 等で
受け付け、キャリアコンサルタントの国家資格を有する専任のカウンセラーが対応しています。

キャリアカウンセリング室

伊藤忠商事のホットライン制度は、国内外それぞれにおいて通報受付窓口を複数設け（専門業者
及び外部弁護士を活用した外部の通報受付窓口等）、当社と雇用関係にある従業員、当社との間
で別途労働者派遣契約を締結する会社から当該労働者派遣契約に基づき当社に派遣されている者
（派遣社員）、及び、グループ会社の従業員等からの通報を受け付けています。また、内部通報者
に対する報復等の不利益な取扱いを禁止すると共に、匿名による通報を可能としています。

伊藤忠商事は、消費者庁が新たに導入した内部通報制度認証の PHASE1である「自己適合宣言登
録制度」に登録申請を行い、認証基準に適合しているとの確認を受け、他社に先駆け 2019年 4月
10日付で同制度に登録されました（登録順位は全国で一番）。

ホットライン

➁折り返し内容・希望の確認

➂確認（匿名希望 可）

➅回答・情報提供（匿名可）

➄質問・調査協力依頼

➆調査結果・対応 報告

➇対応終了の連絡

➈報復・不利益の有無確認

➄質問・調査協力依頼

➆調査結果・対応 報告

➇対応終了の連絡

➀email による通報

➃匿名化後 通報内容の報告

➅回答・情報提供（匿名化）

➈報復・不利益の有無確認

通
報
者
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■ 国内外部通報受付窓口（株式会社インテグレックス）に通報した場合の流れ

伊藤忠商事では、一般の方及び当社のステークホルダーの方からのお問い合わせについて、以下
の体制で受け付ける仕組みを構築しています。

一般の方（ステークホルダー含む）向け窓口

伊藤忠商事はお客様からの意見・提案を、顧客満足度の向上やステークホルダーの理解促進、
リスクの未然防止等に活かし、企業価値の拡大に繋げています。

広報部
お客様

WEB
（HP のお問い合わせフォーム）

ディビジョンカンパニー

人事・総務部

コンプライアンス室

その他関係部署

IR 部

●	お問い合わせページ（https://www.itochu.co.jp/ja/inquiry/index.html）
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人権

研修

社内の各種研修において、企業活動と人権の関わりについての啓発を行っています。新入社員研
修では伊藤忠パーソンとして持つべき人権を尊重するマインド、例えば人権の基本的な考え方や留
意事項から、人種、性（LGBTQ 等の性的マイノリティを含む）、宗教、国籍、年齢等に対して配慮す
ること等を習得するための研修や、組織長等に向けた社内研修では、セクシュアルハラスメント（性
的指向や性自認に関する差別的言動や嫌がらせを含む）やパワーハラスメントの問題を取り上げ、
ハラスメントが実際に発生した場合やその報告を受けた際の対処について教育・啓発を実施し、日
頃よりハラスメントを許さない環境作りに努める等、人権に関する理解の徹底を図っています。ま
た、海外赴任前研修においてはサプライチェーン上の人権への配慮について取り上げ、各地域での
意識の啓発に努めています。2023年度の人権に関する研修には 1,402名が参加しました。
●	関連データ：2023 年度人権に関する研修実績（P185）

上記研修に加え、全世界の伊藤忠商事の役員・従業員を対象に、オンラインでのサステナビリティ
一般教育にて、「ビジネスと人権」についての学びの機会を提供しています。
●	サステナビリティの社内浸透ページ（P18）

サステナビリティセミナー

人権課題に関して、社外の方の見識や意見を取り入れるため、社内向けセミナーを2007年度から
継続的に開催しています。
世界で多様な事業を展開しサプライチェーン上の重要な役割を担う総合商社として、企業活動と人
権問題に関する最新の動向等を知り、ビジネスに活かすことを目的として、「ビジネスと人権」につ
いて啓発活動を継続しています。
●	セミナーの詳細（P18）

人権

グローバルに多様な事業を展開する伊藤忠商事にとって、「人材」は最大の経営資源です。当社は
大学生及び大学院生を対象に、新卒採用活動を毎年実施しています。
●	関連データ：男女別採用人数とキャリア採用比率（P184）

また、大学生及び大学院生へのキャリア教育を目的に、就業体験型ワークショップを毎年実施して
おり、就業に対する理解を深める場を若年層へ提供しています。
伊藤忠商事では人物本位の採用を実施しており、人種、性（LGBTQ 等の性的マイノリティを含む）、
宗教、国籍、年齢等にとらわれない公平・公正な採用を実施しています。これまでに公益財団法人	
東京都人権啓発センターから派遣された講師による人権啓発セミナーを実施し、その内容を面接
官教育にも反映させています。また、公正採用選考人権啓発推進員の選任及び届け出を行い、公
正な採用選考システムを確立しています。

取組み

公正な採用の実施
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人権

●	ビジネスと人権アカデミー（UNDP）
●	対話救済実務研修会（JaCER）
●	人権教育分科会（GCNJ）

ステークホルダーとの協働

人権課題に関連するワークショップへの参加

中食製造業者への人権研修を実施

グループ会社の株式会社ファミリーマートでは、
ファミリーマート店舗へ商品を供給している中
食製造業者の雇用や労務に関する方針制定や
実務に携わる管理者を対象に、人権リスクの
未然防止と理解促進を目的として「サプライ
チェーンの人権課題に関する情報共有会」を開
催しました。
伊藤忠グループでは、引続きグループ全体のバ
リューチェーンにおける人権侵害のリスクの低
減に向けた取組みを継続していきます。

ファミリーマートによる研修では人権に関する相談窓口も
案内

おお取取引引先先専専用用ヘヘルルププラライインン((社社外外窓窓口口))
XXXXXXXXXX@@iinntteeggrreexx..jjpp

相相談談・・情情報報提提供供：：原原則則ととししてて実実名名((匿匿名名可可))

＜＜人人権権にに関関すするるごご相相談談窓窓口口＞＞
ササスステテナナビビリリテティィ推推進進部部

XXXXXXXXXX@@ffaammiillyy..ccoo..jjpp

◆◆貴貴社社内内でで発発生生ししたた場場合合

人人権権にに関関すするる相相談談窓窓口口ののごご案案内内

◆◆当当社社のの人人権権侵侵害害行行為為及及びび貴貴社社従従業業員員かかららのの相相談談

おお取取引引先先専専用用ヘヘルルププラライインンををごご活活用用くくだだささいい

ファミリーマートの
担当窓口部門・担当者

■ 実施内容

講師 SDGパートナーズ有限会社　田瀬	和夫氏

内容
●	人権に対する企業の責任
●	人権問題の予防と発生時の対処
●	質疑応答

詳細は、社会貢献活動	地域貢献（P182）をご覧ください。

詳細は、社会貢献活動	地域貢献（P182）をご覧ください。

地域雇用の促進、生活インフラの支援と生産性の向上を実現している 
パイナップル生産事業への取組み

資源の安定確保と地域社会への貢献・共存を両立したカスピ海油田開発事業への取組み

各種発行物

全従業員に配布・イントラ掲載している様々な発行物等を通して、職場における人権侵害が起きな
いように人権啓発に努めています。
●	伊藤忠企業行動倫理規範と人権方針を全従業員に周知し、人権の尊重に関する基本的な考え方
を伝えています。

●	コンプライアンスハンドブックでは「人権の尊重」や「ハラスメント」のページを設け、具体的な事
例を挙げて、ビジネスにおいて人権侵害を起こさないように呼びかけています。

●	サプライヤーとのコミュニケーションに関するハンドブックでは、調査担当者がより具体的にサプ
ライヤーの人権・労働慣行の管理状況の実態を把握し、改善アドバイスも行うことができるよう、
チェックポイントを記載し、サプライチェーン・サステナビリティ調査の仕組みを機能させると共に、
社内周知に活用しています。

ハラスメントへの対策

職場において従業員がパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント（性的マイノリティに該当す
る従業員への不利益や嫌がらせ等含む）を受けることなく、妊娠中の従業員や育児・介護に従事し
ながら仕事との両立を行う従業員も働きがいを持って職場に貢献できるよう、伊藤忠商事は、組織
長研修を活用した、制度の周知・コミュニケーションの重要性に関する啓発を行っています。育児・
介護による時間に制約のある従業員に関しては、制度を適切に活用した両立体制を上司が促すと
共に、職場全体の業務内容・業務分担・働き方の見直しも重要であることを周知しています。また
性的指向・性自認に関わる差別的な発言・無意識の男女別を前提とした発言を許さない職場環
境作りを行い、従業員からの相談窓口も設置しています。
また、就業規則においては、「人権の擁護違反」の中で、職務に関し人種、性、宗教、信条、国籍、
身体、病気、年齢その他非合理的な理由により差別することや「セクシュアルハラスメント」（性的
指向や性自認に関する差別的言動や嫌がらせを含む）や「パワーハラスメント」を明確に禁止行為
として定め、違反する行為が認められた場合には、懲戒処分を含め厳正に対処しています。2023
年度には、海外駐在員・出向者含めた組織長層約 1,800名を対象に「ハラスメント防止研修」を実
施しました。ハラスメント発生のメカニズムに関する専門家からの講演や、事例からの教訓の共有
等を通じ、「全ての職場からハラスメントの排除」に努めています。
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顧客責任

伊藤忠商事は、取扱製品に関する安全関連の法令に定められた義務を遵守し、お客様に対してよ
り安全・安心な製品を提供する方針のもとに、カンパニーごとに「製品安全マニュアル」を策定し
安全確保に努めています。今後も、社内教育の推進や、製品安全担当部署の設置・情報伝達ルー
トの確立、万が一製品事故が発生した場合の対応について見直しながら、安全・安心な製品の
提供に取組んでいきます。関連する取組みついては「バリューチェーンにおけるサステナビリティ」

（P169）もご参照ください。

企業理念「三方よし」、企業行動指針「ひとりの商人、無数の使命」、企業行動倫理規範のもと、社
会的な責任を十分考慮した責任ある広告・マーケティングの取組みを行っています。ステークホル
ダーとの双方向の対話を通じて、社会からの期待や要請を受けとめ、それらを実践しています。

製品安全

責任あるマーケティング

顧客に対するブランドイメージの向上・浸透を行うにあたり、伊藤忠商事の視覚的イメージを統一
して、適切な表現・内容・媒体で広告宣伝を行うための社内規定等が整備されています。またサ
ステナビリティのポリシーにも従い、誹謗中傷、差別的表現、誇大・虚偽表現、宗教や政治的信条、
環境・第三者のプライバシー、個人情報や知的財産権に対して、十分な配慮を行っています。グルー
プ会社向けにも定期的な会合の開催等を通じて広告・宣伝活動に関わる知見を共有し、適切な広
告・宣伝活動の取組みを推進しています。

広告

世界の様々な地域において、幅広い分野で多角的な企業活動を行っている伊藤忠商事では、「事業
活動を通じて社会の期待に応えていくことが、持続可能性（サステナビリティ）を保ち、更なる成長に
繋がる」と考えています。
伊藤忠商事は、商社という特性上、多くのビジネスにおいて、消費者への直接のアクセスは限定的
でありますが、品質や安全管理の重要性を認識しており、その考え方に基づきバリューチェーン上に
浸透させるための取組みを推進することにより顧客に対する責任を果たしていきます。

方針・基本的な考え方
関係法令、社内規定、各種社内研修や全社コンプライアンス体制のもと、他者の権利・信用・名
誉等を侵害せず、誤解を招かない内容・表現とするべく徹底しています。世界規模で展開する多様
な事業活動において、当社を取り巻く様々なステークホルダーとの対話を重視し、責任あるマーケ
ティング活動を行っています。

マーケティング

食料カンパニーグループは、以下の理念・使命・行動指針に基づいて、食品安全管理に取組んで
います。

個別方針

食品の安全性

「FOR	THE	NEXT	GENERATION」

1.	消費者からの高い信頼を得つつ、社会の健全な発展に貢献すること。
2.  安全な食料の安定供給を通して、豊かな食のライフスタイルを実現し人々に健康と幸

福を提供すること。
3.	公正な企業活動を通して、消費者・取引先・株主・社員の利益に貢献すること。

理念

使命

基本理念と使命を実現するための具体的な行動指針として、法令と伊藤忠グループ企
業理念＆企業行動倫理規範を遵守し、消費者からの信頼の基本である食品安全管理と
公正な取引を、食料カンパニー関係全従業員に周知徹底の上実施する。
食料カンパニーグループでは、食品安全・コンプライアンス管理室が、上記に関する指
導・啓発を行っています。

食品安全行動指針
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顧客責任

伊藤忠グループは、人々の暮らしを支える様々な商品やサービスを提供するため、原料等の川上か
ら⼩売等の川下までを包括的に事業領域としています。食料カンパニーは、「食糧部門」「生鮮食品
部門」「食品流通部門」の 3部門で構成されており、市場・消費者へ直結したビジネス基盤を構築
しています。また、顧客ニーズを起点に、食料資源の開発から原料供給、製造加工、中間流通、リー
テイルまでを有機的に結びつけた付加価値の高いバリューチェーンの構築を日本、中国・アジアを
中心に世界規模で推進し、食の安全・安心に対する管理機能の高度化を図りながら、世界の食料
業界のリーディングカンパニーを目指しています。
伊藤忠グループは、「マーケットインの発想」により、より市場や消費者に近い新たなビジネスモデ
ルを構築しています。その中で、ファミリーマートを始めとするリーテイルに取組むことで、お客様の
ニーズを起点とし、そこで得た情報をもとに商品の開発・製造から原料供給・調達までを行う付加
価値の高いバリューチェーン構築を推進しています。
食料品ビジネスの推進にあたっては、次の表に示す内容を重点課題として認識し、対応する管理機
能の導入により、食の安全・安心を守る取組みを実施しています。

食料ビジネスの課題と対応方針

重点課題 主要なテーマ 管理機能

消費者の食品安全衛生の確保
輸入食品・加工食品・生鮮食品の
安全確保（生物的・化学的・物理
的ハザードへの対応

●	食品安全自主管理システム
●	サプライヤー食品安全管理体制の
チェック（工場点検・監査）

食品における責任ある
マーケティング

食物アレルギー・食品添加物情報
の提供

●	食品表示登録管理ルール
●	食品表示に関する有資格者の育成
及び点検スキルの向上

酒類における責任ある
マーケティング

20歳未満の者・妊婦の飲酒防止に
関する情報の提供

●	酒税法等に関する社内教育

消費者の食の栄養バランスの
確保 高齢者の栄養バランスへの配慮 ●	地域の病院・栄養士会と連携

伊藤忠グループは、食料資源の開発から原料供給、製造加工、中間流通、リーテイルまでを有機的
に結びつけた付加価値の高いバリューチェーンの構築を推進しています。
食料ビジネスの推進をしていく上で、先進国においては、超高齢社会を迎えた現在、高齢者の低栄
養化・栄養バランスの偏りによる医療費の増加や要介護者の増加は大きな課題となっています。さ
らに糖尿病や腎臓病等食事制限が必要な在宅療養患者向けの栄養維持、肥満を防止する栄養バラ
ンスの確保が必要です。
グループ会社の株式会社ファミリーマートにおいては、健康意識の高まりに対応した独自の取組み
を行っています。プライベートブランド「ファミマル」では健康に配慮した商品をラインナップし、対
象となる商品にお客様の関心の高いたんぱく質や食物繊維、糖質等をアイコンでわかりやすく表記
をすることで、おいしさと健康を両立したい消費者からご好評をいただいています。
また、開発途上国においては、貧困等によって引き起こされる飢餓や低栄養が社会課題となってい
ます。伊藤忠グループでは、この社会課題に対して、WFP	国連世界食糧計画への支援、開発途上
国と先進国の食のアンバランスを解消する「TABLE	FOR	TWO」（TFT）への参加により、開発途上国
の子どもたちへの栄養素の高い食品の提供に貢献しています。
このように伊藤忠グループでは、国内外で栄養面で健康をサポートする様々な商品・サービス・社
会貢献活動を展開し、地域の皆様のセルフケアの増進・医療費削減・貧困地域での子どもたちへ
の影響補給等の社会課題解決に寄与していきます。

医薬品の原料及び製品を、医薬品として求められる品質にて安定的に供給し、医療ニーズの充⾜
に寄与します。また、新薬開発における臨床開発にも取組み、これまで治療が難しかった病気の治
療を可能にすることで、潜在的医療ニーズに応えていきます。日本を始めアジアが主な市場となり
ますが、欧州や米国からの調達あるいは販売にも取組みます。商品供給並びに臨床開発では、薬
機法に従い安全性を確保します。

医薬品の最終製品は、許可を取得している企業への販売のみであり、広告等は行いません。商品
への表示は、商品手配開始時の包装表示確認等、薬機法を遵守した包装表示を徹底します。

より栄養素の高い食品へのアクセス

医薬品の安全性と責任あるマーケティング

医薬品の品質・安全性

医薬品の広告・表示
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リスク 機会

●	消費者やサービス利用者の安全や健康問題発生時の信用力低下 ●	食の安全・安心や健康増進の需要増加

マテリアリティ SDGs
目標

インパクト 
分類

取組むべき 
課題

事業分野 
または業務 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

食料カンパニー

健康で豊かな
生活への貢献 食品安全 安全・安心な食料・ 

食品の供給 食料・食品関連全般
安全・安心な食品を安定的に
調達すべくサプライヤーの選択
と集中を行います。

食品安全管理システムに関する認証資
格保有者を中心にサプライヤーへの監
査・指導を強化する。

食品安全管理システムに関する認証
資格保有者を中心にサプライヤーへ
の監査・指導を強化し、安全・安心
な食品の安定供給。

39工場に対して点検を実施。
食品安全管理システムに関する有資格者及び社内資格保有者によるサプラ
イヤーへの監査・指導を強化し、安全・安心な食品を安定的に調達・供給
した。

機械カンパニー

健康で豊かな
生活への貢献 食品安全

●		気候変動への取組み
●		働きがいのある職場
環境の整備

●		人権の尊重・配慮
●		健康で豊かな生活へ
の貢献

●		安定的な食材調達・
供給

DENBA事業全般
DENBA技術を活用した食材の
鮮度保持により、フードロス削
減に貢献します。

DENBA製品促進を通じて、食材の鮮
度保持、食用油の使用量削減を行う。

●		スーパーや外食チェーン業界におけ
るDENBA	Fresh	Pro、DENBA	Fryer
の販売を促進。

●		船舶倉庫向けDENBA	Marineの普
及率向上。

●		年間を通じてDENBA製品の普及に貢献。⼩売業界にて、冷蔵ショーケース
の廃棄削減を目的とした中規模スーパーチェーン全60店舗等に内定。2023
年度売上は指標である3億円前後となる見通し。

●		船舶の食糧庫向け販売では150台を導入、累計導入実績は360台となった。
●		子ども食堂向けは東京センチュリーのリースを起用して3件を成約、その他
2件と合わせて5台を導入し、累計導入数は8台となった。

●		障がい者事業所の新規開設においては南日本運輸倉庫向けにパイロット案
件として1件成約。

エネルギー・化学品カンパニー

健康で豊かな
生活への貢献 医療健康 人々の健康増進 医薬品

がん分野を含む大きなニーズが
存在する分野での医薬品等の
展開を加速し、人々の健康増進
に寄与すると共に、働きやすい
社会形成へ貢献します。

新規医薬品、及びジェネリック医薬品
の開発サポート・販売の推進。

上市済医薬品の展開加速、及び開発
サポート中の各種新薬・ジェネリック
医薬品等の早期承認取得、上市を目
指す。

●		伊藤忠ケミカルフロンティアによる、国内外の製薬メーカーへの医薬品
原料等の安定的な供給維持と、ジェネリック医薬品の新規上市サポート

（2023年度上市：ジェネリック医薬品の筋弛緩回復剤）。
●		伊藤忠ケミカルフロンティアを通じた疼痛緩和剤の北米での販売継続。

情報・金融カンパニー

健康で豊かな
生活への貢献 医療健康 人々の健康増進

●		医薬品開発支援事業
●		健康予防関連事業
●		医療ヘルスケアIT事業
●		先端医療機器販売・
医療サービス提供

ICTと高品質な専門人材サービ
ス、及び技術革新が速い医療
分野における先端医療機器と
高度医療サービスを提供するこ
とにより、医薬・医療の発展と
人々、患者のクオリティ・オブ・
ライフの向上に貢献します。

●		データを活用して医療を最適化する。
●		各種高度医療機器の販売、地域拠点
病院運営サポートビジネスを推進。

●		医療データ関連の新規サービス・
事業開発の実現。

●		既存ビジネスの拡充。
●		MRI搭載放射線治療機及び頭皮冷
却療法システム等、QOLを高める医
療機器の普及率増。

MRI 搭載放射線治療機
●		国立がん研究センター中央病院、埼玉医科大学国際医療センター、江戸川
病院の3施設で、従来の手法では治療が難しかった難治性がん患者を含む
延べ800名へ医療を提供。

がん患者向け頭皮冷却療法システム
●		現在79施設で導入済み、延べ2,900名の患者が利用。

目標・アクションプラン

顧客責任
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顧客責任

食生活の多様化、食品流通のグローバル化、健康意識の高まり等を背景に、食の安全・安心に対
する消費者の関心は、一層高まっています。一方で食品表示基準違反、農薬等の残留基準値超過、
安全性未審査の添加物を使用した食品の流通といった、食の安全・安心をおびやかす事件や問題
が発生しています。食料カンパニーではこれらの課題に対応するため、食品安全・コンプライアン
ス管理室を中心に品質管理体制を整備しています。同室の主な役割は以下の通りです。
1.	食料カンパニー及びそのグループ会社（国内・海外）の食品安全自主管理システム構築への助言。
2.	食品安全・食品表示等に関する管理。
3.	食品安全に関する従業員の教育・研修。
4.	中国食品安全管理チーム員の育成。
5. グループ会社及びサプライヤーへの食品安全監査と改善指導。
この他、コンプライアンス管理、貿易・物流管理、環境管理、労働安全衛生管理、サステナビリティ
推進等の業務。

体制・システム

食品ビジネスでの安全管理体制

食料ビジネスでのサプライヤー体制チェック

食品サプライヤーとの新規取引を開始する際、サプライヤーの製造管理の状況や GFSI（Global	
Food	Safety	Initiative）承認認証規格の取得状況を、食品安全管理の組織体制調査表を用いて確
認しています。

新規サプライヤー体制チェック

食品監査の様子

伊藤忠商事では 2002年度に食料カンパニー内に食品安全管理室（現	食品安全・コンプライアン
ス管理室）を設立し、食料取引における安全確保のための広範な施策を講じています。その一環と
して輸入加工食品については、2011年度より、食品安全管理マニュアルに則って、Codex	HACCP、
ISO22000、FSSC22000等の食品安全国際規格を参照の上、独自の「工場監査チェックシート」に
基づく監査を実施しています。

また、2015年 1月北京に「中国食品安全管
理チーム」を新設し、日本から専任トレーナー

（IRCA※ ISO22000審査員資格保有者）を派遣
し、日本国内と同レベルの管理体制の構築を
図ってきました。現地審査員による定期監査に
加え、フォローアップ監査等で、継続的な改善
を行っています。
※	International	Register	of	Certificated	Auditors 
（国際審査員登録機構）

海外サプライヤー定期監査を通じた食の安全確保

海外取引先の工場監査に関する手順と訪問実績は以下の通りです。

工程 内容

対象先と 
頻度設定

比較的リスクの高い全ての輸入加工食品工場を対象とし、サプライヤーの管理体制・商品特
性・加工工程上のリスク等を考慮し、営業部署と食品安全・コンプライアンス管理室が協議
のうえ頻度を決定

工場監査
営業部署は頻度設定に基づき、比較的リスクが高いと判断した輸入加工食品工場に対して定
期的に安全管理体制の確認を実施、社員または現地スタッフ、グループ会社社員が実際に現
場を訪問

報告書作成
／改善指導

GFSI ／グローバルマーケットプログラムに基づく自社工場監査シートを使用	⇒（GMP＋
HACCP＋マネジメントシステム＋食品防御）

■ 工場監査手順

2021年度 2022年度 2023年度

定期監査実績（工場数） 310工場 331工場 339工場

中国での定期監査・フォローアップ監査（監査実績の内数） 48工場 42工場 42工場

■ 食の安全確保のための定期監査実績
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顧客責任

2021年度 2022年度 2023年度

受講者数 766名 770名 761名

受講率 100% 100% 100%

■ 受講状況

グループ企業においてもHACCP・ISO22000・FSSC22000等の食品安全国際規格・ガイドライン
に沿った管理体制を構築・運用することで食品の安全性を担保しています。

食品安全に関する責任あるマーケティング及びコンプライアンスについての教育訓練プログラムと
して食料カンパニーでは eラーニングを実施し、従業員の食品安全や法令遵守に関する意識・知
識向上を図っています。また、別途開催の講習会等を通じて、工場監査人材の育成にも取組んでい
ます。

確実な知識の定着を目指して、今後も継続して実施します。

●	伊藤忠飼料株式会社
●	日本ニュートリション株式会社
●	DOLE	ASIA	HOLDINGS	PTE.	LTD.
●	Provence	Huiles	S.A.S.

●	ウェルネオシュガー株式会社
●	不⼆製油グループ本社 
株式会社

●	PT.	ANEKA	TUNA	INDONESIA

●	株式会社昭和
●	プリマハム株式会社
●	PT.	ANEKA	COFFEE	
INDUSTRY

ISO22000・FSSC22000等取得しているグループ会社

食品安全に関する責任あるマーケティング及びコンプライアンスに関する 
教育訓練プログラム

主な内容

●	食品安全に関する責任あるマーケティングに関わる事項
●	関連法令に関する事項
●	社内規程・マニュアルに関する事項
●	サステナビリティに関する事項

受講対象者
●	食料カンパニー全組織員（嘱託、派遣社員、出向者、受入出向者等を含む）
●	株式会社食料マネジメントサポート（食料カンパニー機能補完会社）全組織員

伊藤忠グループでは、安全・安心な加工食品の供給に向け、情報収集及び意見交換を目的として
以下の外部関係団体に所属しています。

公益社団法人日本輸入食品安全推進協会（https://www.asif.or.jp/）
輸入食品の安全確保に関わる問題を改善すべく、1988年 11月に輸入・生産・流通・販売に携わ
る有志企業が協議会を設立しました。その実績を踏まえ1992年 9月に厚生省（現・厚生労働省）
の許可を得て社団法人となり、さらに 2011年 4月 1日には公益認定を受けて、公益社団法人日本
輸入食品安全推進協会となりました。食品事業者が「安全・安心な輸入食品をお届けする」という
社会的責任を果たすことを支援する活動を幅広く行っています。
伊藤忠グループでは、日本輸入食品安全推進協会を通じて、輸入食品の加工食品・生鮮食品の安
全確保（生物的・化学的・物理的ハザードへの対応）に関する情報収集を行い、食品安全自主管
理システムの運用を強化しています。

公益社団法人日本食品衛生協会（https://www.n-shokuei.jp/）
飲食に起因する危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与する目的をもって、1947年
に食品衛生法が制定されました。それを機に食品関係の企業が、食品衛生法の趣旨にそって行政
に協力し、自主衛生管理を実施することを目的として、1948年 11月 1日に社団法人日本食品衛生
協会が設立されました。
設立以来、同協会は、食品等事業者に対する食品衛生の向上や自主管理体制の確立のための食品
衛生指導員活動、食品等の試験・検査業務、食品営業賠償共済の推進、各種講習会の開催、食品
衛生図書等の頒布普及、消費者に対する情報提供、食品衛生に関わる国際協力、調査研究の推進
等、各種公益目的事業等を実施しています。
伊藤忠グループでは、日本食品衛生協会から食品衛生の向上に資する情報を収集し、自主管理シ
ステムの強化を図っています。

一般社団法人日本食品添加物協会（https://www.n-shokuei.jp/）
食品添加物についての正しい知識の普及等を目的として1982年 10月に日本食品添加物団体連合
会を母体として設立され、2014年 4月に一般社団法人に移行しました。厚生労働省医薬・生活衛
生局の指導のもとに、会員に対しては食品添加物の製造・販売・使用について、一般消費者に対
しては安全性や有用性について正しい理解を求めるべく、各種活動を行っています。
伊藤忠グループでは、日本食品添加物協会を通じて、食物アレルギー・食品添加物に関して情報
収集し、食品表示登録管理ルール・表示の確認・点検管理レベルの向上・食品表示に関する有資
格者の育成に役立てています。

食品安全関連のイニシアティブ、協会等への参加
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https://www.asif.or.jp/
https://www.n-shokuei.jp/
https://www.jafaa.or.jp/


海外サプライヤーを定期的に訪問
自社試験室での品質管理のみならず、海外サプライヤーを定期的に訪問し製造工程が薬機法に適
合しているかの査察を実施しています。

医薬品分野での QOL 向上への貢献
ジェネリック医薬品向け原料の安定供給により医療費の増加抑制に寄与しています。また再生医療
やがんの副作用緩和の新薬開発会社に投資し、将来の医療レベル及び患者の QOL 向上に取組ん
でいきます。

CP Foods （CPF） Plant-Based Food（植物性食品）の取扱い

顧客責任

医薬品ビジネスにおいては専門性が必要であることから、医薬関係は主には専門性を具備したグ
ループ会社にて取組んでいます。品質を確保するために、例えば輸入原料は自社試験室にて品質
を確認した後に販売するといった、薬機法に従った品質管理を実施しています。

Plant-Based	Food	（PBF）とは大豆やエンドウ豆、麦等の植物素材を原料に動物性食品（ハンバー
ガーのパティやナゲット等の肉製品、チーズやバター等の乳製品、ツナといった魚介製品等）の風味
や食感を再現した植物性食品です。
動物性食品と比べ、脂肪を抑えた商品が多いことや、将来的に動物性たんぱく質が全人口に対して
不⾜する見通しである現代社会の課題解決となり得る食材であること、さらには動物性食品と比べ
てCO2排出量・土地・水の使用量等の環境負荷低減に貢献できる等の理由から注目を浴びています。
上記の特徴をもつ植物性食品を伊藤忠商事でも積極的に推進すべく、CP グループの中核会社であ
り食料カンパニーの主要仕入先の一つであるCPFと共同でPBF 商品「FIELD	GOOD」の開発に取組
み、2021年 5月より同ブランドでチキンナゲット、ハンバーガーパティ、ミートソース等をタイ国内で
販売開始しました。一部原料にはグループ会社の不⼆製油の大豆たんぱく製品を使用し、伊藤忠グ
ループの知見も活かし、本物の肉のような見た目・食感・味を再現しています。
タイCPF は、2026年までにアジアトップ及び世界トップ 3の代替肉ブランドになることを目指すと発
表しており、伊藤忠商事でも、CPFとの共同開
発品の他に、グループ内で展開している「Try	
Veggie」シリーズ（プリマハム）と合わせ、2025
年度までに Plant-Based	Food（植物性食品）
の年間取扱数量 1,000t を目指しており、今後
も積極推進・商品開発を進めていきます。

医薬品ビジネスでの品質管理体制

医薬品分野でのサプライヤー体制チェック・Quality of Life（QOL）貢献

取組み

社会的弱者を支援する取組み

植物性ミルク（オーツミルク、アーモンドミルク）の取扱い
伊藤忠商事では、豆やナッツ等の植物性の食材から作られた植物性ミルクのうち、オーツミルクと
アーモンドミルクの展開を進めています。
植物性ミルクは、乳糖が消化できない乳糖不耐症の方でも飲める、牛乳の代替品として浸透してき
ています。
中でも、オーツミルクとアーモンドミルクは、牛乳と比較して脂肪分やカロリーが低くヘルシーで、
食物繊維が多く含まれ、コーヒー等との相性もよいことから、アメリカやヨーロッパ等でも需要が
伸びています。
さらに、牛乳と比べてCO2排出量・土地・水の使用量等の環境負荷低減に貢献でき、常温保存可・
賞味期限が長い等の特徴もある等のサステナブルな食材でもあります。

このような栄養、健康、環境面に配慮された植物性ミルクを広く消費者に届けるため、伊藤忠商事
では、原料輸入や国内製造体制の構築を進め、商品設計を含めた開発提案も行っています。
伊藤忠商事では、「SDGs への貢献・取組強化」に注力しており、植物性ミルクについても2025年
度目標値を5,000t と定め、今後も積極的な展開を進めていきます。

伊藤忠商事がCPFと共同で開発したプライベートブランド	
FIELD	GOODの商品一例、ポップンチキン
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Plant-Based Food（ 植物性食品）の
2025年度までの年間取扱目標

1,000 t

植物性ミルク（ オーツミルク、アーモンドミルク）の
2025年までの取扱目標

5,000 t

顧客責任



顧客責任

酒類の売場に陳列している商品が酒類であると認識できる表示と、購入者
が 20歳以上であることが確認できない場合酒類販売をしない旨を記載し
たポスターや販促物の掲示し、注意喚起をしています。
また、法律に定められている酒類の売場表示や区分陳列が適正に行われ
ているか、20歳未満者の飲酒・
喫煙を禁じるPOP（店内の広告）
や「年齢確認実施中」のポスター
等が設置されているか等を店長、
営業指導担当であるスーパーバイ
ザーが毎週確認しています。

1. お客様への注意喚起

2017年 7月には、レジプログラムを変更し、レジで酒・たばこの商品をスキャンした際、音声ガイ
ダンスと同時に、ストアスタッフ側・お客様側のレジ画面にメッセージを表示することで、ストアス
タッフへの注意喚起や、お客様の年齢確認をしやすくしました。

2. レジでの年齢確認

「年齢確認実施中」ポスター「酒類販売表示」ゴンドラボード

株式会社ファミリーマート
伊藤忠グループの株式会社ファミリーマートでは地域に密着したリーテイル事業を展開し、社会的
弱者を支援する以下の取組みを実施しています。

●	健康意識が高まるなか、暮らしに身近なコンビニで、もっと安心して毎日の食事を楽しめるよう
に、店頭でわかりやすく表示する取組みを行っています。プライベートブランド「ファミマル」の健
康に配慮した対象商品に、お客さまの関心の高い「たんぱく質」「食物繊維」「糖質」等をアイコン
で表記しています。

1. 一目でわかる健康志向に対応した商品表示
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■ 20歳未満者への酒・たばこの販売防止
ファミリーマートでは、酒類・たばこを販売しており、責任ある事業者として、またファミリーマート
が加盟する一般社団法人	日本フランチャイズチェーン協会のセーフティステーション活動憲章（青
少年環境健全化への取組み）に基づく対応として、20歳未満者への酒類・たばこの販売防止を徹
底しています。20歳未満者の飲酒は、急性アルコール中毒や、将来のアルコール依存症へ発展す
るリスクがあるとの考えに基づき、お酒・たばこの広告・宣伝、販売時の遵守事項、従業員教育方
法等をまとめた「お酒・たばこ販売における法令遵守ガイドブック」を作成しています。更に、以下
の自社従業員や加盟店従業員への教育・啓発、お客様への注意喚起等を実施することにより、20
歳未満者へ酒・たばこを販売しない取組みを徹底しています。

店舗で働く全ての従業員に「年齢確認ガイドライン」及び「お酒・たばこ販売トレーニングプログラ
ム」を作成し、酒・たばこの商品特定・レジでの年齢確認手順を研修しています。また、レジを操
作する従業員には、採用時に「お酒・たばこ販売トレーニングプログラム」による研修を受けてから
接客を行うと共に、年 2回（上期・下期）に「酒・たばこ販売トレーニング」を実施しています。トレー
ニング完了時には、「酒・たばこ販売トレーニング　実施記録」を作成し、店長、スーパーバイザー
が確認しています。

ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」の酒類は、飲酒に関する連絡協議会が定めた
「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」に基づいた商品表示を行っています。
更に、酒類を扱うファミリーマート各店では、20歳以上のお客様を対象としてアルコール飲料の代
替となるノンアルコール飲料を取扱っています。

3. ストアスタッフの教育

4. プライベートブランド酒類の広告・宣伝

■ 健康を訴求し負の影響を削減する商品・サービスの開発と提供
超高齢社会を迎え国の医療費の増加や要介護者の増加は大きな課題となっています。その中でファ
ミリーマートでは、一人ひとりが健康を維持するための支援として、健康をサポートする様々な商
品・サービスを展開し、地域の皆様のセルフケアの増進につながる取組みを行っています。プライ
ベートブランド「ファミマル」では健康に配慮した商品をラインナップし、対象となる商品にお客様の
関心の高いたんぱく質や食物繊維、糖質等をアイコンでわかりやすく表記をすることで、おいしさと
健康を両立したい消費者からご好評をいただいています。

顧客責任



●	プライベートブランド「ファミマル」では、ロカボシリーズの素材菓子や豆菓子を販売しています。
パッケージには一般社団法人食・楽・健康協会が監修した証であるロカボマークとともに、ロカ
ボ糖質を記載しており、手軽に糖質コントロールが可能です。ロカボとはカロリー制限とは異な
り、緩やかな糖質コントロールで、おいしく楽しく、適正糖質を摂ることを推奨する食事法のこと
です。糖質の摂取をあえてゼロにせず、ロカボ糖質※を1食あたり20～ 40g に、間食のロカボ糖
質を10g に抑えることで、食後の血糖値上昇を抑えることができるといわれています（出典：一
般社団法人食・楽・健康協会）。

	 ※		ロカボ糖質（1g＝4kcalのエネルギーを持つ糖質量）とは利用可能炭水化物を元に算出したもので、一般的な糖質とは、算出根拠が異なります。
一般社団法人食・楽・健康協会が掲げている、世の中の人々に「おいしく、楽しく食べて、健康に」なっていただきたいという理念のもと考
案されました。

顧客責任

●	日本高血圧学会減塩委員会主催の第 5回 JSH 減塩食品アワードにおいて、サラダと別売りで販
売している⼩袋タイプの「減塩和風ドレッシング」が、コンビニエンスストアとして初の金賞を受賞
しました。野菜のうまみを生かしたコクのある味わいのまま、塩分を25% オフ※したドレッシング
として発売以来、多くのお客様からご支持いただいた結果、「減塩化の推進に優れた成果を上げ
た製品」として選ばれました。

	 ※	日本食品標準成分表2020年版（八訂）分離液状ドレッシング	和風ドレッシング	分離液状比25%減塩

●	2018年 8月、「おいしく減塩」、「野菜たっぷり」をコンセプトに開発された御予約弁当の「炙り焼
鮭幕の内弁当」が、健康に資する要素を含む栄養バランスのとれた食事（通称：スマートミール）
にコンビニエンスストアとして初めて認証されました。厚生労働省の「生活習慣病予防その他の
健康増進を目的として提供する食事の目安」（2015年9月）や日本人の食事摂取基準（2015年版）
等を基本とし、さらに給食会社 4社の実際のヘルシーメニューの献立分析を行って決定した基準
によって審査され、日本栄養改善学会をはじめとした複数の学協会からなる「健康な食事・食環
境」コンソーシアムから認証を受けました。また、3品目のスマートミール認証をうけた「味わい御
膳」も、栄養バランスを考慮した、野菜の彩り豊かなやさしい味わいで、ご好評をいだいています。

2.  味わいにこだわった栄養バランスのとれた健康サポート商品

工程 食の安全

原材料管理 ●	品質衛生管理基準に基づいた原材料審査

製造・品質管理

●	細菌検査の実施（毎月）
●	全中食製造拠点対象の工場点検の実施（四半期ごと）
●	良品保証会議の実施（毎週）
●	品質管理責任者会議の実施（半期ごと）

物流管理
●	物流センター施設の管理
●	冷凍／チルド／定温の温度帯別の保管、配送の実施

店舗管理
●	店舗での衛生管理に関する教育
●	HACCPに沿った衛生管理の実施

■ 食の安全・安心
ファミリーマートでは、お客様に安心して召し上がっていただける中食商品（おむすび、寿司、弁当、
惣菜、サラダ、サンドイッチ等）をお届けするために、法律で定められた基準よりもさらに厳しい独
自の品質管理基準を設定、管理しています。原材料の調達から製造、配送、販売まで、全てのプロ
セスにおいて一貫した品質管理体制を構築すると共に、中食商品の各製造委託工場については更
なる衛生管理の強化を進めています。また、食品添加物の削減にも積極的に取組み、安全・安心
の徹底とその向上を目指しています。

詳しくは株式会社ファミリーマートサステナビリティサイト「生活を豊かにする商品・サービスの提供
（https://www.family.co.jp/sustainability/material_issues/needs/added_value.html）」をご 覧
ください。

■ 安全・安心な地域社会づくり　地域社会のより良い未来のために

子どもや女性、高齢者が店舗に駆け込んだ際の保護や青少年の健全な育成のための声掛け等、日
本フランチャイズチェーン協会の一員として、地域の安全を守る「セーフティステーション活動」に
取組んでいます。さらに、自治体との「包括協定」を通じて安全・安心なまちづくりに取組み、地域
コミュニティの一員として地域社会をサポートしています。
また、店頭募金「ファミリーマート夢の掛け橋募金」を通じて集まった浄財は、子どもたちの豊かな
成長に寄与する活動と地域の緑を守る活動に活用されています。
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https://www.family.co.jp/sustainability/material_issues/needs/added_value.html


プリマハム株式会社（https://www.primaham.co.jp/）
■ 健康と美味しさを追求した商品の積極的な提供、研究開発

健康や生活習慣に対する意識が高まる中、塩分や糖質の摂りすぎを気にする人が増えています。塩
分には味を整え、保存性を向上させる効果があり、塩分を減らすとそれらの効果を損なうことにな
ります。グループ会社のプリマハムでは長年にわたって研究開発を重ね、おいしさや保存性はその
ままに塩分 30％カット＋糖質ゼロのロースハム・ベーコンやサラダチキンを開発しました。健康に
配慮した商品として一目で分かるように「プリマヘルシー」のブランドでお客様にご提供しています。

顧客責任

取扱う食品の表示を適切に記載するため、食料カンパニーでは食品表示登録管理ルールを設けて
運用し、責任あるマーケティングを行っています。外部の専門機関に加え、各営業部署、及び食品
安全・コンプライアンス管理室における表示の確認・点検管理レベルの向上や、食品表示に関す
る有資格者の育成にも取組んでいます。
また、ファミリーマートでは加工食品の表示は、食物アレルギーをお持ちの方が食品を摂取する際
の安全性の確保及び特定物質の大量摂取による健康被害を避けるために重要な情報です。ファミ
リーマートで販売しているプライベートブランドの商品ラベルには、法律で定められた表示義務のあ
る情報に加え、アレルギー表示については法律で義務付けられている8品目、表示推奨の 20品目
を加えた合計 28品目を表示し、お客様に安心して商品をお買い求めいただけるよう配慮していま
す。他にも、お客様が商品を選ぶ際に知りたいと思われる「原材料」、「栄養成分」、「保存方法」等
の情報を表示しています。
また、加工食品・アルコール飲料に関する注意喚起の情報として、「アルコール飲料の依存症、急
性アルコール中毒、20歳未満者の飲酒に対する注意書き」等をわかりやすく提供しています。

適切な食品表示に関する取組み

ウェルネオシュガー株式会社（https://www.wellneo-sugar.co.jp/）
■ 糖のチカラと可能性を切り拓き “Well-being” を実現

ウェルネオシュガー株式会社では、天然の植物生まれの食品であるお砂糖が持つ優れた特性を生
かし、消費者の皆様へ安心安全な高品質な商品を提供。
子会社である伊藤忠製糖株式会社では、摂取すると消化されることなく大腸まで到達し、腸内ビ
フィズス菌等の栄養源となって腸内環境を良好に保つ、「てんさい（国産）」から作られたプレバイオ
ティクスとして知られるフラクトオリゴ糖を原料とした「クルルのおいしいオリゴ糖」、「さとうきび（国
産）」から作られたフラクトオリゴ糖を原料とした「沖縄・奄美のきびオリゴ」の生産・販売を行って
います。

不二製油グループ本社株式会社（https://www.fujioilholdings.com/）
■ 健康を訴求し負の影響を低減する商品・サービスの開発と提供
グループ会社の不⼆製油グループでは、消費者の健康を訴求する商品の開発に努めると共に、負
の影響を低減する商品・サービスの開発を進めています。

●	目標及び実績と製品改善の進捗状況（https://www.fujioilholdings.com/sustainability/trans_fats/）

加工食品を製造する際に発生するトランス脂肪酸は摂取量が多い場合、心疾患のリスクを高めること
が判明しています。不⼆製油グループでは、WHO（世界保健機関）の公表した行動指針に対応し、製
造時にトランス脂肪酸が発生しない製法により低トランス脂肪酸油脂の製品化を進めています。
最高経営戦略責任者（CSO）の管掌のもと、製品のトランス脂肪酸含有量低減の取組みを推進し、
摂取量の高いとされる国を拠点とするグループ油脂会社の製品においてWHO 推奨レベルまでの低
減化を進めています。また、2020年度からは、取締役会の諮問機関であるサステナビリティ委員会

（2022年度 ESG 委員会より名称変更）において、これらの取組みの進捗・成果をESGマテリアリティ
として確認しています。

1. トランス脂肪酸含有量低減の取組み

肥満や生活習慣病を予防するため、糖の過剰摂取をなくす取組みが世界的に注目を浴びています。
例えば、WHO（世界保健機関）は2015年に、成人あるいは未成年が一日に摂取する糖類について、
一日に摂取するエネルギーの 10% 未満に抑えることを推奨する指針を公表しています。
不⼆製油グループはBtoBの食品素材メーカーとして、砂糖を使用しないシュガーフリーチョコレー
トの開発と拡販にも取組んでいます。

2. 砂糖低減チョコレート
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顧客責任

途上国と先進国の食のアンバランスを解消する「TABLE FOR TWO」（TFT）

「TABLE	FOR	TWO」（「⼆人の食卓」）は、開発途上国が抱える飢餓と、先進国が抱える肥満や生
活習慣病（糖尿病・脂質異常症・高血圧・高尿酸血症等）の同時解決に向けて、時間と空間を越
えて食事を分かち合うというコンセプトの社会貢献プログラムです。
2007年 10月に日本で創設され、伊藤忠商事は他社に先駆けて翌年 4月より東京・大阪・名古屋
の社員食堂で、本格導入しました。
健康に配慮した TFT 対象メニューを従業員が購入すると、1食につき20円が寄付されます。これ
に会社も同額を寄付するマッチング・ギフト方式によって、20円が加算されます。つまり、1食につ
き40円がTABLE	FOR	TWOのプログラムを通じて開発途上国の子どもの学校給食になっています。
現在、東京本社では TFTメニューを提供しています。
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アルコール飲料への依存症、急性アルコール中毒、20歳未満者の飲酒等のアルコールが社会的弱
者に対して与える負の影響に配慮し、酒類の販売を行っていくために伊藤忠商事の酒類を取扱うグ
ループ会社は、以下の団体に加盟し、常に情報の収集と業界動向を確認しています。

アルコールの安全性に関する業界イニシアティブとの連動

東京都卸売酒販組合（https://tosyukyo.or.jp/）
酒類販売免許の交付を受けた者の社会的責任は、関係法規を遵守して、その商品特性からの社会
的弊害や国民衛生等に配慮し、飲酒文化の継承と安定した経営管理並びに適正な飲酒環境の維
持・向上に努め、国民の福祉と利益を重視した対応に努め、公正なルールのもとの市場競争を促
進することにあります。組合を通じた緊密な連絡親和と相互扶助の精神に基づく活動により、個々
の経営維持と業界全体の発展という共同利益の増進を図ります。伊藤忠商事のグループ会社であ
る株式会社日本アクセス・伊藤忠食品株式会社が加盟しています。

子どもの飢餓の撲滅キャンペーン「ウォーク・ザ・ワールド」
に参加

開発途上国の飢餓・貧困に対する取組み

WFP 国連世界食糧計画への支援

世界の飢餓・貧困問題を少しでも解消するた
め、国連唯一の食料支援機関であるWFP 国連
世界食糧計画の公式支援窓口である認定NPO
法人	国際連合世界食糧計画 WFP 協会（以下、
国連 WFP 協会）のサポーターとなり、様々な
活動を支援しています。2023年 5月に子ども
の餓死の撲滅キャンペーンである「ウォーク・
ザ・ワールド」が横浜、名古屋、大阪で開催さ
れ、総勢約 200名の伊藤忠商事及び伊藤忠グ
ループ会社従業員・家族が参加しました。

https://tosyukyo.or.jp/


伊藤忠商事は各事業活動に合わせたサステナビリティマネジメントを通して、
サプライチェーンや事業投資先の人権・労働及び環境等へも配慮していきます。
これにより持続可能なバリューチェーンを構築し、伊藤忠グループの競争力・
企業価値の向上に繋げていきます。

サプライヤーから伊藤忠商事の調達に関する方針の理解と協力を得ていくこと
が重要と考え、2013年度に、継続的取引のある約 4,000社のサプライヤーに
対して「サプライチェーン・サステナビリティ行動指針」を改めて通知しました。
また 2015年 1月からは新規サプライヤーと取引を行う場合は必ず事前に通知
することを定め、伊藤忠商事のサステナビリティに関する方針についてコミュ
ニケーションを深めています。

方針・基本的な考え方

サプライヤーへのサプライチェーン・サステナビリティ行動指針の 
通知

バリューチェーンにおけるサステナビリティ

トレーディング

事業投資

サステナビリティ調査

商品別サステナビリティリスク評価

サプライヤーへ行動指針通知

投資等に関わるESGチェックリスト

グループ会社実態調査

サプライチェーン・
サステナビリティ行動指針

サプライチェーン・サステナビリティ行動指針

伊藤忠商事は「サプライチェーン・サステナビリティ行動指針」を定め、サプライヤーに対して伊藤忠商

事の考え方を伝え、以下に定める項目への理解と実践を期待し、働きかけていきます。

1.	 	従業員の人権を尊重し、差別・各種ハラスメント・体罰を含む虐待等の非人道的な扱いを行わない。
2.  従業員に強制労働・児童労働を行わせない。また、最低就業年齢に満たない児童を雇用しない。
3.  雇用における性別、人種、宗教等による差別を行わない。
4. 	法定最低賃金を遵守すると共に、生活賃金以上の支払いに努める。不当な賃金の減額を行わない。
5.  労働条件・労働環境等に関して労使間の円滑な協議を図るため従業員の団結権及び団体交渉権を尊

重する。
6. 	法定限度を遵守すると共に、従業員の労働時間・休日・休暇を適切に管理し、過度な時間外労働を禁

止する。
7.  従業員に対して安全で衛生的かつ健康的な労働環境の提供に努める。
8. 	事業活動において、地域社会と生物多様性・環境汚染・その他環境問題への影響に配慮し、エネルギー・

水・その他資源の使用量、及び温室効果ガス・廃棄物の排出量の削減に努める。
9. 	関係法令及び国際的なルールを遵守し、利益相反・反競争的慣行の防止を含めた公正な取引及び腐敗

防止を徹底する。
10.  上記の各項目に関する情報の適時・適切な開示を行う。

2009年4月制定
2024年5月改訂
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バリューチェーンにおけるサステナビリティ

リスク 機会

●	消費者やサービス利用者の安全や健康問題発生時の信用力低下
●		食の安全・安心や健康増進の需要増加
●		サプライチェーン人権への配慮、労働環境の改善に伴う、安全かつ安定的な商品供給体制の構築
●		環境に配慮した資源や素材の安定供給による、顧客の信頼獲得や新規事業創出　等

マテリアリティ SDGs
目標

インパクト 
分類

取組むべき 
課題 事業分野 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

繊維カンパニー

安定的な
調達・供給

汚染防止と
資源循環

資源循環による
環境負荷の低減

繊維製品
全般

サステナブルな繊維製
品の取扱い、及びリサイ
クルを通じて循環型社
会の実現に貢献します。

環境配慮型商品の取扱い、並び
に資源リサイクルに繋がる取組み
の推進。

繊維由来の再生ポリエステル「RENU」
等、サステナブル素材の普及促進、及
び繊維製品を再資源化する仕組みの
構築。

●		RENUプロジェクトによる再生ポリエステル取扱いの環境インパクトは以下の通り（2023年度見込み）。原材
料として投入した廃棄物	Tシャツ換算	6.3百万枚、CO2削減量	1,931トン、水の削減量	6,500キロリットル。

●		不要となった衣料品の回収サービス「Wear	to	Fashion」における回収拠点	約3,000か所（2024年3月現在）。
●		繊維と化学品の共同案件として「ARChemiaプロジェクト」を立ち上げ、使用済み衣料品を環境付加価値
の高い化学製品に生まれ変わらせるプロジェクトを開始。

●		人権の 
尊重・配慮

●		安定的な 
調達・供給

サプライ
チェーン

人権・環境に配
慮したサプライ
チェーンの確立

繊維製品
全般

サプライチェーン全体に
おいて、人権を尊重し、
環境経営に取組む企業
との取引を推進します。

主要サプライヤー調査を継続的
に実施することで、サプライチェー
ンにおける人権・社会・環境リ
スクの早期把握に取組む。

毎年、50社以上の主要サプライヤーへ
の現地訪問調査やアンケート調査を継
続的に実施。

2023年度は、中国及びアジア地域の取引先74社に対して調査を実施。結果、重大な問題は無いことを確認。
前年度に実施した人権デューデリジェンスで把握したマニュアル整備等のフォロー先においても、対応が進
んでいることを確認。

食料カンパニー

健康で豊かな
生活への貢献 食品安全 安全・安心な食

料・食品の供給

食料・ 
食品関連
全般

安全・安心な食品を安
定的に調達すべくサプラ
イヤーの選択と集中を
行います。

食品安全管理システムに関する認
証資格保有者を中心にサプライ
ヤーへの監査・指導を強化する。

食品安全管理システムに関する認証資
格保有者を中心にサプライヤーへの監
査・指導を強化し、安全・安心な食品
の安定供給。

339工場に対して点検を実施。
食品安全管理システムに関する有資格者及び社内資格保有者によるサプライヤーへの監査・指導を強化し、
安全・安心な食品を安定的に調達・供給した。

●		人権の 
尊重・配慮

●		安定的な 
調達・供給

サプライ
チェーン

人権・環境に配
慮したサプライ
チェーンの確立

食糧分野

第三者機関の認証や取
引先独自の行動規範に
準拠した調達体制の整
備を行います。

●		コーヒー豆、カカオ豆産地国に
おいて、取引先独自の行動規範
に準拠した調達の推進。

●		パーム油の第三者認証団体であ
るRSPOの認証油の取扱強化。

●		生産国の認証油システムの利用
を促すため、国内業界団体と協
力し、MSPO ／ISPOの国内に
おけるプロモーションや流通制
度の確立を支援。

●		コーヒー豆：当社調達方針に基づき、
取引先独自の行動規範に準拠した商
品もしくは認証品の調達を推進。

●		カカオ豆：当社調達方針に基づき、
取引先独自の行動規範に準拠した商
品（サステナブル品）の調達を推進。

●		パーム油：当社調達方針に基づく調
達を実施を行い、設定したKPI項目・
サプライヤー情報等の開示を推進。

2030年
●		コーヒー豆：サステナブルコーヒー
豆への切替50%を目指す。

●		カカオ豆：サステナブルカカオ豆へ
の切替100%を目指す。

●		持続可能なパーム油への切替100%
を目指す。

●		コーヒー豆：23年度の定量目標である「認証品比率20%以上」を達成（実績37%）。UCCや味の素向け
他商社取引を切り替え取得したことにより前年比増加。コーヒートレーサビリティプラットフォームFarmer	
Connectを利用したBtoBレベルでのトレーサビリティ情報開示は、23年度3千トン超。

●		カカオ豆（トレーサブル品）：2023年度取扱比率は64％（総量9,253MTのうち、トレーサブル豆5,950MT）、
期初目標10%。

●		パーム油：サプライヤーへの定期的なアンケート調査等を通じて調達方針の確認を実施し、それに基づく
買付を継続。並行して認証油取扱比率や搾油工場までのトレーサブル比率等の開示を継続。

●		23年度	RSPO認証油	取扱比率：
	 ●		パーム油	29%
	 ●		オレオケミカル製品	72%
各産地国への支援実績（定性）
●	コーヒー豆：
	 ●			移動病院の支援／ガテマラ
	 	Unexを通じ、近隣に病院の無い山岳地域に住むコーヒー生産者及びその家族へ医療を提供。
●	ゴマ：
	 ●		マラウイの生活基盤向上支援
	 	竹本油脂との協働によるマラウイへのインフラ提供。22年度に救急車両と医療機器の提供を実施。23年度

9基の井戸を建設。
	 ●		パラグアイの⼩規模ゴマ農家に対する支援
	 	かどや製油との協働により、農家への技術指導、種まき機や篩等の農具、種子の提供等の支援を実施。
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マテリアリティ SDGs
目標

インパクト 
分類

取組むべき 
課題 事業分野 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

●		人権の 
尊重・配慮

●		安定的な 
調達・供給

サプライ
チェーン

責任ある水産資
源調達

生鮮食品
分野

第三者機関の認証や取
引先または当社の独自
の行動規範に準拠した
調達体制の整備を行い
ます。

水産物（鰹鮪類）産地国におい
て、取引先独自の行動規範に準
拠した調達の推進。

鰹鮪類の調達方針策定及びそれに準
拠した商品や認証品の調達を推進。

●		2022年7月に漁船6隻を対象としたMSC漁業認証を取得完了。
●		2023年6月に追加で19隻の漁船を対象としたMSC漁業認証を取得完了。

住生活カンパニー

●		気候変動へ
の取組み（脱
炭素社会へ
の寄与）

●		安定的な調
達・供給

森林 持続可能な森林
資源の利用

●	パルプ
●	チップ
●	木材

環境への影響を軽減し
温室効果ガスの増加を
防ぐため、持続可能な森
林資源を取扱います。

認証材または高度な管理が確認
できる材を取扱う。

取扱う材における、認証材または高度
な管理が確認できる材の比率を100％
とする。

2023年度に取扱う材における、認証材または高度な管理が確認できる材の取扱比率は、パルプ・チップ・
木材とも100％。

●		人権の尊
重・配慮

●		安定的な調
達・供給

●		森林
●		サプライ
チェーン

天然ゴムの持続
可能な供給の
実現

天然ゴム

●		保護地域、泥炭地域の
開発、及び先住民から
の土地強奪等に関わ
るサプライヤーの特定
に取組み、当該サプラ
イヤーからの調達を防
止する。

●		特に⼩規模生産者を
中心とする天然ゴム生
産者に対し、現代奴隷
問題を含めたリスクア
セスメント、生産量と
品質を改善するための
研修の実施、または支
援する。

●		原料収穫地が不透明な原料調
達サプライチェーンを透明化す
べく、トレーサビリティシステム
を構築する。

●		独自取組みの「PROJECT	TREE
（https://project-tree-natural-
rubber.com/jp/）」のサステナビ
リティ活動を通じて、生産性向
上のための研修を実施する。

●		天然ゴム加工事業でトレーサビリ
ティ、サステナビリティが確保された
原料調達を目指す（2025年天然ゴム
原料のトレーサビリティ100％）。

●		サステナビリティ教育活動実施農家
数を増やし、業界のサステナビリティ
実現に貢献する。

●		サプライヤーの自己申告によってトレーサビリティが確保された原料調達比率は100％。
●		伊藤忠の開発したシステムによって集荷地点までのトレーサビリティが確保された原料調達比率は7.0％、
⼩規模農家までのトレーサビリティが確保された原料比率は0.4%。

●		サステナビリティ教育活動実施農民数は3,804人/年。
※	2023年1月～2023年12月実績ベース

目標・アクションプラン

https://project-tree-natural-rubber.com/jp/
https://project-tree-natural-rubber.com/jp/


事業領域の拡大を背景に、伊藤忠商事のサプ
ライチェーンは広域化・複雑化し、自社が直
接管理できる工程だけでなく、原料の調達や生
産地、中間流通及び消費地での人権・労働及
び環境等へのリスクマネジメントがより必要と
なっています。特に自社の購買シェアが比較的
高いサプライヤーの現場管理については、その
配慮や責任度合も大きく、優先して取組むべき
事項として捉えています。
伊藤忠商事は、「サプライチェーン・サステナ
ビリティ行動指針」を定め、以下のような調査・
レビューを行うことで、問題発生の未然防止に
努め、問題が見つかった場合にはサプライヤー
との対話を通じて改善を目指します。

サステナビリティ調達を実現すべく、サプライヤーの実態を把握するため、ISO26000の 7つの中核
主題を必須調査項目とした上で、高リスク国・取扱商品・取扱金額等一定のガイドラインのもとに
各カンパニー及び該当するグループ会社が重要サプライヤーを選定し、各カンパニーの営業担当者
や海外現地法人及びグループ会社の担当者がサプライヤーを訪問しヒアリングを実施しています。
またアンケート形式（サステナビリティチェックリスト）のサステナビリティ調査を2008年度より実施
しています。
サステナビリティ調査に先立ち、様々な商品を様々な国で調達する従業員に対して、サプライチェー
ン・サステナビリティ調査説明会を実施し、「サプライチェーン・サステナビリティ行動指針」及びサ
プライヤーとのコミュニケーションにおいて留意すべきESG の観点を、ハンドブックを用いて理解す
る研修（バイヤー研修）を実施しています。

体制・システム（サプライチェーン・マネジメント）

問題がある場合は、
改善対応働きかけ

現地訪問調査及び
経営層インタビュー

サステナビリティ調査

サプライチェーン・サステナビリティ行動指針の通知

サステナビリティチェックリストでの書面調査

■ サプライチェーン・マネジメント推進図

サステナビリティ調査

サステナビリティチェックリストはISO26000の7つの中核主題（組織統治、
人権、労働慣行、環境、公正な事業慣行、消費者課題、コミュニティへの
参画及び発展）に基づき、中核主題以外も、担当部門・取扱商品ごとに
下記の表に示す調査項目を追加する等分野に応じた調査を実施していま
す。また、外部有識者の意見を参考に、設問の中でも、対応や対策が不
十分の場合、持続可能リスクが高くなる人権・労働慣行・環境を中心と
した 19の設問を重要設問として設定し、重点的に、サプライヤーへの改
善対応の働きかけを実施しています。

サステナビリティチェックリスト

バリューチェーンにおけるサステナビリティ

■ 調査概要

サステナビリティ 
調査対象基準

●	高リスク国
●	一定金額以上
●	一定商品群取扱い

全カンパニー共通
の主な設問

1. 組織統治：責任体制・内部通報制度の整備
2. 公正な事業：腐敗防止・情報管理・知的財産権の侵害防止・持続可能な調達方針
3. 人権：事業上の人権侵害のリスク評価・児童労働／強制労働／ハラスメント／差別

の廃止・適正な賃金支払
4. 労働慣行：労働時間管理・安全衛生管理・従業員の健康
5. 環境：廃棄物／排水処理・危険物の取扱い・気候変動／生物多様性への取組み
6. 消費者・地域社会：品質管理・トレーサビリティ・消費者及び近隣住民との対話
7. 認証：環境・品質・労働安全衛生のマネジメントシステム

■ 担当部門・取扱商品ごと追加調査項目

調達材 追加調査項目

紙・チップ／木材 森林保全・第三者認証の有無

農産物 生産地管理、化学肥料農薬管理

畜産物 食品安全、生産地管理

天然水産物 生産地管理、漁獲管理

アパレル 化学物質管理

パーム油 生産地管理、苦情受付窓口の整備

コーヒー豆 生産地管理、苦情受付窓口の整備
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2023年度は、305社の調査を行い、その結果からは直ちに対応を要する深刻な問題は見つかりま
せんでした。調査時には懸念事項としてあがった問題点も、取引先による迅速な改善措置や対策等
を確認しており、今後も取引先に対して、当社の考え方に対する理解を求め、コミュニケーションを
継続していきます。

2023年度サステナビリティ調査

■ 調査対象社数

全社 繊維 機械 金属 エネ化 食料 住生活 情金

2023年度 305 74 8 20 31 104 65 3

2022年度 320 105 9 20 31 104 48 3
2021年度 288 65 9 20 31 107 53 3
2020年度 310 57 9 21 29 104 87 3
2019年度 316 50 15 20 39 102 85 5

重要サプライヤーに対しては、必要に応じてサステナビリティ推進部が外部専門家と共に訪問調査
も実施しています。

■ 担当部門・取扱商品ごとの調査実績社数

調達材 2021年度 2022年度 2023年度

紙・チップ／木材 37 38 52

農産物 39 36 31

畜産物 13 14 13

天然水産物 29 28 29

アパレル 5 105 60

パーム油 8 7 8

コーヒー豆 18 19 23

また、サプライヤーとのコミュニケーションに関するハンドブックも作成し、従業員がより具体的に
重要サプライヤーの環境・人権・労働慣行・腐敗防止等の管理状況の実態を把握し、改善アドバ
イスを行うことができるチェックの仕組みを展開すると共に、従業員への周知に活用しています。今
後も調査やコミュニケーションを継続することで、従業員の意識向上とサプライヤーへの理解と実
践を求めていきます。

ハンドブック記載例

強制労働とは、本人の意思に反して強制的に行われるあらゆる労働のことです。例えば、借金の返済のた
めに離職の自由が制限されている、または契約で職場を離れる自由が制限されている場合等は強制労働に
該当します。勤務シフトはどうか、休憩時間はあるか、食事をとることができているか、従業員へのヒアリン
グや顔⾊を観察することからわかる場合もあります。劣悪なケースでは、社員寮が工場敷地内にあり、敷地
外へ出ることが制限される等、生活そのものが拘束されていることもあります。地方や他国から働きに来て
いる従業員はいるか、確認することも有効です。パスポートや身分証明書、労働許可書等の原本を雇用者
が預かることは、強制労働を招く行為として禁止されなければいけません。

従業員を
無理矢理働かせてはいけません強制労働の禁止

参考
新興国のみでなく日本の工場でも強制労働がないか、確認が必要です。近年、日本の「外国人技
能実習制度」が一部海外からの批判が集まっているため、国内でも外国からの従業員がいるか、
労働時間、賃金面で問題ないか等、確認してください。

バリューチェーンにおけるサステナビリティ

■ 調査対象社数の地域別内訳

�社
欧州・CIS

�社
中東 ��社

日本

�社
アフリカ

��社
中国

�社
大洋州 ��社

中南米

���社

アジア
（除く中国）

�社
北米
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食料カンパニーでは、食品安全・コンプライアンス管理室主導で、輸入食品については 2011年
度より海外サプライヤーの食品加工工場の定期的な調査を実施しています。2023年度は、海外サ
プライヤー 339社を調査し、食料取引における安全確保のための未然防止策を展開しています。
2015年 1月からは、北京に中国食品安全管理チームを開設し、中国サプライヤーの監督を行うこ
とができる体制を整えました。2023年度は 42社の定期監査・フォローアップ監査を実施していま
す。詳細は顧客責任をご参照（P154）ください。

グループ会社の株式会社ファミリーマートの中食製造を委託する工場では、多くの外国人技能実習
生が働いており、重要な労働力となっています。
こうした状況下において、適切な雇用がされているか、従業員の安全衛生・適切な健康管理がさ
れているか等、約 200項目から構成されるセルフチェックアンケート（SAQ）を、ファミリーマート商
品を取り巻く取引先向けに実施しています。また、2023年度は原材料メーカーを含めた 22工場を
対象に第三者監査を実施しました。人権や労働、安全衛生、環境等の遵守状況を点検し、それぞれ
の工場で重大な問題が無いことを確認しました。
今後も取引先と協働して、持続可能なサプライチェーンの構築に向けて行動していきます。

食品加工工場の定期訪問調査

中食製造業者へのサステナビリティ第三者監査を実施

バリューチェーンにおけるサステナビリティ

タイ家禽産業への人権監査を実施
～ CPF サラブリー工場を視察～

CPFサラブリー工場

防災設備にはカンボジア語表記を徹底

監査にご協力いただいたCPFの皆さんと

副原料を山積みにしないように提言カンボジア人職員への労働実態ヒアリング

食料カンパニーの主要仕入れ先の一つであるCharoen	Pokphand	Foods	Public	Company	Limited
（CPF）のサラブリー工場（鶏肉加工品工場）において、外国人労働者を対象とした人権監査を、外部
監査員同行のもと実施しました。
近年、タイの畜産業や漁業における外国人労働者の人権侵害に関して、タイ企業をサプライチェーンに
持つ日本企業がNGO 団体等から指摘を受けるケースが増えています。今回の監査を通じて、当社のサ
プライチェーン上の人権リスクの有無を現場にて確認しました。
同工場（堵殺場、食品加工場）では労働者の約 30% にあたる1,300人のカンボジア人が働いており、
重要な労働力となっています。監査では、工場内施設におけるカンボジア語表記の徹底、避難経路の
確認、勤怠管理状況、パスポート及び労働許可証の個人保管状況等を確認し、また実際に働いている
カンボジア人労働者を無作為に選んで労働実態のヒアリングも行いました。
今回の監査では、外国人労働者に対する人権侵害とみなされるような問題は確認されず、CPF の人権
に対する十分な配慮とサステナビリティへの積極的な取組み姿勢を改めて認識しました。

●	サプライヤー CSR 監査報告書：CP	Foods,	Saraburi（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/supplier_csr_audit_report_j.pdf） PDF

CPFでは、外国人労働者に
とっても安全な労働環境が

整備されていました
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当社の環境・社会関連の各種方針の趣旨に違反する事例が確認された場合には、対象となるサプライ
ヤーに是正措置を求めると共に、必要に応じて現地調査を行い指導・改善支援を実施していきます。
2023年度の調査では、児童労働の禁止、強制労働の禁止、生活賃金の支払等を含む重要設問に対する
サプライヤーからの回答を、サステナビリティ推進部で精査し、課題の共有と再確認が必要な課題とサプ
ライヤーを抽出しました。精査の結果、抽出された 34社の再確認依頼をサプライヤーの担当事業部に依
頼しました。担当事業部ではサプライヤーに再確認課題を説明し共有するとともに、課題に対するサプラ
イヤーの対応の詳細な調査を実施しました。

その結果、再確認した課題はサプライヤーでそれぞれの方法により対応されていると判断し、2023年度
はサプライヤーに対する是正の依頼はありませんでした。このように本調査を通じてサプライヤー自身
による積極的な報告と、事業部門によるサプライヤーへの関与、及び問題点が発見された場合サプライ
ヤーに是正措置を求めることで、サプライヤーによる問題改善に向けた取組みを促します。
是正依頼等を継続的に行ったにも関わらず、是正が困難と判断された場合には、当該サプライヤーとの
取引を契約の継続可否を含め見直していきます。

違反サプライヤーへの対応

バリューチェーンにおけるサステナビリティ

重要設問の内容 課題の再確認・是正依頼

項目 設問による確認項目の例 再確認依頼件数 割合（305社中） 是正依頼件数

サステナビリティ責任体制の明確化 社内責任者を任命し、推進体制が明確化されている。 16 5.2% ―

汚職等腐敗防止 方針が明確化されており、担当者によりモニタリングを実施している。 6 2.0% ―

情報漏えいの防止 情報管理規程を策定し、全従業員へ周知している。 6 2.0% ―

児童労働の禁止 ILO（国際労働機関）基準、当該国法令を踏まえた従業員の最低年齢を明確に定め、本人申告で年齢を確認し採用を行っている。 2 0.7% ―

強制労働の禁止 強制労働を行わない方針を掲げ、採用時に「パスポートやIDの原本を預かる等の行為」を行っていない。 3 1.0% ―

ハラスメントの禁止 ハラスメントを禁止することを明文化して、全従業員に周知している。また、実際にハラスメントの有無を確認している。 3 1.0% ―

団結権、団体権の保障 社員の団結権・団体交渉権を認めており、経営と定期的に労働環境の改善に関するコミュニケーションの機会を年1回以上設けている。 5 1.6% ―

差別の禁止 人材募集告知や人材派遣会社への要望で性別・人種・宗教等による募集制限を行っていない。 2 0.7% ―

適正な賃金支払い（生活賃金の支払い） 当該国の法定最低賃金を上回る賃金を支払っている。 0 0.0% ―

適切な労働時間管理 労働時間を適切に管理する仕組みがあり、労働時間は当該国の法定基準を超えない範囲である。 1 0.3% ―

休日の取得 全ての従業員が毎週1日以上の休日を取得している。 1 0.3% ―

危険な箇所と作業の特定 労働安全衛生上の危険な箇所と作業を特定し、全てのリスクに対策を講じている。 0 0.0% ―

労働安全衛生の作業手順書 労働安全衛生の管理に関する作業手順等がある。 0 0.0% ―

労働災害への対策 発生した労働災害を全て把握し、削減のための施策を実施する仕組みがある。 0 0.0% ―

衛生的な職場付帯設備 全ての施設が衛生的に保たれており、地元当局の調査等でも、過去5年以上、指摘を受けたことはない。 2 0.7% ―

廃棄物の処理 マニュアルがあり、1年に1回以上周知し実践している。 9 3.0% ―

排気・排水の処理 規制による要求以上の厳しい基準を設けて管理している。 5 1.6% ―

責任ある原材料調達 90%以上の原材料について、原産地まで遡ってトレーサビリティを確保しており、環境・社会面で問題ないことをチェックした上で仕入れる仕組みがある。 8 2.6% ―

近隣住民に配慮した開発 近隣住民からの苦情・問合せ窓口の有無（騒音、悪臭、空気や水等の環境汚染に関して等）。 6 2.0% ―

対象会社数 34 11.1% ―

■ 2023年度サステナビリティ調査結果
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グループ会社における環境汚染の未然防止、労働慣行のリスク評価を目的として、現地訪問調査
を2001年より継続的に行っています。2024年 3月末までに世界各国の合計 298事業所で調査を
実施しました。
本調査は、経営層との質疑応答や、工場・倉庫等の施設並びに河川への排水状況調査、環境法規
制の遵守状況、労働慣行、労働安全、人権や地域社会とのコミュニケーション等を点検し、問題点
を指摘または予防策を示し、是正状況を確認しています。

既存事業の ESGリスク評価（グループ会社実態調査）

バリューチェーンにおけるサステナビリティ

現地訪問調査

2024年3月末まで

世界298事業所

訪問調査レポート DOLE PHILIPPINES 実態調査

2020年 1月、フィリピンでバナナ・パイナップルを始めとした生鮮果実・フルーツ缶を製造するDOLE	
PHILIPPINESを訪問調査しました。現地の法規制に詳しい外部専門家の知見をもとに土壌汚染・廃棄
物・化学物質管理・安全対策等、環境・労働安全関連のリスク管理・法令遵守状況について詳細なチェッ
クを行い、適切な管理を行っていることが確認できました。また、同社敷地内でのバイオマスボイラーや、
地域の学校への寄付等、社会・環境に資する活動に積極的に取組んでいる様子も確認できました。

現地視察の様子 現地視察の様子
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新規事業投資案件について、申請部署は「投資等に関わるESGチェックリスト」を用いて、投資案
件が、ESGの観点で方針及び体制が整備されているか、環境への著しい悪影響や法令違反、利害関
係者から訴えられるリスクが無いか等を、事前に評価（デューデリジェンス）することが義務付けられ
ています。このチェックリストは、CSR の国際ガイドラインである ISO26000の 7つの中核主題※の要
素を含むチェック項目から成り立っています。
申請部署は、関係職能部（管理部門）によるリスク分析を踏まえた審査意見も参照し、万が一懸念
点がある場合は、専門的な見地を必要とする案件については外部専門機関に追加のデューデリジェ
ンスを依頼し、その結果に問題がないことを確認した上で、着手することにしています。
※	組織統治・人権・労働慣行・環境・公正な事業慣行・消費者課題・コミュニティへの参画及びコミュニティの発展

新規事業投資案件の ESGリスク評価

投資先の事業活動が、環境や社会に与え得る影響を認識し対処するため、ESGリスクの把握と未
然防止活動に努めています。チェックリストの活用や訪問調査を通じてESG 全般についてリスク評
価を行い、必要な措置を策定しています。また、これらは環境マネジメントシステムの枠組みの中で
継続的に見直し、改善されています。

体制・システム（事業投資マネジメント）

バリューチェーンにおけるサステナビリティ



●	自然林と森林資源保護に関する調達方針 
（https://wwｗ.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/sustainable_procurement_policy_on_natural_
forests_and_forest_resources.pdf）PDF

●	天然ゴム調達方針 
（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/natural_rubber_policy.pdf）PDF

●	持続可能なパーム油の調達方針 
（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/sustainable_palm_oil_procurement_policy.pdf）PDF

●	カカオ豆調達方針 
（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/cocoa_beans_procurement_policy.pdf）PDF

●	コーヒー豆調達方針 
（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/coffee_beans_procurement_policy.pdf）PDF

●	原料鰹鮪類調達方針 
（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/raw_material_tuna_procurement_policy.pdf）PDF

商品ごとの調達方針

バリューチェーンにおけるサステナビリティ

森林保護関連商品

食品

●	Canopy とのセルロースファイバー（MMCF）の調達方針 
（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/commitment_of_protecting_forests_2019.pdf）PDF

繊維原料
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伊藤忠商事では、森林の保護に関連する以下のような商品を取扱っており、サプライヤーへのサプ
ライチェーン・サステナビリティ行動指針に加えて守るべき自然林の保護と森林資源の持続的な利
用を継続するため、以下の調達方針を定めています。本方針は少なくとも年 1回見直し、必要に応
じて改訂します。

自然林と森林資源保護に関する調達方針（https://ｗww.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/sustainable_
procurement_policy_on_natural_forests_and_forest_resources.pdf）PDF

毎年、カンパニーの経営陣に対して、目標設定と目標に対する進捗状況を報告し、了承を取得して
います。NGO 等ステークホルダーからの指摘等も共有し、課題があれば、取組み方針の見直し等
を図ることとしています。
パーム油に関しては、方針に基づいた調達は主管部署である食料カンパニー食糧部門油脂・カカ
オ部が行っています。
木材、木材製品、製紙用原料及び紙製品では、当該商品を取扱うメンバーに対して、サステナリビ
ティ推進担当者が少なくとも年 1回の研修を行い、森林資源開発に関する国内外の動向や諸問題、
持続可能な森林資源の活用について啓発を行っています。

自然林と森林資源保護に関する調達方針

体制

●	木材、木材製品、製紙用原料及び紙製品
●	天然ゴム
●	パーム油
●	木質バイオマス燃料

森林保護関連商品

自然林保護と森林資源の持続的利用継続の方針・体制

バリューチェーンにおけるサステナビリティ：森林保護関連商品

伊藤忠商事では、パルプ・紙製品、木材・木
材製品※、ウッドチップの材料調達・製造・流
通に関わっており、守るべき自然林の保護と森
林資源の持続的な利用を継続するため、認証
材、または高度な管理が確認できる材を2025
年までに取扱い比率 100% の調達を目指して
事業活動を推進しています。
※	ボード類（合板、MDF、パーティクルボード等）を含む

伊藤忠商事は、年間約 390万 t のパルプ生産
能力量を誇るフィンランドの世界最大級の針葉
樹パルプメーカーであるMetsä	Fibre	Oy の株
式を保有し、主にアジア市場向け針葉樹パル
プについては、独占販売代理店として活動し
ています。同社では、約 90% は FSC（Forest	
Stewardship	Council）とPEFC（Program	for	the	
Endorsement	of	Forest	Certification	Schemes）
の2つの森林認証を有する森林資源から、100%
トレース可能なパルプを製造しています。
フィンランドでは原木成長量が消費量を上回っ
ており、長期的な原木の安定供給が可能な国で
す。このような優良パートナーとの取組みを通
じ持続可能な森林資源利用を推進すると共に、
今後も更なる事業強化を推進していきます。

木材、木材製品※、製紙用原料及び紙製品

Metsä Fibre Oy におけるFSCとPEFC の森林認証

2017年に稼動したアネコスキ工場

守るべき持続可能な森林資源
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伊藤忠建材株式会社では、2013年から、中国で製造された合板のトレーサビリティを証明する仕組
み作りに取組んでいます。2020年、この仕組みの有効性について認証機関である日本ガス機器検
査協会（JIA）に評価を依頼、主要なサプライチェーンについて適正にトレーサビリティが確保され、

「グリーン購入法」、「クリーンウッド法」に適合しているとの評価を頂きました。この取組みは伐採
許可書等の証跡書類の入手や各工場の監査、伐採地の視察等により、伐採地から単板工場、合板
製造工場に至る全てのサプライチェーン上の過程を管理し、トレーサビリティを確保するものです。
これにより、中国で製造された森林認証を取得していない合板のうち、約 4割について、違法伐採
の材を使用していないという信頼性を確保することができました。

中国材のトレーサビリティを証明する仕組み作り

NGO による違法伐採、人権問題の指摘を受け
ているサラワク州においては、定期的にサプラ
イヤーに加え、州政府、木材協会、人権委員
会、人権派弁護士、現地住民、現地 NGO や森
林コンサルタント等幅広くヒアリング調査を実
施し、実態把握に努めています。
調査を通じNGO が指摘する問題は見つかって
いませんが、懸念を払拭するための具体的な
取組みを行うよう、繰り返し働きかけた結果、
近年、サプライヤーが積極的に森林認証取得
に動き出し、森林認証林区が増加しています。
またサラワク州政府も、違法伐採排除に向け
た規制強化や森林認証取得促進策を打ち出す
等変化が起きています。

NGOとのエンゲージメント（マレーシア／サラワク州の違法伐採・人権問題の指摘対応）

アナップ・ムプット森林管理区の先住民コミュニティーとの
面談

バリューチェーンにおけるサステナビリティ：森林保護関連商品

伊藤忠商事は取扱っている木材・木材製品を、森林認証と合法性の根拠により以下 4カテゴリー
に分類して、パフォーマンスを評価しています。カテゴリー（A）は「（A）森林認証を受けたサプラ
イヤーから取扱う材 or 認証機関より管理材として認められた材」としてFSC 認証	or	PEFC 認証を
取得しています。
※	ボード類（合板、MDF、パーティクルボード等）を含む

伊藤忠グループで取扱っているチップ・パルプ等の製紙用原料は「森林認証を受けたサプライヤーか
ら取扱う材 or 認証機関より管理材として認められた材」としてFSC	or	PEFC 認証を取得しています。

森林認証と合法性のパフォーマンスデータ
■ 木材・木材製品※のパフォーマンスデータ

■ 製紙用原料のパフォーマンスデータ

合法性根拠の分類 品目
実績 目標

2021年度 2022年度 2023年度 2025年度

認証材 or
高度な 
管理が 
確認可

森林認証
制度

（A）森林認証を受けたサプライヤーから取扱
う材or	認証機関より管理材として認め
られた材（FSC	or	PEFC認証を取得）

35% 25% 18%

100%（B）	森林認証制度に基づく「低リスク」評価
国・地域で伐採を行った材 43% 62% 75%

クリーン
ウッド法
における
合法性の
確認

（C）	原産地の法令に適合して伐採されたこ
とを証明する書類により合法性を確認し
た材※1

22% 13% 7%

ー （D）	「追加的措置」により合法性を確認した
材※2 0% 0% 0% 0%

合法性根拠の分類 品目
実績 目標

2021年度 2022年度 2023年度 2025年度

認証材 or
高度な 
管理が 
確認可

森林認証
制度

森林認証を受けたサプライヤー
から取扱う材or認証機関より管
理材として認められた材（FSC	
or	PEFC認証を取得）

チップ 92% 97% 100% 100%

パルプ 100% 100% 100% 100%

※1	 具体的には輸出許可証・原産地証明等により確認した材
※2	 具体的にはサプライヤーに対して、流通経路の提示を求める等によって、法律に適合して伐採されたことを確認した材

※	ライセンスNo.	FSC®	C009841
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伊藤忠商事は天然ゴムビジネスにおいて、加工事業を行っています。天然ゴムは、世界消費量の
約 7割がタイヤに使用される生活に欠かせない天然資源である一方、タイやインドネシア等の東南
アジアを中心とする世界生産量の約 85% を⼩規模農家に依存しています。世界的なモータリゼー
ションによって、今後も天然ゴム需要の拡大が見込まれる中、森林減少や⼩規模農家の権利侵害・
貧困問題といった課題により一層配慮した事業活動は不可欠となっています。そのような状況に
対応して、伊藤忠商事は、2018年 10月に設立された Global	Platform	for	Sustainable	Natural	
Rubber（GPSNR 持続可能な天然ゴムのための新たなグローバルプラットフォーム）に設立メンバー
として参画し、GPSNR が規定する12原則に合意し、プラットフォームの基準の策定と、その運用に
協力しています。
また、自社のバリューチェーンを活用し、天然ゴムのトレーサビリティ、サステナビリティの実現を目
指す取組み「PROJECT	TREE」を推進しています。当プロジェクトを通じて、天然ゴム産業全体のサ
ステナビリティ推進に貢献していきます。

2018年 10月、伊藤忠商事は持続可能な天然ゴムのための新たなグローバルプラットフォーム
「Global	Platform	for	Sustainable	Natural	Rubber」に日本の商社で唯一設立メンバーとして参画
しました。本組織は天然ゴム産業に関わる自動車メーカー、タイヤメーカー、天然ゴム加工企業に
よって設立され、サプライチェーンを通じて協業し、トレーサビリティの確立や、より高い持続可能
性が実現されることを目指していきます。

天然ゴム

GPSNR への参加

●	天然ゴム調達方針（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/natural_rubber_policy.pdf） PDF

バリューチェーンにおけるサステナビリティ：森林保護関連商品

当社は、事業投資先の天然ゴム加工会社 PT.	Aneka	Bumi	Pratama（ABP）、タイヤ卸・⼩売事業
会社 EUROPEAN	TYRE	ENTERPEISE	LIMITED のバリューチェーンを活用し、天然ゴムのトレーサビ
リティ、サステナビリティの実現を目指す取組「PROJECT	TREE」を展開しています。
当プロジェクトは、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社が開発したブロックチェーンベースのト
レーサビリティシステムを利用した、天然ゴム業界初の試みです。
ABP が調達する天然ゴム原料は、これまでサプライヤーからの聞き取りによる原産地の把握を行い、
100% のトレーサビリティを確保していましたが、当該システムのスマートフォンアプリによって取引
内容・日時・位置情報等がブロックチェーン上に記録され、地図上に原産地が表示されます。そ
の後、ABP 工場内で加工され、原産地情報付きの天然ゴムとしてタイヤメーカーへ販売されます。 
そこで生産される協賛タイヤの売上の一部から原料サプライヤーへ対価を支払う仕組みを実装し、
スマートフォンや銀行口座を持たない⼩規模農家に対しては、農具・肥料等の物品を配布します。
同時に、現代奴隷問題を含めたリスクアセスメント、及びベストプラクティスの共有を含めた生産性
向上や社会問題解決のための研修やサポートを実施します。加えて、国際 NGO の Proforest、SNV
によるコンサルティング・監査を受けながら、サプライチェーンにおけるリスクアセスメントの結果
に基づく改善計画も順次実行します。当プロジェクトは、同業の天然ゴム加工会社や、タイヤ卸・
⼩売・自動車メーカー、消費者等、天然ゴムに関わる全てのステークホルダーに広げていく構想で
す。また、GPSNRのポリシー及び目標達成に貢献することに加え、欧州森林破壊防止規則（EUDR）
に対する解決策としても期待されています。
伊藤忠商事は、企業理念「三方よし」による持続的成長を目指し、国連で採択された 2030年の「持
続可能な開発目標（SDGs）」達成にも貢献していきます。

PROJECT TREE の取組み

●	関連リリース：ブロックチェーンを活用したトレーサビリティ実証実験について（https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2019/190201.html）
●		関連リリース：世界初ブロックチェーンを活用した天然ゴムトレーサビリティ「PROJECT	TREE」の商用開始について 
（https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2021/211201.html）
●	PROJECT	TREE	ホームページ（https://project-tree-natural-rubber.com/）
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パーム油については、農園の開発や生産に関わる環境破壊及び人権侵害との関連性が指摘され
ています。伊藤忠商事はパーム油のトレーディングを行っており、パーム農園事業には関与してい
ませんが、流通の一翼を担うものとして本課題を特に配慮を要するものと認識しています。生産者
と消費者を繋ぐ立場としての責任を持ち、企業の社会的責任を果たすため、「持続可能なパーム油
のための円卓会議（RSPO）」に加盟して取組みを推進していると同時に、各業界団体と協力の上、
MSPO※ 1や ISPO※ 2といった RSPO 以外の認証油の普及にも力を入れています。
また、『持続可能なパーム油の調達方針』を策定し、サプライチェーンの透明化を進め、持続可能な
パーム油の調達体制強化を推進することで、『自然林保護と森林資源の持続的利用継続』の実現を
目指していきます。

伊藤忠商事はパーム油の安定調達及び供給を実現し、企業の社会的責任を果たすために、サプライ
チェーンの検証を行い、問題点を発見・改善することによって、目標の一つに掲げていました『2021
年までにミル（搾油工場）レベルまでのトレーサビリティ100%』を達成しました。今後は	もう一つの
目標である『2030年までに当社が調達する全てのパーム油を、持続可能なパーム油※ 1に切り替え
ていく』の達成を目指します。特にNDPE 原則（No	Deforestation,	No	Peat,	No	Exploitation）※ 2に
基づく調達の実現を目指します。

パーム油

トレーサビリティの確立

※1		Malaysian	Sustainable	Palm	Oil
※2		Indonesian	Sustainable	Palm	Oil

※1		持続可能なパーム油：RSPO、MSPO、ISPO等、責任ある方法で生産され、NDPEポリシーを遵守するサプライチェーンから供給されるパーム油
※2		No	Deforestation,	No	Peat,	No	Exploitation（NDPE）：森林破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、搾取ゼロ

●	持続可能なパーム油の調達方針（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/sustainable_palm_oil_procurement_policy.pdf） PDF

バリューチェーンにおけるサステナビリティ：森林保護関連商品

タイヤメーカー
小売・卸 天然ゴム加工会社

原料サプライヤー

伊藤忠
トレーサビリティシステム
（ブロックチェーン活用）

供給
タイヤメーカーへ PROJECT 
TREE ゴムを販売・数量管理

加工
PROJECT TREE ゴム
の加工

小売
PROJECT TREE 協賛
タイヤ販売・数量管理 

還元
原料サプライヤーへの現
金・農具・肥料・研修等に
よる還元

集荷
保護エリアから �km 以
上離れた地点で集荷され
た原料をGPS で追跡

■ プロジェクトイメージ図
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天然ゴムのパフォーマンスデータ

内容 2022年 2023年 目標（2025年）

天然ゴム・トレーサビリティ比率
集荷地点まで 4.5% 7.0% 100%

⼩規模農家まで ― 0.4% 33%

キャパシティ・ビルディング、サステナビリティ教育活動
3,934人

（累計4,117人）
3,804人

（累計7,921人） ―

https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/sustainable_palm_oil_procurement_policy.pdf


バリューチェーンにおけるサステナビリティ：森林保護関連商品

伊藤忠商事は、経済産業省が 2012年 7月に開始した「再生可能エネルギーの固定価格買取（FIT）
制度」に基づき、PEFC 認証、FSC 認証等の第三者認証制度に則り合法性証明を取得した木質バイ
オマス燃料を調達します。
また、必要に応じて独自に第三者機関を起用し、燃料サプライヤーの認証管理が適切に実施され
ているかを確認し、トレーサビリティの確保に努めます。
万一、当社調達方針に違反する事例が確認された場合には、対象となるサプライヤーの取扱いを
即座に停止の上、是正措置を求めるとともに、サプライヤーへの指導・支援を行います。

木質バイオマス燃料

伊藤忠商事で取扱っている木質バイオマス燃料は、「森林認証を受けたサプライヤーから取扱う材	
or	認証機関より管理材として認められた材」としてFSC	or	PEFC を取得しています。

木質バイオマス燃料のパフォーマンスデータ●	RSPO	Supply	Chain	Certificate（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/rspo_scc_certification_2023.pdf） PDF

●	サステナビリティアクションプラン（P24）
●	The	Annual	Communication	of	Progress	（ACOP）（https://rspo.org/members/2-0034-06-000-00/）

●	パーム油のサステナブルな調達に対する取組み（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/fact_sheet_2024.pdf） PDF

●	リファイナリーリスト（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/refinery_list_2024.pdf） PDF

●	ミルリスト（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/mill_list_2024.pdf） PDF

伊藤忠の取組みについては、以下の開示情報もご参照ください。

2006年から「持続可能なパーム油のための円卓会議（RSPO）」に加盟し、RSPO が規定する原則と
基準（Principle	and	Criteria	for	the	Production	of	Palm	Oil）を尊重し、サプライチェーンの透明化
を進め、トレーサビリティを高めている原料購入先との取引を拡大することで持続可能なパーム油
の調達体制強化に取組んでいます。
現地調査を含むサステナビリティ・サプライヤー調査や、サプライヤーとの直接のコミュニケーショ
ンを通じて、重点項目の確認を行い、調達に活かしています。
運用にあたっては、取引先や専門家等のステークホルダーとも協力し、定期的に調達方針の見直
しを行います。本件に関する情報開示は、ESGレポート・サステナビリティアクションプラン・The	
Annual	Communication	of	Progress	（ACOP）等を通じ公開しています。

「持続可能なパーム油のための円卓会議（RSPO）」加盟

2030年までに当社が調達する全パーム油を、持続可能なパーム油に切り替えることを目標に掲げ
ています。現時点の取組み進捗実績と目標は以下の表の通りです。

持続可能なパーム油の調達パフォーマンスデータ

区分
実績 目標

2021年 2022年 2023年 2030年

パーム油取扱数量 307,000t 352,000t 386,000t

＜主要サプライヤー＞
Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia

Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia

RSPO Members 10／10（100%） 10／10（100%） 10／10（100%） 100%

Suppliers under NDPE policy 10／10（100%） 10／10（100%） 10／10（100%） 100%

＜ Certified Sustainable Palm Oil ＞

RSPO 認証油 16.89% 19.24% 28.60%

＜ Traceability ＞

Traceable to the mills 100% 100% 100% 100%
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合法性根拠の分類 品目 2022年度 2023年度

認証材 or 高度な 
管理が確認可 森林認証制度

森林認証を受けたサプライヤーから取扱う材	or	
認証機関より管理材として認められた材（FSC	or	
PEFC認証を取得）

100% 100%

※	ライセンスNo.	FSC®	SCS-COC-000320　PEFC®	CEF0610	（伊藤忠の認証番号を記載）

バリューチェーンにおけるサステナビリティ

https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/rspo_scc_certification_2023.pdf
https://rspo.org/members/2-0034-06-000-00/
https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/fact_sheet_2024.pdf
https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/refinery_list_2024.pdf
https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/mill_list_2024.pdf


カカオ豆・コーヒー豆の取引概要

伊藤忠商事ではチョコレート・コーヒー製品の原料として、カカオ豆・コーヒー豆の取扱いがあり、
コーヒー豆についてはUNEX社（グアテマラ）を子会社として集荷事業を運営しています。カカオ豆・
コーヒー豆の栽培適地では、農園開発・生産において人権や自然環境への影響が指摘されており、
企業の社会的責任を果たすため「調達方針」を設定し、環境や人権に配慮した持続可能な調達を
推進します。

食品

カカオ豆・コーヒー豆

カカオ豆・コーヒー豆の取引経路
カカオ豆

コーヒー豆

トラック
輸送

生産者 加工・
輸出者 輸送 メーカー

・国内問屋 流通 消費者

トラック
輸送

生産者 輸出者 輸送 メーカー
（チョコレートに加工） 流通 消費者

COFFEE

内容 カカオ豆 コーヒー豆

取引概要 トレード トレード、集荷選別

対象 単体・子会社 単体・子会社（UNEX社を含む）

主な買付先 ガーナ、中南米 ブラジル、ベトナム、グアテマラ他

主な販売先 日本、米国 日本、欧州、北米、アジア

取組み事例 サステナブル・カカオ豆の取組み
サステナブル・コーヒー豆の取組み
UNEX社（グアテマラ）の取組み
Farmer	Connect社との取組み

●	カカオ豆調達方針（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/cocoa_beans_procurement_policy.pdf） PDF

●	コーヒー豆調達方針（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/coffee_beans_procurement_policy.pdf） PDF

伊藤忠商事は 2007年よりサステナブル・カカオ豆の取扱いを開始。カカオ豆のトレーサビリティを
一層強化し、人権・環境への配慮、農民の貧困撲滅、生活水準の向上に資するカカオ豆の取扱い
を推進します。

サステナブル・カカオ豆の取組み

サステナブル・カカオ豆の調達パフォーマンスデータ

2023年度実績 目標（2030年度）

サステナブル・カカオ豆 64% 100%

バリューチェーンにおけるサステナビリティ：食品

伊藤忠商事はグアテマラにてコーヒー集荷を行う子会社であるUNEX 社を通じ以下の取組みを推
進しています。

UNEX 社（グアテマラ）のコーヒー産地取組み

項目 内容

小規模農家の技術支援 ⼩規模農家の生産性向上のため、農業技術（蔭木の活用法、土壌管理等）の供与

移動病院の支援 近隣に病院の無い山岳地域に住むコーヒー生産者及びその家族への医療提供

保育施設運営の支援 児童労働防止のため、収穫に従事する労働者の子どもに対し、教育・飲食等を提供

女性生産者の支援 女性を中心とするコーヒー生産者団体（COMAL）との取組みを実施し、女性支援・
ジェンダー平等の精神から農事指導等を提供

伊藤忠商事は約 15年以上にわたりサステナブル・コーヒー豆の取扱実績があります。特に、
UTZ・Rainforest	Alliance・4C 等の団体による認証・顧客の定義するサステナブル認証のコーヒー
豆の取扱強化を推進します。

サステナブル・コーヒー豆の取組み
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乳製品のサプライチェーンにおいて生乳の安全性確保は最も重要です。酪農家で搾乳、集乳され、
乳製品工場へ搬入された生乳は受入段階で抗生物質のコンタミテストが実施され、安全性が確認
された生乳のみが使用される体制になっています。
また、製造されたチーズ、バターは 10kg や 20kg の段ボール箱に、脱脂粉乳（粉ミルクは含まず）
は 25kg 紙バッグを中心に製造工場内で個別包装され、製造日が印字されますので、製造工場内で
は生産日までトレース可能な状況となっています。
肉牛や乳用牛の飼育に用いられるホルモン剤や抗生物質の基準は各国関係機関によって定められ
ており、各乳製品メーカーは基準に基づいて自主管理規程を設けています。

一例として、伊藤忠商事にとって重要な供給拠点であるニュージーランドでは放牧中心の乳牛飼育
が基本であり、牧場が荒れないように定期的に放牧地を変えながら飼育する等、生産性向上に資す
る取組みを進めています。
また、ニュージーランド等では牧草のみを食べて育つ肉牛・乳用牛から生産されるグラスフェッドバ
ターの製品開発・流通が始まっています。一般的なバターは穀物を中心に育てた牛のミルクを使う
のに対して、グラスフェッドバターは牧草だけ、もしくはある割合以上で牧草のみを食べて育った牛
のミルクを使用しており、酪農家の経済的負担が少ないというメリットがあります。

生乳の安全性確保

牧場の持続可能性への取組み

伊藤忠商事では生産・品質管理体制が整備された海外の乳製品サプライヤーから乳原料やチーズ
等の乳製品を安定的に調達し、輸入しています。日本の乳製品供給体制は農業政策の一環として
北海道を中心に国内での生産・供給体制が構築されていますが、昨今の国内消費量増加を受けて、
TPP や EPA 等の貿易自由化協定のもとで緩やかに輸入機会が拡大しています。
乳製品における主要な生産国（ニュージーランド・オーストラリア・欧州・北米・南米）の生産者
団体や各企業は、徐々に持続的成長が可能な生産体制の構築に向けた取組みを開始しています。
今後もより安心で安全な乳製品をお届けできるよう、各営業担当による定期調査等を通じて主要産
地・サプライヤーの取組み状況を把握し、一層の関係構築に努めます。

乳製品

バリューチェーンにおけるサステナビリティ：食品

伊藤忠商事はコーヒー・トレーサビリティ情報を閲覧できる ITプラットフォームの構築を目指す
Farmer	Connect 社と、2019年 9月から取組みを開始しました。コーヒーの生産、流通、販売等を
担う多くの企業や消費者と共にコーヒー業界の成長に貢献していきます。

Farmer Connect 社との取組み

サステナブル・コーヒー豆の調達パフォーマンスデータ

項目 内容

サプライチェーンの
トレーサビリティ強化

コーヒー豆の栽培・ブレンド、生産地、集荷拠点から顧客までのトレーサビリティ
情報をブロックチェーン技術にて記録・保管。

消費者・企業が直接、
生産者を支援する 
仕組み作り

Webアプリ「Thank	My	Farmer」を通じ、消費者・企業が直接、コーヒー生産者
にチップを支払うことで持続可能なコーヒー生産プロジェクト支援を可能とする。

2021年度実績 2022年度実績 2023年度実績 目標（2030年度）

サステナブル・コーヒー豆 36% 29% 37% 50%
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バリューチェーンにおけるサステナビリティ：食品

伊藤忠グループは、取扱っている食肉に関して、家畜が快適な環境下で飼養され、家畜のストレス
や疾病を減らすことが重要であると考えています。このようなアニマルウェルフェアの取組みが、生
産性の向上や安全な畜産物の生産にも繋がるという考えに基づき、食肉関連のグループ会社・サ
プライヤーと共同して、現地の法律に則って、家畜を人道的に取扱う取組みを推進しています。

グループ会社・サプライヤーにおけるアニマルウェルフェアの促進

内容
実績

2021年 2022年 2023年

食肉取扱量 約15万t 約13万t 約13万t

豚肉加工過程

HyLife 社では、養豚農場、配合飼料工場、豚肉加工
までの一貫生産を行っているため、自社でサプライ
チェーンの管理・コーディネーションが可能です。こ
の生産体制を活用し、トレーサビリティが確立された、
安心・安全で高品質な製品の安定供給を実現するこ
とが出来ました。
この一貫生産によりお客様の個々のニーズを養豚現
場までフィードバックすることが可能となり、日本向け
にカスタマイズをしたスペシャルティ・プログラムを確
立、市場でも高評価を受けて、現在は対日向け冷蔵
ポーク輸出量で北米最大規模の 1社となりました。

HyLife Group Holdingsでのトレーサビリティ確立食肉

伊藤忠商事では、原則全ての牛肉サプライヤーについて、HACCP 認証や世界的に展開する食品企
業が参加し食の安全に取組む非営利団体、GFSI（Global	Food	Safety	Initiative）が承認した認証
規格等を確認し、牛肉を輸入しています。

牛肉サプライヤーの食品安全管理体制の確認

持続可能かつサステナブルな牛肉生産を目指し、生産者から⼩売業まで業態が多岐にわたる企業
が Global	Round	Table	for	Sustainable	Beef、通称 GRSB というイニシアティブへ参加しています。
伊藤忠商事は GRSB に参加している複数の参加企業との取引関係を構築しており、最新の動向等
に関する情報交換を行っています。

イニシアティブへの参加について
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伊藤忠商事は食の安心安全を第一に考え、何よりお客様へお届けする商品が生産者までしっかりと
トレースが図れる事を大前提にしています。
伊藤忠商事が取扱う全ての食肉（牛肉・豚肉・鶏肉）のサプライヤー（主に海外）では 100%、生
産段階までトレースバックができる仕組みを構築しています。

トレーサビリティのパフォーマンスデータ

トレースバックができる仕組み

サプライヤーの100% HyLife 社は取扱う豚を人道的に扱うことを最優先に考え、全従業員が全うすべき義務、責任として
います。
具体的には豚の肥育段階において最も負荷がかからない環境を整え、栄養管理、飼育環境、健康
管理に細心の注意を払っています。
HyLife 社の農場はカナダ品質保証プログラムの認証を受けており、また全従業員は動物の適切な
ハンドリングを行うべく、包括的なトレーニングを受けています。

■ 食肉サプライヤーの取組み

グループ会社のプリマハム株式会社は、2023年に「プリマハムグループ調達方針」を制定し、安
全・安心かつ地球環境や人権及びアニマルウェルフェアに配慮した責任ある調達を推進しています。
2023年に一部操業を開始した宮城県の新農場では、豚のストレスを緩和するための飼養環境を整
えました。今後、母豚増頭に向けた拡張工事においてフリーストールによる飼育を計画しており、ア
ニマルウェルフェアへの対応を進める予定です。

■ グループ会社の取組み

バリューチェーンにおけるサステナビリティ



全ての取扱水産物において責任ある水産資源調達のため、各漁業団体と協力を推進し、サプライ
ヤーの定期訪問調査を実施しています。定期訪問調査については、当社食品安全・コンプライアン
ス管理室と連動し当社社内選定基準に該当するサプライヤー 28社に対し、毎年各営業担当が訪問
調査を実施し、ESG の観点からも適切なサプライヤーであることを確認しています。
特に取扱いの多い鰹鮪類については IUU 漁業（違法操業、Illegal,	Unreported	and	Unregulated）
からの調達を行わず、「中西部太平洋まぐろ類委員会（略称：WCPFC）」等により適切に資源管理
されている漁業者のみから、原産地の明らかな水産物の調達・仕入れを行っています。

責任ある水産資源調達のためのサプライヤー調査

バリューチェーンにおけるサステナビリティ：食品

一本釣り漁獲風景

伊藤忠商事では 2018年 3月に MSC（Marine	
Stewardship	Council）における流通業者の
認証、CoC（Chain	of	Custody	Certificate）※ 1

認証を取得しています。
鰹鮪事業においては 2012年に鮪資源の持続
的利用を目的として設立された「責任あるま
ぐろ漁業推進機構」（略称：OPRT）に加盟し、
先の自主管理規定に則った取組みを推進して
います。
ATI 社においては、鰹鮪漁法の中でも最も環
境に優しいとされる一本釣り原料の取扱いを強化しています。ATI 社においてはインドネシアの一本
釣り協会（Indonesian	Association	of	Pole	&	Line	and	Hand	Line）に 2014年に加盟し、FIP（Fishery	
Improvement	Program）※2に使用されるデータの提供、インドネシアでのMSC審査への協力等を行っ
ています。また国際機関では 2016年に ISSF（International	Seafood	Sustainability	Foundation）※ 3

にも加盟し、同様に情報提供等の協力を行っています。

認証取得とイニシアティブへの参加

※1	 CoC（Chain	of	Custody	Certificate）とはMSCにおける「加工・流通過程の管理」において、MSC認証を受けた水産物・製品のトレーサビリティ
を確保するための加工・流通業者に対する認証です。

※2	 FIP（Fishery	Improvement	Program）とは漁業改善プロジェクトのことで、MSC認証取得が難しい⼩規模漁業者や市場関係者が協力し、MSC
に準拠する漁法で将来的なMSC取得を目指し持続可能な漁業を目指し活動するプロジェクトです。

※3	 ISSF（International	Seafood	Sustainability	Foundation）2009年大手ツナ缶業者の呼びかけにより発⾜した持続可能な鰹鮪漁業を目指し活動
する団体です。

伊藤忠商事では水産物としては鰹鮪（かつおまぐろ）類を中心に取扱っており、インドネシアでは合
弁のツナ缶工場 PT.Aneka	Tuna	Indonesia 社（ATI）をパートナーとして運営しています。鰹鮪にお
いては各漁業団体によって適切に管理されているもののみを調達する方針を徹底しています。
●	原料鰹鮪類調達方針（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/raw_material_tuna_procurement_policy.pdf） PDF

水産物

高度回遊魚である鰹鮪類において漁業者におけるMSC※ 1取得は限定的である現状下、缶詰原料
用の鰹鮪のトレードにおいては漁業者にも働きかけ、2022年度の MSC 原料の取扱数量 7,500t/ 年

（全取扱数量の 4%）を、2025年度までに 15,000t/ 年を目指します。
ATI 社における一本釣り※ 2原料数量は、2013年度の 8,000t から 2023年度には 13,700t（ATI 社
全取扱数量の 37%）と伸長し、世界でも数少ない一本釣り原料使用の多いツナ缶工場となってい
ます。引続き一本釣り原料の確保・維持拡大に努めます。
※1	 MSC（Marine	Stewardship	Council、海洋管理協議会）とは1997年設立の持続可能な漁業の普及に取組む国際NPO。本部はイギリスのロンドン。
※2	 一本釣り漁法は魚を一本ずつ釣り上げる漁法で一度に大量に漁獲することがなく、持続可能な漁法であり、対象漁獲物以外の混獲も回避する

ことができ環境に優しい漁法と言われています。

目標
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■ 認証取得等のパフォーマンスデータ

項目 2021年度実績 2022年度実績 2023年度実績 2025年度目標

当社取扱い
水産原料

MSC ／
CoC 認証取
得原料の取
扱い

MSC ／ CoC 数量 6,500t 7,500t 10,000t 15,000t

当社取扱い水産原料
に占めるMSC ／ CoC
認証取得の割合

4% 4% 6% 8%

ツナ缶詰原料用鰹鮪 ATI 社一本釣り 
原料数量 19,300t 13,000t 13,700t 21,000t

MSC、COC 数量

2025年度目標15,000 t

バリューチェーンにおけるサステナビリティ

https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/raw_material_tuna_procurement_policy.pdf


バリューチェーンにおけるサステナビリティ：繊維原料

近年、世界的なファッションブランドが、サプライチェーンにおける労働環境の整備及び衣料品廃棄
問題等への対応として、素材調達におけるオーガニックコットンや再生ポリエステル等の環境配慮
型素材への移行を宣言する等、ファッション市場にサステナブルの潮流が浸透しつつあります。こう
した中、ファッションアパレル部門では、伊藤忠商事の祖業である繊維原料のトレードにおいて、当
社が主体となって取扱う繊維原料を、段階的に環境負荷の低い原料へとシフトし、かつ、原材料の
調達から販売までのトレーサビリティを確立していくことを基本方針としており、2025年までに、繊
維原料課が主体となって取扱う繊維原料の 50% をトレース可能かつ環境負荷の低い原料に移行す
ると共に、ポリエステルに関しては 80% を再生ポリエステルに移行することを目指しています。

インドのオーガニックコットン調達の GOTS 認証※に関しては、認証取得したインドのジニング（綿
花の収穫後に種と繊維を切り離す作業）工場から証明書付きのオーガニックコットン原綿を仕入れ、
認証を取得した紡績工場に納品、同工場において紡績された糸を仕入れ、国内外の織・編工場等
に販売しています。
また、オーガニックコットンのトレーサビリティに関しては、インドの綿農家のオーガニック農法への
移行・ジニング工場や紡績工場の GOTS 認証取得サポート等の豊富な経験とネットワークにより、
現在取扱っているインドのオーガニックコットン及び3年間のオーガニックコットンへの移行期間に
あるコットンの調達に関して、綿農家まで100%トレーサブルとなっています。
※	GOTS認証：オーガニック繊維で作られた製品の認証のための要件を明確に示した総合的な基準であり、「認証された原料とそのトレーサビリ

ティ」「ケミカルの使用について禁止と制限の規定」「分離と識別」「環境管理」「残留物の限界」「社会的規範」等から構成されている。

繊維原料

インドのオーガニックコットン調達

■ インドのオーガニックコットン調達におけるトレーサビリティ

綿農家
（インド）

ジニング工場
（インド） 紡績工場 織編工場

綿 G 糸 GG GOTS認証

ファッションアパレル部門では、数年前から天然素材をブランディングし、製品化して提案する取組
みを進めてきましたが、昨今のグローバルアパレル市場におけるサステナブル素材への転換機運を
受け、環境配慮型素材の拡充にも取組んでいます。
2019年には、循環型経済の実現を目指す「レニュー（RENU）」プロジェクトを始動させ、第一弾商
品として再生ポリエステルの展開を開始しました。
2021年 3月には、針葉樹林由来のセルロース素材「クウラ（Kuura）」の試験展開を開始しました。
フィンランド森林業界大手の Metsä	Group と共同開発した新素材で、製造工場における再生可能
エネルギーの使用や、製造工程における特殊溶剤の使用等による環境負荷の低減に加え、木材ま
でのトレーサビリティを確立する等、革新的なサステナブル素材として注目を集めています。
今後も、環境配慮型素材の拡充に向けてグローバル企業との協業を加速していくと共に、中長期的
な目標である製品化までのブランディング及びトレーサビリティの確立に向けて、紡績、織編、縫製
等の各工程における認証の取得及び社内横断型ビジネスの拡大に取組んでいきます。

オーガニックコットンについては、全てGOTS 認証を取得し、トレーサブルとなっています。

環境配慮型素材の拡充

オーガニックコットン調達パフォーマンスデータ

●	Canopyとのセルロースファイバー（MMCF）の調達方針について 
			（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/commitment_of_protecting_forests_2019.pdf） PDF  
●	レニュー（RENU）プロジェクト（P73）
●	伊藤忠商事が参画するTextile	Exchange「2025リサイクルポリエステルチャレンジ」について 
			（https://textileexchange.org/2025-recycled-polyester-challenge/）

項目 2021年度 2022年度 2023年度

オーガニックコットン取扱量（千 kg） 1,790 800 1,876

綿取引に占める割合 86% 30% 85%

オーガニックコットンのトレーサビリティ 100% 100% 100%

オーガニックコットンの GOTS 認証 100% 100% 100%
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綿農家までのトレーサビリティ

100%

https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/commitment_of_protecting_forests_2019.pdf
https://textileexchange.org/2025-recycled-polyester-challenge/


社会貢献活動

伊藤忠商事は地球的視野に立って「良き企業市民」として果たすべき役割を自覚し、地域社会、国
際社会との調和を図り、持続可能な社会の実現に貢献しています。これらを実現するため、3つの
重点分野からなる「伊藤忠グループ社会貢献活動基本方針」を定め、グループ会社等とも連携して
活動しています。これらの活動は、2015年に国連で採択された SDGs（持続可能な開発目標）の達
成にも貢献しています。

方針・基本的な考え方

伊藤忠グループ社会貢献活動基本方針

伊藤忠商事の企業理念である「三方よし」は、「売り手よし」「買い手よし」に加えて、
近江商人がその出先で地域の経済に貢献し、「世間よし」として経済活動が許された
ことに起源があるとされています。「三方よし」に基づき、伊藤忠グループは、「事業
活動による地域経済発展への貢献」と「事業地域および世界各地における社会貢献
活動」を通じて、地域社会・コミュニティと協調して相互の発展を目指しています。
企業理念とサステナビリティ上の重要課題に沿って、以下「次世代育成」「環境保全」

「地域貢献」の3つを社会貢献活動の重点分野に定めています。

1. 次世代育成
事業地域を中心に次世代を担う青少年の健全な育成を支援する活動を行い、心豊
かで活力ある社会の実現に貢献します。

2. 環境保全
環境保全活動を積極的に行い、社会の持続的な発展に貢献します。

3. 地域貢献
良き企業市民としてコミュニティ開発を推進し、事業地域社会との良好な関係を構
築し、事業地域との対話・協議を行います。

代表取締役	副社長執行役員	CAO
小林 文彦

1993年8月制定
2022年4月改訂

社会貢献活動の重点分野と事業との関わり

「SDGs への貢献・取組強化」は、2021年からはじまった前中期経営計画「Brand-new	Deal	2023」の
基本方針の1つとして掲げおり、2024年に掲げた経営方針「The	Brand-new	Deal」の中でも引き続
き当社の主要戦略のひとつとして位置づけられています。
サステナビリティ戦略である「環境・社会・ガバナンス（ESG）の視点を取り入れたサステナビリティ
上の重要課題」と、事業戦略の「SDGs への貢献・取組強化」、及び社会貢献活動の重点分野の関連
は以下に示す通りです。

重点分野 「『SDGs』への貢献・取組強化」サステナビリティ上の重要課題への対応

次世代 
育成

主要な
SDGs 目標

目標4：	すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機
会を促進する

重要課題 健康で豊かな生活への貢献

環境保全

主要な
SDGs 目標

目標15：	陸上生態系の保護、回復及び持続可能な利用の推進、森林の持続可能
な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止及び逆転、ならびに生物多様
性損失の阻止を図る

重要課題 気候変動への取組み（脱炭素社会への寄与）

地域貢献

主要な
SDGs 目標

目標17： 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシッ
プを活性化する

重要課題 人権の尊重・配慮
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社会貢献活動

取組み：環境保全

2021年 8月より世界遺産の島、奄美大島・宇検村（うけんそん）とマ
ングローブ植林活動を開始。

2022年より滋賀県及び滋賀県立琵琶湖博物館と協働で、絶滅危惧種
であるアユモドキ保全プロジェクトを開始。

2009年から絶滅危惧種であるオランウータンの生息地でもある、ボル
ネオ島北東部（マレーシア国サバ州北ウルセガマ）で植林作業、維持・
管理作業を含む現地植林活動を支援。

絶滅危惧種であるアオウミガメの保全活動を認定 NPO 法人エバーラ
スティング・ネイチャー（ELNA）を通じて支援。

マングローブ植林プロジェクト

滋賀県、滋賀県立琵琶湖博物館との
希少淡水魚協働保全プロジェクト

ボルネオ島熱帯雨林再生及び生態系保全プログラム

絶滅危惧種アオウミガメ保全プロジェクト

※	マングローブ：濃密に発達した細根が常に伸長と枯死を繰り返し、枯れ落ちた枝葉が泥
炭となり蓄積することで、土壌中に高密度の炭素を隔離することから、単位面積あたり
のCO2吸収量が多い。

琵琶湖博物館内淡水魚飼育室

絶滅危惧種のオランウータン

1991年の旧東京大学気候システム研究センター発⾜当時からその趣
旨に賛同し、研究支援を継続。

東京大学大気海洋研究所 気候システム研究

気候シンポジウムの様子（2018年12月）

植林をする子どもたち

絶滅危惧種アオウミガメ
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取組み：次世代育成

●		伊藤忠記念財団ホームページ 
（https://www.itc-zaidan.or.jp/）
●		伊藤忠記念財団活動紹介（5 分 31 秒）  
（https://www.youtube.com/watch?v=6B6u3SwrdEo&t=4s）

電子図書普及事業
眉間に貼ったスイッチでパソコンを操作し、「マ
ルチメディアDAISY」を楽しむ。

1974年に伊藤忠記念財団（2012年に公益財団法人へ移行）を設立し
て以来、青少年の健全育成を目的とした社会貢献活動を継続。

伊藤忠記念財団

子ども文庫助成事業（1975年〜現在）
「BRIDGING	FOUNDATION（橋をかける基金）」
ベトナムの⼩児病棟にて読み聞かせ

開発途上にある国々のストリートチルドレンや大規模災害の被災児等
を支援する認定 NPO 法人国境なき子どもたち（KnK）を通じ、2007年
度よりフィリピンのマニラ郊外にある青少年自立支援施設「若者の家」
に係る支援を継続。

認定 NPO 法人国境なき子どもたち（KnK） 
フィリピン青少年支援施設「若者の家」

勉強を通じて夢を描く

ITOCHU SDGs STUDIO KIDS PARK

未来を担う世代である子どもたちが「遊び」を通して、SDGs
の考え方を体験できる施設ITOCHU	SDGs	STUDIO	KIDS	
PARKを開設

オンライン開催した「SDGs・環境教室」

環境教室の実施

障がいのある子どもたちにも野球を楽しんでもらうことを目的に、2007
年から継続して開催。伊藤忠グループ社員もボランティアに参加。

明治神宮野球場にて伊藤忠野球教室
を開催

港区立青山⼩学校の校外授業受入

小中高校生の企業訪問等の受入

https://www.itc-zaidan.or.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=6B6u3SwrdEo&t=4s


社会貢献活動
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取組み：地域貢献

創業地、滋賀との取組み： 
滋賀県立図書館への外国語絵本寄贈
海外拠点から集まった絵本

世界 60ヶ国、約 90拠点の海外店（2024年 4月 1日現在）それぞれの地
域において事業活動による地域貢献に加え、地域社会の一員として、地
域の課題は何か、伊藤忠らしい貢献を考え、実施。地域ブロックごとの
取組み詳細は、地域貢献 HP（https://wwｗ.itochu.co.jp/ja/csr/social/
community/index.html#activity-04）をご覧ください。

海外拠点での地域貢献活動

国内拠点での地域貢献活動
国内 7拠点（2024年 4月 1日現在）それぞれの地域で地域貢献活動を実施。拠点ごとの取組み詳細は、地域貢
献 HP（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/social/community/index.html#activity-05）をご覧ください。

2021年度より世の中のあらゆるSDGs に関する取組みを後押し
する発信拠点として、ITOCHU	SDGs	STUDIO を開設。生活者一
人ひとりが自分なりの SDGs との関わり方に出会える場として
様々な企画を展開。

ITOCHU SDGs STUDIO

東京本社では、1999年から日本赤十字社による献血活動を実
施。永年の献血事業に対する功績やコロナ禍の献血への貢献が
認められ、2021年度献血功労者　厚生労働大臣感謝状を受領。

日本赤十字社による献血活動

東京本社では、事業所内保育施設運営会社ポピンズ社を通じ、
新型コロナワクチンの職場接種を希望する保育士約 1,500名に
対してワクチン接種を実施。

エッセンシャルワーカーへの
新型コロナウイルスワクチン接種

生産プラットフォーム（BP 社提供）

バクー動物園に寄贈された太陽光パネル

デュバイのジェベルアリ工業地区の砂
漠にてゴミ拾い活動を実施

資源の安定確保と地域社会への貢献・共存を両立したカスピ海油田開
発事業
当社は BP 社をオペレータとする国際コンソーシアムの一員としてアゼルバイジャン共和
国領カスピ海領域の原油開発を行うACGプロジェクトとBTC 送油パイプラインプロジェ
クトに参画しています。
ACGプロジェクトで生産された原油は BTC パイプラインを経て、欧州の市場を始めとし
た各国に供給されており、世界のエネルギー資源の安定供給に寄与しています。両プロ
ジェクトでは法令・業界基準に則り労働環境の整備や環境に配慮した操業を行うと共に、
可能な限り炭素排出を低減した操業のための施策を実施しています。両プロジェクトは
地域雇用創出に貢献している他、教育・就業支援、農産業への支援等、地域社会への
貢献活動も多数行っています。また伊藤忠商事としては、⼩中学校へ PC を、国立公園
や州立バクー動物園に太陽光発電パネルを寄贈しました。

地域雇用創出の促進
伊藤忠グループ傘下 Dole Philippines 社によるパイナップル生産事業
伊藤忠グループのDole	International	Holdings（株）傘下のDole	Philippines社（Dolefil）
は 1963年にフィリピン・ミンダナオ島に入植し、地域との共生を重視した経営を行うこと
で60年に亘る持続的な事業発展を実現してきました。Dolefil は農家支援として収穫物
の買取り契約や重機の貸出、生産効率の向上ノウハウを提供し、農家の安定性を支援し
ています。加工工場では地元住民（先住・少数民族を含む）を積極的に採用し、現場作
業に必要なトレーニングを提供し職場の安全性と製品品質を向上させています。
さらに、Dolefil の CSR 部門からスピンアウトした NGO であるMahintana	Foundation,	
Inc.（MFI）と連携し、地域の産業や雇用の創出、環境保護、教育、生活支援に取り組んで
います。例えば、自社の木材パレット廃材を活用した地域の学校への椅子寄付プロジェク
トを行っており、社員給与からの拠出金とDolefil の追加拠出金を財源に、地域業者に製
造を委託し、資材のリサイクルと雇用創出を組み合わせた地域創生を推進しています。
また、新たな生産拠点として、2022年 4月より西アフリカのシエラレオネにてパイナップ
ルの栽培及びパイナップル加工品の生産を行っております。現在 1800名超を現地で雇
用、将来的には 3000名以上の現地雇用を見込んでおり、雇用機会の創出、および地域
経済の発展と生活水準の向上に貢献しています。

使用済み木製パレットを再利用した学童用の椅
子。Dolefilは20年間で7万脚以上を地元の学
校に寄付。

2022年7月からシエラレオネでのDole事業が
本格稼働し、生活水準向上の一環として14基
の井戸を提供。

https://www.itochu.co.jp/ja/csr/social/community/index.html#activity-05
https://www.itochu.co.jp/ja/csr/social/community/index.html#activity-04
https://www.itochu.co.jp/ja/csr/social/community/index.html#activity-04


ESGデータ（社会）

第三者保証
独立した第三者保証報告書（P232）：★マークを付した以下のデータについては、KPMGあずさサステナビリ
ティ（株）による国際監査・保証基準審議会の国際保証業務基準（ISAE）3000に準拠した第三者保証を実施。

※	データの集計範囲は、連結と記載のある数値以外は原則単体

単体 連結

従業員人数（人） 男（人） 女（人） 平均年齢（歳） 平均年間給与（円） 従業員人数（人） 臨時従業員数（人）

2024年★ 4,098 3,072 1,026 42.3 17,536,469 113,733 45,193

2023年 4,112 3,111 1,001 42.4 17,300,799 110,698 44,705

2022年 4,170 3,180 990 42.2 15,797,516 115,124 43,195
※	平均年間給与は、2024年より休職者及び定年後再雇用等の有期雇用従業員を除いて算定しています。
※	連結従業員人数は、子会社を含む就業人員数（受入出向者を含み、役員・他社への出向者・臨時従業員は除く）です。
※	臨時従業員数は、各年度（期首人員数＋期末人員数）÷2で平均雇用人員数を算出しています。
※	臨時従業員は、子会社を含む、契約期間が1ヶ月以上の派遣社員・契約社員・アルバイト・パートタイマーです。

従業員の状況（各年3月31日現在）

全従業員 うち正規雇用従業員 うち有期雇用従業員

2023年度 58.5% 59.3% 52.5%

2022年度 59.1% 60.5% 41.6%

男女間賃金格差

※	算出方法は「女性社員の平均年収÷男性社員の平均年収」です。

女性総合職、管理職、部長職級、役員及び執行役員比率（各年3月31日現在）
（単位：人）

総合職 管理職※1 部長職級※2 役員及び執行役員※3

全体 女性 女性比率 全体 女性 女性比率 全体 女性 女性比率 全体 女性 女性比率

2024年★ 3,308 395 11.9% 2,522 223 8.8% 392 3 0.8% 41 5 12.2%

2023年 3,331 375 11.3% 2,541 219 8.6%
※2 

401
※2 
3

※2 
0.7% 38 4 10.5%

2022年 3,395 359 10.6% 2,569 210 8.2% 413 3 0.7% 41 4 9.8%

※1	 	管理職は、総合職の中で一定以上の職階の者を対象にしている他、特別職で管理職相当の職位の者及び准執行役員も対象にしています。
※2	 部長職級は、管理職のうち、更に上級の職位の従業員で、執行役員及び准執行役員も含みます。
※3	 執行役員の人事制度改訂に伴い、集計対象を一部見直しています。これに伴い、2023年及び2022年の人数及び割合を遡って修正しています。

女性社員海外駐在状況（2024年4月1日現在）

��名
欧州・CIS

�名
中近東 �名

東アジア

��名

※ 実習生を含む

女性社員
海外駐在数

��名
北米

��名

アジア
・大洋州

�名
中南米

海外ブロック従業員のマネジメント人材数（2024年3月31日現在）

※	本社管理職相当

北米 中南米 欧州・CIS アフリカ 中近東 東アジア アジア・ 
大洋州

マネジメ
ント人材 85 37 80 7 32 322 176

（単位：人）

※	従業員人数は、子会社を含む就業人員数（受入出向者を含み、役員・他社への出向者・臨時従業員は除く）です。

繊維 機械 金属 エネルギー・
化学品 食料 住生活 情報・ 

金融 第8 その他 合計

単体 311 388 167 371 399 241 238 44 896 3,055

連結 6,232 13,568 515 11,861 32,687 22,013 16,966 7,265 2,626 113,733

オペレーティングセグメント別従業員数★（2024年3月31日現在） （単位：人）

※	地域別海外ブロック従業員数は、海外現地法人及び海外支店・事務所在籍従業員数

地域別海外ブロック従業員数★（2024年3月31日現在）
北米 中南米 欧州・CIS アフリカ 中近東 東アジア アジア・大洋州

現地社員 134 108 265 64 119 566 590

駐在員 53 19 64 17 25 71 103

実習生 17 3 14 0 4 15 22

総計 2,273

（単位：人）
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ESGデータ（社会）

障がい者雇用率（各年3月1日現在）

障がい者雇用率（%）

2024年★ 2.43

2023年 2.48

2022年 2.43

※	集計対象は、単体、伊藤忠ユニダス（株）及び伊藤忠人事総務サービス（株）です。

※	各年4月1日～3月31日を対象にしています。
※	＊1は、一部の集計データを見直したため、過年度データを訂正しています

男女別採用人数とキャリア採用比率
男女別採用人数（単位：人）

キャリア採用
比率

（単位：%）
新卒 キャリア 新卒・

キャリア合計男 女 小計 男 女 小計

2023年度★ 82 53 135 19 5 24 159 15

2022年度 73 34 107 8＊1 6 14 121 12

2021年度 80＊1 36 116 1＊1 1 2 118 2

平均勤続年数 自己都合退職率

男性 女性 合計 男性 女性 合計

2023年度★ 18.2年 18.0年 18.2年 1.5% 1.7% 1.6%

2022年度 18.3年 18.3年 18.3年 1.9% 1.6% 1.9%＊1

2021年度 18.1年 18.4年 18.2年 1.7% 1.5% 1.6%

※		対象職掌：総合職・事務職・特別職
	 退職率は以下の方法で計算しています。
	 自己都合退職者数	÷	各年度末の従業員数
※		＊1は、一部の集計データを見直したため、過年度データを訂正しています

平均勤続年数及び自己都合退職率（単体）

伊藤忠商事の平均勤続年数は約 18年と長い一方、自己都合退職率は約 1.6％と低く、継続して働
く社員が多いことが特徴的です。

育児・介護関連制度取得状況

※1			育児休業等には出生時育児休業（産後パパ育休）を含みます。
※2			育児休業取得者数は、当期中に育児休業等を開始した従業員数です。育児休業等取得率は、当期中に出産した従業員数（男性の場合は、配偶者

が出産した男性社員数）に対して、当期中に育児休業等を開始した従業員数の割合です。（他社からの受入出向者数を含む）
※3			育児休業等復職率は、当期中に育児休業等を終了した従業員数に対して、当期中に育児休業等から復職した従業員数の割合です。（他社からの

受入出向者数を含む）

育児関連

育児休業等※1 育児休業等
取得率※2 子の看護休暇 時短勤務 特別休暇 休業復職率※3

2023年度★

男性 51 53% 102 0 5

96%女性 45 100% 145 74 22

合計 96 68% 247 74 27

2022年度

男性 39 52% 67 0 4

96%女性 48 100% 125 89 19

合計 87 71% 192 89 23

2021年度

男性 32 34% 71 0 7

100%女性 47 104% 124 94 16

合計 79 56% 195 94 23

（単位：人）

介護・ファミリーサポート関連

介護休業 介護休暇 時短勤務 特別休暇 ファミリー 
サポート休暇

2023年度★

男性 0 32 0 3 49

女性 0 49 3 9 73

合計 0 81 3 12 122

2022年度

男性 0 23 0 4 55

女性 0 45 3 9 70

合計 0 68 3 13 125

2021年度

男性 1 18 0 3 70

女性 0 47 5 9 72

合計 1 65 5 12 142

（単位：人）
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ESGデータ（社会）

※1			対象職掌：正規…総合職、事務職、特別職、受入出向　契約…嘱託、傭員
※2			労働災害の罹災者数：業務に起因して発生した休業災害及び不休業災害の罹災者数と通勤災害の罹災者数の合計値を示す。
※3			OIFR：100万時間あたりの病気や疾病に該当する休業災害の発生率（病気や疾病に起因するLTIの罹災者数÷延べ労働時間×100万時間で計算）
※4			LTI（Lost	Time	Incident	休業災害）とは業務に関係した傷害や病気により、被災者が事故の翌営業日に勤務できない状態（労働災害）のこと。 

翌営業日より後に休業した場合は集計対象としていない。
※5			LTIFR：100万時間あたりの休業災害の発生率（LTIの罹災者数÷延べ労働時間×100万時間で計算）

労働安全衛生に関するデータ　単体の従業員※1

2021年度 2022年度 2023年度

正規 契約 正規 契約 正規 契約

労働災害の罹災者数（うち通勤災害罹災者数）※2 5（4） 0（0） 3（0） 0（0） ★5（3） ★3（1）

死亡災害件数 0 0 0 0 ★0 ★0

OIFR（疾病度数率）※3 0 0 0 0 ★0 ★0

LTI（休業災害）の罹災者数※4 0 0 0 0 ★0 ★1

LTIFR（休業災害度数率）※5 0 0 0 0 ★0 ★4.91

※	厚生労働省「令和4年労働災害動向調査」の概況より

2020年 2021年 2022年

労働災害度数率 2.27 2.31 1.98

■ 業界平均との比較（事業規模100名以上の卸売業・小売業対象）

従業員の能力開発研修にあてられた時間／費用

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

年間の総研修時間（時間） 168,425 92,431 112,574 87,841 115,649

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

一人あたり人材開発時間（時間）※ 39.53 21.93 27.00 21.36 28.22

一人あたり人材育成投資額（万円） 40.7 26.0 26.9 39.6 55.5

※	計算式：年間の総研修時間／各年度末の人員数

研修名 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

事業管理クイックマスターコース 110 152 172 173 145

グローバルディベロップメントプログラム 154 0（中止） 0（実施なし） 33 102

組織長ワークショップ 337 341 624 1,401 649

短期ビジネススクール派遣 37 8 7 16 36

若手短期中国語・特殊語学派遣 10 0（中止） 0（実施なし） 5 15

中国語レッスン 158 205 189 193 233

キャリアビジョン支援研修（のべ） 1,940 2,067 1,851 1,419 1,210

主な研修参加人数
（単位：人）

2023年度人権に関する研修実績★

参加人数

ESG 推進担当説明会 101

新入社員研修 137

新任課長研修 50

組織長ワークショップ 649

海外赴任前研修 226

グループ会社新任役員研修 130

サステナビリティ調査説明会 109

合計 1,402

（単位：人）
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2023年度　健康・安全基準をテーマとして含む主要な一般研修と受講従業員数

ESGデータ（社会）

多様性、公平性、包括性（Diversity, Equity & Inclusion）に関連するワークショップ

年度 テーマ

2023（対面・オンライン）

1. Femtech	Fes!?（フェムテックの活用）
2. 女性活躍推進（女性活躍推進委員会×BHP）
3. プレママ・プレパパレッスン（男性育休取得促進）
4. 介護との両立（介護の基礎知識、遠距離介護）
5. LGBTQに関する基礎知識

2022（対面・オンライン）

1. 「健康・育児コンシェルジュ」の導入
2. 妊活との両立、支援プログラムの導入
3.	LGBTQに関する基礎知識・パートナーシップ
4.	男性育児休業
5.	介護との両立

2021（オンライン）

1. キャリアと介護の両立
2. キャリアと家庭の両立
3. LGBTに関する基礎知識
4. 女性のキャリアと健康
5. 女性活躍推進（役員による講演）

研修名 具体的な内容 受講従業員数

新入社員研修
人生やキャリアのための自身の健康の大切さや、メンタルや生
活習慣病について、また社内の健康管理体制について産業医と
臨床心理士が説明。

137

新任課長研修
部下の状態を健康に保つための指導や管理方法について、ケー
ススタディを通して産業医と臨床心理士が説明。部下のケアの
みならず、自身のケアについても指導している。

50

海外赴任前研修・ 
海外語学実習派遣前 
研修

駐在中に起こりやすい健康問題や、日本と海外の医療環境/生
活環境について、また駐在前の準備事項や駐在中の健康チェッ
クの方法について産業医が説明。本人だけではなく帯同家族向
けにも実施し、何かあった場合の相談/連絡先についても紹介
している。

245

健康・安全基準に関する研修・訓練の参加者数　単体の従業員

※1			新入社員研修（総合職・事務職）、新任課長研修、海外赴任前研修、東京本社の総合防災訓練の各参加者数の合計値です。
※2			キャリアビジョン研修と朝活セミナーに分類される、マインドフルネス講座、メンタルヘルスマネジメント講座等といった各研修の参加者の

合計値です。

（単位：人）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

健康・安全基準をテーマとして含む 
一般研修※1 3,629 1,447 841 2,690 ★2,865

健康・安全基準をテーマとして含む 
人事研修※2 453 74 63 358 ★719

186環境トップコミットメント ガバナンス サステナブルファイナンス 社会からの評価 第三者保証報告書伊藤忠グループのサステナビリティ 社会

人材育成 労働安全衛生・健康経営 人権 顧客責任 バリューチェーンにおけるサステナビリティ 社会貢献活動労働慣行

（単位：人）

ESGデータ（社会）



187ガバナンス

Governance

ガバナンス

環境トップコミットメント 社会 サステナブルファイナンス 社会からの評価 第三者保証報告書伊藤忠グループのサステナビリティ



コーポレート・ガバナンス

リスク 機会

コーポレート・ガバナンス、内部統制の機能不全に伴う事業継続リスク、予期せぬ損失の発生　等 強固なガバナンス体制の確立による意思決定の透明性の向上、変化への適切な対応、安定的な成長基盤の確立　等

当社グループは、創業者・伊藤忠兵衛の言葉から生まれた「三方よし（売り手よし、買い手よし、世間よ
し）」の精神を企業理念とし、自社の利益だけではなく取引先、株主、社員をはじめ周囲の様々なステー
クホルダーの期待と信頼に応えて社会課題の解決に貢献することにより、世の中に善き循環を生み出し、
持続可能な社会の実現に貢献することを目指しております。また、社員一人ひとりが自らの商いにおける
行動を自発的に考え、売り手や買い手のみならず世間に対しても、より善い商い、より善い未来に向けた

「無数の使命」を果たすべく、「ひとりの商人、無数の使命」を企業行動指針と定めています。
当社は、この企業理念及び企業行動指針に則り、様々なステークホルダーとの間で公正かつ良好な関係
を構築することにより、長期的な視点に立って企業価値の向上を図ることを経営の基本方針とし、この基
本方針に従い、適正かつ効率的な業務執行を確保することができるよう、意思決定の透明性を高めると
ともに、監視・監督機能が適切に組込まれたコーポレート・ガバナンス体制を構築します。
充実したコーポレート・ガバナンスのためには、経営者による健全なリーダーシップの発揮と、透明で公
正な意思決定の両立が不可欠であるとの考えの下、当社は、監査役（監査役会）設置会社として、法令
上認められる範囲内で通常の業務執行に属する事項の経営陣への委任を進める一方、経営監視を強化
するための施策を行ってきました。2017年度には、業務執行取締役を大幅に減員することにより社外取
締役比率を3分の 1以上に高め、経営の執行と監督の分離を促進し、今後も社外取締役比率 3分の 1以
上を維持していきます。また、取締役会の諮問委員会として、社外取締役を委員長とし、委員総数の過半

数を社外取締役とする「ガバナンス・指名・報酬委員会」及び社外取締役を委員長とし委員総数の半数
以上を社外役員とする「女性活躍推進委員会」を設置し、社外役員の目による経営監視を継続しておりま
す。なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性の確保を重視しており、（株）東京証
券取引所が定める「独立役員」の要件に加えて、当社独自の独立性判断基準を策定しております。このよ
うに高い独立性が確保された取締役会において、経営陣による業務執行の監督の他、定量面または定性
面から重要性の高い業務執行に関する審議も行っており、業務執行の監督が適切に行われることに加え、
重要な業務執行については社外の視点からの検討も行うことができると考えております。
更に、当社は、株主・投資家等のステークホルダーに対する財務・非財務情報の発信もコーポレート・
ガバナンス上の重要な課題の一つと認識し、様々なステークホルダーとの間の対話を更に促進する目的
で「IR 基本方針」を定め、適時・適切な情報開示に努めております。こうした対話の促進により、長期的
な視点での当社の企業価値の向上に繋げていきたいと考えております。
当社としては、現状のコーポレート・ガバナンス体制は（株）東京証券取引所の「コーポレートガバナンス・
コード」において標榜されている「攻めのガバナンス」の精神にも適うものであると考えております。一方
で、当社が置かれた経営環境を踏まえた最適なコーポレート・ガバナンス体制を構築すべく、引続き検
討を続けていきます。

方針・基本的な考え方

目標・アクションプラン

188環境トップコミットメント 社会 サステナブルファイナンス 社会からの評価 第三者保証報告書伊藤忠グループのサステナビリティ ガバナンス

リスクマネジメント コンプライアンス

マテリアリティ SDGs 
目標

インパクト 
分類

取組むべき
課題 事業分野 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合

確固たる
ガバナン
ス体制の
堅持

ガバナンス

持続可能な
成長を実現
するガバナ
ンス体制の
維持・強化

コーポレー
ト・ガバナ
ンス

独立した客観的な立場から、
経営に対する実効性の高い監
督を行うと共に、意思決定の
透明性を高め、また適正かつ
効率的な業務執行を確保する
ことにより、持続的な成長と中
長期的な企業価値の向上を目
指します。

●		当社独立性判断基準を満たす高い独立
性を有し、各分野における高い見識を
もって当社の経営に貢献することが期待
される、複数の社外取締役を選任。

●		中長期的な業績の向上と、企業価値の増
大への貢献意識を高めることのできる、
透明性・客観性の高い役員報酬制度を
継続。

各年の取締役会評価を通じて、取
締役会の監督機能強化に向けた施
策を継続的に実施。

●		取締役会の多様性を維持（社外取締役	常時1／3以上：10人中4人、取締役女性比率：10人中2人、監査
役に女性2人登用、企業経営経験のある社外取締役1人／社外監査役1人を選任）。

●		ガバナンス・報酬委員会と指名委員会を、ガバナンス・指名・報酬委員会に改組。ガバナンス・指名・
報酬委員会の委員長及び構成人員の過半数は社外取締役（7人中4人）。

●		女性活躍推進委員会の委員長は女性社外取締役、構成人員については社外役員半数、女性半数（夫々6
人中3人）を維持。

コーポレート・ガバナンス



コーポレート・ガバナンス

2024年 6月 21日現在、当社は（株）東京証券取引所の「コーポレートガバナンス・コード」に記載
された各原則をすべて実施しております。
詳細につきましては、コーポレート・ガバナンス報告書（https://www.itochu.co.jp/ja/files/
corporate_governance.pdf）PDF   をご参照ください。

当社は、監査役（監査役会）設置会社として、社外監査役を含めた監査役による経営監視を十分機
能させることで監視・監督機能の充実と意思決定の透明性を確保しております。この監査役による
経営監視を主軸とした企業統治体制に加えて、当社は、取締役会による経営監督の実効性と意思
決定の透明性を強化・向上させることを目的に、2017年度より取締役総数の 3分の 1以上の社外
取締役を選任しており、今後も引続き社外取締役比率 3分の 1以上を維持していきます。また、取
締役会の任意諮問委員会として、社外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外取締役とする

「ガバナンス・指名・報酬委員会」及び社外取締役を委員長とし委員総数の半数以上を社外役員
とする「女性活躍推進委員会」を設置しております。なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあ
たっては、独立性の確保を重視しており、（株）東京証券取引所が定める「独立役員」の要件に加え
て、当社独自の独立性判断基準を策定しております。取締役総数の 3分の 1以上の社外取締役を
含む取締役会及びその任意諮問委員会に加え、社外監査役が過半を占める監査役会を基礎とした
現状の当社の企業統治体制は、当社のコーポレート・ガバナンス報告書に記載の「コーポレート・
ガバナンスに関する基本的な考え方」に合致したものであると考えております。

コーポレートガバナンス・コードへの対応状況

現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

コーポレート・ガバナンス

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制システムの概要図（2024年6月21日現在）

1.		取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規程」その他の社
内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。

2.		取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、
担当業務を執行する。

3.		取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採
用する。執行役員は、取締役会の決定の下、取締役会及び代表取締役の委任に基づき、担当職
務を執行する。

4.		監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査
する。

体制・システム

株主総会

監査役室
会計監査人

CSO
内部統制委員会

開示委員会
CAO

CFO

CXO 

ALM委員会
コンプライアンス委員会
サステナビリティ委員会
投融資協議委員会

新本社ビル開発委員会

監査部

HMC

選任・解任

選任・解任

選定・監督 諮問

選任・解任

会計監査

監視・監査

監視・監査

繊維
カンパニー

 機械
カンパニー

 金属
カンパニー

エネルギー・
化学品カンパニー

食料
カンパニー

住生活
カンパニー

 情報・金融
カンパニー

社長COO

会長CEO

監査役会
監査役

取締役会
取締役

女性活躍推進委員会

ガバナンス・指名・報酬委員会

グループ
CEOオフィス

第�
カンパニー

※1	 CEO＝Chief	Executive	Officer　	COO=Chief	Operating	Officer　	CSO=Chief	Strategy	Officer　
	 CAO＝Chief	Administrative	Officer　	CFO＝Chief	Financial	Officer　	CXO＝Chief	Transformation	Officer
	 HMC＝Headquarters	Management	Committee　	ALM＝Asset	Liability	Management
※2	 コンプライアンス統括役員はCAO。また、各ディビジョンカンパニーにはカンパニープレジデントを設置。
※3	 内部統制システムは社内のあらゆる階層に組込まれており、そのすべてを表記することはできませんので、主要な組織及び委員会のみ記載し

ています。
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コーポレート・ガバナンス

●		当社は、取締役会設置会社、監査役（監査役会）設置会社です。
●		2018年 4月 1日付にて、取締役会長が最高経営責任者（ＣＥＯ（Chief	Executive	Officer））、取締
役社長が最高執行責任者（ＣＯＯ（Chief	Operating	Officer））を兼務しております。

●		取締役会は、社内取締役 7名、社外取締役 4名の計 11名で構成されており、取締役会長が取締
役会議長を務めております。毎月 1回以上開催することを原則とし、法令、定款及び「取締役会
規程」その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督して
おります。なお、社外取締役のうち2名は女性であり、また、社内取締役一人あたりの平均海外
駐在年数は 5.4年となります（2024年 6月 21日現在）。

●		2023年度は、取締役会を合計 17回開催し、全取締役及び全監査役がすべての取締役会に出席
しております。また、1件の取締役会書面決議の提案があり、全取締役が同意の意思表示をし、
全監査役が異議を述べなかったため、取締役会の決議があったものとみなされました。

●		2023年度において取締役会に付議された議題は合計 75件であり（上記書面決議事項を除く）、
主な議題は以下のとおりです（他に、個別の投融資案件や業務執行状況等を含む重要事項が付
議されております）。
●		決算、配当、資金調達、自己株式取得
●		2023年度短期経営計画、取締役会の実効性評価
●		2023年度上場一般投資保有方針
●		女性活躍推進委員会答申
●		サステナビリティに関する取組み
●		重要投資案件

●		伊藤忠テクノソリューションズ	完全子会社化
●		大建工業	完全子会社化

等

取締役会及び取締役

概要

コーポレート・ガバナンス体制早見表（2024年6月21日現在）

機関設計の形態 取締役会・監査役（監査役会）設置会社

取締役の人数（内、社外取締役の人数） 11名（4名）
※	社外取締役のうち2名は女性、社内取締役一人あたりの平均海外駐在年数は5.4年。

監査役の人数（内、社外監査役の人数） 5名（3名）

取締役の任期 1年（社外取締役も同様）

執行役員制度の採用 有

社長の意思決定を補佐する機関 HMC（Headquarters	Management	Committee）が全社経営方針や重要事項
を協議

取締役会の任意諮問委員会 ガバナンス・指名・報酬委員会及び女性活躍推進委員会を設置

取締役報酬体系
役員報酬制度の詳細について（P192）

①		月例報酬（固定）：役位ごとの基準額をベースに気候変動及びESG・SDGs
対応を含む会社への貢献度等に応じて決定

②		業績連動型賞与（変動（単年度））：連結純利益に基づき総支給額が決定し、
役位ポイント等に応じて個別支給額が決定

③		株価連動型賞与（変動（中長期））：連続する2事業年度における当社株価
の上昇額に、当社株価成長率と東証株価指数（TOPIX）の成長率との相対
評価を加味して算定

④		業績連動型株式報酬（変動（中長期））：連結純利益に基づき取締役の役
位に応じて報酬として支給される株式数が決定

※	社外取締役には月例報酬のみを支給

会計監査人 有限責任監査法人トーマツ

2021年度～2023年度の会議開催

※	開催回数には書面審議を含まない。

年度 取締役会 指名委員会 ガバナンス・
報酬委員会

女性活躍推進
委員会 監査役会

2022年度

開催回数 15回 3回 2回 2回 14回

出席率
社外取締役 98% 100% 100% 100% ―

社外監査役 100% 100% 100% 100% 100%

2021年度

開催回数 15回 1回 3回 3回 14回

出席率
社外取締役 100% 100% 100% 100% ―

社外監査役 98% 100% 100% 67% 98%

年度 取締役会 ガバナンス・ 
指名・報酬委員会

ガバナンス・ 
報酬委員会

女性活躍推進
委員会 監査役会

2023年度

開催回数 17回 3回 2回 2回 14回

出席率
社外取締役 100% 100% 100% 100% ―

社外監査役 100% 100%（オブザーバー） 100% 100% 100%
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広範囲な事業領域を有する総合商社の取締役会として、適切な経営の監督及び重要な業務執行の
意思決定を行えるよう、原則として、会長、社長及び総本社職能各部統括オフィサーの他、カンパ
ニープレジデントの中から適任者 1名を取締役（社内）として選任するとともに、取締役会の経営
監督機能を強化するため、社外取締役比率を3分の 1以上とする、複数名の社外取締役を選任し
ます。社外取締役については、独立性を重視する観点から、（株）東京証券取引所が定める「独立
役員」の要件及び当社の「独立性判断基準」に定める独立性の要件を満たすとともに、各分野にお
ける経験を通じて培った高い見識をもって当社の経営に貢献することが期待される者を優先的に選
任します。取締役候補者については、上記の方針を踏まえ、また、知見、経験、性別、国際性等の
多様性にも留意しながら、会長が原案を作成し、ガバナンス・指名・報酬委員会での審議を経て、
取締役会にて決定します。

取締役候補者の選任の方針と手続

氏名 選任の理由

川名 正敏
2018年6月就任
＜2023年度取締役会
出席状況＞
17／17回（100%）

東京女子医科大学病院の医師として長年従事し、同院副院長等の重要役職を歴任、同大学附属青山
病院病院長としての病院経営の経験と医療に関する高度な知識を活かして、独立の立場から当社の経
営を監視・監督することを期待して選任しています。なお、川名氏は、（株）東京証券取引所の「上場
管理等に関するガイドライン」に定める独立性基準及び当社独自の「独立性判断基準」に基づき独立性
を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、独立役員に指定して
おります。

中森 真紀子
2019年6月就任
＜2023年度取締役会
出席状況＞
17／17回（100%）

公認会計士としての財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な企業経営者としての経験を活か
して、独立の立場から当社の経営を監視・監督することを期待して選任しております。なお、中森氏は、
（株）東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性基準及び当社独自の「独
立性判断基準」に基づき独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断され
ることから、独立役員に指定しております。

石塚 邦雄
2021年6月就任
＜2023年度取締役会
出席状況＞
17／17回（100%）

株式会社三越伊勢丹ホールディングスの社長・会長、日本経済団体連合会の副会長を歴任したことに
よる企業経営や⼩売業界に関する豊富な知見を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監督す
ることを期待して選任しております。なお、石塚氏は、（株）東京証券取引所の「上場管理等に関するガ
イドライン」に定める独立性基準及び当社独自の「独立性判断基準」に基づき独立性を有しており、一
般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、独立役員に指定しております。

伊藤 明子※

2023年6月就任
＜2023年度取締役会
出席状況＞
13／13回（100%）

（就任以降）

国土交通省において、大臣官房審議官、同省初の女性局長（住宅局長）、内閣官房内閣審議官まち・ひ
と・しごと創生本部事務局総括官補等の要職を歴任後、消費者庁長官に就任した、消費者視点の課題
全般についての行政官としての豊富な経験と高い見識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・
監督することを期待して選任しております。なお、伊藤氏は、（株）東京証券取引所の「上場管理等に関
するガイドライン」に定める独立性基準及び当社独自の「独立性判断基準」に基づき独立性を有してお
り、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、独立役員に指定しております。
※	伊藤明子の戸籍上の氏名は、野田明子です。

■ 社外取締役の選任理由
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コーポレート・ガバナンス

構成
◎委員長　〇委員

氏名 当社における地位、担当 取締役会出席状況 在任 
年数

ガバナンス・指名・ 
報酬委員会

女性活躍
推進委員会

岡藤 正広
取締役会長 
会長執行役員 
ＣＥＯ

17／17回（100%） 20年 〇 ―

石井 敬太
取締役社長 
社長執行役員 
ＣＯＯ

17／17回（100%） 3年 〇 ―

小林 文彦 取締役	副社長執行役員 
ＣＡＯ 17／17回（100%） 9年 〇 〇

鉢村 剛 取締役	副社長執行役員
ＣＦＯ 17／17回（100%） 9年 ― ―

都梅 博之
取締役	副社長執行役員 
機械カンパニー	 
プレジデント

17／17回（100%） 2年 ― ―

瀬戸 憲治 取締役	執行役員 
ＣＳＯ ― ― ― ―

中 宏之
取締役	執行役員	ＣＸＯ

（兼）グループＣＥＯ 
オフィス長

17／17回（100%） 2年 ― ―

川名 正敏 取締役 17／17回（100%） 6年 〇 ―

中森 真紀子 取締役 17／17回（100%） 5年 〇 ◎

石塚 邦雄 取締役 17／17回（100%） 3年 ◎ ―

伊藤 明子 取締役 13／13回（100%）
（就任以降） 1年 〇 ―

再任

再任

再任

再任

再任

再任

社外 独立再任

社外 独立再任

社外 独立再任

社外 独立再任

新任

社内取締役※1 社外取締役 取締役会における女性比率※2 取締役会における社外役員比率※2

7名 4名 25% 44%

※1		P：機械カンパニープレジデント
※2		取締役会の構成には、取締役及び監査役が含まれる

CEO COO

P CSO

CAO

CXO

CFO 男性 女性

（4名） （7名）



コーポレート・ガバナンス

当社は、会社法第 427条第 1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、同法第
423条第 1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、社外取締役または社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない時
は、同法第 425条第 1項に定める最低限度額としております。

当社は、会社法第 430条の 3第 1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結
し、被保険者である取締役及び監査役等が負担することになる法律上の損害賠償金・損害賠償請
求対応等の費用等の損害を当該保険契約により、填補することとしております。但し、贈収賄等の
犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は填補対象外となっており、役員等の職
務の執行の適正性は損なわれない仕組みとなっております。なお、本保険の保険料は全額当社が
負担しております。

責任限定契約の内容の概要

役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、取締役及び監査役の全員との間で、会社法第 430条の 2第 1項の規定に基づき、同項第
1号の費用及び同項第 2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する契約を締結して
おります。なお、各取締役及び各監査役が、法令違反を認識しながら行った行為、自己若しくは第
三者の不正な利益を図るまたは当社に損害を加える目的で職務を執行したことに関して発生した
費用等については、当社は、締結者に対して補償を行いません。

補償契約の内容の概要

当社の現行の取締役報酬制度は、「業績拡大と株価上昇のインセンティブ」の目的で設計されていま
す。報酬総額のうち変動報酬が占める割合が約 82%（2023年度）となっており、他社との比較にお
いても非常に高い水準となっています。業績が上がれば報酬が増額する一方、業績が悪化した場合
には各取締役の報酬は大幅に減少し、経営責任を明確に負担する仕組みとなっていること、また、
過去より算定式を含めて本報酬制度を対外的に開示しており、その透明性が高いことが特徴です。
具体的には、①月例報酬、②業績連動型賞与、③株価連動型賞与及び	④業績連動型株式報酬に
より構成されており、業績連動型賞与は短期業績を、株価連動型賞与及び業績連動型株式報酬は
中長期的な企業価値の増大を意識するための報酬と位置付けています。
業績連動型賞与及び非金銭報酬である業績連動型株式報酬の連動指標は、連結純利益としていま
す。連結純利益は、成長に向けた投資や株主還元の原資となる分かりやすい指標であるため株式
市場の関心が高く、今後も指標としての重要性は揺るがないと考えており、また、従業員の賞与も
連結純利益に連動させています。
株主の皆様と同じ目線に立ち、企業価値向上をより一層意識することを目的として、当社株価を連
動指標とする株価連動型賞与を導入しています。本賞与は連続する2事業年度における日々の当
社株価の平均値の上昇額を連動指標とし、公平性を担保するため、連続する2事業年度の日々の
当社株価の平均値の成長率と東証株価指数（TOPIX）の平均値の成長率との相対評価を加味して
算定する仕組みとしています。

役員報酬制度
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当社は、会長 CEO による立案及び取締役会の任意諮問委員会であるガバナンス・指名・報酬委
員会による検討というプロセスにおいて、後継者計画の審議を行っております。後継者計画の検討
に際しては、中長期的な企業価値向上の実現に向け、全社の事業内容に関する知識だけでなく、
候補者の業務経歴・経験・人柄等についての深い理解が必須であることから、執行側による立案
を前提とし、社外取締役を委員長かつ委員の過半数とするガバナンス・指名・報酬委員会において、

「世間の目・一般株主の目」を併せ持つ社外役員の視点を反映させて、審議を行うこととしており
ます。なお、後継者は、会長 CEO が立案した候補者をガバナンス・指名・報酬委員会で審議のう
えで、その審議結果を取締役会に答申し、取締役会で決議することによって決定されます。

後継者計画の検討
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■ 2023年度取締役（社外取締役を除く）報酬構成比率

報酬の種類 内容 報酬限度額 株主総会決議

取締役

① 月例報酬（固定）
役位ごとの基準額をベースに気候
変動及びESG・SDGs対応を含む
会社への貢献度等に応じて決定

月例報酬総額として年額10億円
（うち、社外取締役分は年額1億円）

2022年
6月24日

② 業績連動型賞与 
（変動（単年度））

連結純利益に基づき総支給額が決
定し、取締役の役位ポイント等に
応じて個別支給額が決定
算定式は下記参照

賞与総額（社外取締役は賞与支給せ
ず）として、年額30億円

③ 株価連動型賞与 
（変動（中長期））

連続する2事業年度における当社
株価の上昇額に、当社株価成長率
と東証株価指数（TOPIX）の成長
率との相対評価を加味して算定
算定式は下記参照

④ 株式報酬（信託
型）（変動（中長
期））

連結純利益に基づき、取締役の役
位に応じて、報酬として支給され
る株式数が決定
算定式は下記参照

下記は2事業年度分、かつ取締役、執
行役員及び上席執行理事を対象とした
限度額
●		当社から信託への拠出上限額：50億円
●		対象者に付与するポイントの総額：
60万ポイント（1ポイント=1株として
換算）

※	社外取締役は不支給

2024年
6月21日

監査役 月例報酬のみ 年額250百万円 2022年
6月24日

業績連動型
株式報酬

月例報酬月例報酬

固定報酬
約��%

変動報酬
約��%

業績連動型賞与業績連動型賞与

株価連動型
賞与

2024年度の取締役賞与及び株式報酬は、2024年度の決算が確定次第、下記方法に基づき算定の
上、第 101回定時株主総会終了後、支払います（株式報酬についてはポイントを付与）。

総支給額 ＝（A+B+C）× 対象となる取締役の役位ポイントの総和÷ 55 
A ＝ 2024 年度連結純利益のうち、2,000 億円に達するまでの部分× 0.35% 
B ＝ 2024 年度連結純利益のうち、2,000 億円を超え 3,000 億円に達するまでの部分× 0.525% 
C ＝ 2024 年度連結純利益のうち、3,000 億円を超える部分× 0.35%

個別支給金額 ＝ 総支給額 × 役位ポイント ÷ 対象となる取締役の役位ポイントの総和

※		個別支給額80％の算定式：
（総支給額×役位ポイント÷対象となる取締役の役位ポイントの総和）×80％×（担当組織連結純利益の計画達成率により決定する乗率×70％
＋役職就任時に担当する組織の就任前年度業績との比較により決定する乗率×30％）

＊		担当組織連結純利益の計画達成率により決定する乗率：100％＋（担当組織連結純利益の計画達成率－100％）×2（乗率が負数の場合は0％とし
ます。上限は200％とします。）

＊		役職就任時に担当する組織の就任前年度業績との比較により決定する乗率：100％＋（2024年度の担当組織連結純利益÷就任前年度の担当組織
連結純利益－100％）×2（乗率が負数の場合は0％とします。上限は200％とします。）但し、制度改定日である2023年6月13日時点で既に担当組
織を持つ役職に就任している取締役については、就任前年度の担当組織連結純利益を2023年度の担当組織の連結純利益に読み替えるものとし
ます。

＊		2024年度の当社取締役のうち、担当組織の業績評価を反映する取締役の担当は機械カンパニーであり、同カンパニーの2024年度の連結純利益
の計画値は1,300億円（2024年5月8日に公表）です。

＊		担当組織の業績評価ができない取締役の担当組織連結純利益の計画達成率により決定する乗率及び役職就任時に担当する組織の就任前年度業
績との比較により決定する乗率は100％とします。

総支給額

個別支給額

各取締役への個別支給額は上記に基づき計算された総支給額を、役位ごとに定められた下記ポイ
ントに応じて按分した金額です。

個別支給額のうち80％については、担当組織の計画達成率及び役職就任時に担当する組織の就
任前年度業績との比較により決定される乗率に応じて増減する仕組み※としております。

取締役会長 取締役社長 取締役 
副社長執行役員

取締役 
専務執行役員

取締役 
常務執行役員

取締役 
執行役員

10 7.5 5 4 3 2.2

業績連動型賞与及び株式報酬の算定式

193環境トップコミットメント 社会 サステナブルファイナンス 社会からの評価 第三者保証報告書伊藤忠グループのサステナビリティ ガバナンス

リスクマネジメント コンプライアンスコーポレート・ガバナンス
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※1			株価連動型賞与は、取締役退任後（取締役退任後において執行役員の地位に就く場合には執行役員退任後）に支給額を確定し支払います。
なお、算定式に基づき算出された金額が負数となる場合には、当該年度の個別支給額は0となります。

※2			役位ポイントは、②業績連動型賞与の算定に用いられるものと同一です。
※3			相対株価成長率＝（2023～2024年度の日々の当社株価終値の単純平均値÷2021～2022年度の日々の当社株価終値の単純平均値）÷（2023

～2024年度の日々のTOPIXの単純平均値÷2021～2022年度の日々のTOPIXの単純平均値）

株主の皆様と同じ目線に立ち、企業価値向上をより一層意識することを目的として、当社株価を連
動指標とする株価連動型賞与を導入しています。本賞与は連続する2事業年度における日々の当
社株価の平均値の上昇額を連動指標とし、公平性を担保するため、連続する2事業年度の日々の
当社株価の平均値の成長率と東証株価指数（TOPIX）の平均値の成長率との相対評価を加味して
算定する仕組みとします。

2024年度※1

（2023 ～ 2024 年度の日々の当社株価終値の単純平均値 –2021 ～ 2022 年度の日々の当社株価終
値の単純平均値）× 1,300,000 ×（2023 年度と 2024 年度の役位ポイント※ 2 の合計）÷（108.8 ポ
イント× 2）×相対株価成長率※ 3 － 2023 年度の株価連動型賞与

なお、取締役に対する株価連動型賞与は、業績連動型賞与と合わせた金額が取締役に対する賞与の
限度額である30億円を超えない範囲で支給されます（上記算定式に基づく業績連動型賞与と株価連
動型賞与の金額が30億円を超える場合には、業績連動型賞与を優先的に、限度額に充当します）。

個別支給額

株価連動型賞与の算定式

ポイント＝役位ごとの基準ポイント※ 1  ×  業績によるポイント算出率※ 2  ×  {（対象期間の開始月で
ある 7 月から翌年 6 月までの間の在任月数（1 月未満切上げ））÷ 12}（小数点以下の端数は切捨て）

業績連動型株式報酬の算定式

※ 1		役位ごとの基準ポイントは次のとおりです。

取締役会長 取締役社長 取締役副社長執行役員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員

31,900 23,900 16,000 12,800 9,600 7,000

（2024年度の当社株主に帰属する連結純利益－ 3,000億円）÷ 100億円× 2％
なお、業績連動型株式報酬についてクローバック・マルス条項を導入しています。取締役に職務の
重大な違反または社内規程の重大な違反が判明した場合や、責任処分に相当する重大な非違行為
等を理由として辞任、解任となった場合またはそれに準ずる場合に、当社は、当該取締役に対し、
本制度に基づく当社株式等の交付等は行わず、既に交付等が済んでいる場合には、本制度におけ
る交付済み株式数（換価処分した株式数を含む）に返還を通知した日の東京証券取引所における
当社株式の終値を乗じて得た額等につき、賠償を求めることができるものとします。

※ 2		業績によるポイント算出率は次のとおりです。

役員報酬実績は以下の通りです。

※1		①	月例報酬、②	業績連動型賞与、③	株価連動型賞与、④	株式報酬
※2		月例報酬については、役位ごとの基準額をベースに、気候変動及びESG・SDGs対応を含む会社への貢献度等に応じて決定することとしています。

役員報酬

2022年度 2023年度

人員数（人） 支給額（百万） 内訳 人員数（人） 支給額（百万） 内訳

取締役
（うち、社外）

10
（4）

3,045
（81）

①	662百万円
②	1,825百万円
③	168百万円
④	390百万円

11
（5）

3,661
（81）

①	714百万円
②	1,966百万円
③	512百万円
④	469百万円

監査役
（うち、社外）

6
（3）

172
（60） ①	のみ 7

（5）
160

（61） ①	のみ

計
（うち、社外）

16
（7）

3,216
（141）

18
（10）

3,821
（142）

（百万円未満四捨五入）
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2023年度の報酬等総額が 1億円以上である役員の氏名、役員区分及び報酬額の内訳は、以下の
とおりです。

氏名 役員区分 月例報酬 業績連動型賞与 株価連動型賞与 株式報酬 合計

岡藤 正広 * 取締役 179百万円 542百万円 148百万円 135百万円 1,003百万円

石井 敬太 * 取締役 111百万円 407百万円 111百万円 101百万円 729百万円

小林 文彦 取締役 99百万円 271百万円 74百万円 68百万円 511百万円

鉢村 剛 取締役 98百万円 271百万円 74百万円 68百万円 511百万円

都梅 博之 取締役 82百万円 356百万円 74百万円 68百万円 580百万円

中 宏之 * 取締役 64百万円 119百万円 32百万円 30百万円 246百万円
（百万円未満四捨五入）

※		*印の取締役の月例報酬には住宅手当が含まれております。

取締役を兼務しない執行役員に対する報酬は、取締役に準じて役位ごとに設計された制度に基づ
き支給しております。2023年度の報酬等総額が1億円以上である執行役員（取締役兼務者を除く。）
の氏名及び報酬額の内訳は、以下のとおりです。

氏名 月例報酬 業績連動型賞与 株価連動型賞与 株式報酬 合計

茅野 みつる※ 44百万円 56百万円 ― 13百万円 112百万円

髙田 知幸 51百万円 49百万円 ― 13百万円 113百万円

新宮 達史 51百万円 158百万円 44百万円 30百万円 284百万円

田中 正哉 40百万円 128百万円 32百万円 29百万円 230百万円

瀬戸 憲治 36百万円 100百万円 32百万円 29百万円 197百万円

真木 正寿 40百万円 86百万円 32百万円 29百万円 187百万円

武内 秀人 36百万円 96百万円 32百万円 29百万円 193百万円

宮本 秀一 37百万円 112百万円 32百万円 29百万円 210百万円
（百万円未満四捨五入）

※	茅野みつるの戸籍上の氏名は、池みつるです

取締役会評価実施要領

対象者 2023年度の全取締役（10名）及び全監査役（5名）

実施 / 評価方法

1.		外部コンサルタントを起用し、対象者に対するアンケート及び個別インタビューを実施
（回答は匿名ベース）

2.	対象者の回答内容について外部コンサルタントが分析・取りまとめを実施
3.		外部コンサルタントによる分析・取りまとめを参考としたガバナンス・指名・報酬委

員会における検討を実施
4.取締役会において分析・評価を実施

質問内容

1.	取締役会の構成
2.	任意諮問委員会の構成等
3.	取締役会の役割・責務
4.	取締役会の運営状況
5.	取締役・監査役に対する情報提供、トレーニング
6.	その他の重要テーマ

2023年度における実施・評価方法は以下のとおりです。

当社は、2015年度以降、毎年度 1回、外部コンサルタントを起用のうえ、取締役及び監査役を対象
とする取締役会の実効性に関する評価を実施し、ガバナンス・指名・報酬委員会（2023年 6月 23
日以前は「ガバナンス・報酬委員会」。）における検討を経て、取締役会において分析・評価を実施
しております（2016年度を除く）。

取締役会の実効性評価

実効性評価におけるアンケート・インタビューの分析を踏まえ、ガバナンス・指名・報酬委員会及
び取締役会における審議を行った結果、当社取締役会の実効性は引続き確保されていることを確
認いたしました。
定量面においては昨年改善したスコアが更に上昇し、6つの評価テーマのすべてにおいて高いレベ
ルで機能している結果となり、特に、取締役総数・比率、取締役会議長の属性、議事進行の適切
性等について、前年度も高い評価の中、更に評価を高めており、取締役会の審議の充実への取組
みが評価にも表れました。定性面においては更なる発展に向けた示唆・指摘と共に、肯定的意見
が多数得られ、中長期に取組む優先事項としては、主に、「グループガバナンス」、「将来を見据え
た議論」等が挙げられました。

評価結果の概要
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左記の通り、過年度の課題に対して具体的な施策の策定、実施に繋げており、
今後は、それらが着実に実行され、定着・浸透し、継続的な取組みとなること
が期待されていることを踏まえ、新たな検討課題として、（1）「ダイバーシティ
強化策の実装状況の監督」及び（2）「グループの持続的成長に向けたガバナン
ス強化策の監督」について、取締役会として更なる取組みを行うべきであると
の認識に至っております。本課題に対しては、取締役会の任意諮問委員会やオ
フサイトでの議論の機会も活用し、取締役会としてより実効的にその監督機能
を発揮するよう取組みを継続することにしております。
当社は、今回の取締役会実効性評価の結果を踏まえ、引続き取締役会の実効
性の維持・向上に取組んでまいります。

コーポレート・ガバナンス

特定年度 特定された課題 2023年度の進捗

2021年度

経営基盤の強化に向けた
継続的な議論

●		上場子会社や関連会社のTOB、複数カンパニーを横断する投資案件の検討等、連結
グループ全体の将来の成長に向けた投資判断を行っている。

●		CXOを新設し、デジタル化推進を含む、グループの業容・業態変革推進に向けた体
制作りを進めている。

更なる人材多様性の確保

●		女性活躍推進委員会の議論や提言も踏まえ、新たに女性執行役員の登用や、全役員
に占める女性比率の数値目標を定める等、女性活躍の推進に向けた具体的な施策・
目標を決定・公表し、具体的な取組みに繋げている。

●		バーチャルオフィスの導入による、若手従業員の成長・キャリア形成や組織横断的な
ビジネスの促進、その他の働き方改革の施策の導入等、更なる人材多様性に繋がる
具体的な取組みを実施している。

●		取締役・監査役全体の女性比率の向上により、役員の多様性が更に高まり、取締役
会における議論の深化を促進している。

2022年度

グループ全体の経営者層の
後継者計画に関する継続
的な議論

●		ガバナンス・指名・報酬委員会（委員長及び委員の過半数が社外取締役）において、
後継者計画、執行役員の選定や報酬等について、横断的・有機的な議論ができるガ
バナンス体制を構築している。

●		新たな職位として上席執行理事を新設し、執行役員経験者層が厚みを増すことで、グ
ループ会社経営者と共に、当社の重要役職者の候補者となり得る人材を確保している。

外部環境の変化を踏まえた
監視監督体制の継続的な
強化

●		海外拠点を含む事業拠点の社外役員の視察、カンパニープレジデント・職能担当オ
フィサー、事業会社の経営層、若手従業員等と社外役員との面談、監査役の監査計
画の取締役会での説明、監査役と社外取締役との連携を通じて、当社及びグループ
会社に対する社外役員による理解を深め、監督の実効性を高めている。

●		任意の諮問委員会について、委員長と委員の過半数を社外取締役とする「ガバナン
ス・指名・報酬委員会」に改組し、取締役会による監督機能を強化している。

●		GHG排出量の削減やSDGsへの貢献を考慮した取締役会による議論や監督を行い、
投資や事業上の判断に繋げている。

前回評価においては、2021年度の取締役会実効性評価において課題として認識した「経営基盤の強化に向けた継続
的な議論」、及び「更なる人材多様性の確保」について引続き課題として取組みを行うべきこと、また新たな課題として、

「グループ全体の経営者層の後継者計画に関する継続的な議論」、及び「外部環境の変化を踏まえた監視監督体制の
継続的な強化」について、取締役会として更なる取組みを行うべきことを認識しました。
これらについては、以下の通り、着実に具体的な施策の策定、実施に繋げていることが確認されました。

当社は新任の社内外の取締役・監査役を対象としたトレーニングの一環とし
て、取締役・監査役に関する法令やコーポレート・ガバナンス等に関する研修
を行っております。また、当社は、取締役・監査役に対して第三者機関による
研修の機会を提供し、その費用は会社負担としております。当社では、取締役・
監査役による経営監督・監視が効果的になされるよう、毎回の取締役会に先
立って、社外役員に対して取締役会事務局及び監査役室を通じた付議案件の
ブリーフィングを毎回行っております。また、社外役員に対しては、当社の事業
内容や経営課題が適切に認識されるよう、就任時の事業内容説明会、国内外
事業の視察、社外取締役と常勤監査役との連絡会の開催、内部監査部門によ
る社外取締役への活動報告、経営陣との定期的な面談、経営計画その他社外
役員から要望があった事項についての社内説明会の実施等を行っております。

トレーニングの方針
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コーポレート・ガバナンス

■ 取締役会の任意諮問委員会

名称 役割 構成 活動状況

ガバナンス・
指名・報酬委
員会

執行役員の選解任、上席執行理事の委嘱・解嘱、
取締役・監査役候補者の指名、取締役・監査役
の解任、役付取締役・役付執行役員の選定・解
職、後継者計画の検討、執行役員・取締役の報
酬制度、その他ガバナンス関連議案の審議

石塚社外取締役（委員長）、岡藤取
締役、石井取締役、⼩林取締役、
川名社外取締役、中森社外取締
役、伊藤社外取締役（瓜生監査役
がオブザーバーとして出席）

2023年度は合計3回開催し、全委員会に全委員が出席しております。2023年度に開催されたガバナンス・指名・報酬委員会に付議され
た主な議題は以下のとおりです。
●		後継者計画について（2023年8月18日）：役員の後継者計画について審議
●		役員制度の改定について（2023年11月17日）：役員制度の改定について、取締役会に付議することの了承
●		2024年度役員人事について（2024年1月11日）：2024年度役員人事案について、取締役会に付議することの了承

女性活躍推進
委員会

従業員の女性活躍の推進に向けた方針・戦略や
推進施策等の審議

中森社外取締役（委員長）、⼩林取
締役、的場監査役、藤田社外監査
役、⼩林社外監査役、垣見人事・
総務部長

2023年度は合計2回開催し、全委員会に全委員が出席しております。2023年度に開催された女性活躍推進委員会に付議された主な議題は
以下のとおりです。
●		人的資本開示から見える女性活躍推進の課題と対策（2023年9月28日）：女性活躍推進の全体方針や女性役員比率向上について審議
●		更なる女性活躍推進に向けた取組み（2024年2月5日）：女性役職候補者への取組みや次期一般事業主行動計画について審議

取締役会の監督機能を強化し、意思決定プロセスの透明性を高めるため、取締役会の任意諮問委員会と
して、取締役会下にガバナンス・報酬委員会、指名委員会及び女性活躍推進委員会を設置しておりまし
たが、2023年 6月 23日付で、ガバナンス・報酬委員会及び指名委員会を、社外取締役を委員長、社外
取締役を委員の過半数とするガバナンス・指名・報酬委員会として改組しました。本改組は、関連する

ことも多い指名と報酬及びその制度面を担うガバナンスを含めて同じ委員の下、一体して審議する体制
とすることにより、議論の活性化を狙うものとなります。なお、女性活躍推進委員会は、社外取締役を委
員長、社外役員を半数以上とする構成で引続き設置しております。
各委員会の役割、構成（2024年 6月 21日現在）及び2023年度の活動状況は以下のとおりです。

諮問機関
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コーポレート・ガバナンス

主な社内委員会

●		社長及び取締役会による適切かつ機動的な業務執行に関する意思決定に資することを目的とし
て、HMC（Headquarters	ManagementCommittee）及び各種社内委員会を設置しております。
HMC は、原則として社長が議長を務め、原則として会長、社長及び社長が指名する執行役員で
構成されています。社長の補佐機関として、会社の全般的経営方針及び経営に関する重要事項
を協議しております。

●		各種社内委員会では、各々の担当分野における経営課題について慎重な審査・協議を行ってお
ります。また、内部統制委員会等の一部の社内委員会には外部有識者を委員とする等、外部の
意見を取り入れ、社長 COO 及び取締役会の意思決定に役立てております。主な社内委員会とそ
の役割は以下のとおりです（2024年 6月 21日現在）。

名称 目的

内部統制委員会 内部統制システムの整備に関する事項の審議（委員長：CSO）

開示委員会 企業内容等の開示及び財務報告に係る内部統制の整備・運用に関
する事項の審議（委員長：CFO）

ALM 委員会 リスクマネジメント体制・制度及びB ／S管理に関する事項の審議
（委員長：CFO）

コンプライアンス委員会 コンプライアンスに関する事項の審議（委員長：CAO）

サステナビリティ委員会 SDGs ／ESG対応（環境・社会関連。但しガバナンス関連は除く）
に関するサステナビリティ推進事項の審議（委員長：CAO）

投融資協議委員会 投融資案件に関する事項の審議（委員長：CXO）

新本社ビル開発委員会 東京新本社ビルに関する事項の審議（委員長：CAO）

執行役員は、原則、当社の職務等級制度における経営者候補層の中から高評価を得て、誠実な人
格で高い識見と能力を有している者、または既に執行役員として選任されている者の中から、その
職責を全うするために必要な知見と経験を有する者を毎年度選任します。加えて、多様な意見を当
社の経営に反映させるため、女性の登用を積極的に進めることとし、特に今後の成長が期待でき
る優秀な女性を年齢に関わらず執行役員として選任します。常務以上の役位者及びカンパニープ
レジデント・総本社職能各部統括オフィサー等の重要役職を担う執行役員については、執行役員
経験者を中心とした幅広い人材プールの中から、その重責を担うに相応しいと判断される者を選任
します。選任の手続としては、新任の者については役員の推薦に基づき、また、再任の者について
は執行役員としての業績評価を、常務以上の役位者及びカンパニープレジデント・総本社職能各
部統括オフィサー等の重要役職を担う執行役員についてはそれまでの経験や評価を踏まえて会長
が候補者を選定し、「ガバナンス・指名・報酬委員会」での審議を経て、取締役会にて決定します。
なお、執行役員が当社の執行役員規程に違反した時、その他執行役員としてふさわしくないと認め
られる場合には、会長（またはガバナンス・指名・報酬委員会委員長）による立案に基づく「ガバ
ナンス・指名・報酬委員会」での審議を経て、取締役会の決議により適時に解任するものとします。

執行役員の選任の方針と手続
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構成

コーポレート・ガバナンス

監査役候補者の選任の方針と手続

広範囲な事業領域を有する総合商社の監査役として、経営の監査・監視を適切に行えるよう、当
社の経営に関する知見や、会計、財務、法律、リスク管理等の各分野で高度な専門知識を有し、広
範囲にわたる経験を兼ね揃えた者を監査役として選任します。当社は、監査役会設置会社として監
査役の半数以上を社外監査役とし、社外監査役については、独立性を重視する観点から、（株）東
京証券取引所が定める「独立役員」の要件及び当社の「独立性判断基準」に定める独立性の要件
を満たすとともに、高度な専門知識や各分野での豊富な経験をもって当社の経営を適切に監査・
監視することが期待される者を選任します。また、監査役のうち最低 1名は、財務及び会計につい
て相当程度の知見を有する者を選任します。監査役候補者については、上記の方針を踏まえて会
長が常勤監査役と協議の上原案を作成し、ガバナンス・指名・報酬委員会での審議を経て、監査
役会の同意を得た上で取締役会にて決定します。

氏名 選任の理由

瓜生 健太郎
2015年6月就任
＜2023年度出席状況＞
取締役会：17／17回（100%）
監査役会：14／14回（100%）

弁護士としての法律に関する高度な専門知識と豊富な実務経験を活かして、独立の立場から
当社の経営を監視・監査することを期待して選任しております。なお、瓜生氏は、（株）東京
証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性基準及び当社独自の「独
立性判断基準」に基づき独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと
判断されることから、独立役員に指定しております。

藤田 勉
2023年6月就任
＜2023年度出席状況＞
取締役会：13／13回（100%）
監査役会：10／10回（100%）

（就任以降）

長年にわたる金融業界における経歴から高度な専門知識と豊富な実務経験を活かして、独立
の立場から当社の経営を監視・監査することを期待して選任しております。なお、藤田氏は、
（株）東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性基準及び当社
独自の「独立性判断基準」に基づき独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそ
れがないと判断されることから、独立役員に指定しております。

小林 久美※

2023年6月就任
＜2023年度出席状況＞
取締役会：13／13回（100%）
監査役会：10／10回（100%）

（就任以降）

公認会計士としての金融・会計の経歴から、財務及び会計の監査業務に関する高度な専門
知識と豊富な実務経験を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査することを期待
して選任しております。なお、⼩林氏は、（株）東京証券取引所の「上場管理等に関するガイド
ライン」に定める独立性基準及び当社独自の「独立性判断基準」に基づき独立性を有してお
り、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、独立役員に指定してお
ります。
※	⼩林久美の戸籍上の氏名は、野尻久美です。

■ 社外監査役の選任理由

概要

●		会計監査人とは四半期レビュー及び内部統制監査に関する報告に加え、月次の定期会合で適時
に情報を交換しており、会計監査人による監査の状況を監視するとともに、会計監査人との間で
課題を共有しております。

●		監査上の主要な検討事項（Key	AuditMatters）については、当期の経営状況を踏まえた選定に関
する意見交換を行っております。2023年度の選定事項となった、ファミリーマートののれんの評価
とCITIC	Limited 投資の評価については、評価の前提となる将来キャッシュ・フローや割引率等
について、担当部門及び会計監査人より詳細な説明を受け質疑を行いました。

●		監査役と監査役会は、監査の品質向上及び効率化並びにコーポレート・ガバナンスの充実・強
化への寄与を目的として、会計監査人との間で、相互の監査計画・監査の実施状況及び結果そ
の他監査上の重要事項について、積極的に情報及び意見の交換を行う等連携強化に努めており
ます。

●		監査部と監査役の間では、内部監査計画を協議するとともに、定期的に内部監査結果及び指摘・
提言事項等につき、相互に意見交換する等、密接な情報交換・連携を図っております。

●		監査部は、会計監査人とも定期会合を持ち、密接な連携を図ると同時に、グループ会社の内部監
査部署との関係強化にも努めております。

監査役会及び監査役
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氏名 当社における
地位

取締役会
出席状況

監査役会
出席状況

在任
年数

ガバナンス・
指名・報酬委員会

女性活躍
推進委員会

京田 誠 常勤監査役 17／17回（100%） 14／14回（100%） 4年 ー ー

的場 佳子 常勤監査役 13／13回（100%）
（就任以降）

10／10回（100%）
（就任以降） 1年 ー 〇

瓜生 健太郎 監査役 17／17回（100%） 14／14回（100%） 9年 ※ ー

藤田 勉 監査役 13／13回（100%）
（就任以降）

10／10回（100%）
（就任以降） 1年 ー 〇

小林 久美 監査役 13／13回（100%）
（就任以降）

10／10回（100%）
（就任以降） 1年 ー 〇社外 独立

社外 独立

社外 独立

再任

コーポレート・ガバナンス



役員の多様性の確保

当社は経営の執行と監督の分離を促進することを目的として、2017年度よりモニタリング重視型取締役
会に移行しています。適切な経営の監督を行うことのできる取締役会として、総本社職能各部統括オフィ
サーの他、複数名の社外取締役を選任して、その比率を3分の 1以上としています。社外取締役につい
ては、より専門的な視点及び多様性等を備える人材を選任することで、当社取締役会の機能を更に高め
ています。また、社外監査役については、財務・会計・法務に関する知識等を有する人材を選任するこ

とで、当社の経営に対する中立的かつ客観的な視点からの監視・監査を可能にしています。
以上に基づき選任された当社役員は、社内・社外を問わず、各分野における知見・経験や高い見識を
もって経営にあたっています。社内取締役に関しては、知見・経験を有する分野とそのうち特に貢献が期
待される分野を、社外役員及び常勤監査役に関しては、特に貢献が期待される分野を次のとおり定めま
した。なお、これらの分野を選定した理由は P201のとおりです。

取締役・監査役の主な専門的経験分野／特に貢献が期待される分野

コーポレート・ガバナンス

氏名 役職 性別
主な専門的経験分野／特に貢献が期待される分野 ガバナンス・ 

指名・報酬
委員会

女性活躍
推進委員会 主な役割・経歴・資格等

経営全般 グローバル マーケティング 
／営業

自己変革
／ DX SDGs・ESG 健康・医療 財務・経理 

リスクマネジメント 人材戦略 内部統制・法務／ 
コンプライアンス

岡藤 正広 代表取締役
会長CEO ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ 繊維カンパニー	プレジデント

社長

石井 敬太 代表取締役
社長COO ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ インドシナ支配人

エネルギー・化学品カンパニー	プレジデント

小林 文彦 代表取締役 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ □ □ 人事・総務部長　CAO

鉢村 剛 代表取締役 ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 財務部長　CFO

都梅 博之 代表取締役 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ アフリカ総支配人、欧州総支配人
機械カンパニー	プレジデント

瀬戸 憲治 代表取締役 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 金属カンパニー	プレジデント　CSO

中 宏之 代表取締役 ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ 業務部長　CDO・CIO　CSO、CXO

川名 正敏 社外取締役 ● ● ● □ 東京女子医科大学病院副院長　医学博士

中森 真紀子 社外取締役 ● ● ● □ ■ 公認会計士

石塚 邦雄 社外取締役 ● ● ● ■ （株）三越伊勢丹ホールディングス社長・会長

伊藤 明子 社外取締役 ● ● ● □ 消費者庁長官

京田 誠 常勤監査役 ● ● ● 食料カンパニー	CFO

的場 佳子 常勤監査役 ● ● ● □ 調査・情報部長　人事・総務部長

瓜生 健太郎 社外監査役 ● ● ● ※ 瓜生・糸賀法律事務所代表弁護士・マネージングパー
トナー　弁護士

藤田 勉 社外監査役 ● ● ● □ シティグループ証券（株）取締役副会長

小林 久美 社外監査役 ● ● ● □ 公認会計士　税理士
■	委員長　□	委員　※	オブザーバーとして参加

※	社内取締役については、知見・経験を有する分野を○、そのうち特に貢献が期待される分野を◎とし、常勤監査役・社外取締役・社外監査役については、特に貢献することが期待される分野を●としています。
※	女性活躍推進委員会の委員には、上記の他、人事・総務部長を含みます。
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独立性判断基準

独立役員の状況

●	社外役員の独立性に関する判断基準は、指名委員会における審議を経て、取締役会において策
定されたものです。
●	社外役員の独立性に関する判断基準（https://www.itochu.co.jp/ja/about/governance_compliance/independence_criteria/index.html）

●	当社は、（株）東京証券取引所の独立性基準及び当社の「社外役員の独立性に関する判断基準」
に基づき、独立役員の資格を満たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。当社による
寄付については、直近の事業年度で1,000万円までとする軽微基準を定めており、更に軽微基準
の範囲内である寄付については、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと
判断し、独立役員届出書への記載を省略しております。

社外取締役

川名取締役は、2023年度に開催された取締役会 17回のすべてに出席し、社外取締役として客観
的・中立的な立場から発言を行っております。2023年度はガバナンス・指名・報酬委員会の委員
を務め、当社のガバナンスの更なる進化や後継者計画・役員指名の客観性の向上に貢献しました。
また、健康経営や新型コロナウイルス禍後の防疫体制に関し、専門知識・経験を活かして数多くの
有益な提言等を行っております。
中森取締役は、2023年度に開催された取締役会 17回のすべてに出席し、社外取締役として客観
的・中立的な立場から発言を行っております。2023年度は女性活躍推進委員会の委員長を務め、
当社女性従業員の活躍推進に向けた施策について現場目線に根差した議論を主導するとともに、
ガバナンス・指名・報酬委員会の委員を務め、当社のガバナンスの更なる進化や後継者計画・役
員指名の客観性の向上に貢献しました。また、内部統制・コンプライアンスや DX 分野において、
専門知識・経験を活かして数多くの有益な提言等を行っております。
石塚取締役は、2023年度に開催された取締役会 17回のすべてに出席し、社外取締役として客観
的・中立的な立場から発言を行っております。2023年度はガバナンス・指名・報酬委員会の委員
長を務め、取締役会実効性評価等のガバナンス面、経営陣幹部の選解任や後継者計画、役員報酬
等に関する議論を主導しました。また、当社が推進するマーケットインによる事業変革や人材戦略
の分野において、専門知識・経験を活かして数多くの有益な提言等を行っております。
伊藤取締役は、就任後に開催された取締役会 13回のすべてに出席し、社外取締役として客観的・
中立的な立場から発言を行っております。2023年度はガバナンス・指名・報酬委員会の委員を務
め、当社のガバナンスの更なる進化や後継者計画・役員指名の客観性の向上に貢献しました。ま
た、SDGs ／ ESG や人材戦略の分野において、専門知識・経験を活かして数多くの有益な提言等
を行っています。
社外取締役については、その客観的・中立的な立場から、当社の取締役会及び取締役会の任意諮
問委員会において積極的に助言・提言を行う等、社内取締役に対する監視・監督機能と多様な視
点に基づく経営助言機能を適切に発揮することにより、取締役会による経営監督の実効性と意思決
定の透明性の確保・向上に寄与していると考えております。

独立役員による牽制

コーポレート・ガバナンス

分野 選定理由

経営全般 当社は、総合商社として広範な分野で事業を展開しています。全体を俯瞰したうえで、「三方よし」の理念の
もと、企業価値向上を図るための経営計画・経営戦略等を議論すべく、本分野の知見が重要と考えています。

グローバル 当社は、総合商社としてグローバルな事業展開を行っているため、異文化や地政学への理解をベースとし
た、本分野の知見が重要と考えています。

マーケティング／ 
営業

当社は、「マーケットインの発想」での「商人」としての営業力を発揮し、「稼ぐ」を推進することを、当社経
営における重要な要素として認識しているため、本分野の知見が重要と考えています。

自己変革／ DX

当社は、外部環境の変化に応じて柔軟に自己変革を遂げることで、総合商社としての総合力を発揮し、持
続的な成長を実現しています。DXについても、これ自体を目的化することなく、既存の事業基盤を活かし
ながら、自己変革により、サプライチェーンの効率化等の早期の収益貢献が見込める個別案件を積み重ね
ています。以上を踏まえた取組推進のため、本分野の知見が重要と考えています。

SDGs ／ ESG
当社は、持続可能な成長を目指し、すべてのステークホルダーに貢献する資本主義、すなわち「三方よし
資本主義」を標榜しており、気候変動への取組等、特定した7つのマテリアリティに本業を通じて取組み、

「持続可能な開発目標（SDGs）」達成に貢献するため、本分野の知見が重要と考えています。

健康・医療 当社にとって「人」は最大の財産であり、従業員の能力開発とともに、「健康力」増強こそが企業行動指針で
ある「ひとりの商人、無数の使命」を果たす人材力強化の礎であるため、本分野の知見が重要と考えています。

財務・経理・ 
リスクマネジメント

当社は、持続的な成長実現のため、強固な財務基盤構築、正確な財務報告作成、M&A等の案件審査にお
けるリスク分析を行うとともに、定量的な見地から職能が営業現場を支援する体制を構築しています。こ
れらにより継続的に「稼ぐ」「削る」「防ぐ」を推進するため、本分野の知見が重要と考えています。

人材戦略 当社は、人材戦略を経営戦略の一つとして明確に打出しており、働き方改革の進化を通じた企業価値の
向上等、当社の取組をより効果的に推進するため、本分野の知見が重要と考えています。

内部統制・法務／
コンプライアンス

当社は、適正かつ効率的な業務執行を確保できるよう、経営の監視・牽制機能が適切に組込まれた体制
を構築しており、継続的に体制の改善を図り「防ぐ」を推進すべく、本分野の知見が重要と考えています。

■ 主な専門的経験分野／特に貢献が期待される分野の選定理由
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社外監査役

瓜生監査役は、2023年度に開催された取締役会 17回のすべてに出席し、また、当該年度に開催
された監査役会 14回のすべてに出席し、社外監査役として客観的・中立的な立場から発言を行っ
ております。2023年度はガバナンス・指名・報酬委員会のオブザーバーとして、当社のガバナンス
の更なる進化や後継者計画・役員指名の客観性の向上に貢献しました。
藤田監査役は、就任後に開催された取締役会 13回のすべてに出席し、また、就任後に開催された
監査役会 10回のすべてに出席し、社外監査役として客観的・中立的な立場から発言を行っており
ます。2023年度は女性活躍推進委員会の委員を務め、当社の女性活躍支援のための施策や女性
登用促進に向けた取組の加速化に貢献しました。
⼩林監査役は、就任後に開催された取締役会 13回のすべてに出席し、また、就任後に開催された
監査役会 10回のすべてに出席し、社外監査役として客観的・中立的な立場から発言を行っており
ます。2023年度は女性活躍推進委員会の委員を務め、当社の女性活躍支援のための施策や女性
登用促進に向けた取組の加速化に貢献しました。
社外監査役については、その客観的・中立的な立場から、当社の取締役会及び取締役会の任意諮
問委員会において積極的に意見を述べる等、取締役の職務執行に対する監視・監査機能を適切に
発揮することにより、取締役会の意思決定の透明性の確保・向上に寄与していると考えております。

コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンス

グループ経営に関する考え方及び方針

当社は多数の連結対象会社を有し、日本及び世界各国において広範な事業を展開しております。
その中で、グループの中核を担う当社は、経営方針や経営計画をグループベースで策定し、セグメ
ントごとに定期的にその進捗状況をモニタリングしています。また、多様なリスクにグループとして
適切に対処するため、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
並びにその他業務の適正を確保するために必要な体制（内部統制システム）をグループベースで整
備しております。
具体的には、各子会社に対して原則として取締役及び監査役を派遣し、当該取締役及び監査役が
各子会社における職務執行の監督・監査を行うことにより、各子会社における取締役等及び使用
人の職務執行が法令及び定款に適合するよう努めております。また、当社グループの市場リスク、
信用リスク、カントリーリスク、投資リスク、環境・社会リスクその他様々なリスクに対処するため、
各種の社内委員会や責任部署を設置するとともに、必要なリスク管理体制及び管理手法をグルー

プベースで整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理しています。更に、当社は、グループコンプラ
イアンスプログラムを策定し、法令違反等の事案発生を未然に防止するために必要な体制及び制
度を構築・運用のうえ、定期的なレビューを通じて、その継続的改善に努めております。

事業ポートフォリオ戦略に関する基本的な考え方・方針

当社では、タイミングを捉えた戦略的投資の実行を目的として、当社単独で行う子会社の設立、パー
トナーとの共同出資、企業買収による経営参画・子会社化等の多様な手段の中から最適な形態・
出資比率を選択しております。対象会社の上場・非上場を問わず、出資形態について定まった使い
分けはありません。保有割合の維持・増加・減少等の資本政策については、投資実行後の各投資
先の状況や業界特性等を総合的に勘案し、保有意義をきめ細かく確認の上で、投資を主管するカン
パニーにおいて検討される他、重要な投資先については経営会議において毎年度議論が行われ、
これらの議論を踏まえて保有方針を決定し、その内容は社外役員にも共有されます。
なお、当社は、上場子会社・関連会社であるという事実のみを理由として、その解消を一律で行う
べきとは考えておりません。個社ごとに保有している意義があるため、利益相反が発生しないよう
な実効性のあるガバナンス体制を構築・維持するべく取組む一方、個社の当社グループにおける
戦略的位置付けも踏まえて、選択肢を限定することなく、是々非々で個社ごとの資本政策を判断し
ております。

グループ管理体制における上場子会社・関連会社の取扱いに関する基本的な考え方・方針

当社は、子会社・関連会社管理に関する社内ルールにおいて、国内上場会社については特則を設
けております。当該特則においては、経営の独立性尊重や株主平等原則に反する行為の禁止を謳
うと同時に、コンプライアンス・内部統制等の内部管理に関する事項については、親会社・大株主
として、適切な管理を行う目的で助言・指導を行う必要がある旨を定めることでバランスを取った
管理を行うこととしております。なお、当社子会社に対しては、原則として当社グループ金融制度
への参加を求めておりますが、上場会社については、経営の独立性に鑑み、グループ金融制度へ
の参加は任意としております。
また、各上場子会社・関連会社の経営安定化と収益拡大に寄与するべく、各上場子会社・関連会
社と協議のうえ、当社から各上場子会社・関連会社に対する財務経理や法務等の専門知識を有す
る者及び各上場子会社・関連会社の海外展開・海外拠点の経営人材の派遣、並びに各上場子会社・
関連会社から当社営業部署・管理部署への人材の受入れを中心とする人材交流を図っております。

上場子会社・関連会社の保有意義及びガバナンスに関する方針
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上場子会社を有する意義

2024年 6月 21日現在、当社の上場子会社は、伊藤忠エネクス（株）、伊藤忠
食品（株）、タキロンシーアイ（株）及びプリマハム（株）です。当社において、
各社を上場子会社として保有することのメリットとしては、それぞれに共通の
ものとして、知名度、信用力及び当社からの独立性に基づく取引先の拡大、当
社と上場子会社間をはじめとするグループ内シナジーの拡大、上場会社の資
金調達力を背景とした当該上場子会社に対する当社資金負担の軽減、優秀な
人材の確保及び社員のモチベーションの維持・向上等が挙げられます。また、
各社を上場子会社として保有することのデメリットとしては、それぞれに共通
のものとして、経済的利益の外部流出、少数株主への配慮の必要性から来る
当社のグループ経営・戦略遂行上の制約、情報取得の困難性、上場維持のコ
スト等が挙げられます。当社グループの経営戦略における位置付けや営業的
な視点を踏まえた各上場子会社の保有意義は、右記のとおりです。

コーポレート・ガバナンス

会社名 保有意義

伊藤忠エネクス（株）

同社は、国内の幅広い顧客基盤を活かし、既存エネルギー事業、電力事業に加え、新燃料販売、物流効率化事業、次世
代ビジネス等を展開しており、同事業において当社グループが国内外で安定収益基盤を構築していくうえで、重要かつ不
可欠な存在です。また、同社は当社グループの幅広い国内外ネットワークを活かし、SDGsを踏まえた新エネルギー分野
での取組みや当社グループ企業への燃料供給事業等を推進しており、当社と同社は事業パートナーとして相互に企業価
値向上に資する関係にあります。同社は、当社のグループ会社が上場したものであり、上記記載の上場維持のメリットを
考えると、デメリットを踏まえても、上場子会社として保有することには十分に合理性があると考えております。

伊藤忠食品（株）

同社は、酒類・加工食品の販売を主要事業としており、同社の存在により、当社は国内の多様な⼩売業との安定的な
顧客接点を有するに至っており、この販売チャネルを活用し、食品流通分野における当社収益を最大化しております。ま
た、「販売先に対するDX等を活用した売り場づくりへの貢献等」、同社の成長戦略の実践において当社グループの有する
様々な顧客基盤・知見を活用し、当社は同社が提供するサービスの拡充・進化に貢献しております。従って、当社と同
社は事業パートナーとして相互に企業価値向上に資する関係にあります。同社は、当社のグループ会社が上場したもの
であり、上記記載の上場維持のメリットを考えると、デメリットを踏まえても、上場子会社として保有することには十分に
合理性があると考えております。

タキロンシーアイ（株）

同社は、高度な技術力と大規模な生産キャパシティを有し、当社グループの合成樹脂事業における中核を担う企業です。
同社は、同社のフィルム事業等における海外展開や競争力ある原材料の安定調達、更に、多岐にわたる同社製品の拡販
において、当社グループが持つ幅広いネットワークを活用しており、当社と同社は事業パートナーとして相互に企業価値
向上に資する関係にあります。同社は、当社のグループ会社が上場したもので、上場企業であることにより、信頼性と影
響力を有することから、製造技術や物流等の現場のニーズに合った提携案件が直接同社に持ち込まれ、効率的に他社と
の協力関係を築いていることや、上記記載の上場維持のメリットを考えると、デメリットを踏まえても、上場子会社として
保有することには十分に合理性があると考えております。

プリマハム（株）

同社は、食肉販売及び畜産加工品の製造販売を主要事業としており、当社グループの畜産バリューチェーンの中で最終
製品の販売という重要な役割を担っています。同社主力商品に係る高品質な輸入原料の安定供給の確保や当社海外出
資先との豚肉ブランドの共同開発等において、同社は当社グループの幅広い国内外のネットワークを活用しており、当社
と同社は事業パートナーとして相互に企業価値向上に資する関係にあります。また、同社は、当社が段階的に株式を取
得することにより当社の子会社となったものですが、上場企業であることにより、当社とのシナジーを追求する一方、他
社とも幅広く取引を行うことでバリューチェーンをより強固なものとしており、上記記載の上場維持のメリットも考えると、
デメリットを踏まえても、上場子会社として保有することには十分に合理性があると考えております。
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上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策

当社は、上場子会社につき、各社の独立性を尊重し、かつ株主平等の原則から反するような行為
は行いません。特に、当社と当該上場子会社の一般株主との間に利益相反リスクがあることを踏ま
え、当該上場子会社としての独立した意思決定を担保するために、当該上場子会社に対して、独立
社外取締役を有効に活用した実効的なガバナンス体制の構築を促しております。
上述の上場子会社においては、一定数の社外取締役の選任や独立性のある取締役会諮問委員会・
支配株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行う特別委員会の設置等
各社において、実効性のあるガバナンス体制を構築・維持しておりますが、引続き（株）東京証券
取引所の「コーポレートガバナンス・コード」も踏まえ、更なるガバナンス体制の向上を促してまい
ります。
なお、各上場子会社との連携を強化しシナジーを追求する一方、各上場子会社との間で取引を行
う場合には、互いの経済合理性を追求することを前提として、市場価格を勘案する等、公正かつ適
切な取引条件を決定しております。また、当社は、上場子会社の独立役員の選解任に関する議決
権行使や独立役員の指名プロセスにおいて指名の機能を持つ取締役会諮問委員会の判断を十分
に尊重しております。上場子会社毎のガバナンス体制の実効性確保に関する方策は、以下のとおり
です。

グループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した契約

当社、いずれの上場子会社ともグループ経営に関する契約や資本業務提携契約を締結してはおり
ません。

会社名 ガバナンス体制の実効性確保に関する方策

伊藤忠エネクス（株）

同社は、当社との取引・行為に係る取引条件等については、市場価格を勘案し、一般取引条件
と同様に設定しております。また市場価格が参照できない重要な取引・行為については、独立
社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会で審議・検討を行った上で、社外
取締役及び社外監査役が出席する取締役会において承認決議を行うことにより取引の適正性を
確保しています。

伊藤忠食品（株）

グループ間取引は経済合理性の原則に基づき、同社が十分な競争力のある機能や食品を提供
し、各グループ会社がそれを評価する中で実行されており、独立性は担保されています。また、
重要な利益相反取引に関する事項は、取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外役員
で構成するガバナンス委員会において、審議・検討を実施しています。

タキロンシーアイ（株） 取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が委員会の過半数を占めるガバナンス委員会を設
置しており、少数株主保護の観点で支配株主との利益相反取引等を監視しています。

プリマハム（株） 同社は、独立社外取締役比率を過半数とし、当社からの独立性を確保しております。

コーポレート・ガバナンス
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コーポレート・ガバナンス

会社名 保有意義

（株）デサント
同社は、自社ブランド「デサント」「ルコックスポルティフ」「マンシングウェア」が主力のスポーツアパレルであり、当社重点分野の一つであるスポーツ関連ビジネスにおいて安定的収益基盤を構築する上で、当社にとって重要かつ不可欠な存
在です。同社は「デサント」を中心にプレミアムスポーツブランドとしての地位を確立しており、当社の有する人材やモノづくりのノウハウの活用、及び生産・物流・DXのプラットフォーム構築支援を行うことで収益の極大化を目指しています。
当社と同社は事業パートナーとして相互に企業価値向上に資する関係にあります。1984年に上場会社である同社株式を取得以降、当社は段階的に買増しを実行しております。

（株）ジャムコ 同社は、航空機内装品製造を主要事業としており、大型機向けギャレー（厨房設備）及びラバトリー（化粧室）にて世界トップシェアを有する当社の民間航空事業における中核を担う企業です。同社製品の一部拡販において、当社グループ
が持つ幅広いネットワークを活用しており、当社と同社は事業パートナーとして相互に企業価値向上に資する関係にあります。同社は、上場のメリットを勘案した上で、当社のグループ会社が上場したものです。

東京センチュリー（株）
同社は、祖業の「国内リース」を始め、「オートモビリティ」、「スペシャルティ（航空機・船舶・不動産等）」、「環境インフラ」、「国際」の5事業分野にわたり事業投資を含む多種多様なビジネスを展開しております。当社とは、従来より自動車
や建設機械、航空機等の機械分野をはじめ、環境エネルギー、情報等の幅広い分野において協業関係にありますが、新たな事業領域における有望な出資先への共同出資や共同提案等を行うことにより、更に互いの業容を拡大しております。
従い、当社と同社は事業パートナーとして相互に企業価値向上に資する関係にあります。同社は、当社の上場グループ会社が他の上場会社との合併により誕生したものです。

日立建機（株）
同社は、建設機械の新車販売事業に加え、ファイナンス事業、レンタル事業、中古車販売等の拡大を推進しております。同社とは、従来より輸出トレードやファイナンス事業の共同展開等を通じて様々な取引関係を有しており、当社が建機事
業で安定収益基盤を構築していく上で、同社は重要かつ不可欠な存在です。また、同社とは当社グループが持つ幅広いネットワークを活かし、米国を含む様々な地域及び幅広い事業分野での協業を推進しており、同社と当社は事業パート
ナーとして相互に企業価値向上に資する関係にあります。同社は、北米における旧代理店との提携解消に伴う、販売・サービス網の再構築と、（株）日立製作所との親子上場解消に際して、事業パートナーとして資本提携を実施したものです。

ウェルネオシュガー（株）

同社は、国内人口動態の変化や砂糖需要の多様化に対応するため、2023年1月に当社の100％子会社であった伊藤忠製糖（株）と東証プライム上場の日新製糖（株）が経営統合を行い、当社を筆頭株主として誕生した持株会社です。国内随
一の製糖効率を誇る伊藤忠製糖と、東京・大阪等の大都市圏で高いブランド認知度を誇る日新製糖は国内シェア約3割の事業基盤を有することとなり、当社にとって重要かつ不可欠な存在であります。商社トップクラスである当社の海外原
料調達機能の提供や伊藤忠グループの中間流通・川下領域でのネットワークを活かした販売シナジーの更なる発揮等が期待され、事業パートナーとして相互に企業価値向上に資する関係にあります。同社は、当社のグループ会社と他の上
場会社との株式交換により誕生したものです。

ジャパンフーズ（株）
同社は1976年の設立以来、45年以上にわたり清涼飲料水の受託製造専業メーカーとしての地歩を固めてきました。これまで適切な設備投資を実施し、製造能力を強化してきています。当社グループとは濃縮飲料原料の仕入取引、製品の受
託製造及び製品・商品の販売等の取引に加え、当社グループが持つ幅広いネットワークを活用し、設備更新・人材確保・新規事業開発等の充実を図っており、当社と同社は事業パートナーとして相互に企業価値向上に資する関係にあります。
同社は、上場のメリットを勘案した上で、当社のグループ会社が上場したものです。

不二製油グループ本社（株）
同社は植物性油脂・カカオ・大豆等を原料とした食品素材の開発、製造及び販売事業を行っております。同社は植物性素材の開発において創業以来蓄積した独自の技術力を誇り、事業の高付加価値化とともにグローバルに展開している
ことから、当社の事業ポートフォリオにおいても重要な位置付けにあります。当社とは米国における油脂事業の共同推進に加え、原材料の安定調達や製品販売、人材交流においても当社グループが保有するネットワークを活用しており、当
社と同社は事業パートナーとして相互に企業価値向上に資する関係にあります。同社は、上場のメリットを勘案した上で、当社のグループ会社が上場したものです。

（株）センチュリー21・ジャパン
同社は、不動産仲介業のフランチャイズ（FC）を主要事業とし、同フランチャイズに加盟する全国約1,000店の顧客接点を有するに至っており、不動産事業において当社グループが安定収益基盤を構築していく上で重要な存在です。また、同
加盟店及び顧客へのサービス拡充に向け、同社は当社グループが持つ幅広いネットワークを活用しており、当社と同社は事業パートナーとして相互に企業価値向上に資する関係にあります。同社は、上場のメリットを勘案した上で、当社の
グループ会社が上場したものです。

上場関連会社を有する意義

2024年 6月 21日現在、当社は、複数の上場関連会社に出資しています。
各上場関連会社において上場を維持することのメリットとしては、それぞれに共通のものとして、知名度、
信用力及び当社からの独立性に基づく取引先の拡大、当社と上場関連会社間をはじめとするグループ内
シナジーの拡大、優秀な人材の確保及び社員のモチベーションの維持・向上等が挙げられます。一方で、
各社を上場関連会社として保有することのデメリットとしては、それぞれに共通のものとして、経済的利
益の外部流出、少数株主への配慮の必要性から来る当社のグループ経営・戦略遂行上の制約、情報取
得の困難性、上場維持のコスト等が挙げられます。

当社グループのグループ経営において、各上場関連会社の保有意義は、当社グループの販路を活かした
売上拡大、海外展開や特定業界での経営における当社の知見の活用、当社グループのその他企業とのア
ライアンスによる競争力強化等が挙げられ、当社グループの一員として経営を行うことが、当社・各上場
関連会社の双方の企業価値向上にとって有益であると考えております。各上場関連会社の保有意義は以
下のとおりで、先に述べた上場を維持するメリットを勘案すると、それぞれ上場関連会社として保有する
ことに十分合理性があるものと考えております。
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（海外市場に上場する関連会社について）
なお、当社は海外においても複数の上場する関連会社へ出資しております。海外の上場する関連
会社への主な出資理由は下記のとおりです。
●	現地有力上場企業との戦略的業務・資本提携
●	当該国の特定業種への法規制への対応
●	国営企業との取引実施条件への対応
●	事業展開国での信用力向上

会社名 保有意義

パラカ（株）
同社は、駐車場運営及び管理業務を主要事業とし、全国約37,000車室の駐車場を運営・管理を行っており、当社の建設・不動産事業バリューチェーンにおいて重要な役割を担っており、安定収益基盤を構築していく上でも重要な存在です。
同社は駐車場事業の拡大の為、当社グループが持つ幅広いネットワークを活用しており、当社と同社は事業パートナーとして相互に企業価値向上に資する関係にあります。同社との資本業務提携を開始後、相互の企業価値向上に資する関
係であることが確認できたため、同社株式を追加取得し関連会社としたものです。

（株）ナルネットコミュニケーションズ
同社は、リース車両の整備受託事業を行っており、リース車両の整備を全国1万1千超の整備工場に差配しています。同社を起点とした自動車整備工場ネットワークへは、当社のタイヤ販売も期待でき、加えて今後展開を見込む中古車販売
事業において、同ネットワークにおける自動車整備機能の活用が期待できるため、当社と同社は事業パートナーとして相互に企業価値向上に資する関係にあります。同社は当社のグループ会社が、他株主のEXITシナリオの一環で上場した
ものです。

（株）ベルシステム24ホールディングス 同社は、コンタクトセンター運営や経営課題解決型BPOサービス提供を主要事業としており、当社のデジタル事業群の中で顧客体験（Customer	Experience）の高度化という重要な役割を担います。同社はAIやデータ分析等の領域において、
当社グループの幅広い国内外のネットワークを活用しており、当社と同社は事業パートナーとして相互に企業価値向上に資する関係にあります。同社は当社のグループ会社が、他株主のEXITシナリオの一環で上場したものです。

ウイングアーク1st（株）
同社は、帳票生成・文書管理やデータ活用に関するソフトウェア、クラウドサービスの開発、販売を主要事業としており、当社のデジタル事業群の中でITシステム開発・運用という重要な役割を担います。同社は顧客基盤の拡充や自社ソリュー
ションを活用した新規事業創出等において、当社グループの幅広い国内外のネットワークを活用しているだけでなく、電子帳簿保存法対応等で当社グループのDXも支援しており、当社と同社は事業パートナーとして相互に企業価値向上に
資する関係にあります。同社は当社のグループ会社が、他株主のEXITシナリオの一環で上場したものです。

（株）スカパー JSAT ホールディングス

同社は、衛星通信サービスを軸とする宇宙事業と、有料放送「スカパー！」を提供するメディア事業を主要事業としており、当社の情報通信分野の中で宇宙・衛星・メディア関連領域強化という重要な役割を担います。同社はコンテンツやソ
リューションを活用したメディア領域や衛星画像･データを活用した宇宙･衛星領域での新規事業構築等において、当社グループの幅広い国内外のネットワークと連携しており、当社と同社は事業パートナーとして相互に企業価値向上に資
する関係にあります。同社は、共に上場企業であった㈱スカイパーフェクト・コミュニケーションズとジェイサット（株）の2社が株式移転による経営統合で設立され、上場したものです。当社は、両社の会社設立当初からの株主であり、当社
と㈱フジ・メディア・	ホールディングスの2社がITCパートナーズ（株）（現：伊藤忠・フジ・パートナーズ（株）【以下IFP】）を共同設立し、両社が保有する同社株式をIFPに現物出資する事で、IFPによる同社への出資比率が20％を超過し、
同社はIFPの上場関連会社となったものです。

（株）オリエントコーポレーション
同社は、個品割賦、クレジットカード、家賃・決済保証等幅広く事業を展開しており、当社のリーテイル金融事業における重要パートナーであるとともに、同社が進める海外展開における事業化調査等において当社グループのネットワーク
を活用しております。また同社はFintech企業への出資等を通じて業容拡大を進めており、こうした取組みの中で当社との協業検討を行っております。従って、当社と同社は事業パートナーとして相互に企業価値向上に資する関係にありま
す。同社への出資は、リーテイル金融事業の強化を目的に、既存株主からの株式取得及び第三者割当増資を行ったものです。

コーポレート・ガバナンス

206環境トップコミットメント 社会 サステナブルファイナンス 社会からの評価 第三者保証報告書伊藤忠グループのサステナビリティ ガバナンス

リスクマネジメント コンプライアンスコーポレート・ガバナンス



上場関連会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策、当社と少数株主の間の利益相反リスクの懸念が小さいこと及びグループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した契約

コーポレート・ガバナンス

会社名 ガバナンス体制の実効性確保に関する方策、利益相反リスクの懸念が小さいこと 
グループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した契約

（株）デサント 独立社外取締役を増員する等、当社からの独立性を担保するための施策を進めております。当社と同社の間でグループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した契約は締結しておりません。

（株）ジャムコ 同社は当社及びANAホールディングス（株）の関連会社ですが、同社の営業活動は当社及びANAホールディングス（株）との直接の取引を含めすべて受注によるもので、海外、国内を問わず他社との競争環境におかれており、同社
との関係が当社の営業取引に有利に働くことはありません。当社と同社の間でグループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した契約は締結しておりません。

東京センチュリー（株） 同社は、当社及び当社グループ企業と営業取引関係にありますが、それぞれの取引は、一般の取引先と同様に各会社と個別交渉を行い、同社独自の判断に基づき実行されていることから、当社からの事業上の制約はなく、一定の独
立性は確保されていると考えており、少数株主の利益を害することがないように適切に対応されております。当社と同社の間でグループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した契約は締結しておりません。

日立建機（株）
当社は、日本産業パートナーズ（株）（以下、「JIP」という。）との合弁会社であるHCJIホールディングス（株）（以下、「HCJI」という。）を通じて同社に出資しておりますが、同社の取締役として派遣しているのはHCJI代表取締役社
長兼JIP代表取締役社長の馬上英実氏であること（2024年6月21日現在）、当社と同社の事業内容は競合関係にないことから、当社と同社の少数株主間の利益相反リスクへの懸念は⼩さいと考えております。なお、HCJIと同社の
間で資本提携契約書を締結しております。

ウェルネオシュガー（株） 当社及び同社の株主である住友商事（株）並びに同社の間で資本業務提携契約書を締結しており、同契約内において同社の経営の独立性を確保することを基本方針とするとともに、同社の独立性、自主性及び既存の取引先との
関係を尊重し、また同社の取締役会による株主共同の利益を図る観点から業務を遂行するために必要な施策の採択・実施を尊重することにつき、合意しております。

ジャパンフーズ（株） 当社と同社及びそのグループ会社との間には原材料の購入や製品販売等の定常的な取引がありますが、取引比率は僅少であり、また当社から事業上の制約は行っておらず、その独立性が確保されています。当社と同社の間でグ
ループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した契約は締結しておりません。

不二製油グループ本社（株） 同社が当社グループとの①新規取引（年間10億円以上のもの）、②当社にとって重要と判断される事業提携案件が生じた時は、両社間で少数株主保護の視点を踏まえ実施の妥当性について協議し、かつ判断の透明性と妥当性を
確保するべく、取締役会で審議し決議を実施しております。当社と同社の間でグループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した契約は締結しておりません。

（株）センチュリー21・ジャパン 同社が主業とする不動産仲介業のフランチャイズ先と当社及び当社グループと継続的な取引は発生しておらず、同社との関係が当社及び当社グループ会社との営業取引に有利に働くことはありません。当社と同社の間でグループ
経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した契約は締結しておりません。

パラカ（株） 同社は取締役7名の内、独立社外取締役を4名と過半になるよう選任しており（2024年6月21日現在）、透明性の高いガバナンス体制を構築しております。当社と同社の間では資本業務提携契約を締結しております。

（株）ナルネットコミュニケーションズ 当社及び当社グループ企業との個別の営業取引に際しては、一般の取引先と同様に各会社と個別交渉を行い、同社独自の判断に基づき実行されることから、当社からの事業上の制約はなく、一定の独立性は確保されていると考
えており、少数株主の利益を害することがないように適切に対応されております。当社と同社の間でグループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した契約は締結しておりません。

（株）ベルシステム24ホールディングス
当社グループ並びに第⼆位株主のTOPPANホールディングスグループを、同社の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している関連当事者に指定した上で、関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引
の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要さないものとの基準を設けて運用しています。また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、その承認をもっ
て取締役会による取引妥当性に関する監視を実施しております。当社と同社の間でグループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した契約は締結しておりません。

ウイングアーク1st（株） 同社は関連当事者取引の承認等に際しての事前諮問機関として、社外取締役及び社外取締役がその協議により指名する当社から派遣する取締役以外の者で構成される特別委員会を臨時の機関として設置する特別委員会規程を
定めることで、経営の独立性及び透明性を確保し、経営に関する監督機能を維持強化しております。当社と同社の間では、資本・業務提携契約書を締結しております。

（株）スカパー JSAT ホールディングス 同社は、主要株主との取引については、必ず事前に審査を行い、株主共同の利益を害することなく、合理的かどうかを確認した上で実行しています。当社と同社の間でグループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内
容に関連した契約は締結しておりません。

（株）オリエントコーポレーション 同社は、主要株主からの独立性と株主共同の利益の保護を重視する観点での取組みを強化済みで、関連当事者取引適正性の開示についても強化しております。当社と同社の間でグループ経営に関する考え方及び方針として記載
されるべき内容に関連した契約は締結しておりません。

上場関連会社についても、当該関連会社との取引において利益相反が発生しないように配慮するととも
に、資本関係・取引状況等、各社ごとの実態に鑑み、必要に応じ上場子会社に準じた対応を行っており

ます。各上場関連会社（対象は上記保有意義の記載対象企業と同一）に関する記載は以下をご参照くだ
さい。
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コーポレート・ガバナンス

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びにその他業務の
適正を確保するために必要な体制（内部統制システム）を次のとおり整備しています。以下、2024年 6月
21日現在における「内部統制システムに関する基本方針及び内部統制システムの運用状況」の概況を記

載します。（当社の「内部統制システムに関する基本方針」は 2006年 4月 19日開催の取締役会にて決定
され、直近では 2024年 5月 8日付で一部改訂されております。）

内部統制システムに関する基本方針及びその運用状況

1.		取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規程」
その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を
監督する。

2.		取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規
程に従い、担当業務を執行する。

3.		取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行
役員制を採用する。執行役員は、取締役会の決定の下、取締役会及び代表取締役の
委任に基づき、担当職務を執行する。

4.		監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適
正性を監査する。

1.		商取引管理及び経理に関する社内規程を整備するとともに、CFO（Chief	Financial	
Officer）を設置し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。

2.		開示委員会を設置するとともに、財務報告の適正性を確保するための体制につき、
その整備・運用状況を定期的に評価し改善を図る。

社長直轄の監査部を設置する。監査部は、「監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、
定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性等につき、定期的
に内部監査を実施する。

取締役は、「情報管理規程」、「文書管理規則」その他の社内規程に従い、株主総会議事録
等の職務執行に係る重要な文書を、関連資料とともに適切に保存・管理し、取締役及び監
査役は、いつでも、これを閲覧することができる。また、会社の重要な情報の適時開示その
他の開示を所管する部署を設置するとともに、取締役は、開示すべき情報を迅速かつ網羅
的に収集した上で、法令等に従い適時かつ適切に開示する。

1.		取締役及びその他役職員は、「伊藤忠グループ企業理念」及び「伊藤忠グループ企業
行動指針」に則り行動する。

2.		コンプライアンス統括役員（代表取締役）、コンプライアンス委員会及びコンプライア
ンスに係る事項を統括する部署を設置するとともに、「伊藤忠グループコンプライア
ンスプログラム」を制定し、コンプライアンス体制の充実に努める。

（1）コーポレート・ガバナンス

（3）財務報告の適正性確保のための体制整備

（4）内部監査

（2）コンプライアンス

1.  取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

内部統制システムに関する基本方針

市場リスク、信用リスク、カントリーリスク、投資リスク、環境・社会リスクその他様々なリス
クに対処するため、各種の社内委員会や責任部署を設置するとともに、各種管理規則、投
資基準、リスク限度額・取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理
体制及び管理手法を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理する。また、管理体制の有効
性につき定期的にレビューする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
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コーポレート・ガバナンス

社長補佐機関としてHMC（Headquarters	Management	Committee）及び各種の社内
委員会を設置し、社長及び取締役会による適切かつ機動的な意思決定に資するものと
する。

1.		子会社統括部署を設置する。また、子会社ごとに主管部署を定め、主管部署が連結
会社経営に関する社内規程に従い、子会社の経営管理及び経営指導にあたるととも
に、各子会社には原則として取締役及び監査役を派遣して業務の適正を確保する。

2.		当社が子会社を通じて間接的に保有する子会社に関しては、原則として、当社が直
接保有する子会社をして経営管理及び経営指導にあたらせることにより、本基本方
針に基づく業務の適正が確保されるように努める。

3.		子会社の経営上の重要事項に関しては、子会社の事業内容・規模、上場／非上場
の別等を考慮の上、原則として、子会社ごとに、当社の事前承認を要する事項や当
社への報告を要する事項を取決める。

1.		各子会社に対して原則として取締役及び監査役を派遣し、当該取締役及び監査役が
各子会社における職務執行の監督・監査を行うことにより、子会社における取締役
等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合するように努める。

2.		「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」において、コンプライアンス体制の整
備につき指針を示し、当該事項の実施状況につき定期的なモニター・レビューを実施
するとともに、必要に応じて子会社における教育・研修を実施し、グループ全体のコ
ンプライアンスの徹底に努める。

3.		子会社の業務活動全般も監査部による内部監査の対象とする。

ディビジョンカンパニー制を採用し、各カンパニーにはカンパニープレジデントを設置し
て、法令、定款、社内規程等に従い、担当事業領域の経営を行う。また、カンパニーご
とに、数値目標を設定し、定期的に数値目標の達成度を検証することにより、経営管理
を行う。

子会社の事業内容・規模、上場／非上場の別等を考慮の上、リスクカテゴリー毎にグ
ループ内での管理対象会社を選定し、グループ全体のリスクを管理する。また、管理体
制の有効性につき定期的にレビューする。

連結ベースにて経営計画を策定し、当該経営計画の達成のため子会社の経営指導に
あたるとともに、当社よりグループファイナンス等の機能の提供を通じた支援を実施
する。

適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、社内規程を整備し各役職者の権限及
び責任の明確化を図る。

（1）HMC 及び各種社内委員会

（1）子会社管理・報告体制

（4） 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制

（2）ディビジョンカンパニー制

（2）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（3） 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため
の体制

（3）職務権限・責任の明確化

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

5.  当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための
体制

監査役会に直属する監査役室を設置し、監査役の職務補助に専従する使用人を置く。当該
使用人に対する指揮命令権限は監査役に専属し、その人事考課は、監査役会で定めた監査
役が行い、その人事異動及び懲戒処分は、事前に当該監査役の同意を必要とする。

6.  監査役の補助使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関す
る事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
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コーポレート・ガバナンス

監査役は、取締役会、HMC その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行
状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。

監査部は、監査役との間で、各事業年度の内部監査計画の策定、内部監査結果等に
つき、密接な情報交換及び連携を図る。

1.		取締役及びその他の役職者は、定期的に職務執行状況を監査役に報告する。また、
取締役及びその他の役職者は、監査役に対して、法令が定める事項のほか、財務
及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定の内容等をその都度直ちに報告
する。

2.		使用人は、監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を直接
報告することができる。

3.  「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」において、監査役に対して報告を行っ
た取締役及び使用人に対する不利益取扱を禁止する旨明記し、周知徹底する。

監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、外部専門家を独自に起用するこ
とができる。

以上
1.		子会社の取締役及び監査役は、当社の監査役に対して、当該子会社に著しい損害を

及ぼすおそれがある事実等を直接報告することができる。
2.		コンプライアンス統括部署は、子会社の役職員から報告された、当該子会社に著し

い損害を及ぼすおそれがある事実等の概要について、定期的に当社監査役に対して
報告する。

3.  「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」において、以上により監査役に対して
報告を行った者に対する不利益取扱を禁止する旨明記し、十分周知する。

（1）重要会議への出席

（1）監査部の監査役との連携

（2）報告体制

（2）外部専門家の起用

（1）報告体制

7. 取締役及び使用人による監査役への報告体制等

10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

8.  子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者
による監査役への報告体制等

監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388条に基づく費用の前払い等
の請求をしたときは、担当部署において確認のうえ、速やかに当該費用または債務を処理
する。

9.  監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他
の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関す
る事項
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コーポレート・ガバナンス

内部統制システムの運用状況の概要

財務報告の信頼性を高めるための取組み

当社子会社を含めたグループベースでのリスク管理の強化

内部統制システムを適正に運用するため、当社は、基本方針に定める各事項を更に細分化した確
認項目を年度ごとに策定し、各確認項目について担当部署を定めたうえで、半期ごとに開催される
内部統制委員会において、各担当部署（及び関連するその他の社内委員会）による内部統制システ
ムの構築・運用状況を確認する体制を取っております。内部統制委員会（2024年度）は、CSO を
委員長、事務局を業務部とし、CAO、CFO、監査部長及び外部専門家（弁護士）が委員となって構
成されている他、監査役も毎回出席し、意見を述べております。
内部統制委員会では、各担当部署から提出される上記確認項目ごとの達成状況や課題等をまとめ
たチェックリストの内容を検証することに加え、財務報告の適正性確保のための体制、コンプライア
ンス体制、損失の危険の管理のための体制、及び企業集団における内部統制システムの構築・運
用状況等の重要事項については、各担当部署からなされる個別の報告内容を検証することで、内
部統制システムの構築・運用状況等を確認しております。
また、内部統制委員会における審議結果については、HMC 及び取締役会に対しても年 2回報告さ
れており、取締役会において、内部統制システムの構築・運用状況等について最終的な通期評価
を行っております。
内部統制に関連する主な社内委員会の開催状況（2023年度）は、内部統制委員会が 2回、コンプ
ライアンス委員会が 2回、ALM（Asset	Liability	Management）委員会が 14回となっております。
なお、当社の内部統制システムは当社及び当社の子会社から成る企業集団ベースで構成されてお
り、その運用状況及び子会社における内部統制システムの構築・運用状況等については定期的に
内部統制委員会に報告されております。
この内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率
的な体制の構築に努めることとしております。また、当社は 2024年 5月 8日に開催した取締役会
において、基本方針に定める各事項について2023年度における構築・運用状況を評価しましたが、
重大な欠陥や不備は存在しないことを確認しました。

連結ベースの財務報告の信頼性をより高めるために、社内体制を構築し、財務報告に係る整備・
運用状況を定期的に評価することにより、適宜改善を図っています。具体的には、各組織に内部統
制統括責任者を任命して整備・運用を進め、監査部が評価し、各組織へフィードバックすることに
より、継続的な改善活動を実行しています。この取組み全体を監査部が企画・管理し、重要項目は
CFO を委員長とする開示委員会で審議のうえ意思決定をすることにより、全社的な内部統制の強
化に努めています。

当社グループの市場リスク、信用リスク、カントリーリスク、投資リスクその他さまざまなリスクに対
処するため、各種の社内委員会や責任部署を設置すると共に、各種管理規則、投資基準、リスク限
度額・取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法をグルー
プベースで整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理しています。また、管理体制の有効性につき
定期的にレビューしています。「ALM 委員会」が当社グループのバランスシート管理やリスクマネジ
メントに関する分析・管理に関する審議を行い、当社グループの資産の保全を図っています。

投資プロセス

 

投資基準への適合状況

投資意義・成長戦略

リスク分析

内部統制の整備状況

事業計画（買収価格）の妥当性

EXIT 条件の設定

投資判断項目

投資判断�

モニタリング�

EXIT�  

事業計画の妥当性検証の徹底
● 新規投資時における事業計画の精査（感度分析含む）
● 計画比下方乖離への対応策の事前準備（EXIT 策設定を含む）

● � 期累計赤字
● リターンの投資時計画比下方乖離
● 付加価値（資本コスト以上のリターン）の � 期累計赤字

EXIT 選定基準　

投資基準
● 投資先のフリー・キャッシュ・フローをベースとした NPV（Net Present Value）に基づく投資効率※

● 受取配当金やトレード収益等の単体へのキャッシュイン
● 投資先の利益規模
※ NPV を算出する際には、国別・業種別に設定したハードルレートを使用

● 投資 � 年後レビューの実施
● 全事業投資先につき、事業会社定期レビューを年 � 回実施
● 定性（戦略的意義等）、定量（収益規模・投資効率等）の観点から取組方針を見直し
● 赤字、配当キャッシュイン、営業キャッシュ・フローに課題のある事業会社の改善策策定
● 事業会社定期レビューで策定した方針や課題改善策につき年間を通して進捗フォロー

● 財務体質強化に向けて、資本コスト等を考慮した事業 EXIT 選定基準に抵触した
低効率の資産並びに、戦略的に保有意義の薄れた事業の入替を推進
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伊藤忠商事では、大地震等の自然災害、感染症の蔓延、テロ等の事件、大事故、サイバーアタッ
クやセキュリティインシデント等、不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または
中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための Business	Continuity	Plan（BCP）を策定し
ています。BCP は伊藤忠グループ全体を対象としており、各事業セグメント・職能部が組織別に
個別の BCP を策定し、定期的に内容の見直しと社内教育・訓練を行っています。
大規模災害発生時には、（1）初動復旧、（2）BCP 発動、（3）業務回復、（4）全面復旧の 4つの段
階に分け、それぞれの指揮命令者・対応事項を定めた計画を策定しております。
また、新型コロナウイルスを含む感染症発生時には、感染拡大の段階に応じた危機管理体制を
定め、従業員の安全確保と感染拡大防止を最優先に、各分野のサプライチェーンの維持を通じて
社会生活の安定に貢献するべく、感染拡大期においてもリスクを避けつつ重要業務を継続する体
制を構築しています。

Business Continuity Plan（事業継続計画）

コーポレート・ガバナンス

先進国以外の国に対するカントリーリスクエクスポージャーを総枠で管理すると共に、社内の国
格付けに基づく個別の国枠管理も行っています（国枠管理制度）。なお、国枠等については、ALM

（Asset	Liability	Management）委員会で審議を行い、HMCで承認しています。

集中リスク管理
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リスクマネジメント

リスク 機会

コーポレート・ガバナンス、内部統制の機能不全に伴う事業継続リスク、予期せぬ損失の発生　等 強固なガバナンス体制の確立による意思決定の透明性の向上、変化への適切な対応、安定的な成長基盤の確立　等

伊藤忠グループは、その広範にわたる事業の性質上、市場リスク・信用リスク・投資リスクを始め、様々
なリスクにさらされています。これらのリスクは、予測不可能な不確実性を含んでおり、将来の伊藤忠グ
ループの財政状態及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、リスク管理を経営の重要課題と認識し、COSO-ERMフレームワークの考え方を参考に、
伊藤忠グループにおけるリスクマネジメントの基本方針を定め、必要なリスク管理体制及び手法を整備し
ています。

方針・基本的な考え方

目標・アクションプラン
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マテリアリティ SDGs
目標

インパクト 
分類

取組むべき 
課題 事業分野 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合（レビュー）

確固たるガ
バナンス体
制の堅持

ガバナンス

持続可能な成
長を実現する
ガバナンス体制
の維持・強化

リスクマネジ
メント

損失の危険の管理や企業集団の業務
の適正を確保するため、グループリス
クマネジメント体制を構築し、継続的
な維持を実施します。

社内委員会・リスク管理部署の設置、
各種規定・基準等の設定や報告・監
視体制等のリスク管理体制の整備、有
効性を定期的にレビューする。

リスク管理責任部署によるアクション
プランの策定と実行、社内委員会に
よるモニタリング&レビューといった
PDCAサイクルを確立することで、中長
期的に強固なガバナンス体制を堅持。

各リスク管理責任部署による2023年度のアクションプランに対する進捗状況のレビューを
実施。当該期間に発生した事象への対応等含め、リスク管理体制は機能している旨、統
合RM部が取り纏めて2023年10月開催の内部統制委員会（上期レビュー）及び2024年4
月開催の同委員会に報告済み（通期レビュー＋2024年度アクションプラン）。

リスクマネジメント



リスクマネジメント

リスク管理体制

伊藤忠商事の事業運営に伴うリスクは、取締役会による監督のもと、HMC とリスクマネジメントに
関連する各委員会、各カンパニー等が委譲された権限の範囲内で管理します。
伊藤忠商事では、市場リスク、信用リスク、カントリーリスク、投資リスクその他様々なリスクに対
処するため、各種の社内委員会や責任部署を設置すると共に、各種管理規則、投資基準、リスク
限度額・取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を
整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理しています。また、管理体制の有効性につき定期的にレ
ビューを実施し、各リスクを担当するオフィサーが取締役会に報告しています。
全社レベルでのリスク管理としては、社長 COO 及び取締役会による適切かつ機動的な業務執行に
関する意思決定に資することを目的として、原則として社長 COO が議長を務め、会長 CEO、社長
COO及び社長COOが指名する執行役員で構成されるHMC及び下部組織である内部統制委員会、
開示委員会、ALM 委員会、コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会、投融資協議委員会
等において、各分野のリスクに関わる個別案件や社内制度を報告・審議する体制を構築・整備し
ています。
また、全社レベルでのリスク管理の一環として、伊藤忠グループでは、サステナビリティを推進して
いくため、人権・労働安全・気候変動・自然災害・ESG 投資等の ESGリスクに関して、サステナ
ビリティ委員会を中心に関連委員会と協議を経て、ESGリスクに関する方針や施策、及びリスク管
理体制の浸透について討議の上、年に 1回以上の頻度で、取締役会への報告を行っています。
事業運営レベルのリスク管理としては、各カンパニーにおいてカンパニーの長であるカンパニープ
レジデントの諮問機関として DMC（Division	Company	Management	Committee の略）が、各カ
ンパニーにおける経営方針及び経営に大きな影響を及ぼす投資・融資・保証・事業等における重
要案件を審議しています。委譲された権限を超えるリスクを負担する場合は、重要度に応じ、各種
委員会を経てHMC 及び、または取締役会へ付議されます。

当社は監査役会設置会社として、社外監査役を含めた監査役による経営監視を十分機能させるこ
とで監視・監督機能の充実と意思決定の透明性を確保しています。監査役は各委員会に独立的立
場で出席しており、各委員会の委員長である役員は HMC または社長 COO への報告を必要に応じ
て行っています。内部監査組織である社長直轄の監査部は、独立的な立場から各リスク管理責任
部署及び各カンパニー・グループ会社を対象に監査を実施し、会長 CEO 及び社長 COO に報告す
るとともに、取締役及び監査役が同席する執行役員会にも直接報告する等、デュアルレポートライ
ンを構築しています。また、監査役会との連携も行っており、内部監査の実効性を確保しています。

体制・システム

■ リスクマネジメントのガバナンス体制図

取締役会

各カンパニー・グループ会社

統合RM部／各リスク管理責任部署
●リスクマネジメントの基本プロセスの設定
●主要リスクに関するグループ連結ベースでの情報管理、モニタリング体制の構築

監査役会

監査部

監視・監査 監督 報告

連携
報告※

監査

監査

方針・企画 検討指示 企画提案・活動報告

運用確認 報告

（委員長）

各リスクに関する
審議・レビューの報告

内部統制委員会（CSO）
開示委員会（CFO）
ALM委員会（CFO）

コンプライアンス委員会（CAO）
サステナビリティ委員会（CAO）

投融資協議委員会（CXO）

会長CEO

社長COO

HMC
●リスクマネジメントに関する

基本的制度の決定

※	会長CEO及び社長COOに報告するとともに、取締役及び監査役が同席する執行役員会にも直接報告

●	主な社内委員会（P198）
●	社外取締役の選任理由（P191）
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リスクマネジメント

当社に重要な影響を与えるリスクへの対応

当社の主要リスクについて、それぞれのリスク管理責任部署において連結ベースでの情報管理・モ
ニタリング体制を構築し、これらのリスクに対処しています。

リスク項目 責任部署（管掌オフィサー） 代表的なリスク内容 リスク低減措置

コンプライアンスリスク 法務部（CAO） 各種法令・規制等の法令遵守に関わるリスク 各組織（カンパニーを含む）のコンプライアンス責任者が伊藤忠グループコンプライアンスプログラム
に基づき管理・指導。

法務関連リスク
（コンプライアンスリスクを除く） 法務部（CAO） 各種規制の制約や法律等の変更によるリスク、規制強化・緩和によって被るリスク、法制度の運用や

解釈が異なることで被るリスク、紛争（訴訟・クレーム）により損失（賠償責任等）が発生するリスク

紛争（訴訟・クレーム）に関しては、契約書等の事前チェックにより損失拡大リスクを軽減。法令変更
リスクに関しては、各種講習会等を実施することにより注意喚起し、都度相談を受け付けることにより
対応。

安全保障貿易管理に関するリスク 法務部（CAO） 外為法（安全保障関連）の遵守に関わるリスク、並びに他国の法規制・制裁状況等国際安全保障に
関わるリスク

安全保障貿易管理室による集中管理。各カンパニーもしくは部門の安全保障貿易管理責任者と連携
し適宜管理・指導。

関税関連リスク 法務部（CAO） 関税三法（関税法、関税定率法、関税暫定措置法）の遵守に関わるリスク 輸入通関管理及び関税管理マニュアル、輸出通関管理マニュアルに沿い、社内モニタリング、研修、
日々の相談、法令周知、税関への定期報告会等を実施。

カントリーリスク 統合RM部（CFO） 国家そのものの行為、又は、その国家の置かれた環境により損失が発生するリスク カントリーリスクエクスポージャーは定期的に統合RM部にて集計し、主な国別投融資保証残高として
開示。

商品価格変動リスク（特定重要商品） 統合RM部（CFO） 商品の相場変動等により、損失等が発生するリスク 金額枠・数量枠・期間損失限度を設定し、定期的に枠遵守状況をレビュー。

信用リスク 統合RM部（CFO） 取引先の契約上の債務不履行により、損失等が発生するリスク 取引先及び取引の形態ごとに与信額を設定し、原則として年次で与信額の見直しを実施。

投資リスク 統合RM部（CFO） 新規投資の実行、既存事業のモニタリング、撤退の意思判断に関わるリスク 新規投資については投資基準に照らした意思決定、既存投資はモニタリングを定期的に行い、保有意
義の乏しい投資に対しては、EXIT選定基準を適用することにより資産の入替えを促進。

株価リスク 統合RM部（CFO） 株価の変動により、損失等が発生するリスク 株価変動に伴う連結株主資本への影響額を定期的に把握、モニタリングを実施。

為替リスク 財務部（CFO） 為替相場の変動により、損失等が発生するリスク 先物為替予約等のデリバティブを活用したヘッジ取引により、リスクを軽減。

金利リスク 財務部（CFO） 金利の変動により、損失等が発生するリスク 金利ミスマッチ額を把握した上で、金利変動リスクを軽減。

資金調達リスク 財務部（CFO） 金融市場の混乱等により円滑な資金調達ができなくなるリスク 現預金、コミットメントライン等の活用により十分な流動性を確保するとともに、調達先の分散や調達
手段の多様化によりリスクを低減。

情報システム・セキュリティリスク IT・デジタル戦略部
（CXO）

●	自然災害・人的災害（テロ等）、コンピュータ機器・ネットワーク機器の故障、プログラム・操作・
手続のミス等の原因による情報システムの不稼動に関わるリスク

●	情報システムに対する内外からの不正アクセスによる情報漏洩・改ざん・破壊等に関わるリスク

●	情報セキュリティガイドラインや、サイバーセキュリティフレームワークの適用及び遵守状況のモニタ
リングを実施。

●	伊藤忠サイバー＆インテリジェンス社による防御体制強化及び研修等を通じた注意喚起を実施。

労務管理リスク 人事・総務部（CAO） 労務管理上、発生する可能性のあるリスク（長時間労働、賃金不払残業等） 現場からの相談・報告はカンパニー・総本社人総担当で集約し、人事・総務部へ連絡。必要に応じ
て顧問弁護士とも協議しながら適切に対応。

人材リスク 人事・総務部（CAO） 経営人材・業務人材等の不⾜・流出及び確保に伴うリスク 多様な人材を確保し、当社とグループ会社の連携も含めた継続的な能力開発と、働きがいのある職
場環境の整備を通じて、適材適所の配置を実現。

財務報告の適正性に関するリスク 経理部（CFO） 適正な財務報告の作成・開示により、財務報告の信頼性を確保することに関わるリスク 会計基準の新設・改廃に関する情報収集担当者の設定、通達発行、イントラ掲載及びメール発信によ
る周知伝達。

内部管理に関するリスク 経理部（CFO） 経理処理に関する規程やマニュアルに準じた運用が行われないことによる事故や不正の発生リスク 内部管理業務のモニタリングを実施。

環境・社会リスク サステナビリティ推進部
（CAO） 環境・社会関連法令等の遵守、サステナビリティ上の重要課題の推進等に関わるリスク トレードや事業投資活動の開始又は継続における自社及びバリューチェーン上の環境・社会リスクの

把握と対応状況のモニタリング制度の企画や、適宜他部署と連携したモニタリングを実施。
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リスク管理手法

リスクキャピタル・マネジメント※1と集中リスク管理

取組み
■ リスクアセットとリスクバッファー※2 の状況
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■ リスクバッファー　
■ リスクアセット　

※1		株主資本コストを8％と設定
※2			リスクバッファー＝連結株主資本＋非支配持分

一年を通して以下のような管理を行い、PDCAサイクルを構築しています。定期的にリスク管理のサ
イクルを回すことにより、	複雑化・多様化するリスクの低減と未然防止に取組んでいます。

1.  Plan：毎年主要リスクの管轄部署においてリスク防止・低減のためのアクションプランを策定、
潜在リスクを網羅的に洗い出した上、内部統制委員会において、取組むべきリスクや管理方針を
審議し、CSO が方針を了承。

2.  Do：管理方針に基づき対策を実施
3.  Check：半期ごと、対策状況及び翌期のアクションプランを取り纏め、内部統制委員会で報告を

実施
4.  Action：改善策や追加対策を実施

リスクアセットを厳格に管理
伊藤忠商事は、投資を含むバランスシート上の全ての資産及びオフバランス取引において、将来発
生し得る最大毀損額をもとに「リスクアセット」を算定し、リスクアセットをリスクバッファー（連結株
主資本＋非支配持分）の範囲内にコントロールすることを基本方針とした運用を行っています。今
後、既存ビジネスの進化等に繋がる投資を推進していく方針のもとにおいても、リスクアセットはリ
スクバッファーの範囲内で維持し、厳格なリスク管理と更なる財務体質の強化に取組んでいきます。

新興リスク

伊藤忠グループを取り巻く経営環境は日々刻々と加速度的に変化するため、伊藤忠商事では PEST
分析通じて、政治・法規制・経済・社会環境・技術革新等のマクロ環境要因に内在するリスクシ
ナリオを作成・検討し、経営計画策定時にそのインパクトを考慮しています。
尚、統合レポートにおける非財務資本に関わるPEST 分析についてはこちら（https://wwｗ.itochu.
co.jp/ja/ir/doc/annual_report/online2024/pest.html）です。

リスクマネジメント
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リスクマネジメント

事業投資管理

伊藤忠商事がビジネスを創造・拡大する際、業務提携と並び重要な手段となるのが事業投資です。
強みのある分野でのタイミングを捉えた戦略的投資の実行を目的に、伊藤忠商事単独での子会社
の設立、パートナーとの共同出資、企業買収による経営参画・連結子会社化等の多様な手段の中
から最適な形態を選択します。投資は継続保有を原則とし、投資実行後は伊藤忠商事の機能をフ
ル活用して投資先の企業価値の最大化を図り、トレード収益や配当等の収益を拡大しています。投
資の大型化等もあり、事業計画・買収価格の妥当性精査を徹底しています。また、既存事業投資
についても、事業収益の向上や低効率資産の早期 EXIT を図るため、EXIT 条件の厳格化、定期レ
ビューの徹底を中心にモニタリングを更に強化しています。

各カンパニーに裁量権を委譲し迅速な意思決定を実現する一方で、投資リターンの追求、投資リス
クの抑制も図る重層的な意思決定プロセスを構築しています。
また、事業投資に際しては、市場の成長性・健全性、当社業績への影響度、リスク管理の可否など
を考慮してリスク選好度を決定しています。

新型コロナウイルスの影響を始めとする急激な経営環境の変化の中で、タイミングを捉えた戦略投
資とピークアウト・低効率事業の資産入替を着実に実行しました。投資判断時における事業計画
の妥当性検証含めた各種プロセスの徹底や、投資実行後のきめ細かなモニタリング等により、2023
年度の黒字会社比率は 92.0% と引続き高水準を維持しました。

■ 基本的な考え方

■ 投資実行時の意思決定プロセス

■ 事業投資プロセス

カンパニープレジデントの権限を越える案件は、
HMCでの承認が必要となります。

投融資協議委員会

HMC（Headquarters Management Committee）

カンパニー
カンパニープレジデント 決裁

申請部署

職能組織

DMC（Division Company Management Committee） 審議

・・・リスク分析を踏まえた審査意見

HMCでの承認が必要な案件のうち、収益性・戦略性等の面で
追加的に検討・精査すべき点があると判断される場合は、
投融資協議委員会で審議します。

申請部署が申請した案件を、関係職能組織（管理部署）が各々の
専門的観点からの審査意見を付した上で、DMCでの審議を経て
カンパニープレジデントが決裁します。

事業計画の妥当性検証の徹底
● 新規投資時における事業計画の精査（感度分析含む）
● 計画比下方乖離への対応策の事前準備
（EXIT 策設定を含む）

EXIT条件の設定
● 投資時の明確かつ実行可能な EXIT 策設定の徹底

● 取込損益の � 期累計赤字
● リターンの投資時計画比下方乖離
● 付加価値※の � 期累計赤字

※ 明確なEXIT条件・・・抵触した場合に当該事業から原則EXITする
条件を定量的に設定

※ 実行可能なEXIT策・・・EXIT条件に関するパートナーとの事前合意等    

ESGリスク評価
● 環境・社会等に与える影響や投資対象のガバナンス状況を

�� 項目からなる ESG チェックリストを用いて事前に評価
● 投資実行後もグループ会社における環境汚染等の未然

防止を目的として、現地訪問調査等による ESG 評価を
多面的に実施

● 株主還元後実質フリー・キャッシュ・フローの「黒字」を
引続き重視する方針

※ 連結貢献（＝取込損益+トレードメリット）－（連結投資簿価x資本コスト）

 

投資基準
● 投資先のフリー・キャッシュ・フローをベースとした NPV
（Net Present Value）に基づく投資効率※

● 受取配当金やトレード収益等の単体へのキャッシュイン
● 投資先の利益規模

 ※ NPVを算出する際には、約��の業種別に設定した
ハードルレート（国別）を使用 

● 投資基準への適合状況
● 投資意義・成長戦略の策定
● リスク分析
● 内部統制の整備状況の検証
● 事業計画の妥当性検証
● EXIT 条件の設定
● ESGリスク評価

投資判断時の検討項目

コベナント管理

 

EXIT基準　

投資実行

モニタリング

● 投資 � 年後レビューの実施
● 全事業投資先につき、事業会社定期レビューを毎年実施
● 定性（戦略的意義等）、定量（収益規模・投資効率等）の

観点から取組方針を見直し
● 赤字、配当キャッシュインに課題のある事業会社の

改善策策定
● 事業会社定期レビューで策定した方針や課題改善策

につき、年間を通して進捗フォロー

継続

● EXIT 基準に抵触した低効率の資産や
戦略的に保有意義の薄れた事業の
入替を推進

資産入替

■ 連結対象会社数及び黒字会社比率
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■連結対象会社数（左軸） 黒字会社比率（右軸）

（社数） （%）

（年度）
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情報セキュリティリスクマネジメント

伊藤忠商事では、全ての役員及び従業員に対し、情報の取扱いに関する行動規範を定め、高い情
報セキュリティレベルを確保することが、情報セキュリティリスクにおいて、重要だと認識し、「情報
セキュリティポリシー（https://www.itochu.co.jp/ja/security/index.html）」を定めています。ま
た当社の全ての役職員が情報セキュリティポリシーに従って、情報の適切な取扱い・管理・保護・
維持すべく努めます。

伊藤忠グループは、情報化戦略及び情報セキュリティ対策の統括責任者をCXO とし、CXO を議長
とする IT 戦略会議では、各種方針・規程類や情報セキュリティ戦略の審議や管理状況のモニタリ
ング等を行い、取締役会に適宜報告することで、高い情報セキュリティレベルを確保しています。

伊藤忠商事は、DX ／データドリブン経営のための全社情報化戦略を策定し、IT を活用した経営を
目指しています。これらの経営基盤を支える高い情報セキュリティレベルを確保するため、セキュリ
ティガイドラインの設定、セキュリティ基盤の拡充、マルウェア等の技術的なセキュリティ対策強化
等の危機管理対応の徹底に継続して取組んでいます。
当社では、上級サイバーセキュリティ分析官をメンバーとした、サイバーセキュリティ対策チーム

（ITCCERT：ITOCHU	Computer	Emergency	Readiness,	Response	&	Recovery	Team）により、常
時ログの分析やマルウェアの解析により最新の脅威情報を収集して事前予防を行い、また、事故（イ
ンシデント）発生時には即座にインシデント・レスポンス（原因調査、対応策検討、サービス復旧）
を実施してきました。国内外の伊藤忠グループ全体のサイバーセキュリティガバナンスの枠組みとし
て、「伊藤忠グループサイバーセキュリティフレームワーク」を2022年から展開し、規定・体制・プ
ロセスを定めることにより更なる強化を図っています。加えて2023年 2月に伊藤忠サイバー＆イン
テリジェンス㈱を設立し、「サイバーセキュリティ対策プログラム」をグループ各社に提供することで、
フレームワークの持続的かつ実用的な運営を行っていきます。また、グループ会社を含めサイバー
セキュリティ対策技術者の教育・育成にも取組んでいます。企業がここまでアクティブに体制を整
備し、積極的に活動している例は国内では少なく、今後も持続的な成長を支えていく取組みを進め
ていきます。
尚、情報セキュリティ教育についても情報管理体制を維持向上させるために、以下の定期的な取組
みを実施しています。

●		サイバー攻撃の一つである「標的型メール攻撃」に対する全社員向け対策訓練を年に 2回実施。
●		eラーニングによる「情報セキュリティ講座」を3年ごとに国内外の全社員及びグループ会社で一
斉開講を実施。

●		ITCCERT を講師とした伊藤忠グループ会社向け情報セキュリティのワークショップ開催及び講演
会を年に数回実施。

●		情報セキュリティ及び個人情報保護に関する方針について、入社時の研修において周知徹底する
他、更新がある場合は、通達及び定期的なeラーニングにより国内外全社員に通知・教育を実施。

●		業務継続計画に関わる訓練を年 1回実施。加えて、第三者によるサイバー攻撃演習を年 1回以
上実施。

■ 方針・基本的な考え方

■ 体制・システム

■ 取組み

リスクマネジメント

伊藤忠
商事単体

伊藤忠
グループ各社

IT・デジタル戦略部／ITCCERT

ITセキュリティ管理統括責任者（CDO・CIO）ITセキュリティ管理統括責任者(CXO)

ITセキュリティ管理統括責任者(各社におけるCISO相当)

各カンパニー ITセキュリティ管理責任者
（各カンパニーの経営企画部長）

方針／指示・指導相談・対策など進捗報告

ITセキュリティ管理責任者

名称 委員長 目的

IT 戦略会議 CXO
●	全社IT・デジタル化に関する戦略の審議（年次情報化計画等）
●	情報セキュリティの制度・運用に関する審議

Business Continuity Plan（事業継続計画）

取組みの詳細は P212をご覧ください。
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コンプライアンス

●	全ての役職員は、高い倫理観をもって「伊藤忠グループ企業理念」及び「伊藤忠グループ企業行動指針」
に則り行動する。

●	コンプライアンス統括役員（代表取締役／ CAO）、コンプライアンス委員会及びコンプライアンスに係る
事項を統括する部署を設置するとともに、「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」を制定し、コ
ンプライアンス体制の充実に努める。

方針・基本的な考え方

リスク 機会

コーポレート・ガバナンス、内部統制の機能不全に伴う事業継続リスク、予期せぬ損失の発生　等 強固なガバナンス体制の確立による意思決定の透明性の向上、変化への適切な対応、安定的な成長基盤の確立　等

マテリアリティ SDGs
目標

インパクト 
分類

取組むべき 
課題 事業分野 コミットメント 具体的対応アプローチ 成果指標 進捗度合

確固たるガ
バナンス体
制の堅持

ガバナンス
コンプライ
アンスの遵
守徹底

コンプライ
アンス

いかなる時でもコンプ
ライアンスを遵守する
ことが会社・社会への
貢献であるという従業
員の意識を更に醸成し
ます。

定期的な意識調査や現
場訪問等を通して、各
現場の声に耳を傾け、
課題を抽出し、課題克
服のための諸施策を構
築、実施。

変化するリスク、社会からの要請及
び現場での課題に対応した諸施策
のモニタリングを実施すると共に、
教育・啓発内容を常に充実させ、
巡回研修等を通じて直接従業員へ
訴えかけることの継続。

●		2023年4月～5月	2022年度を対象とした伊藤忠グループコンプライアンス体制のモニター・レビューを実施。調査対象は本社全
組織、国内支社、海外ブロック、グループ会社及びその孫会社の計	433組織で、各組織の体制整備状況の把握と推進が目的。

●		2023年8月～9月	当社グループにおけるコンプライアンス体制整備及びコンプライアンス事案発生の未然防止を図るべく単体・
国内外グループ会社242社の役職員約56千人（契約社員、派遣社員を含む）を対象にコンプライアンス意識調査を実施（回答者
数	約55千人）。

●		2023年12月～2024年2月	2022年度に再発防止策が策定されたコンプライアンス関連事案の内、モニタリングの必要性の高い
事案を抽出しモニタリングを実施。対象事案については、再発防止策が概ね適切に実施されていることを確認。

●		2024年1月～2月	単体従業員、派遣社員及び受入出向者全員に向け、独占禁止法・下請法に関するe-learningを実施（受講者
数	4,271名）。

●		2023年度の巡回研修実施状況は以下の通り。
●		単体向け：受講者3,291名（全員録画版視聴）
●		国内グループ会社：75社・受講者15,964名

目標・アクションプラン
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伊藤忠グループでは、コンプライアンス統括役員であるCAO の指揮の下、法務部コンプライアンス
室が全体のコンプライアンス推進のための方針や施策の企画・立案を行い、伊藤忠商事の各組織、
海外拠点及び国内外の主要なグループ会社（連結子会社、一部の持分法適用関連会社を含む。以
下「コンプライアンス管理対象会社」と言います。）にコンプライアンス責任者を配置し、コンプライ
アンス推進体制を構築しています。
また CAO が委員長であるコンプライアンス委員会は、2名の社外委員と関係職能部長および営業
部門長等からなる社内委員で構成され、業務執行上の常設機関として原則年 2回開催され、コン
プライアンスに係る事項を審議します。直近では 2024年 3月 6日に開催されました。
「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」は、伊藤忠商事の各組織、海外拠点及びコンプライ
アンス管理対象会社が、ビジネスの特性・業態・所在地域の法制度等を考慮しながらコンプライ
アンスを遵守することができるようにコンプライアンス体制の整備方針を示すものです。このコンプ
ライアンスプログラムに定められているコンプライアンス推進体制の整備・運用状況につき、法令・
社会の動向等も踏まえ、年に 1度モニター・レビューを実施しています。モニター・レビューの結
果は、コンプライアンス事案の発生傾向その他のコンプライアンスに係る事項とともにコンプライア
ンス委員会に報告され、審議されます。CAO は、コンプライアンス統括役員としてコンプライアンス
委員会での報告・審議事項を取締役会に報告しています。
また、伊藤忠商事の各組織、海外拠点及びコンプライアンス管理対象会社において発覚したコンプ
ライアンス関連事案は、コンプライアンス統括役員（CAO）及び監査役に報告され、「重大なコンプ
ライアンス関連事案」については、適宜、取締役会へ報告されます。伊藤忠商事とグループ会社の
取締役は、重大な法令・定款違反等のコンプライアンス事案については、それぞれの会社の監査
役に報告する義務を負っています。

体制・システム

伊藤忠グループのコンプライアンス推進体制とマネジメント

コンプライアンス

全社的な活動としては、海外拠点やコンプライアンス管理対象会社等の重点組織に対しては、対面
研修を中心としながらもオンライン等も積極的に活用し、実際に発生したコンプライアンス事案を
教材とした巡回研修を行う等、コンプライアンス推進体制の恒常的改善・強化に重点を置いた活
動に取組んでいます。さらに、コンプライアンス事案の発生傾向やモニター・レビューの結果等を
踏まえて、組織毎に独自のコンプライアンス強化策を策定し、順次実行に移しています。
また、伊藤忠商事ではコンプライアンス遵守を徹底するために、全社員を対象に、毎年度の個人業
績評価の際に、コンプライアンスを遵守したこと及び遵守することを書面で確認しています。
伊藤忠商事の監査部は、伊藤忠グループのコンプライアンス推進体制が適正に機能しているかを
検証するコンプライアンス監査、及び、伊藤忠商事の各組織（主管グループ会社を含む）・海外ブ
ロックの定常監査の中で、適宜当該組織・海外ブロックにおけるコンプライアンス推進体制の整備・
運用状況を確認しています。

会長 CEO

社長 COO

コンプライアンス管理対象会社

コンプライアンス統括役員
  （CAO）

コンプライアンス委員会
委員長：CAO

事務局：法務部コンプライアンス室

HMC

外部専門家

サポート

チェック・アドバイス

サポート

法務部コンプライアンス室

他の関係職能部署

カンパニー 職能部署

海外ブロック 国内支社支店

HMC ：Headquarters Management Committee
CEO ：Chief Executive Officer
COO ：Chief Operating Officer
CAO ：Chief Administrative Officer
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内部通報制度（ホットライン）

コンプライアンス

伊藤忠商事は、「内部通報規程」を策定しており、各コンプライアンス管理対象会社においても同
様の制度を設けることで、内部通報者の保護を図るとともに、適正な処理の仕組みを定め、贈収賄
行為を含む不正行為等の早期発見と是正を図りコンプライアンス経営の強化に繋げています。内
部通報制度の運用状況は、定期的にコンプライアンス委員会に報告されています。
伊藤忠商事の内部通報制度は、国内外それぞれにおいて通報受付窓口を複数設け（専門業者及び
外部弁護士を活用した外部の通報受付窓口等）、伊藤忠商事の役職員、伊藤忠商事との間で別途
労働者派遣契約を締結する会社から当該労働者派遣契約に基づき当社に派遣されている者（派遣
社員）、及び、グループ会社の社員等からの通報を受け付けています。また内部通報者に対する報
復等の不利益な取扱いを禁止するとともに、匿名による通報を可能としています。
過去 3年間の当社窓口への内部通報件数は下表の通りです。

コンプライアンス意識調査の実施
伊藤忠グループではグループ全役職員を対象に、隔年で「コンプライアンス意識調査」を実施し、
企業理念の理解度を含めたコンプライアンス浸透の実態を把握し、具体的な施策に役立てていま
す。8回目となる2023年度はグループ役職員のうち56,090名を対象に調査を実施し、54,938名か
ら回答を得ました（回答率 97.9%）。分析結果は各組織にフィードバックし、コンプライアンス推進
体制の改善に活かされています。次回は 2025年度に実施する予定です。

名称 2021年度 2022年度 2023年度

通報件数 86 98 113

コンプライアンス巡回研修
伊藤忠商事は、コンプライアンス意識の向上と事案の発生を未然に予防することを目的に、実際に
発生したコンプライアンス事案を教材として、下記の点も踏まえながら「コンプライアンス巡回研修」
を伊藤忠商事の役職員を対象に毎年実施しています。
●		業務上必要な法律の遵守に関する意識の向上
●		贈収賄、独占禁止法等を含む幅広いコンプライアンス意識の向上
●		パワハラやセクハラなどのハラスメントによる人権侵害防止に関する意識の向上
2023年度は、録画動画視聴による研修を実施し、3,291名の役職員が受講しました。
グループ会社各社においては、業態に応じた独自のコンプライアンス研修を役職員に対し実施する
とともに、国内の主要なグループ会社の役職員に対しては、伊藤忠商事からの巡回研修もあわせ
て行い、2023年度は対面をベースとしながらも、個社の状況に応じて、ウェビナー、録画視聴の形
式で合計 75社、計 15,964名が受講しました。
その他、仕事で直面する可能性がある場面別のアドバイス（Q&A 形式）や、腐敗リスクを未然に防
止するために取る行動について教えている「コンプライアンスハンドブック」をデジタル化し、伊藤忠
グループ全役職員が在宅勤務中でも参照できるように整備しています。

コンプライアンス意識向上を目的とした社員教育

取組み

伊藤忠商事では、役職員一人ひとりが、高い倫理観の下、法令・社会規範等の趣旨を理解し、こ
れを遵守するよう、コンプライアンスに関する継続的な教育・研修等を実施しています。

コンプライアンス巡回研修受講者

   3,291名　　　　　12,673名　　			

15,964名

伊藤忠
商事

グループ
会社

合計
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伊藤忠グループは、企業行動倫理規範に基づき反贈賄ポリシーを定め、日本国内外を問わず、公
務員や民間の役職員に対して、不正な利益を得る目的で、金品・供応・便宜その他の利益を供与
しないことを定めています。

腐敗防⽌の取組強化 伊藤忠商事では、米国の海外腐敗行為防止法（US	FCPA）や英国贈収賄法（UK	Bribery	Act	2010）
をはじめとする世界的な贈収賄規制強化の流れに鑑み、国内外の公務員及びこれに準ずる立場の
者に対する不正な利益供与を広く禁止するため、これまで「不正利益供与禁止規程」及び「3つの
関連ガイドライン（公務員・外国公務員・代理店）」を制定し、これを厳格に運用していましたが、
2015年 12月に「代理店ガイドライン」を「ビジネスパートナーガイドライン」に改訂し適用範囲を拡
大すると同時に	投資案件での贈収賄リスクのチェックを徹底するために「投資ガイドライン」を新設
し腐敗防止の取組を更に強化しました。
不正利益供与禁止規程では、禁止されている不正利益供与に、通常の行政サービスに係る手続き
の円滑化等を目的とした少額の支払いにあたるファシリティー・ペイメントを含み、民間の取引先
に対する不正な利益供与にあたる商業賄賂も禁止しています。贈賄のみならず、役職員が民間の
取引先から不正な利益供与を受けるケースについても、公私混同（利益相反等）に当たるとして、
社内規程で禁止しています。
公務員ガイドライン及び外国公務員ガイドラインでは、公務員・外国公務員との接待や贈答品贈与
についての判断指針を示し個別審査を実施しています。
ビジネスパートナーガイドラインでは、伊藤忠商事に対して役務を提供頂くビジネスパートナー（代
理店、コンサルタント等を含む）の新規起用・契約更新に際し、漏れなくチェックを行う為のプロセ
スを明確にし契約のプロセスを定めています。海外のビジネスパートナーについては、トランスペア
レンシー・インターナショナルが公開している腐敗認識指数（Corruption	Perception	Index/CPI）
をリスク認定の基準の一つにしています。ビジネスパートナーとの契約書を含む贈賄リスクと関係
する可能性がある各種契約書においては、贈賄禁止条項を盛りこみ、不正支払（贈賄又は不正な
利益供与）を禁止し、かつ当該禁止に違反した場合には、直ちに契約書を解除できるよう明記して
います。
投資ガイドラインでは、投資案件の検討において、腐敗防止の観点からデューデリジェンスの実施
や確認書の取得手続きを具体的に定めています。
役員及び社員教育・研修等で「伊藤忠グループ反贈賄ポリシー」「不正利益供与禁止規程」及び4
つの「ガイドライン」の啓発・浸透を図り、日頃の管理業務へも落とし込むことで、不正利益の供与
を含む腐敗行為の未然防止に努めています。特に贈賄リスクが高いとされるビジネス・地域に関
与する可能性のある組織に対しては、贈収賄に特化した研修も実施しています。更に政治献金、慈
善事業、スポンサー活動に関しても、寄付や協賛の実施が腐敗行為とならないよう、社内規程と照
らし合わせ、社会的に公正かつ倫理規範を満たすよう、社内で定められた寄付・協賛の申請ルート
に基づき実施しています。

コンプライアンス

伊藤忠グループ反贈賄ポリシー
1. 伊藤忠グループの反腐敗※・反贈賄について
	 伊藤忠グループは、法令遵守は当然のこと、コンプライアンスを徹底し、社会に存在

を許される組織であり続けなければならないと認識しており、不正な手段によらな
ければ得られない利益は 1円たりとて要りません。

	 伊藤忠グループにおいては、腐敗・贈賄リスクを排除するために「不正利益供与禁
止規程」及び4つの関連ガイドライン（公務員・外国公務員・ビジネスパートナー・
投資）に基づき、腐敗・贈賄に利用されやすい行為類型につき、申請及び承認手続、
記録方法等に関するルールを定め、これを厳格に運用しています。

 【伊藤忠グループ反贈賄ポリシー】
 ●		日本国内外を問わず公務員又はそれに準ずる立場の者に対し、不正な利益を得る

目的で、金品・供応・便宜その他の利益供与を行わない。
 ●		民間の取引先の役職員に対し、不正な利益を得る目的で、金品・供応・便宜その

他の利益供与を行わない。

2. パートナーの皆様へのお願い
	 伊藤忠グループが上記の反贈賄ポリシーを実現するためには、伊藤忠グループと共

にビジネスに取り組んで頂いておりますビジネスパートナー及び投資パートナーの
皆様のご協力が必要です。

	 伊藤忠グループでは、ビジネスパートナー並びに投資先及び投資パートナーにつき、
デューデリジェンスの実施、別紙の確認書の提出、反贈賄条項を含んだ契約書の締
結をお願いさせて頂きます。

	 何卒ご理解・ご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。
2020年4月1日

伊藤忠商事株式会社
代表取締役会長CEO　岡藤 正広

※	腐敗：受託した権力を個人の利益のために用いること。横領、詐欺、マネーロンダリング等。
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コンプライアンス

伊藤忠商事は、談合・カルテル等の独占禁止法違反行為への関与を防止することを目的に、「独禁
法等遵守基本規程」を制定し、その下位規定として「カルテル・談合防止基準」、「複数組織間の競
合時における独占禁止法遵守ガイドライン」及び「価格転嫁に関する独占禁止法ガイドライン」を制
定しています。その他に「独占禁止法コンプライアンス・マニュアル」や、参照が容易な「必読！独
禁法 Q＆A 特選 ‘51問’」、「独禁法よくある誤解 29問」を策定し、各種のモニター・レビュー、教育・
研修を通じて、独占禁止法遵守の周知徹底を行っています。更に社員からの相談窓口として法務部
内に独禁法デスクを設けています。
なお、当社は 2017年度から2018年度に公正取引委員会より受けた 4件の排除措置命令に従い、
命令事項を取締役会で決議し、決議内容の通知及び周知徹底を行いました。

談合・カルテル防⽌に向けた取組

税務

なお、「伊藤忠グループのコンプライアンス推進体制とマネジメント」で前述したモニター・レビュー
を実施する際、伊藤忠商事の各組織、海外拠点、コンプライアンス管理対象会社の、公務員・外国
公務員との接待や贈答品贈与及び代理店及びコンサルタントの新規起用・契約更新の実施状況を
確認しています。
2023年度に当社が腐敗行為で摘発された事案、並びに罰金・課徴金を支払った事案はありません。

方針・基本的な考え方

伊藤忠商事およびその子会社（以下、伊藤忠グループ）は、税務に対する基本姿勢及び行動規範を
示した「伊藤忠グループ税務ポリシー」を定め、その遵守により、税務コンプライアンスの維持・向
上に努めます。租税制度の定めや意義・立法趣旨に則り、経済的実態と乖離したタックスヘイブン
への所得移転のような租税回避を企図した取引は行わず、適切な納税を行います。

伊藤忠グループ税務ポリシー
伊藤忠グループは、各国租税法、租税条約及び関連諸規定等（以下、「租税制度」）
を遵守の上で適切に納税することを基本理念とし、事業を展開する国および地域、株
主、債権者、取引先および伊藤忠グループ従業員を含む、全てのステークホルダー
の利益を追求する。

1. 【基本理念】租税制度を遵守した適切な納税
	 伊藤忠グループは、租税制度の定めや意義・立法趣旨に則り、誠実な態度で税務

業務に取り組み、租税回避を企図した取引は行わず、事業活動により稼得した所得
に基づき適切な納税を行う。

2. 税務コスト適正化
	 伊藤忠グループは、基本理念を堅持したうえで、租税制度に基づき⼆重課税の排除

及び優遇税制を適切に活用することで、税務コストの適正化に努める。

3. 各国・地域税務当局との信頼関係の構築、公正な関係維持
	 伊藤忠グループは、適時適切な情報開示を行い、グループ全体の税の透明性を確保

する。また、適正・公平な課税がなされるよう、各国・地域税務当局に対して誠実
な対応を行うことにより信頼関係を構築し、建設的な対話を通じて公正な関係維持
に努める。

2017年12月制定
2023年4月改訂

CFO は税務管理（税務リスク管理を含む）を分掌する経理部を統括しており、当社の適切な納税義
務の履行を監督しています。また、税務に関する職務執行の状況を取締役会に報告しています。
担当役員　鉢村　剛（代表取締役	副社長執行役員	CFO）
また、伊藤忠グループは、伊藤忠グループ税務ポリシーに従い、グループ税務規程にて実施すべき
基本事項及び業務遂行の基準を定めています。同規程を適切に運用すべく、当社 CFO をグループ
全体の統括責任者、当社経理部長をグループ全体の運用責任者としています。伊藤忠グループとし
て適切な納税を行うべく、伊藤忠グループの各部署が、同規程に従い、必要な税務知識の習得、取
引の適切な税務処理の検討、及び適正な税務申告等を行っています。

体制・システム
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コンプライアンス

伊藤忠商事では、知的財産権関連ビジネスや日常業務において、他人が保有する知的財産権を侵
害する行為の防止を徹底するため、役職員を対象とした講習会の開催による注意喚起や、関連法
規に準じた社内規則等の整備を実施しています。また、会社の資産としての知的財産権の適切な
管理、取扱いのため、職務発明・著作に関する社内規程、及び各種権利の出願・更新等のルール
を明確化し、的確に運用しています。

伊藤忠商事は、取扱い製品に関する安全関連の法令に定められた義務を遵守し、お客様に対して
より安全・安心な製品を提供する方針のもとに、カンパニーごとに「製品安全マニュアル」を策定し
安全確保に努めています。今後も、社内教育の推進や、製品安全担当部署の設置・情報伝達ルー
トの確立、万が一製品事故が発生した場合の対応について見直しながら、安全・安心な製品の提
供に取り組んでまいります。

総合商社の活動の柱である貿易を適正かつ効率的に行うため、伊藤忠商事では継続的に輸出入管
理の強化、そして更なる改善を図っています。安全保障貿易管理においては、大量破壊兵器及び通
常兵器の拡散防止の為、外国為替及び外国貿易法（外為法）遵守の為の体系的・総合的な貿易管
理プログラムを策定し、厳格な管理を行っています。当社の貿易管理プログラムは、外為法遵守に
加え、国際平和及び安全を脅かすような取引に不用意に巻き込まれ結果として当社のレピュテー
ションを毀損することのないよう、米国制裁等の国際政治リスクを包括的にカバーする内容になっ
ています。安全保障貿易管理に関する企業統治の重要性の増大に伴い、当社は国際社会の責任あ
る一員として様々なプロジェクトやトレードに伴う潜在的リスクに対する審査を厳格に行っていま
す。当社は、輸出管理が整備され、良好な管理体制である企業として経済産業省に「ECP（輸出管
理内部規程）」を毎年届出・受理されています。また、輸入（納税）申告を含めた適正な輸出入通
関手続きを実施するため、社内輸出入調査（モニタリング）や輸出入通関・関税管理に関する研修
等、社内管理規則に基づいた諸施策を実施し、関税コンプライアンス等の徹底を図り、更に活用が
拡大している経済連携協定（EPA）に特化した研修を実施し、EPA の適正な有効活用や、ビジネス
を新たに構築する上で必要な情報提供も行っています。

伊藤忠商事は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係・取引を遮断
することを基本方針としております。これを実現するために、役職員への教育啓発の定期的な実施
に加え、新規取引における全件調査など、取引相手等が反社会的勢力に該当しないことの事前調
査を徹底し、必要な社内体制の整備・強化を行っております。

伊藤忠商事は、役職員によるインサイダー規制への違反を防止するため、「内部者取引等の規制に
関する規程」を定め遵守徹底を図るとともに、定期的な研修を行っています。	なかでも投資先や取
引先等の重要事実を知得した場合の対応については、「インサイダー情報の報告・管理体制に関す
るガイドライン」を策定し運用しています。

こうした取り組みの結果、当社は横浜税関長より「法令順守体制」（コンプアイアンス推進体制）と
「セキュリティ管理」が優れた事業者に与えられる「認定事業者（AEO 事業者）」（特定輸出者及び
特例輸入者）の承認を取得しております。

知的財産への取組

製品安全に関する基本方針

輸出入管理への取組

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

インサイダー取引規制
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コンプライアンス

伊藤忠商事の各組織、海外拠点及びコンプライアンス管理対象会社において、腐敗防止をはじめと
する法令・社内ルール違反等が発覚、または、違反発生のリスクがあると判断された場合、所定の
基準・手続に従い、当該組織のコンプライアンス責任者が中心となり、内部調査・原因究明・再
発防止策等の事案対応に当たります。コンプライアンス関連事案については、発覚から事案対応の
終了報告までコンプライアンス室を通じて、CAO に報告されます。
また全社的な見地から検討を要する重大なコンプライアンス事案については、CAO の指示、又はコ
ンプライアンス室からの要請に基づき必要な調査が実施され、実態解明を行い、社内規程に照らし
て適切な処分を行います。
贈賄を含む法令違反等に関与した役職員については、社内処分の要否を各社の社内規程（就業規
則等）に照らし検証し、また必要に応じて社内外の関係部署・専門家との相談・協議等を経た上で、
社内規程に定められた基準・手続に従い適切な処分を行います。
伊藤忠商事では、外部関係者等への対応・報告・公表の要否を検討の上、必要に応じて適切な対
応を実施しています。
なお、伊藤忠商事では、2023年度は対外的な開示が必要とされる重大なコンプライアンス違反（顧
客の個人情報取扱に関連する事案を含む）はありませんでした。

コンプライアンス事案（違反事例）への対応

伊藤忠グループは、定期的に単体及びコンプライアンス管理対象会社に対して、個人情報モニ
ター・レビューを業務部、法務部、IT・デジタル戦略部主催で行っています。12回目に当たる
2023年度は、2023年 9月から12月にかけ、伊藤忠商事、海外ブロック及び国内外コンプライアン
ス管理対象会社 136社に対して個人情報管理体制の確認を実施しました。その結果も踏まえて伊
藤忠商事およびグループ会社での改善のための啓発活動を継続するとともに外部弁護士のアドバ
イスを通じた体制の構築および運用支援を行っています。

個人情報モニター・レビュー

個人情報を適正に管理・保護することは、当社の社会的責務であることを認識し、「個人情報保護
方針（https://www.itochu.co.jp/ja/privacy/index.html）」を制定しています。また、全ての役職員
を対象とする「個人情報管理規則」を制定し、個人情報の管理責任者の設置及び個人情報の適正
な取得・利用・提供・管理・廃棄等に関するルールを定めています。個人情報保護関連の法令や
社内ルールに違反する行為が認められた場合には、就業規則に基づき、懲戒処分を含め厳正に対
処しています。
さらに、コンプライアンス統括役員であるCAO が決定した伊藤忠グループコンプライアンスプログ
ラムでは、個人情報保護法対応ガイドラインをコンプライアンスプログラムの付則として設け、個人
情報の流出・漏えい事案が発生した場合の対応方針を定めています。

個人情報保護に関する考え方

伊藤忠商事は、情報の取扱いに関し、「情報セキュリティポリシー（https://wwｗ.itochu.co.jp/ja/
security/index.html）」を制定し、当社の全ての役職員が情報の適切な取扱い・管理・保護・維
持すべく努めています。また、全ての役職員を対象とする「情報管理規程」を定め、高い情報セキュ
リティレベルを確保することにより、経営活動に必要な情報の適切な管理を実現するための行動規
範を示しています。具体的には、個人情報管理、文書管理、IT セキュリティ管理に関する規則や基
準を定め、個人情報や機密情報の保護及び漏えい防止に努めています。

情報管理に対する考え方
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当社が策定したフレームワークについて、Vigeo	Eiris（現ムーディーズESGソリューションズ）より、
サステナビリティボンド・ガイドライン等の原則との適合性に対する外部評価（セカンド・パーティ・
オピニオン）を取得しました。
●	セカンド・パーティ・オピニオン（Vigeo	Eiris）（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/sdgs_spo_jp.pdf） PDF

当社はローン・マーケット協会（LMA）等が定める「グリーンローン原則2023」および環境省が定める「グ
リーンローンガイドライン2022」に基づき、以下のグリーンローン・フレームワークを策定しました。
●	グリーンローン・フレームワーク（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/green_loan_framework_jp.pdf） PDF

当社は国際資本市場協会（ICMA）が定めるグリーンボンド原則 2018、ソーシャルボンド原則 2020
及びサステナビリティボンド・ガイドライン2018に基づき、以下の SDGs 債フレームワーク（サステ
ナビリティボンド・フレームワーク）を策定しました。
●	SDGs 債フレームワーク（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/sdgs_framework_jp.pdf） PDF

2021年 3月に発行した SDGs 債による調達資金 USD500M に関して、SDGs 債フレームワーク3.2
項に則り、適格事業への取組みに充当しました。また、調達資金が充当された適格事業による環
境・社会へのインパクト（効果）を算定しました。
●	資金充当レポート及びインパクトレポート（影響評価報告）（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/sdgs_allocation_and_impact_report_jp.pdf） PDF

当社が作成した資金充当レポート及びインパクトレポートについて、ムーディーズESGソリューショ
ンズ（Vigeo	Eirisより社名変更）より発行後レビューを取得しました。
●	発行後レビュー（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/sdgs_independent_review_jp.pdf） PDF

●	本件に関するプレスリリース（https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2021/210324.html）

セカンド・パーティ・オピニオン

当社が策定したフレームワークについて、㈱日本格付研究所より、グリーンローン原則およびグリー
ンローンガイドラインとの適合性に対する第三者意見を取得しました。
●	適合性に関する第三者意見（（株）日本格付研究所）（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/external_evaluation_jp.pdf）

●	本件に関するプレスリリース（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/news/2023/230929.html）

伊藤忠商事の創業の精神である企業理念「三方よし」のもと、グローバルに事業を行う伊藤忠グ
ループは、地球環境や社会課題への対応を経営方針の最重要事項のひとつとして捉え、企業行動
指針である「ひとりの商人、無数の使命」を果たすべく、持続可能な社会の実現に取り組んでまいり
ました。当社のサステナブルファイナンス（環境・社会の持続可能性に貢献する資金調達）の活用
は、こうした伊藤忠グループの方針を幅広いステークホルダーの皆様に認知頂くとともに、「SDGs」
への取組をより一層推進することを目的としております。

フレームワーク

フレームワーク

資金充当レポート及びインパクトレポート（影響評価報告）（2022年5月）

発行後レビュー（2022年5月）

レポーティング

グリーンローン

SDGs 債（サステナビリティボンド）

適合性に関する第三者評価

■ サステナブルファイナンス実行事例

実行年月 内容 評価機関 評価（実行時）

2015年5月
日本政策投資銀行「DBJ健康経営（ヘルスマネジメント）
格付」私募債
●		ご参考：プレスリリース 
（https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2015/150518.html）

日本政策投資
銀行

「AA」
（最高評価）

2021年3月
米ドル建て無担保普通社債（SDGs債）
●		ご参考：プレスリリース 
（https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2021/210324.html）

Vigeo	Eiris 「Robust」
（良好）

2023年9月
三井住友信託銀行	グリーンローン
●		ご参考：プレスリリース 
（https://www.itochu.co.jp/ja/csr/news/2023/230929.html）

日本格付研究所 「Green1（F）」
（最高評価）

2024年3月
みずほ銀行「Mizuho人的資本経営インパクトファイナンス」
●		ご参考：プレスリリース 
（https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2024/240325.html）

みずほリサーチ＆
テクノロジーズ

「AA」
（最高評価）
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サステナブルファイナンス

https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/sdgs_spo_jp.pdf
https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/green_loan_framework_jp.pdf
https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/external_evaluation_jp.pdf
https://www.itochu.co.jp/ja/csr/news/2023/230929.html
https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/sdgs_framework_jp.pdf
https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/sdgs_allocation_and_impact_report_jp.pdf
https://www.itochu.co.jp/ja/csr/pdf/sdgs_independent_review_jp.pdf
https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2021/210324.html
https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2015/150518.html
https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2021/210324.html
https://www.itochu.co.jp/ja/csr/news/2023/230929.html
https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2024/240325.html


世界の代表的なサステナビリティ指数である「Dow	Jones	Sustainability	World	Index（DJSI	
World）」及び、アジア・太平洋地域を対象とした「Dow	Jones	Sustainability	Asia	Pacific	Index	

（DJSI	Asia	Pacific）」の構成銘柄に、11年連続で選定されています。DJSI は、S&P グローバルが
実施する「経済」	「環境」	「社会」の 3つの側面から企業活動を分析・調査するコーポレートサステ
ナビリティ評価に基づいて、対象銘柄を選定しています。DJSI は企業のサステナビリティ・パフォー
マンスを測るベンチマークの国際基準として、企業行動に大きな影響を与えていると考えられます。

Dow Jones Sustainability World Index・Asia Pacific Index 銘柄選定
（11年連続）
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社会からの評価

FTSE4Good	Index	Series は、環境・社会・ガバナンス（ESG）の対応に優れた企業のパフォーマン
スを測定するために設計されたもので、金融商品の組成ツールや、リサーチ、参照基準、ベンチマー
クとして広く利用されます。
FTSE	Blossom	Japan	Index 及び FTSE	Blossom	Japan	Sector	Relative	Index は、環境・社会・
ガバナンス（ESG）総合型指数として年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の ESG 投資銘柄
選定に活用されています。

MSCI 日本株 ESG セレクト・リーダーズ指数は、親指数（MSCI	日本株	IMI 指数）構成銘柄の中から、
各GICS®業種分類の銘柄数50%を目標に、ESG評価に優れた企業を選別して構築される指数です。
MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）は、職場における性別多様性を推進する企業こそが、将来的な
労働人口減少による人材不⾜リスクに適応し、持続的な収益を生み出すという考えのもと作成され
たテーマ型指数です。各業種から厚生労働省のデータベース（女性の活躍推進企業データベース）
を指標として評価に用いて性別多様性スコアを算出し、優れた企業を対象に構築されています。

当社は、2020年 12月に MSCI	ESG 格付け評価にて総合商社として初めて「AAA」を獲得して以来、
この最上位ランク評価を維持しています。

FTSE	Russell（FTSE	International	LimitedとFrank	Russell	Companyの登録商標）はここに伊藤忠商事が第三者調査の結果、FTSE4Good	Index	
Series、FTSE	Blossom	Japan	Index、及びFTSE	Blossom	Japan	Sector	Relative	Index組み入れの要件を満たし、本インデックスの構成銘柄と
なったことを証します。これらはグローバルなインデックスプロバイダーであるFTSE	Russellが作成し、環境、社会、ガバナンス（ESG）につ
いて優れた対応を行っている企業のパフォーマンスを測定するために設計されたもので、サステナブル投資のファンドや他の金融商品の作
成・評価に広く利用されます。

伊藤忠商事のMSCI	ESG	Research	LLCまたはその関連会社（MSCI）のデータの使用や、MSCIのロゴ、商標、サービスマークやインデックス名
の使用は、MSCIによる伊藤忠商事の後援、宣伝、販売促進を行うものではありません。MSCIのサービスとデータは、MSCIまたはその情報プ
ロバイダーの資産であり、現状を提示するものであり、保証するものではありません。MSCIの名称とロゴは、MSCIの商標まはたトレードマー
クです。

FTSE4Good Index Series・FTSE Blossom Japan Index・FTSE 
Blossom Japan Sector Relative Index 銘柄選定

MSCI 日本株 ESG セレクト･リーダーズ指数・MSCI 日本株女性活躍指数
（WIN）銘柄選定



社会からの評価

S&P	Global社が産業セクターごとに持続可能な取組みを行っている優秀企業
を表彰する「S&P	Global	Corporate	Sustainability	Assessment（CSA）Score	
2023」において、Trading	Companies	&	Distributors セクターで「Top	5%」を
受賞しました。（2024年 2月現在）

GenDi	J は、Equileap が提供するジェンダー・イクオリティ・ス
コアを活用し、確立されたジェンダー・ダイバーシティ・ポリシー
が企業文化として浸透している企業、及び、ジェンダーに関係な
く従業員に対し平等な機会を約束している企業に重点をおいた
指数です。（2024年 4月現在）

S&P Global CSA Score 2023 業界内評価「Top 5%」受賞

ジェンダー・ダイバーシティ指数「Morningstar Japan ex-REIT Gender 
Diversity Tilt Index（GenDi J）」銘柄選定

S&P ／ JPX カーボン・エフィシェント指数は、GPIF が採用して
いるグローバル環境株式指数。Trucost による炭素排出量データ
をもとに世界最大級の独立系指数会社であるS&P ダウ・ジョー
ンズ・インデックスが、TOPIX の構成銘柄を対象とし、時価総額
をベースに同業種内で炭素効率性が高い企業、温室効果ガス排
出に関する情報開示をおこなっている企業の投資ウェイトを高め
た指数です。（2024年 4月現在）

グローバル環境株式指数 「S&P ／ JPXカーボン・エフィシェント指数」 
銘柄選定

●  CDP 気候変動
CDP 気候変動は、企業の気候変動に対する対応状況等を評価し
ています。2023年度、当社は A- 評価を受けました。
●  CDP 水セキュリティ
CDP 水セキュリティは、水セキュリティに関する企業の取組み状
況を評価しています。2023年度、当社は A- 評価を受けました。
●  CDP サプライヤー・エンゲージメント評価（SER）
CDP	SER は、CDP 気候変動質問書におけるガバナンス、目標、
スコープ 3排出量、バリューチェーンエンゲージメントに関するパ
フォーマンスを評価しています。2023年度、当社は A- 評価を受
けました。

CDP

Morningstar,	Inc及び／またはその関連会社（単体/グループに関らず「Morningstar」）は、伊藤忠商事が、「指定されたランキング年において、
職場でのジェンダー・ダイバーシティに関して、Morningstar日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数（除くREIT）（「インデックス」）
を構成する銘柄の最上位のグループにランクされた」という事実を反映するために、伊藤忠商事がMorningstar日本株式ジェンダー・ダイバー
シティ・ティルト（除くREIT）・ロゴ（「ロゴ」）を使用することを承認しました。Morningstarは情報提供のみを目的として伊藤忠商事による
ロゴの使用を承認しております。伊藤忠商事によるロゴの使用はMorningstarが伊藤忠商事を推奨するものではなく、また、伊藤忠商事に関
連する有価証券の購入、売却、引受けを推奨、提案、勧誘するものでもありません。当インデックスは日本の職場のジェンダー・ダイバーシティ
を反映するようにデザインされておりますが、Morningstarは、インデックスまたはインデックスに含まれるデータの正確性、完全性、または
適時性を保証しません。Morningstarはインデックス、またはロゴに関して明示的にも暗黙的にも保証を行わず、インデックス、インデックス
に含まれるデータまたはロゴに関する商品性および特定の目的または使用への適合性の保証を明示的に否認します。前述のいずれにも制限す
ることなく、いかなる場合においても、Morningstarまたはその第三者のコンテンツプロバイダーは、いずれかの当事者によるインデックスま
たはロゴの使用または信頼に起因する（直接的・間接的に関わらず）損害について、Morningstarが当該損害の可能性について認識していたと
しても、いかなる責任も負わないものとします。Morningstarの名前、インデックス名、およびロゴは、Morningstar,	Incの商標またはサービス
マークです。過去のパフォーマンスは、将来の結果を保証するものではありません。
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社会からの評価

本アワードは、ESG 金融または環境・社会事業に積極的に取組
み、インパクトを与えた機関投資家、金融機関、仲介業者、企業
等について、その先進的取組み等を表彰し、広く社会で共有し、
ESG 金融の普及・拡大につなげることを目的としています。
環境サステナブル企業部門の審査では様々な事業会社との相対
評価がされる中、商社固有のビジネスモデルが持つ事業の広がり
やステークホルダーの多様性が高く、サステナビリティ課題への
対応が困難な中、環境課題を把握し、高度の開示を行っている点、

「三方よし」の企業理念を活かし課題に取組んでいる点が高く評
価されての受賞となりました。

環境省第5回 ESGファイナンス・アワード・ジャパン 
「環境サステナブル企業部門」銅賞受賞

本ランキングは、上場企業のウェブサイト情報の充実度を評価す
るために実施されており、伊藤忠商事の ESGレポートを含むサス
テナビリティサイトが高く評価された結果、最優秀企業に選出され
ました。
調査項目は「ウェブサイトの使いやすさ」「ESG共通」「E（環境）」「S

（社会）」「G（ガバナンス）」の 5つから成り、主要ユーザーである
株主・投資家だけではなく、幅広いステークホルダーの視点を盛
り込んで設定されています。

「Gomez ESG サイトランキング2023」全業種総合第1位（3年連続）

本インデックスは、SOMPOアセットマネジメント株式会社が 2012
年 8月に運用を開始した ESG 評価が高い企業に幅広く投資する
年金基金・機関投資家向けの ESG 運用プロダクト「SOMPO サス
テナブル運用」において、独自のアクティブ・インデックスとして
活用されています。

SOMPO サステナビリティ・インデックス銘柄選定（13年連続）

Sompo Sustainability Index

2024

本賞は、大和インベスター・リレーションズ社が、国内上場企業のホーム
ページを対象に評価します。サステナビリティ部門ではトップページ、全体
方針、環境、社会、ガバナンス、サポートの 6つの項目に対し、基本方針、
社会課題への考え方、体制、定量的データ等を評価、当社は最優秀賞を受
賞しました。

大和インベスター・リレーションズ「インターネットIR 表彰  
サステナビリティ部門」最優秀賞

新・ダイバーシティ　経営企業100選
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多様な人材が活躍できる機会や環境を提供する優れた企業を選
定するもの（2016年選定／経済産業省）

女性の活躍推進に関する状況等が優良である企業を認定するもの
（2016年取得／厚生労働省）

えるぼし認定（2段階）



社会からの評価

平成29年度 均等・両立推進企業表彰 
厚生労働大臣優良賞（ファミリー・フレンドリー企業部門）

令和2年度女性が輝く先進企業表彰 
内閣府特命担当大臣（男女共同参画）賞

女性が活躍できる職場環境の整備を推進するため、役員・管
理職への女性の登用に関する方針、取組み及び実績並びにそ
れらの情報開示において顕著な功績があった企業を表彰する
もの（2020年表彰／内閣府）

がん対策推進企業アクション推進パートナー表彰 
厚生労働大臣賞（2018年2月選定） 
がん対策推進優良企業（2021年3月選定）

健康経営銘柄2024 
健康経営優良法人ホワイト500

従業員の健康管理を経営的な視点から考え戦
略的に取組んでいる企業を選定するもの（経済
産業省・東京証券取引所）
※	2016年度以来8年連続でホワイト500に選定

がん対策に積極的に取組んでいる企業に対し、総合的にがん
対策が進んでいる企業を表彰するもの（厚生労働省）

230環境トップコミットメント ガバナンス社会 サステナブルファイナンス 第三者保証報告書伊藤忠グループのサステナビリティ 社会からの評価

仕事と育児の両立支援の取組みに特に優れた企業を認定するもの
（2016年取得／厚生労働省）

「女性活躍推進」に優れた上場企業を「中長期の企業価値向
上」を重視する投資家にとって魅力ある銘柄として紹介するこ
とを通じて、企業への投資を促進し、各社の取組を加速化して
いくことを狙いとしたもの（2022年選定／経済産業省・東京
証券取引所）

プラチナくるみん認定 令和3年度なでしこ銘柄

仕事と育児・介護との両立支援のための取組みについて、他
の模範となる取組みを推進している企業を表彰するもの（2017
年選定／厚生労働省）



社会からの評価

ベストプラクティス企業選定

日本の人事部 HRアワード2018 
企業人事部門 優秀賞

年 1回実施する過重労働解消キャンペーンの一環として、長時間労働削減に向けた積極的な取組
みを行っている「ベストプラクティス企業」を各都道府県ごとに 1社のみ選定するもの（2017年 11
月／東京労働局）

人事・人材開発・労務管理等の分野におけるイノベーターを表彰する表彰
制度（2018年 11月）

第1回 がんアライ宣言・アワード 
ゴールド受賞

がんを治療しながら働く「がんと就労」問題に取組む民間プロジェクト「が
んアライ部」が、がん罹患者が治療をしながらいきいきと働ける職場や社会
を目指して創設したアワード（2018年 10月）

がん患者の治療と仕事の両立への優良な取組みを行う企業表彰 
優良賞

治療と仕事の両立に関する優良な取組みを行っている企業を表彰するもの。
（2018年 2月選定／東京都）
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第三者保証報告書

ESGレポート2024をお読みいただきありがとうございます。	
当部では、気候変動や自然資本に基づく事業分析、バリューチェーン上の人権尊重の取組み、
SDGs 達成への貢献に向けた施策の推進等、当社グループのサステナビリティ向上を目指して様々
な取組みを行っています。	
同時にそれらを踏まえた ESG（環境・社会・ガバナンス）関連情報の積極的な開示を行い、当社グ
ループの企業ブランド価値の更なる向上を目指すとともに、ステークホルダーの皆様の期待に応え
ていきます。

サステナビリティ推進部からのメッセージ
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〒107-8077		東京都港区北青山 2丁目 5番 1号
TEL：03-3497-4060　　E-mail：tokcr@itochu.co.jp

https://www.itochu.co.jp
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